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学　 部　 要　 覧

──学修と 学生生活の手引き ──

令和 3（ 2021）年度

入学の当初， 学修や学生生活についての指

導があるので， 必ず出席し てく ださ い。

こ の「 学部要覧」 は新入生にのみ配付さ れ

ます。 と く に学修上の諸規定は， 途中で変更

さ れるこ と なく ， 卒業まで一貫し て適用さ れ

ますので， 学年のはじ めには読み返すよう に

し た上で，卒業まで大切に保管し てく ださ い。

日 本 大 学 法 学 部
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新入生の皆さ ん， ご入学おめでと う ございます。

皆さ んは， 日本大学法学部の学生と し て， こ れから 新たな一歩を 踏み出すにあたり ，

心躍ら せているのではないかと 思います。

こ の『 学部要覧』 は， 皆さ んが日本大学法学部に入学し てから 卒業する までに必要な

数々の情報を 提供するために編集さ れた「 ガイ ド ブッ ク 」 です。

まずは， 皆さ んが大学で学ぶにあたり ， 不可欠な履修や学修の方法について知る 必要

があり ます。 大学で学修し ， 卒業するために何が必要か， 履修や単位の修得はどのよう

に行う か， さ ら に教育職員免許状などの資格を取るにはどう し たら 良いのかなど， 大学

生活の中で， 基本的で重要な情報が， こ こ では細かく 説明さ れていま す。 また， こ の

『 学部要覧』 には， 図書館の利用案内や課外講座の案内， 各種資格試験の指導部門の紹

介， さ ら には司法科研究室， 行政科研究室など学生研究室に関する記載や就職などの進

路に関する記述も あり ます。 皆さ んは， こ の要覧を よく 読んで， 卒業後の進路を 見据え

て ４年間の学修計画を立て， 有益な学生生活を送るよう 心がけてく ださ い。

も ち ろ ん， 入学し たばかり の皆さ んは， こ の『 学部要覧』 を 手にと っ て眺めてみて

も ， あまり の情報量の多さ に戸惑いを 感じ る人も いるかも し れません。 ４月早々に始ま

る各種のガイ ダンスは， こ れから 大学で学び， 生活し ていく のに必要なこ と を 説明する

ためにあり ます。 その際には， 必ずこ の『 学部要覧』 を 持参し てく ださ い。『 学部要覧』

を 熟読し ， ガイ ダンスを 受けても 疑問点が氷解し ない場合には， ガイ ダンスを 補完する

履修相談を有効に活用し たり ， ク ラ ス担任（ 自主創造の基礎 1 ・ 2 の科目担当教員） に

相談し たり ， あるいは事務局の窓口を 訪れても ら いたいと 思います。

大学生の学生生活を特徴づけるのは何より も 「 自由」 です。 大学では自分の時間割は

自分の責任で作成する こ と が求めら れています。「 何を 学びたいのか」「 何を 学ぶべき

か」， それを 決めるのは皆さ ん自身です。 そし て卒業後に「 何を目指すのか」「 そのため

にはどのよ う な学生生活を 送ら ねばなら ないのか」， それを 決める こ と ができ る のも ，

皆さ ん自身なのです。 も ちろ ん自由の背後には「 自己責任の原則」 があり ます。 皆さ ん

はこ の「 自己責任の原則」 を 十分に自覚し て，『 学部要覧』 を 十分に活用し ながら 実り

豊かな学生生活を送っ てほし いと 思います。

日本大学は， 近代国家の成立期にあっ て， 法学普及の重要性を 認識し た学祖山田顕義

伯爵によっ て， 1８８９年に「 日本法律学校」 と し て創立さ れまし た。 こ の日本法律学校か

ら 始まる日本大学の歴史は， そのまま法学部の歴史でも あり ます。 法学部は， こ の長い

歴史と 輝かし い伝統を 誇る日本大学の中にあっ て ， その中核に位置付けら れています。

皆さ んも また， 日本大学の筆頭学部の重要な一員です。 その誇り と 自覚を も っ てこ れか

ら の学生生活に臨んでほし いと 願っ ています。

はし がき
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日本大学は　 日本精神にも と づき

道統を たつと び　 憲章にし たがい

自主創造の気風を やし ない

文化の進展をはかり

世界の平和と 人類の福祉と に

寄与するこ と を 目的と する

日本大学は　 広く 知識を 世界にも と めて

深遠な学術を研究し

心身と も に健全な文化人を

育成するこ と を 使命と する

日本大学の目的および使命

日
本
大
学
校
歌

　

一
、
日
に
日
に
新
た
に

　
文
化
の
華
の

　
　
　
栄
ゆ
く
世
界
の

　
曠こ

う

野や

の
上
に

　
　
朝
日
と
輝
く

　
国
の
名
負お

い
て

　
　
　
巍ぎ

然ぜ
ん

と
立
ち
た
る

　
大
学
日
本

　
　
正
義
と
自
由
の

　
旗き

標
ひ
ょ
う

の
も
と
に

　
　
　
集
ま
る
学
徒
の

　
使
命
は
重
し

　
　
　
　
い
ざ

　
讃
え
ん

　
大
学
日
本

　
　
　
　
い
ざ

　
歌
わ
ん

　
わ
れ
ら
が
理
想

二
、
四
海
に
先さ

き

ん
じ

　
日
い
づ
る
国
に

　
　
　
富ふ

嶽が
く

と
ゆ
る
が
ぬ

　
建
学
の
基も

礎と

　
　
栄は

え

あ
る
歴
史
の

　
道
一
す
じ
に

　
　
　
向
上
息や

ま
ざ
る

　
大
学
日
本

　
　
治ち

世せ
い

の
一
念

　
炎
と
燃
ゆ
る

　
　
　
わ
れ
ら
が
行
く
手
の

　
光
を
見
よ
や

　
　
　
　
い
ざ

　
讃
え
ん

　
大
学
日
本

　
　
　
　
い
ざ

　
歌
わ
ん

　
わ
れ
ら
が
理
想

相
馬

　 御
風

　 作
詞

山
田

　 耕
筰

　 作
曲

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・



− 5−

日本大学は， 本学の「 目的及び使命」 を 理解し ， 本学の教育理念である「 自主創造」 を 構成する「 自ら 学ぶ」，

「 自ら 考える」 及び「 自ら 道をひら く 」 能力を身につけ，「 日本大学マイ ンド 」 を有する者を育成する。

・ 日本の特質を理解し 伝える力

日本文化に基づく 日本人の気質， 感性及び価値観を身につけ， その特質を自ら 発信するこ と ができ る。

・ 多様な価値を受容し ， 自己の立場・ 役割を認識する力

異文化及び異分野の多様な価値を 受容し ， 地域社会， 日本及び世界の中での自己の立ち位置や役割を認識し ，

説明するこ と ができ る。

・ 社会に貢献する姿勢

社会に貢献する姿勢を持ち続けるこ と ができ る。

＜自ら 学ぶ＞

・ 豊かな知識・ 教養に基づく 高い倫理観

豊かな知識・ 教養を基に倫理観を高めるこ と ができ る。

・ 世界の現状を理解し ， 説明する力

世界情勢を理解し ， 国際社会が直面し ている問題を説明するこ と ができる。

＜自ら 考える＞

・ 論理的・ 批判的思考力

得ら れる情報を基に論理的な思考， 批判的な思考をするこ と ができ る。

・ 問題発見・ 解決力

事象を注意深く 観察し て問題を発見し ， 解決策を提案するこ と ができ る。

＜自ら 道をひら く ＞

・ 挑戦力

あき ら めない気持ちで新し いこ と に果敢に挑戦するこ と ができる。

・ コ ミ ュ ニケーショ ン力

他者の意見を聴いて理解し ， 自分の考えを伝えるこ と ができ る。

・ リ ーダーシッ プ・ 協働力

集団のなかで連携し ながら ， 協働者の力を引き出し ， その活躍を支援するこ と ができ る。

・ 省察力

謙虚に自己を見つめ， 振り 返り を通じ て自己を高めるこ と ができ る。

日本大学マイ ンド

「 自主創造」 の 3 つの構成要素及びその能力

日本大学教育憲章
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日本大学法学部は，「 日本大学の目的及び使命」 を 理解し ， 日本大学の教育理念である「 自主創造」 を 構成する

「 自ら 学ぶ」，「 自ら 考える」 及び「 自ら 道をひら く 」 能力を 修得し ，「 リ ーガルマイ ン ド 」 を 身につけた者に，「 学士

（ 法学）」 の学位を授与する。

日本大学教育憲章

（「 自主創造」 の 3 つの構成要素及びその能力）
卒業の認定に関する方針

構成要素

（ コ ンピテンス）

能力

（ コ ンピテンシー）

構成要素

（ コ ンピテンス）

能力

（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

豊かな知識・ 教養を基に倫理

観を高めるこ と ができ る。

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-1 〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知識を 修得し ，

法令遵守の精神と 高い倫理観に基づいて， 自ら の使

命・ 役割を果たすこ と ができる。

世界の現状を 理解

し ， 説明する力

世界情勢を理解し ， 国際社会

が直面し ている問題を説明す

るこ と ができ る。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-2 〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及びジャ ーナリ

ズムの仕組みと ， それが直面し ている問題を 理解し ，

説明するこ と ができる。 …

論理的・ 批判的思考

力

得ら れる情報を基に論理的な

思考， 批判的な思考をするこ

と ができ る。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論理的， 科学的， 合理

的かつ批判的な考察を通じ て， 新たな「 知」 の創造に

寄与するこ と ができる。

問題発見・ 解決力 事象を注意深く 観察し て問題

を発見し ， 解決策を提案する

こ と ができる。

問題発見・ 解決力 〔 DP-４〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積極的にかかわ

る中で， 事象を注意深く 観察し て問題を発見し ， 解決

策を提案するこ と ができ る。

挑戦力 あき ら めない気持ちで新し い

こ と に果敢に挑戦するこ と が

でき る。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関する専門的知

識を基に， あき ら めない気持ちをも っ て， より 良い社

会・ 共同体の創造に果敢に挑戦するこ と ができる。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

他者の意見を 聴いて理解し ，

自分の考えを伝えるこ と がで

きる。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-６〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者の気質， 感性

及び価値観を理解・ 尊重し ， 社会・ 共同体の中で積極

的にコ ミ ュ ニケーショ ンを実践し ， 自ら の考えを伝え

るこ と ができ る。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

集団のなかで連携し ながら ，

協働者の力を引き 出し ， その

活躍を 支援する こ と がで き

る。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-７〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動において， より 良い成

果を上げるために， お互いを尊重し ， 自ら すすんで協

働すると と も に， リ ーダーと し て協働者の力を引き 出

し ， その活躍を支援するこ と ができ る。

省察力 謙虚に自己を見つめ， 振り 返

り を通じ て自己を高めるこ と

ができ る。

省察力 〔 DP-８〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己の活動がより

良い社会・ 共同体の創造に貢献するこ と ができたかを

振り 返るこ と により ， 生涯にわたり ， 社会人と し ての

自己を高めるこ と ができ る。

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

法学部（ 学士（ 法学）） の卒業の認定に関する方針
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法律の知識を基礎と し て， 高水準の実践的な専門教育と 国際的教養人と し ての教

養教育に努め， 高い倫理観と 優れた人格を備えた法律的なも のの考え方ができ る人

材を 養成する。 また， 高度な職業意識と 専門的な能力を 兼ね備えた人材を 養成す

る。

社会全般に対する広範な知識をも と に， 自ら 問題を摘示する能力， いわゆるリ ー

ガルマイ ンド と 称さ れる論理的思考能力， 問題解決能力を身につけ， グローバル化

が進み， 価値観が多様化する現代社会の中で生起する様々な問題に対し て， 一定の

ルールに従い解決する能力を発揮するこ と ができ る人材を養成する。

現代社会において必要不可欠な政治・ 経済・ 法律に関する幅広い知識と 理論を基

礎と し て， 自分独自の視点で問題を 見き わめる 能力や論理的・ 批判的な思考能力，

社会に存在する 諸問題を 解決し ていく 能力， そし て自己を 省察する 能力を 身につ

け， 国や地方の公共団体， 民間企業， NGO/NPO， マスメ ディ ア， そし て国際的な

フ ィ ールド など， 社会のあら ゆる場面において実践的な能力を発揮するこ と ができ

る人材を養成する。

法律学， 政治学などの知識を 踏ま え， 新聞学（ ジャ ーナリ ズム・ メ ディ ア・ 情

報・ コ ミ ュ ニケーショ ン に関わる 学際領域） の基礎理論を 把握し ， グロ ーバル化，

ネッ ト ワーク 化する現代社会を理解するための思考法を身につけ， 専門的学知を用

いて真理を探求するこ と のでき る能力と ， 人間社会の相互理解や自由と 平等に寄与

する能力を涵養し ， 研究者やジャ ーナリ スト ， 情報の誠実で責任ある担い手と なる

人材を養成する。

経営と 法に関する確固たる知識と 世界に発信できる語学力・ コ ミ ュ ニケーショ ン

能力に基づいて， 国内外の経営活動・ 企業活動の発展に貢献するこ と の重要性と 必

要性を認識し ， 自ら の考えを述べるこ と ができ る力を涵養するこ と によっ て， 企業

が直面する様々な課題に対処するこ と ができる力を身につけ， 国内外の経営活動・

企業活動における経営と 法に関する体系的知識を修得し ， 実務的観点に立っ て問題

を解決するこ と ができ る人材を養成する。

公共政策， 行政， 法律， 政治， 経済の知識を基礎と し て， 公共に関わる分野， 国

及び自治体の機能， 政策の分析方法・ 技法に関する知識・ 理解の上に， 公共政策の

立案・ 実施や政策効果の分析に係る能力を身につけ， 国及び地方の行政組織で活躍

する公務員， 公共・ 公益分野を中心と する民間企業や「 新し い公共」 の担い手と な

る 諸団体（ N PO法人， 福祉団体， 学校・ 教育機関など） でリ ーダーシッ プを 発揮

できる人材を養成する。

社会全般に対する広範な知識をも と に， 自ら 問題を摘示する能力， いわゆるリ ー

ガルマイ ンド と 称さ れる論理的思考能力， 問題解決能力を身につけ， グローバル化

が進み， 価値観が多様化する現代社会の中で生起する様々な問題に対し て， 一定の

ルールに従い解決する能力を発揮するこ と ができ る人材を養成する。

【 第一部】

法律学科

政治経済学科

新聞学科

経営法学科

公共政策学科

【 第二部】

法律学科

日本大学法学部の教育研究上の目的
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日本大学の歴史は， そのまま法学部の歴史でも あり ます。

1８８９（ 明治22） 年10月 ４日，「 日本法律学校設立の趣意」 に基づいた学校設立が

認可さ れ， 日本大学の建学の歴史は開かれまし た。 し かし ， 実質的な研究教育活動

は， こ れに先立っ て， 同年 ９月21日， 麹町区飯田町五丁目 ８番地の皇典講究所講堂

において， 総理大臣山
やま

県
がた

有
あり

朋
と も

， 司法大臣山
やま

田
だ

顕
あき

義
よし

， 来賓代表ボアソ ナード ほか， 政

府閣僚高官等数十名参列の下に日本法律学校の開校式が盛大に挙行さ れた時， 法学

部は教学の府と し ての歴史を歩み始めたと いえます。

日本大学法学部創設の歴史を語るに際し ， 時の司法大臣山田顕義の名を逸するこ

と はでき ません。 山田顕義が「 日本法学の振起」 を強調し ， その使命を日本法律学

校の生誕に託し たから です。 その意味で， 日本大学法学部「 創立の父」 と し ての栄

誉は山田顕義に冠せら れます。 山田顕義が唱導する「 日本法学の振起」 の思想は，

1８８９（ 明治22） 年 ４月 3 日付「 日本法律学校設立趣意書」 に詳し く 記さ れていま

す。 その趣意は， 外来の先進ヨ ーロッ パ諸国の法学思想と ， わが国固有の思想と の

融合調和を目指し ， 日本独自の法律文化を確立するため， 法学教育の機関を創設す

べき必要があると のこ と であり まし た。

日本法律学校は， 初代校長に金
かね

子
こ

堅
けん

太
た

郎
ろ う

を迎え， 設立評議員に当時， わが国法曹

界の主流をなす， 加
か

藤
と う

弘
ひろ

之
ゆき

， 箕
み

作
つく り

麟
り ん

祥
し ょ う

， 児
こ

島
じ ま

惟
い

謙
けん

， 穂
ほ

積
づみ

八
やつ

束
か

， そし て山田顕義を擁

し て着実な発展を遂げ， 1８９3（ 明治2６） 年 ７月1６日， 第 1 回卒業生４６名を世に送り

出し まし た。

1８９７（ 明治30） 年12月22日， 日本法律学校は財団法人組織に改組し まし た。 当

時， 私立の法律学校で財団法人と し ての組織的近代化をみたのは， 本学が最初であ

り まし た。 一方， 同年 1 月には学術研究機関誌『 日本法政新誌』 第 1 号が刊行さ れ

まし た。 同誌上に掲載さ れた学術論文の数々が， わが国法学界の発展に寄与し た功

績は計り 知れません。 同誌の伝統は， 現在， 日本大学法学部法学会が定期的に刊行

する『 日本法学』 と 『 政経研究』 などに受け継がれています。

1９03（ 明治3６） 年 ８月1９日， 日本法律学校は校則を 改めて大学組織と なり ，「 日

本大学」 と 改称し まし た。 学長には， 創設時以来， 評議員を務め， 明治法曹界の重

鎮のひと り である 金子校長の後を 継いだ第 2 代校長である 松
まつ

岡
おか

康
やす

毅
こ わ

が就任し まし

た。 松岡康毅は， 後に農相も 歴任し まし たが， その学問的遺業の中には拷問制度の

廃止と 裁判所構成法を中心と する訴訟制度近代化の提唱などが特筆さ れています。

財団法人日本大学の発足に伴い， 同日を 記念し て徽章と 制服・ 制帽が制定さ れ，

翌1９0４（ 明治3７） 年 3 月には， 従前の大学部法律学科と 並んで政治科・ 商科が併設

さ れまし た。 政治科は1９４0（ 昭和1５） 年 ４月， 当時の時代の要請に応えて政治経済

学科に改組さ れ， 今日に至っ ています。 ちなみに1９0４（ 明治3７） 年10月， 日本大学

部法律学科， 政治科， 商科に在籍する学生総数は1，８00名， 教員総数約８0名でし た。

日本大学が大学令による大学組織と し て発足し たのは， 1９20（ 大正 ９） 年 ４月1６

日のこ と です。 その後， 1９22（ 大正11） 年 3 月， 学長松岡康毅が総長に昇任し ， 学

長に平
ひら

沼
ぬま

騏
き

一
いち

郎
ろ う

， 法文学部長に山
やま

岡
おか

萬
まん

之
の

助
すけ

がそれぞれ就任し まし た。 平沼騏一郎は

1９23（ 大正12） 年10月， 松岡総長急逝の跡を受けて第 2 代総長に， そし て山岡萬之

助は1９33（ 昭和 ８） 年 3 月， 平沼総長勇退の後任と し て第 3 代総長にそれぞれ就任

し ています。 いずれも 大正・ 昭和の刑事法学を代表する学界の権威で， 彼ら の刑法

1 ． 日本法律学校の創設

2 ． 日本大学の発展

法学部の沿革と 現状
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及び刑事訴訟法関係の著作のひと つひと つが重厚な学風をも っ て後世に伝えら れて

います。 以後， 総長は第 ４代呉
く れ

文
ふみ

炳
あき

， 第 ５代は法学部の永
なが

田
た

菊
き く

四
し

郎
ろ う

， 第 ６代は歯学

部の鈴
すず

木
き

勝
まさ る

， 第 ７代は法学部の高
たか

梨
なし

公
まさ

之
ゆき

， 第 ８代は理工学部の木
き の

下
し た

茂
し げ

德
のり

， 第 ９代は

文理学部の瀨
せ

在
ざい

良
よし

男
お

， 第10代は医学部の瀨
せ

在
ざい

幸
ゆき

安
やす

， 第11代は理工学部の小
こ

嶋
じ ま

勝
かつ

衛
え

，

第12代は生物資源科学部の酒
さ か

井
い

健
たけ

夫
お

， 第13代に歯学部の大
おお

塚
つか

吉
き ち

兵
べ

衛
え

が務めてき まし

た。 2012（ 平成2４） 年に総長制度が廃止さ れ， 教学の最高責任者は学長と なり ， 現

在は元文理学部長の加
か

藤
と う

直
なお

人
と

が務めています。

1９４８（ 昭和23） 年の学制改革を契機に， わが国教育制度の改革は本格的に進めら

れまし たが， 日本大学も 翌1９４９年度以降， 新学制の下に再編さ れ， 1８７６（ 大正 ９）

年以来の法文学部も 法学部と 文理学部に分離さ れ， 法学部は独自の研究教育体制と

事務機構を確立し まし た。 こ れに先立ち， 1９４７（ 昭和22） 年 ８月31日， 新聞学科が

増設さ れまし たが， こ れは言論界に多大の反響を呼び， ジャ ーナリ スト を目指す学

生は， こ ぞっ て新聞学科の扉をたたき まし た。 こ こ を巣立っ て， 現在ジャ ーナリ ズ

ムの第一戦で活躍する人々も 少なく あり ません。

1９５1（ 昭和2６） 年 ４月 1 日には， 新制大学院制度の下で大学院法学研究科が設置

さ れまし た。 さ ら に1９６４（ 昭和3９） 年には， 第一部に経営法学科， 管理行政学科，

第二部には新聞学科が新設さ れまし た。 こ れら はいずれも 近代合理主義時代と いわ

れる当時の社会的要請を受けて， 既成の学問体系が細分化さ れ， 専門領域重視へと

進んでいる時， 総合的な研究教育の実現を大学教育課程においても 具現化が求めら

れたのに対し ， 対応し よう と し た成果だと いえます。

日本大学法学部は， 前述のと おり ， 当初， 日本法律学校と し て皇典講究所内の仮

校舎に開校し まし たが， 1８９５（ 明治2８） 年 3 月， 神田一ツ橋の帝国教育会館に一時

移転し ， 翌1８９６年 ６月 ６日， 三崎町校舎が竣工し まし た。 それ以来， 千代田区三崎

町の地に校舎を構えて現在に至っ ています。 こ の三崎町校舎は現法学部本館の位置

にあり ， 1９20（ 大正 ９） 年， 法文・ 商科の合同校舎新築に際し て解体・ 再建さ れま

し た。 こ の合同校舎も 同1９23（ 大正12） 年 ９月， 関東大震災で焼失し ， 以後， 応急

の仮校舎を経て， 1９2７（ 昭和 2 ） 年， 三崎町に旧法文学部本館が竣工し まし た。 こ

れら の校舎は老朽化に伴い， 1９６８（ 昭和４3） 年， 現在の法学部本館に建て替えら れ

まし た。

こ のほか 2 号館が1９５８（ 昭和33） 年に， 3 号館が1９６3（ 昭和3８） 年に建築さ れ，

三崎町キャ ンパスの整備が進めら れまし た。 また， 1９６９（ 同４４） 年に埼玉県大宮市

（ 現・ さ いたま市） に ５万坪の敷地を 擁する 大宮校舎が開設さ れ， 1 年生の授業が

こ こ で行なわれるよう になり まし た。

し かし ， その後の大学の都心回帰の流れを背景に， 学生の利便性の向上を図るた

めに， 三崎町キャ ンパスの整備が進めら れるこ と になり ， 200４（ 平成1５） 年に ９号

館と 図書館が竣工し まし た。 特に図書館は， 以前よ り 格段に蔵書を 増やすと と も

に， 最新の工法を採り 入れた柱の少ない開放的な教育空間を確保し た建物と なっ て

おり ， パソ コ ンやＡ Ｖ 機器等マルチメ ディ ア設備をはじ め， 最新の設備を備えたも

のと し て法学部のラ ンド マーク と なっ ています。

その後， 200９（ 平成21） 年には， ４号館と 10号館が竣工し ， 2013（ 平成2５） 年に

は， 学生のサーク ル活動の拠点と し て ６号館が竣工さ れまし た。 さ ら に201６（ 平成

2８） 年には学生の資格取得を目指す学生研究室を備えた ５号館が竣工し まし た。

3 ． 戦後の復興と 拡充

４． 法学部校舎の沿革
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法学部は現在， 第一部に法律学科， 政治経済学科， 新聞学科， 経営法学科， 公共

政策学科の ５学科を擁し ， 第二部には法律学科の 1 学科を有し ています。 総合的・

多角的な学問の研究教育体系を形成し ， 柔軟かつ高度な学科カ リ キュ ラ ムの下で多

く の講義が開講さ れています。 さ ら に専門的研究のための大学院（ 法学研究科， 新

聞学研究科， 法務研究科（ 専門職）） も 設置さ れていま す。 今日， こ れら に合計

７，５00人にのぼる学生が学んでいます。

法学部のキャ ンパスは， ヨ ーロッ パの大学に多く 見ら れるよう に， 交通の便の良

い， 情報社会の最先端に位置する都心型キャ ンパスになっ ています。 こ こ 神田三崎

町は， 東京の中心に位置し ， 国会， 裁判所， 官庁， 新聞社， 放送局， 主要企業をは

じ め， 手が届く ほど近く に「 生き た」 情報や教材があふれ， 勉学環境にはこ と 欠き

ません。

201９（ 令和元） 年， 法学部は， 創設130周年を 迎えたこ と を 契機と し て， さ ら な

る教育の充実を目指し ， 快適な環境の中で， 学修に， サーク ル活動に， より 満足度

の高い大学を目指し て， キャ ンパスの整備も 進めています。 日本大学法学部は， 次

の時代に向けて， 力強く 歩んでいきます。

５． 法学部の現状
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第 1 条　 本大学は， 日本精神にも と づき ， 道統をたつと び， 憲章にし たがい， 自主

創造の気風をやし ない， 文化の進展をはかり ， 世界の平和と 人類の福祉と

に寄与するこ と を目的と する。

第 2 条　 本大学は， 広く 知識を世界にも と めて， 深遠な学術を研究し ， 心身と も に

健全な文化人を育成するこ と を使命と する。

第1４条　 学期は， 次のと おり と する。 ただし ， 事情によっ て異なる場合がある。

前学期　 ４月 1 日から ９月30日まで

後学期　 10月 1 日から 3 月31日まで

第1５条　 休業日は， 次のと おり と する。 ただし ， 休業日でも 特に授業又は試験を行

う こ と がある。

①日曜日　 ②国民の祝日に関する法律に規定する休日　

③本学創立記念日（ 10月 ４日）　 ④春季休業　 ⑤夏季休業　 ⑥冬季休業

2 　 休業日の変更及び臨時の休業日については， そのつどこ れを定める。

第20条　 修業年限と は， 本大学の教育課程を修了するために必要な期間のことをいう 。

2 　 在学年限と は， 本大学において学生の身分を有するこ と ができ る期間の

こ と をいう 。

3 　 修業年限は， 最低 ４年と し ， 在学年限は， ８年と する。

第21条　 編入学と は， 他の種類の学校を卒業し た者が， 教育課程の一部を省いて途

中から 履修すべく 本大学に入学するこ と をいう 。 ただし ， 大学を卒業し た

者又は大学に 1 年以上在学し た者が， 教育課程の一部を省いて途中から 履

修すべく 本大学に入学する場合も 編入学と する。 …

６　 編入学の年次は， 2 年次又は 3 年次と する。

７　 編入学者の在学年限は， 許可さ れた編入学年次に応じ ， 第20条第 3 項又

は第 ４項に定める在学年限から 編入学年次数を控除し ， それに 1 を加えて

得た年数と する。

８　 編入学者は， 編入学年次の教育課程によっ て履修するも のと する。

第22条　 転部と は， 所属する学部と は異なる学部（ 通信教育部内を含む） へ異動す

るこ と をいう 。 なお， 法学部における第一部及び第二部間の異動について

も 転部と する。

2 　 転科と は， 所属する学部の異なる学科へ異動するこ と をいう 。

3 　 転籍と は， 通信教育課程を有する学部において， 同一学部の通学課程と

通信教育課程の間を異動するこ と をいう 。 ただし ， 通学課程と 通信教育課

程の間で異なる学部への異動については， 転部と する。

８　 転部・ 転科及び転籍の年次は， 2 年次又は 3 年次と する。 ただし ， ４年

次への転籍（ 同一学科間） は， 許可するこ と ができる。

９　 転部・ 転科及び転籍し た者の在学年限は， 許可さ れた転部・ 転科及び転

籍年次に応じ ， 第20条第 3 項又は第 ４項に定める在学年限から 転部・ 転科

及び転籍が許可さ れた年次数を控除し ， それに 1 を加えて得た年数と する。

10　 転部・ 転科及び転籍し た者は， 転部・ 転科及び転籍が許可さ れた年次の

教育課程によっ て履修するも のと する。

第2５条　 休学と は， 病気その他やむを得ない事由により ， 3 か月以上修学でき ない

状態のこ と をいう 。

2 　 復学と は， 休学期間満了によっ て， 再び修学するこ と をいう 。

目的及び使命

学年・ 学期及び休業日

入学・ 在学・ 転部・ 転科・ 転

籍・ 休学・ 復学・ 留学・ 退学

及び除籍

学　 　 則（ 抜粋）　
※令和 2 年 ４月 1 日に学則（ 総則等） が改正さ れまし た。

　 改正後の学則全文は法学部ホームページにて確認し てく ださ い。
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3 　 休学し よう と する者は， その事実を証明する書類を添え， 保証人連署で

願い出て， その許可を得て原則と し て入学年度を除き ， 休学するこ と がで

き る。 ただし ， 入学年度の後学期については， 修学困難な事由の場合は認

めるこ と がある。

４　 休学期間は， 1 学期又は 1 年と し ， 通算し て在学年限の半数を超えるこ

と ができ ない。

５　 休学者は， その事由が解消さ れた場合， 保証人連署で願い出て， 許可を

得て復学するこ と ができ る。

６　 休学者は， 学期の始めでなければ復学するこ と ができ ない。

７　 休学期間は， 在学年数に算入する。

第2７条　 留学と は， 本大学が教育上有益と 認めたと き は， 休学するこ と なく ， 外国

の大学において， 許可を得て一定期間修学するこ と をいう 。

2 　 留学の期間は， 修業年数に算入する。

第2８条　 退学と は， 在学の中途において在籍関係を 解除する こ と を いう 。 退学に

は， その手続き により ， 次のも のがある。

①　 病気その他やむを得ない事由による， 学生の意志に基づく 願い出による

も の。 ただし ， その事実を証明する書類を添え， 保証人連署で退学願を提

出し て， 許可を受けなければなら ない。

②　 学生が死亡し たこ と による， 保証人から の届出によるも の

③　 第30条に基づく 除籍によるも の

④　 第７６条及び第７７条に基づく 懲戒によるも の

第2９条　 再入学と は， 病気その他やむを得ない事由によっ て退学し た者が， 当該学

部等に再び入学するこ と をいう 。

3 　 再入学でき る者は， 次の各号に該当するも のと する。

①…　 本大学に原則と し て 1 年以上在学し ， 再入学し よう と する学部等が定

める単位数を修得し ている者

②　 病気その他やむを得ない事由で退学し た者

③　 人物及び在学中の成績が妥当な者

５　 再入学の学科については， 原則と し て退学時の学科と する。

10　 再入学者の在学年限は， 許可さ れた再入学年次に応じ ， 第20条第 3 項又

は第 ４項に定める在学年限から 再入学年次数を控除し ， それに 1 を加えて

得た年数と する。 ただし ， 医学部・ 歯学部・ 松戸歯学部・ 生物資源科学部

獣医学科及び薬学部においては， 在学年限を定めるこ と ができ る。

11　 再入学者は， 再入学年次の教育課程によっ て履修するも のと する。 ただ

し ， 学則変更等の事情により 再入学前の入学年度の教育課程によるこ と が

できる。

12　 退学前の既修単位は認定する。 ただし ， 教育課程等の変更により ， 退学

前の既修単位が認定さ れないこ と がある。

第30条　 除籍と は， 学生の帰すべき事由により 在籍関係を強制的に解除し ， 退学さ

せるこ と をいう 。

2 　 次の各号のいずれかに該当する者は， 除籍するこ と ができ る。

①　 故なく し て学費の納付を怠っ た者

②　 故なく し て欠席が長期にわたる者

③　 在学年限を超えた者

第32条　 各授業科目の単位数は， 1 単位の授業科目を４５時間の学修を必要と する内

容をも っ て構成するこ と を標準と し ， 授業の方法に応じ ， 当該授業による

教育効果， 授業時間外に必要な学修等を考慮し て， 次の基準により 計算す

履修規定
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るも のと する。 また， 教育上必要と 認めら れる場合には， 修得すべき 単位

の一部の修得について， こ れに相当する授業時間の履修をも っ て代えるこ

と ができ る。

①　 講義及び演習については， 1５時間から 30時間までの範囲で学部又は大学

院研究科が定める時間の授業をも っ て 1 単位と する。

②　 実験， 実習及び実技については， 30時間から ４５時間までの範囲で学部又

は大学院研究科が定める時間の授業をも っ て 1 単位と する。

③　 講義， 演習， 実験， 実習又は実技のう ち二つ以上の方法の併用により 授業

を行う 場合については， その組み合わせに応じ ， 前 2 号に規定する基準を

考慮し て学部又は大学院研究科が定める時間の授業をも っ て 1 単位と する。

2 　 前項の規定にかかわらず， 卒業論文， 卒業研究， 卒業制作等の授業科目に

ついては， こ れら に必要な学修等を考慮し て単位数を定めるこ と ができる。

第3４条 2 　 試験には， 平常試験・ 定期試験・ 追試験及び再試験がある。

①…　 平常試験と は， 当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期

の途中に適宜行う 試験のこ と をいう 。

②…　 定期試験と は， 当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中

に行う 試験のこ と をいう 。 定期試験は学期末又は学年末に行う 。

③…　 追試験と は， やむを得ない事由のため定期試験を受けるこ と のでき な

かっ た者のために行う 試験のこ と をいう 。

④…　 再試験とは，受験の結果不合格となった者のために行う 試験のことをいう 。

3 　 追試験及び再試験は， 当該学部において必要と 認めたと き に限り ， こ れ

を行う 。

第3６条　 学業成績の判定は， Ｓ ， Ａ ， Ｂ ， Ｃ ， Ｄ 及びＥ の ６種をも っ てこ れを表し ，

Ｓ （ 100～９0点）， Ａ （ ８９～８0点）， Ｂ （ ７９～７0点）， Ｃ （ ６９～６0点）， Ｄ

（ ５９点以下）， Ｅ （ 履修登録し たが成績を 示さ なかっ たも の） を も っ て表

し ， Ｓ ， Ａ ， Ｂ ， Ｃ を合格， Ｄ ， Ｅ を不合格と する。 合格し た授業科目に

ついては， 所定の単位数が与えら れる。

第４0条 3 　 休学及び留学を許可さ れた学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いに

ついては， 別に定める。

第４3条　 既納の学費は， いかなる理由があっ ても 返還し ない。

第４４条　 停学を命ぜら れた学生は， 停学期間中も 授業料を納付し なければなら ない。

第４５条　 学業人物と も に優秀な学生であっ て， 学費支弁の方法のない者には， 学費

を減免し ， 又は貸与・ 給付するこ と がある。

第７５条　 人物及び学業成績が優秀な者には， 授賞するこ と がある。

2 　 授賞に関する規定は， 別に定める。

第７６条　 学生が本大学の規則・ 命令に背き 若し く は大学の秩序を乱し ， 又は学生と

し ての本分に反する行為があっ た場合にはその情状によっ て懲戒を行う こ

と がある。

第７７条　 懲戒は， 退学・ 停学及び訓告の 3 種と する。

2 　 前項の退学は， 次の各号のいずれかに該当する者について行う 。

①　 性行不良で改善の見込みがないと 認めら れる者

②　 学力劣等で成業の見込みがないと 認めら れる者

③　 正当の理由がなく て出席常でない者

④　 大学の秩序を乱し ， その他学生と し ての本分に反し た者

3 　 停学と は， 一定期間， 授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し ， その

他の課外活動等についても 禁止するこ と をいう 。

４　 訓告と は， 文書で戒めるこ と をいう 。

学費及び貸給費

賞　 罰
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大学生活にあたっ て

「 はし がき」 でも 述べら れている 通り ， 大学の学生生活を 特徴づける のは何よ り

も 「 自由」 です。 大学には制服はあり ませんし ， 時間割も お仕着せではなく ， 自分

で作るこ と ができ ます。 授業の取り 方によっ ては， 毎日， 大学に来ないこ と も あり

得ます。 また， アルバイ ト も 自由にするこ と ができます。 まさ に「 自由」 を謳歌す

るこ と ができ るのは， 大学生の「 特権」 だと も 言われます。

し かし ，「 自由」 と いっ ても ， それは気ままな「 自由」 を 意味する も のではあり

ません。「 自由」 と いう 言葉の裏側には「 責任」 と いう 言葉がある こ と を 忘れては

なり ません。 どのよう な授業を選択するか， 授業にどのよう に出席するか， 日常の

学修をいかに行う か等々， 多く の「 自由」 があり ますが， そこ で問われるのは「 自

己責任」 です。 授業や学修を怠けた結果， 単位が取れず， 卒業できないこ と も あり

ます。 また， 授業の取り 方を 間違えて， 社会に出てから 後悔する こ と も あり ます。

こ れら の「 責任」 は， すべて皆さ ん自身が負わなければなり ません。 大学で何を学

びたいのか， 何を学ぶべき か， 将来， 何を目指すのか， そのためにはどのよう な学

生生活を送るべき か， それら を決めるのは， すべて皆さ ん自身です。

大学生活の ４年間は， 長いよう で短い時間です。 皆さ んには，「 自由」 と 「 責任」

を常に意識し て， 悔いのない大学生活を送っ ても ら いたいと 願っ ています。

大学の授業は， ク ラ ス指定の科目や必ず取ら なければなら ない必修の科目を除く

と ， 多く の科目が， 選択になっ ています。 選択科目は， 自ら の興味や関心あるいは

将来の希望などを考え， 皆さ ん自身が自由に選択でき る科目です。 日本大学法学部

では， 皆さ んのニーズに応える ために， 数多く の科目が開設さ れています。 いつ，

どの科目をどのよう に受講するか， 十分に考えて， 科目を選んで時間割を組むよう

に心がけてく ださ い。

大学では， 授業を受けるにあたり ， 受講する科目を「 登録」 し なければなり ませ

ん。 こ れを「 履修登録」 と いいます。 ク ラ ス指定であろ う と ， 必修科目であろ う

と ， また， 選択科目であろ う と ， 受講する科目について「 履修登録」 を行う 必要が

あり ます。「 履修登録」 がさ れていないと ， 試験を 受けら れなかっ たり ， 成績が付

かなかっ たり する こ と がある ので， 注意し てく ださ い。「 履修登録」 は前学期が ４

月， 後学期は ９月の年間 2 回あり ます。

なお， 科目には「 履修開始年次」 が定めら れています。 たと えば 2 年次開講科目

は 1 年次では履修でき ないなどの制約があり ますが， 1 年次開講科目については，

いつでも 履修が可能です。

ち なみに時間割の都合で， 受講し たい科目が重なっ てし まう 場合があり ますが，

その時は「 必修科目」 を 優先する よ う にし てく ださ い。 重なっ てし まっ た科目は，

その年次に履修できなく ても ， 次年度以降， 履修が可能です。 また，2 年次以降で，

「 必修科目」 同士が重なっ てし まっ ている場合には， 教務課へ相談し てく ださ い。

日本大学法学部では，「 セメ スタ ー制」 を導入し ています。

こ れは 1 年を「 前学期」 と 「 後学期」 に分け， それぞれで授業が完結するよう な

授業形態です。「 前学期」 は ４月から ７月，「 後学期」 は ９月から 1 月が授業期間に

なっ ており ， それぞれの学期で， 成績評価が行われます。

ただし ， 科目によっ ては前学期から 後学期まで通年で受講し ， 学年末に成績評価

自由と 責任

授業の選択と 履修

セメ スタ ー制
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を行う 場合も あり ます。

大学の科目履修は「 単位制」 によっ て行われます。 科目を履修し ， 試験に合格す

ると ， 所定の単位が与えら れます。

「 単位」 のあり 方は， 科目の性格によ っ て異なり ます。 一般的な「 講義科目」 は

1 学期で 2 単位が与えら れます。 ただし ， 科目によっ ては 1 学期のう ちに週に 2 時

限分行われるも のや， 通年で行われるも のも あり ， こ れら については ４単位が与え

ら れます。 こ れに対し ， 語学や体育など「 演習」 や「 実習」 科目については， 1 学

期で 1 単位が与えら れるこ と になっ ています。 も っ と も ，「 演習」 科目であっ ても ，

1 学期で 2 単位が与えら れる 場合があり ます。 さ ら に「 ゼミ ナール」 については，

2 年間継続し て履修し ， はじ めて ８単位が与えら れます。

卒業に必要な最低単位数は12４単位です。 ただ， 単位を 積み重ねればいいと いう

わけではなく ， 学部や学科が求める「 必修」 や「 選択必修」 科目修得の条件を満た

すこ と が求めら れています。

どのよう な科目を履修するかについては， 皆さ んに多く の「 自由」 が認めら れて

いますが， 卒業するために， どのよう な単位が必要なのか， その条件を満たし てい

るかどう か， 常に皆さ ん自身で確認する必要があり ます。

なお， どの科目にどのよう な単位が与えら れるのかは， 科目群毎の履修表を参照

し てく ださ い。

本学部では， 皆さ んが無理のない履修を 促すために，「 履修上限単位数」 を 定め

ています。「 履修上限単位数」 は 1 学期あたり 23単位と なっ ています。 こ れを 超え

て履修するこ と はでき ません。 従っ て，４年間で確実に卒業し ていく ためには，「 履

修上限単位数」 を考えて， 計画的に履修するこ と が求めら れます。

なお， ４年次生については，「 履修下限単位数」 も 定めら れており ， 卒業単位を

満たし ていたと し ても ， 最低， 前学期と 後学期にそれぞれ ４単位を履修し なければ

なり ません。

科目の履修にあたっ ては， その授業が， どのよう な内容で， いかに授業が展開さ

れるのかを知っておく こと が不可欠です。 そのために役に立つのが「 シラ バス」 です。

「 シラ バス」 は， それぞれの科目について， 授業の目的， 授業の具体的な内容，

評価の基準， 教科書や参考書などが記載さ れており ， 科目履修のために最も 重要な

情報を 提供し てく れます。 科目履修にあたっ て， 是非と も 「 シラ バス」 を 参照し ，

有意義な選択をし ても ら いたいと 願っ ています。

「 シラ バス」 は法学部ポータ ルシステムまたは法学部ホームページから 見る こ と

ができ ます。

日本大学法学部には， 数多く の科目が展開さ れています。 そし て科目名称の後に

Ⅰ， ⅡあるいはＡ ， Ｂ と いう 符号が付さ れているも のがあり ます。

Ⅰ， Ⅱについては， 授業の内容が段階的になっ ており ， Ⅰに次いでⅡを履修する

こ と が望まし い科目と なっ ています。 こ れに対し ， Ａ ， Ｂ については， 便宜的なも

ので， Ｂ から 先に履修するこ と も 可能です。

なお， それぞれの授業の内容については，「 シラ バス」 を参照し てく ださ い。

単 位 制

履修上限単位数と 履修下限単

位数

シラ バス

科目名称
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大学の授業は， 比較的大人数で， かつ一方通行で行われるも のが多いのが実態で

すが， 専門的な学修を 少人数で行う のが「 ゼミ ナール」 です。「 ゼミ ナール」 は，

最も 大学ら し い授業と いわれ， こ こ での仲間は， 一生の友人と なり ます。

日本大学法学部では， 多く のゼミ ナールが開講さ れています。 一般的に 2 年次生

の秋に入室試験が行われ， 3 年次， ４年次の 2 年間， ゼミ ナールで学修し ， 最終的

にゼミ ナール論文を作成し ます。

本学のゼミ ナールは学科に関係なく 入室試験を受験するこ と ができます。 すなわ

ち， 学科を越えた幅広い学修が可能になると 同時に， 幅広い友人関係を作るこ と も

でき ます。 皆さ んには， こ れら のゼミ ナールに積極的に参加し ， 専門的な研究を

行っ ても ら いたいと 願っ ています。

どのよ う なゼミ ナールが開講さ れ， どのよ う な学修を 行っ ている かについては，

教務課ゼミ ナール掲示板（ 本館 1 階学生ホール） などを確認し てく ださ い。

ゼミ ナール
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学修上の注意

法学部の授業科目には， 共通科目（ Ⅰ群）， 総合科目（ Ⅱ群）， 外国語科目（ Ⅲ

群）， 体育・ 健康科目（ Ⅳ群）， 専門基幹科目（ Ⅴ群）， 専門展開科目（ Ⅵ群）， 専門

演習関連科目（ Ⅶ群） があり ます。 それぞれの群について， 卒業に必要な単位数が

定めら れています。 Ⅰ群から Ⅳ群の授業は， 第一部及び第二部のそれぞれ各学科共

通に開講さ れていますが， Ⅴ群から Ⅶ群の専門的な科目は学科ごと に設置さ れてい

ます。 その他， 教育職員免許の資格取得志望者のために教職課程に関する科目が設

置さ れています。

所定の授業科目を履修し 科目ごと に定めら れている単位を修得し ， 卒業に必要な

単位数を修得する制度を単位制と いいます。

①　 単位数について

⑴　 外国語科目と 体育・ 健康科目は， 前学期または後学期の 1 学期， 履修し ， 合

格するこ と で 1 単位が与えら れます。

なお， 大宮キャ ンパスで行われる体育・ 健康科目は， 1 学期， 履修し ， 合格

するこ と で， 2 単位が与えら れます。

⑵　 共通科目， 総合科目， 専門基幹科目， 専門展開科目， 専門演習関連科目は，

前学期または後学期の 1 学期履修し 合格するこ と で， 2 単位が与えら れます。

なお， 週に 2 時限分開講さ れる 科目及び通年で開講さ れる 科目については，

1 学期若し く は通年で ４単位が与えら れます。

②　 単位の認定

履修する授業科目の単位は， 各学期の初めに「 履修登録」 を行い， 定めら れた

時間出席し ， 試験などに合格し た場合に認定さ れます。 合格点は６0点以上です。

また， 科目によっ ては， 受講態度などを含めて， 成績を判定する平常評価も あり

ます。

③　 学業成績の判定

学業成績の判定は， Ｓ ， Ａ ， Ｂ ， Ｃ ， Ｄ 及びＥ の ６種をも っ てこ れを表し ， Ｓ

は100～９0点， Ａ は８９～８0点， Ｂ は７９～７0点， Ｃ は６９～６0点， Ｄ は５９点以下， Ｅ

は欠席多数， 試験未受験等と し ， Ｓ ， Ａ ， Ｂ ， Ｃ が合格， Ｄ ， Ｅ が不合格と なっ

ています。

卒業単位の履修については，「 履修登録の手引き 及び時間割表」 や「 シラ バス」

を活用し ， 授業の計画を立てるこ と が大切です。

卒業単位と は， 卒業するために必要な最低の単位のこ と ですが， 実際には， こ れ

を上回る単位を修得するこ と が望まし いと さ れています。

法学部を卒業する［ 学士（ 法学） の学位を得る］ ためには， ４年以上（ 休学期間

は含まない） 在学し ，『 卒業に必要な最低単位数』（ 各学科の学修にて確認し てく だ

さ い） にし たがい， 所定単位を修得し なければなり ません（ 早期卒業制度を除く ）。

卒業年度にあたる ４年次生は， 3 年次までに修得し た授業科目と 単位を確認し てお

く こ と が必要です。

卒業の単位と 授業科目

卒業の要件

1 ． 単 位 制

2 ． 卒業単位修得のための履

修計画

3 ． 卒業に必要な単位
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法律学科， 政治経済学科， 経営法学科， 公共政策学科には， それぞれ「 課程」 ま

たは「 コ ース」 が設置さ れています。 課程・ コ ースの選択により ， 卒業に必要な単

位数や科目が異なり ますので， 選択にあたっ ては，「 専門科目の履修」 のページを

参考にし てく ださ い。 課程・ コ ース選択開始年次は次のと おり です。

学科名 課程・ コ ース名 選択年次

法律学科
法曹コ ース

−
総合法コ ース

政治経済学科

国際政治経済コ ース

2 年次
日本政治経済コ ース

地方行財政コ ース

政治経済理論コ ース

新聞学科 − −

経営法学科

ビジネス法コ ース

2 年次国際法務コ ース

知的財産コ ース

公共政策学科

行政職課程

1 年次公安・ 自治体コ ース

公共・ 公益マネジメ ント コ ース

※　 法律学科法曹コ ース及び公共政策学科行政職課程は， 在学中の成績等に応じ

て， その他の課程・ コ ースと の入替を行う 場合があり ます。

①　 日本大学では， 学生の自主的学修意欲と その多様化に応えるべく ， 本学の多分

野・ 学際領域にわたる教育・ 研究上の総合力を発揮し て， 学生の履修の幅の拡大

及び専攻を 異にする 学生の共同学修によ る 履修の深度の増大と 活性化を 図る た

め， 全学的に相互履修制度を実施し ています。 詳細については， 年度当初に掲示

等により 周知し ますので， それに従っ て履修手続き をし てく ださ い。

②　 法学部には， 第一部・ 第二部間での履修を認める制度があり ます。 対象と なる

授業科目や， 履修上限単位数などの詳細については， 年度当初に法学部ポータ ル

システム等で周知し ますので， 履修登録を行う 際に留意し て手続きをし てく ださ

い。

なお， ①と ②で履修できる単位数は在学中に合計で６0単位までです。 また， 各

学年において， その年次に履修登録するこ と ができ る単位数の上限を超えるこ と

はでき ませんので注意し てく ださ い。

法学部には， 3 年次の 3 月に卒業を認める早期卒業の制度があり ます。

①　 対象学生について

早期卒業は， 法学部に 3 年以上在学し ， 卒業の要件と し て定める単位を優秀な

成績で修得し たと 認めら れる 者で， 日本大学大学院法学研究科， 同新聞学研究

科， 同法務研究科に進学する者を対象と し ます。

ただし ， 編入学， 再入学及び転部・ 転科・ 転籍等によ り 学籍を 異動し た者は，

早期卒業の対象と し ませんので注意し てく ださ い。 また， 休学をし た者も 対象と

し ません。

②　 早期卒業希望者の認定について

早期卒業を希望する者は， 1 年次後学期から 3 年次前学期までの間， 各学期の

始めに， 法学部所定の「 早期卒業希望届」 を教務課を通じ 学部長宛てに提出し な

ければなり ません。 また， 早期卒業の対象と なるためには， 次に定める要件を満

４． 各学科の課程・ コ ースの

選択について

５． 日本大学相互履修科目及

び第一部・ 第二部間の履

修について

６． 早期卒業について
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たさ なければなり ません。

⑴　 直前の学期終了時の学業成績において， 別に定める修得単位数及びＧ Ｐ Ａ の

要件（ ※ 1 参照） を満たし ， 教授会の審査を経て学部長が認めた者であるこ と 。

⑵　 上記⑴における修得単位数は， Ｇ Ｐ Ａ の算定対象と なる授業科目の単位と す

る。

※ 1 　 上記「 別に定める要件」 と は以下のと おり です。

・ 1 年次前学期終了時は， 次のと おり と する。

修得単位数が21単位以上で， Ｇ Ｐ Ａ が3.５以上であるこ と 。

・ 1 年次後学期終了時は， 次のと おり と する。

修得単位数が４2単位以上で， Ｇ Ｐ Ａ が3.５以上であるこ と 。

・ 2 年次前学期終了時は， 次のと おり と する。

修得単位数が６3単位以上で， Ｇ Ｐ Ａ が3.５以上であるこ と 。

・ 2 年次後学期終了時は， 次のと おり と する。

修得単位数が８４単位以上で， Ｇ Ｐ Ａ が3.５以上であるこ と 。

・ 3 年次前学期終了時は， 次のと おり と する。

修得単位数が卒業に必要な単位数を満たし ， Ｇ Ｐ Ａ が3.５以上であるこ と 。

③　 授業科目の履修について

⑴　 早期卒業適格の認定を受けた者は， 各学期 ４単位まで， 法学部が定めた各学

期の履修登録上限単位数を超えて履修するこ と ができ ます。

⑵　 履修に当たっ ては， 別に定める上級年次配当授業科目（ ※ 2 参照） を履修す

るこ と ができ ます。

※ 2 　 上記「 別に定める上級年次配当授業科目」 については以下のと おり です。

・ 2 年次における 3 年次配当科目

早期卒業適格の認定を受けた者が在籍する学科・ 課程・ コ ースにおいて， 3 年

次生が履修でき る全ての科目を履修でき る。 なお， ゼミ ナールについては， 3 年

次向けの講義を履修するこ と 。

・ 3 年次における ４年次配当科目

早期卒業適格の認定を受けた者が在籍する学科・ 課程・ コ ースにおいて履修で

きる全ての科目を履修できる。 なお， ゼミ ナールについては， ４年次向けの講義

を履修するこ と 。

④　 早期卒業希望の取下げについて

⑴　「 早期卒業希望届」 を 提出し た者が， 早期卒業の希望を 取り 下げる と き は，

速やかに， 法学部所定の「 早期卒業希望辞退届」 を教務課を通じ 学部長宛てに

提出し なければなり ません。

ただし ， 3 年次における取下げは， 12月末日までと し ます。

⑵　 早期卒業希望を取り 下げた者は， 再び早期卒業の対象と なるこ と はでき ませ

んので， 注意し てく ださ い。

⑤　 早期卒業の要件について

早期卒業をするためには，3 年次終了時において， 別に定める要件（ ※ 1 参照）

を含めて12４単位以上を優秀な成績をも っ て修得し なければなり ません。

3年次後学期終了時は，次のとおりとする。
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法学部第二部法律学科には， 職業を有し ている等の事情により 勤務の関係で学修

時間が制約さ れ， 修業年限（ ４年間） での卒業が困難な学生を対象と し た長期履修

学生制度があり ます。

長期履修学生の手続及び審査は， 1 年次で入学し た ４月上旬にのみ実施さ れます。

①　 長期履修学生の資格

法学部第二部法律学科に入学し た学生で， 職業を 有し ている 等の事情によ り ，

修業年限を 超えて計画的に教育課程を 履修し 卒業する こ と を 希望する 者と し ま

す。

②　 履修期間

履修期間については ５年と し ます。（ 在学年数の上限は ８年）

③　 履修上限単位数

長期履修学生の各学年における履修上限単位数は以下のと おり です。

1 年目 2 年目 3 年目 ４年目 ５年目 計

32単位

（ 各学期1６単位）

32単位

（ 各学期1６単位）

32単位

（ 各学期1６単位）

32単位

（ 各学期1６単位）

４６単位

（ 各学期23単位）
1７４単位

④　 授業料等

長期履修学生と 認めら れた場合の授業料等については， 通常の法学部第二部法

律学科学生の ４年間分の授業料等を， 履修年数の ５年間で均分し た額を年間の納

入額と し ます。

なお， 1 年次前学期分の授業料等については， 長期履修学生と し て許可さ れた

場合， 長期履修学生授業料と の差額分を後学期授業料等に充当し ます。

⑤　 長期履修学生の取消し

長期履修学生と し て許可さ れた者から ， 相当の理由を記載し た願い出が， 指定

の期限までにあっ た場合には， 長期履修学生の許可を取り 消すこ と ができ， 通常

の第二部法律学科学生（ 最低修業年限 ４年） と なり ます。 その場合， 長期履修学

生と し て減額さ れていた授業料等の差額分を納入し なければなり ませんので注意

し てく ださ い。

手続等の詳細については， ポータ ルシステム等により 周知し ますので， それに従

い手続をし てく ださ い。

７． 長期履修学生制度につい

て
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履修登録と は， 各学期の初めにその学期に履修する開講授業科目をLive…Campus

（ 教務） 上で， 登録手続き するこ と を言います。

①　 こ の手続を行わなかっ た場合， または科目登録に誤り があっ た場合は， 授業を

受講でき ず単位と なり ません。

②　 こ の履修登録はLive…Cam pus（ 教務） 上で行う ので，「 履修登録の手引き 及び

時間割表」 を熟読の上， 十分に確認をし て， 絶対に誤り のないよう にし てく ださ

い。

③　 第一部においては， 他学科にのみ開設さ れている授業科目も 履修するこ と がで

きます。 ただし ， 学科により 一部， 受講が制限さ れる授業科目も あるので注意し

てく ださ い。

各学年において， その学期に履修登録をするこ と ができ る単位数（ 履修上限単位

数） 及び履修登録をし なければなら ない単位数（ 履修下限単位数） が， それぞれ下

表のと おり 設定さ れていますので， それに従い履修登録を し なければなり ません。

ただし ， ゼミ ナール及び「 教育の基礎的理解に関する科目等」，「 教科及び教科の指

導法に関する 科目（ 概論系科目及び各教科の指導法）」 については， 学年の履修登

録の上限単位数・ 下限単位数に算入し ないので注意し てく ださ い。

【 第一部・ 第二部共通】

履修上限単位数 履修下限単位数

学年 前学期 後学期 学年 前学期 後学期

１年 23単位 23単位 １年

設定し ない２年 23単位 23単位 ２年

３年 23単位 23単位 ３年

４年 23単位 23単位 ４年 ４単位※ ４単位※

※　 本学学則第20条により ， 修業年限を最低 ４年（ 休学期間を除く ） と 定めている

こ と により ， 3 年次終了時において卒業に必要な単位を修得し た場合でも ， ４年

次において履修登録の手続をする必要があり ます。

①　「 履修登録」 は， 必ず所定の期日までに行っ てく ださ い。 期日後の登録または

内容の変更・ 訂正・ 追加等は認めら れません。

②　 履修登録のできる科目は， 自己の年次配当科目及び低年次配当の科目です。 た

だし ， 学生番号などで受講対象を特に定めてある科目については， それに従っ て

く ださ い。

③　 各学年及び学期における履修登録の上限単位数及び ４年次における履修登録の

下限単位数がそれぞれ設定さ れているので， それに従い履修登録し てく ださ い。

④　「 履修登録」 は， あく までも 事務上の手続であり ， 実際の授業は登録期間以前

から も 進行し ていく ので， 早めに履修計画を 立て， 授業にのぞむ必要があり ま

す。 科目の特性によ り ， 履修が制限さ れる 科目（ 外国語科目や体育・ 健康科目

等） があるので留意し てく ださ い。

⑤　 未修得の必修科目と 当該年次で履修すべき 科目と が授業時間割上， 同一時限に

重複し ている場合は， 未修得の必修科目を優先し て履修すること をおすすめし ます。

1 ． 履修登録

2 ． 履修登録の制限

3 ． 履修登録上の注意

授業科目の登録（ 履修登録の手続）
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シラ バスは法学部ポータ ルシステムから 見るこ と ができ ます。 履修前に， 必ずシ

ラ バスにて授業内容を確認し て履修計画を立てるよう にし てく ださ い。

なお， Ｗｅ ｂ シラ バスは， 下記①②のどち ら かの方法で確認する こ と ができ ま

す。

①　 下記アド レ スをブラ ウザに直接入力し て検索画面を開き確認し てく ださ い。

　 　 http://nulaw syllabus.jp/law /

②　「 日本大学法学部ホームページ」（ http ://w w w .law .n ihon-u .ac.jp/） のト ッ プ

ページ よ り ，「 在学生の方へ」 を 開き，「 総合ポータ ルシ ス テ ム」 を ク リ ッ ク ，

「 法学部シラ バス」 をク リ ッ ク し てシラ バスの検索画面を開き 確認し てく ださ い。

または，「 日本大学ホームページ」 のト ッ プページよ り ，「 教員紹介・ シラ バス」

を 開き，「 シラ バス」 を ク リ ッ ク し てシラ バスの検索画面から 確認する こ と がで

きます。

③　（ 学内PCのみ）「 日本大学法学部ホ ームページ」（ http ://w w w .law .n ihon-u .

ac.jp/） のト ッ プページより ，「 在学生の方へ」 を開き ，「 COLN et」 をク リ ッ ク ，

「 シラ バス」 をク リ ッ ク し てシラ バスの検索画面を開き 確認し てく ださ い。

４． シラ バスの公開について

http://nulawsyllabus.jp/law/
http://www.law.nihon-u.ac.jp/
http://www.law.nihon-u.
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授　 　 業

授業時間は， 以下の表のと おり です。

部別
時限

第一部

（ 月曜日～金曜日）

第二部

（ 月曜日～金曜日）

第一部・ 第二部

（ 土曜日）

1 　 時 　 限 ９： 00～10： 30 1６： 20～1７： ５0 ９： 00～10： 30

2 　 時 　 限 10： ４0～12： 10 1８： 00～1９： 30 10： ４0～12： 10

3 　 時 　 限 13： 00～1４： 30 1９： ４0～21： 10 13： 00～1４： 30

４　 時 　 限 1４： ４0～1６： 10 1４： ４0～1６： 10

５　 時 　 限 1６： 20～1７： ５0 1６： 20～1７： ５0

前学期・ 後学期の各学期末に， 授業の質をより 向上さ せるこ と を目的と し て， 全

授業を対象に（ ゼミ ナールを除く ） 授業アンケート を実施し ています。 履修者の皆

さ んには， その目的を理解し ， 積極的な回答をお願いし ます。

オフ ィ スアワーと は， 教員がある曜日・ 時限を決めて研究室等において， 授業の

内容や学修上の問題について相談・ 質問等に応じ るため， 指定し た時間に待機する

制度です。 こ の時間帯は， 急を要する業務・ 会議・ 出張等を除き ， 学生への対応を

優先するため， 遠慮なく 研究室等指定さ れた場所を訪問し 「 授業内容」 や「 学修方

法」 などについて相談し てく ださ い。

なお， オフ ィ スアワーは， こ の時間帯以外の訪問を制限する趣旨で設定し ている

も のではあり ません。 オフ ィ スアワー以外の時間帯でも 研究室等を訪ねるこ と は差

し 支えあり ませんが， 不在等などの理由で対応できない場合があるので， 事前にア

ポイ ント メ ント をと るこ と をおすすめし ます。

オフ ィ スアワー実施教員は， シラ バスにおいてお知ら せし ていますので確認し て

く ださ い。

台風や大雪などにより ， 次のいずれかの交通機関が運休し た場合は， 以下のと お

り 授業を休講するこ と があり ます。

Ｊ Ｒ 総武線（ 千葉− 三鷹間）， 中央線（ 東京− 高尾間）， 山手線

①　 当日午前 ６時の時点で運休の場合は， 第一部 1 ・ 2 時限目の授業を休講と す

る。

②　 当日午前10時の時点で運休の場合は， 第一部 3 ～ ５時限目， 第二部 1 時限目

の授業を休講と する。

③　 当日午後 3 時の時点で運休の場合は， 第二部 2 ・ 3 時限目の授業を休講と す

る。

原則と し て上記の措置を目安と し ますが， 状況判断により 適切な措置を講じ 法学

部ホームページや法学部ポータ ルシステム等にてお知ら せし ますので， 各自必ず確

認し てく ださ い。

1 ． 授業時間

2 ． 授業アンケート について

3 ． オフ ィ スアワー

４． 交通機関運休の場合の取

扱い
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試　 　 験

実施さ れる試験は， 次のと おり です。

なお， 実施期間及び試験時間割については， 別途掲示・ ポータ ルシステムにて周

知し ます。

試験の区分 実施期間 摘　 　 要（ 対象者）

定

期

試

験

前学期末試験 前学期末
前学期をも っ て終了する科目。

1 年次生～ ４年次生　対象

後学期末試験 後学期末
後学期をも っ て終了する科目。

1 年次生～ ４年次生　対象

追

　 試

　 験

前学期末試験の

追試験（ ※ 1 ）
８月下旬 『 法学部追試験実施に伴う 取扱い要領』 によ

り ， 受験が許可さ れた科目。

1 年次生～ ４年次生　対象
後学期末試験の

追試験（ ※ 1 ）
2 月下旬

再

　 試

　 験

前学期末試験の

再試験（ ※ 1 ）
８月下旬 当該学期において， 成績が「 Ｄ 」 評価と なっ

た科目。

４年次生　対象（ 各学期 ４科目まで）
後学期末試験の

再試験（ ※ 1 ）
2 月下旬

※ 1 　 受験に必要な手続や条件， 期間等詳細については， 別途掲示・ ポータ ルシステムにて

周知し ます。

※ 2 　 本学部では， 再修者を 対象に， ９月での卒業を 認める制度があり ます。 そのため， 前

学期末試験により 卒業単位が充足し た場合， ９月の卒業が可能と なり ます。

※ 3 　 学事日程の都合上， 定期試験等を実施し ない年度も あり ます。

①　 受験でき る科目

⑴　 定期試験： 当該学期の履修登録のある科目。

⑵　 追 試 験： 受験を願い出て， 許可さ れた科目（ 法学部追試験実施に伴う 取扱

い要項で確認し てく ださ い）。

②　 受験する上での注意事項

⑴　 学 生 証： 試験場では学生証を机上に呈示し てく ださ い。 学生証を忘れた者

は， 教務課で受験票（ 学生証不携帯者用） の発行を受けてく ださ

い（ 発行料300円）。

⑵　 時 間 割： 試験時間割と 授業時間割は， 曜日・ 時限・ 講堂等が異なる場合が

あり ます。

⑶　 試 験 場： 同一科目でも 試験場が複数の講堂に分かれる場合があり ます。 該

当する試験場を掲示で確認し 受験し てく ださ い。

⑷　 使用禁止： 試験場では， 携帯電話及び電子機器等の使用は禁止し ています。

また， 携帯電話・ 腕時計型端末などを時計と し て使用するこ と は

認めていません。

③　 試験中の注意事項

⑴　 実　 　 施： 試験中はすべて試験監督者の指示に従っ てく ださ い。

⑵　 試 験 場： 入場後， 試験場の間違いに気がついたら ， 試験監督者に申し 出て

く ださ い。

⑶　 遅　 　 刻： その科目の試験開始後20分までは受験を許可し ます。

⑷　 氏名等の記入： 試験開始の合図後， 答案用紙に学科， 学年， 学生番号及び氏名を

明記し てく ださ い。 こ の場合， 必ずペン 書き で記入し てく ださ

い。

⑸　 棄　 　 権： 問題解答に着手後， その受験科目を棄権する場合は， 答案用紙に

大き く 斜線を引き， 大き く 『 棄権』 と 明記し 提出し てく ださ い。

1 ． 試験の種類

2 ． 受験上の注意事項
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… 棄権し た科目は不合格と なり ます。 また， Ｇ Ｐ Ａ の算出にも 含ま

れますので， 注意し てく ださ い。

⑹　 参　 　 照：『 六法』 及び『 辞書』 の持ち 込みが許可さ れた場合， 原則と し て

判例・ 解説つき のも の及び書き 込みのある も のは使用でき ま せ

ん。 また，『 教科書』 及び『 参考書』 の持ち 込みが許可さ れた場

合についても 同様に， 書き込みのあるも のは原則使用できません。

… ただし ， 例外と し てこ れら に書き込み等が認めら れる場合は， 掲

示でお知ら せし ますので， よく 確認し てく ださ い。

… なお， 許可さ れる『 六法』 の種類が本学部においては定めら れて

いますので， 掲示で確認し てく ださ い。

… また， 同一参照物を他者と 共同使用し てはなり ません。

⑺　 答案提出： 試験開始後20分を経過し なければ， 答案の提出及び退場はでき ま

せん。

④　 不正行為

試験等における不正行為等により 懲戒処分を受けた学生は， その懲戒の種類に

かかわら ず， 原則と し て当該学期に履修し ている全ての科目の成績が無効と なり

ます。

⑴　 カ ンニング行為。

⑵　 書き 込みのある「 六法」 や「 辞書」 を使用（ 持ち込みを含む） し た場合。

⑶　 偽っ た学科・ 学年・ 学生番号・ 氏名を記入し た場合。

⑷　 その他， 試験施行の妨げになるよう な行為。

⑤　 受験科目が無効になると き

⑴　 履修登録・ 受験届のない科目を受験し たと き。

⑵　 試験科目（ 担当教員・ 曜日・ 時限を含む） を間違えたと き 。

⑶　 無記名の答案を提出し たと き。

⑷　 不正行為が行われたと き 。

①　 学修成果の評価方針（ アセスメ ント ・ ポリ シー）

本学部では， 教育の質的転換に向けた取り 組みの一環と し て， 学修成果の評価

方針（ アセスメ ント ・ ポリ シー） を定め， こ れに基づいて， 学生の学修成果を厳

正に評価するこ と を目的と し て， 以下の成績分布基準を設けています。

合否 評価 係数 点　 数 意　 　 義 成績分布の基準

合格

Ｓ ４ 100～９0点
到達目標を 超えて高度な能力を 身に

つけている
上位1５％以内

Ａ 3 　８９～８0点
十分な能力を 修得し て到達目標に達

し ている
上位４0％以内

Ｂ 2 　７９～７0点
平均的な能力を 修得し て到達目標に

達し ている

他の評価が占め

る 割合によ り ，

割合が可変

Ｃ 1 　６９～６0点
最低限の能力を 修得し て到達目標に

達し ている

20％以内

不合格

Ｄ 0 　５９点以下 到達目標に達し ていない

Ｅ 0
欠席多数， 試験未受験等によ り 評価

できない

− Ｐ − −
履修登録後， 所定の中止手続を 取っ

たも の
−

− Ｎ − − 修得単位と し て認定になっ たも の −

※　 なお， 履修者数が20名に満たない科目，「 自主創造の基礎 1 ・ 2 （ Ⅰ・ Ⅱ）」， Ⅶ群専門演

習関連科目（ ゼミ ナールを 含む） 及び本学部が適当と 認めた科目は， 成績分布基準の適用

対象外と なり ます。

3 ． 成　 　 績
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②　 Ｇ Ｐ Ａ 制度

本学では， 厳格な成績評価， 厳密な履修指導による卒業生の質の保証等を目的

と し て， 国際的な成績評価基準であるＧ Ｐ Ａ （ Grade…Point…A verage） 制度を全

学的に導入し ています。

なお， 科目等履修生はこ の制度の対象外と なり ます。

科目ごと の成績は， 試験結果のみなら ず， 平常評価などを含めた総合的なも の

で行われます。 科目ごと の成績評価のあり 方については， シラ バスなどを参照し

てく ださ い。

③　 Ｇ Ｐ Ａ の算出

Ｇ Ｐ Ａ 制度の下では， 科目ごと の成績評価に該当する係数に各科目の単位を掛

けたも のが， 科目ごと のポイ ン ト と なり ます。 そし て， 次項の計算式に従っ て，

ポイ ント 数の総計を総履修単位で除し たも のがＧ Ｐ Ａ の値と なり ます。

なお， Ｇ Ｐ Ａ 算出対象科目は， 卒業単位と し て取り 扱う ， すべての履修科目と

なり ます（ 認定科目は除く ）。

Ｇ Ｐ Ａ の値は半期ごと に集計し ますが， その場合， Ｄ （ 不合格） や試験を受け

ずに放棄し たも のも 計算式の分母に算入さ れます。 すなわち， むやみに多く の科

目を履修し ， 最終的に試験を受けない， または不合格になっ た場合， Ｇ Ｐ Ａ の値

は低く なり ます。 従っ て， 科目の履修にあたっ ては， 確実に合格でき るか否かを

熟慮し てく ださ い。

④　 Ｇ Ｐ Ａ の計算方法

Ｇ Ｐ Ａ の計算式は以下の通り です。

（ Ｓ の修得単位数× ４）＋（ Ａ の修得単位数× 3 ）＋（ Ｂ の修得単位数× 2 ）＋（ Ｃ の修得単位数× 1 ）
総履修単位数（ Ｄ ， Ｅ の単位数も 含む）

Ｇ Ｐ Ａ 表記にあたっ ては， 小数点以下第 3 位を四捨五入し ， 小数点以下第 2 位

までを有効と し ます。

⑤　 その他

・ 履修登録後に履修を取消す場合は， 所定の期間に履修登録中止の手続きを行っ

てく ださ い。 こ の期間外での履修登録中止は認めら れません。

・ 評価がＤ も し く はＥ と なり ， 翌年度以降に同一科目を 再履修し 合格し た場合

は， 以前の不合格科目の単位数は， Ｇ Ｐ Ａ 算出に際し ， 総履修単位数の分母に

算入し ません。

ただし ， 再履修し ない場合， 不合格科目の単位数は総履修単位数の分母にそ

のまま残るので， 注意し てく ださ い。

・ Ｇ Ｐ Ａ は半期ごと あるいは学年ごと に算出し ， 成績通知書及び成績証明書に表

記すると 共に学修指導の参考に使われます。

・ 卒業時には入学時から の累積のＧ Ｐ Ａ も 算出し ， 最終的なＧ Ｐ Ａ が成績証明書

に表記さ れます。

履修登録し た科目の成績評価は， 1 年次生から 3 年次生については前学期分を ９

月上旬， 後学期分を 3 月中旬， ４年次生については前学期分を ８月下旬， 後学期分

を 2 月上旬にLive…Campus（ 教務） 上で発表し ます。

各学期末に発表さ れる成績の評価基準や内容等について質問のある場合は， 所定

の期間内に教務課にて手続をし てく ださ い。 手続期間等詳細については， 別途掲示

等にて周知し ます。 手続の対象になら ない試験も あり ますので， 掲示等には注意し

てく ださ い。

なお， 質問内容が明確でないも の， 不適切な内容のも の（ 救済を 願い出る も の

等） は受け付けできません。

また， 手続期間内外を問わず， 授業担当教員に直接問い合わせするこ と はでき ま

せん。

４． 成績発表

５． 成績評価への質問
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法学部追試験実施に伴う 取扱い要項

追試験は， 以下のいずれかの事由によ り 定期試験を 受験でき なかっ た場合に限

り ， 願い出て， 許可の上受験するこ と ができます。 ただし ， 定期試験の試験開始後

の棄権は， 事由のいかんにかかわら ず， 追試験の受験を認めら れません。

①　 傷病

②　 交通機関の事故

③　 忌引

④　 日本大学競技部選手の大会出場

⑤　 その他， 上記の事由と 同等と 判断さ れる事由

受験の許可については， 教務課より 通知し ます。

定期試験にて実施し た科目。

追試験の受験料は徴収し ません。

追試験に必要な手続は， 以下のと おり です。

①　 追試験の受験を希望する者は， 事由の発生し た日より 定期試験期間終了後の指

定さ れた期間内（ 指示による） に， 所定の欠席届と 事由を証明する次の書類を本

人が教務課に提出し ， 願い出なければなり ません。 指定さ れた期間後の願い出

は， 事由のいかんによら ず， 受理さ れません。

なお， 提出さ れた書類は返却し ません。

1 　 傷病： 診断書（ 病状， 期日の明記さ れたも の） または， 本学部指定の学校感

染症治癒証明書。

2 　 交通機関の事故： 交通機関の発行する証明書等。

3 　 忌引： 案内状等。

４　 大会出場： 案内状等（ 期日及び本人の出場が確認できるも の）。

５　 その他， 上記の事由と 同等と 判断さ れる事由を証明するも の。

※　 上記 1 ～ ５に記載の書類によっ て， 欠席の事由を客観的かつ明確に証明でき

ない場合は， 事実関係を補足説明する為の書類について， 追加提出が必要にな

る場合があり ます。

②　 受験が許可さ れた場合は， 許可通知を大切に保管し ， 追試験期間中に持参し て

く ださ い。

追試験を実施する時期は， 以下のと おり です。

①　 前学期末試験の追試験： ８月下旬

②　 後学期末試験の追試験： 2 月下旬

1 ． 受験要件

2 ． 受験許可について

3 ． 受験できる科目

４． 受 験 料

５． 手　 　 続

６． 試験実施時期



学 科 目 の 履 修 と 学 修

Ⅰ群 共 通 科 目

Ⅱ群 総 合 科 目

Ⅲ群 外 国 語 科 目

Ⅳ群 体 育・ 健 康 科 目

Ⅴ群 専 門 基 幹 科 目

Ⅵ群 専 門 展 開 科 目

Ⅶ群 専門演習関連科目
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共通科目の学修

法学部は法律学科， 政治経済学科， 新聞学科， 経営法学科， 公共政策学科の ５つ

の学科から 構成さ れています。 学生の皆さ んは， それぞれの学科に所属し て， 専門

的な学修を行っ ていき ます。 同時に， 総合科目や外国語科目， 体育・ 健康科目のよ

う に， 専門的な学修と は別に， 知識の幅を広げ， 教養を深めるための学修も 行っ て

いきます。

その一方で， 法学部では， 専門的あるいは教養的な学修と は別に， 豊かで実り あ

る大学生活を送っ ても ら う ための「 知の技法」 を学んだり ， 実社会を知り ， あるい

は体験するこ と を通じ て， 悔いのない進路を考えるこ と を支援するために共通科目

を設置し ています。

共通科目では， 学科における 専門的学修や総合科目などの教養的学修と 異なり，

大学生と し て学修するこ と の意味や， その後の進路を考えるための指針を学ぶこ と

を目的と し ています。

共通科目での学修は， 法学部におけるその他の学科目の学修と は， 趣を異にし て

います。 そこ で学ぶこ と は，「 知識」 と いう よ り は「 知恵」 だと いう こ と ができ ま

す。 また， 大学生活を豊かにするための「 方法」 だと いう こ と も でき るでし ょ う 。

特に １年次で全員が必修と なっ ている「 自主創造の基礎 １」「 自主創造の基礎 ２」

では， 大学と は何か， そこ で学ぶこ と にはどのよう な意味があるのか， また， いか

に学んでいく のかと いっ た「 知の技法」 を少人数のク ラ スで， 学部共通のシラ バス

の下で， 学修する， まさ に「 大学入門」 と いう べき科目と なっ ています。

また，「 キャ リ ア・ デザイ ン」 や「 イ ン タ ーン シッ プ」 などのキャ リ ア関連の科

目は， 学生の皆さ ん個々の将来の進路を考えるための羅針盤の役割を果たすこ と が

期待さ れています。

こ れら の科目は， 大学生と し ての自覚を高め， また， 将来の進路を真摯に考える

機会を得るこ と により ， 豊かで悔いのない大学生活を送るための大き な助けになる

でし ょ う 。

共通科目の学修は， 専門科目や総合科目のよう に， 特定の分野の学問を探究する

と いう も のではあり ません。 むし ろそのための指針を示し ， 学修の一般的な方法を

学び， 将来の進路を見定めるなどがその目標と なり ます。 そこ では， 漫然と 教えら

れるこ と を覚えると いう のではなく ， より 積極的に学んだこ と を活用するこ と が重

要です。

たと えば「 自主創造の基礎 １」 では， 大学で学修し ていく ための具体的な方法な

どを 学びます。 し かし ， 重要なこ と は， こ こ で学んだこ と を ， 大学での学修の中

で， どのよう に生かし ていく かです。 その内容を専門的な学修に生かすこ と ができ

れば， 皆さ んの大学生活は， より 有意義なも のになるこ と は間違いあり ません。 そ

の意味では， 共通科目の授業は， 真面目に出席するこ と は当然と し て， 議論に参加

し ， 教員に疑問をぶつけるなど， 積極的な姿勢が大切になり ます。

１． 共通科目の目的

２． 共通科目の特色

３． 共通科目の学修
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全学共通教育科目（ ◎印＝必修科目　 ◯印＝選択必修科目　 ●印= 選択科目）

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法１年

前期

１年

後期

２年

前期

２年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

自主創造の基礎 １ ２ ◎ 必修科目 4 単位を修得

し なければなら ない。自主創造の基礎 ２ ２ ◎

Ⅰ群　 共通科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ◯印＝選択必修科目　 ●印= 選択科目）

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法１年

前期

１年

後期

２年

前期

２年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

キャ リ ア入門 ２ ● ２単位以上を修得し な

ければなら ない。キャ リ ア・ デザイ ン ２ ●

キャ リ ア・ デベロッ プメ ント ２ ●

イ ンタ ーンシッ プ ２ ●

コ ンピュ ータ ・ リ テラ シー ２ ●

日本大学の歴史 ２ ●

共通科目特論 ２ ●

社会貢献 １ ●

日本国憲法 ２ ●



− 33−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-１〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知識を

修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理観に基づ

いて， 自ら の使命・ 役割を果たすこ と ができ

る。

〔 CP-１〕

・「 知の技法」 に習熟し ， それら を 駆使し て， 高度な教養・

社会科学の学修を遂行し ， 法令遵守の精神や高い倫理観を

涵養し ， 自分の使命・ 役割を探究するこ と ができ る人材を

育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-２〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及び

ジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直面し て

いる問題を理解し ， 説明するこ と ができ る。

〔 CP-２〕

・ 日本大学の歴史を知り ， 本学が世界の中で有する使命・ 役

割を理解し た上で， 日本および世界における法， 政治， 行

政， 経済及びジャ ーナリ ズムの仕組みや諸問題を幅広く 見

渡し ， 説明するこ と ができ る力を養成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論理的， 科学

的， 合理的かつ批判的な考察を通じ て， 新た

な「 知」 の創造に寄与するこ と ができる。

〔 CP-3 〕

・ 論理的・ 科学的・ 合理的・ 批判的考察の重要さ や仕方を理

解・ 習得し ， 社会科学の基礎的知識を基に， こ れら の思考

力を活かし ， 文章作成や口頭発表によっ て新たな「 知」 の

創造に挑むこ と ができ る人材を育成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積極的

にかかわる中で， 事象を注意深く 観察し て問

題を 発見し ， 解決策を 提案する こ と がで き

る。

〔 CP-4 〕

・ 問題解決型思考力の大切さ やその思考力を社会で活かす技

法を学び， 今日の社会・ 共同体の諸問題への解決策を自ら

考案し ながら ， 社会人と し て社会活動に積極的に参加する

こ と ができ る人材を育成する。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関する

専門的知識を 基に， あき ら めない気持ち を

も っ て， より 良い社会・ 共同体の創造に果敢

に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕

・ 理想的な社会へのビジョ ンを持つこ と の大切さ や， 自分の

専門知識の活かし 方， 未知未踏のも のに取り 組む勇気など

を学び， 自分自身のキャ リ アを設計・ 計画し ていく こ と が

でき る人材を育成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者の気

質， 感性及び価値観を理解・ 尊重し ， 社会・

共同体の中で積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを

実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と ができ る。

〔 CP-6 〕

・ 最新のコ ンピュ ータ ・ リ テラ シーを活用する技法を修得し

て積極的に国内外の人々と コ ミ ュ ニケーショ ンを 実践し ，

自分と は異なる気質や感性， 価値観を有する他者の考えや

立場を理解・ 尊重し つつ， 自ら の考えを伝えるこ と ができ

る力を養成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動において， よ

り 良い成果を 上げる ために， お互いを 尊重

し ， 自ら すすんで協働する と と も に， リ ー

ダーと し て協働者の力を引き出し ， その活躍

を支援するこ と ができ る。

〔 CP-7 〕

・ 長期的なキャ リ ア・ プラ ン作成において自ら 決定し ていく

力を 発揮し ， そのプ ラ ン や科目の履修等によ っ て得たビ

ジョ ンにそっ て， より 良い社会・ 共同体の建設のために率

先し て行動するこ と ができ る人材を育成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己の活

動がより 良い社会・ 共同体の創造に貢献する

こ と ができたかを振り 返るこ と により ， 生涯

にわたり ， 社会人と し ての自己を高めるこ と

ができ る。

〔 CP-8 〕

・ リ ーガルマイ ンド の研鑽に絶えず励むと と も に， 社会等が

抱える諸問題の解決には， 他者の提言や批判を謙虚に受け

止める必要があるこ と を理解し ， より 良い社会・ 共同体の

創造のためにそれら の提言や批判を活かすこ と ができ る人

材を育成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

共通科目領域　 教育課程の編成及び実施に関する方針



− 34−

法学部　 全学科共通教育

科目群の学修・ 教育目標

◆共通科目（ 必修 4 単位を含め， 計 6 単位）

〔 １年次に履修〕 〔 ２年次から 4 年次までに履修〕

自主創造の基礎 １ 自主創造の基礎 ２

〔 １年次から 4 年次までに履修〕

キャリア・ デザイン

キャ リ ア入門 インターンシップ

キャリア・ デベロップメント

コンピューター・ リテラシー

日本大学の歴史

共通科目特論

社会貢献

日本国憲法

学修・ 教育目標

１．「 知の技法」 に習熟し ， それら を 駆使し て， 高度な教養・ 社会科学の学修を 遂行し ， 法令遵守の精神や高い倫理観を涵養し ，

自分の使命・ 役割を探究するこ と ができる。

２． 日本大学の歴史を知り ， 本学が世界の中で有する使命・ 役割を 理解し た上で， 日本および世界における法， 政治， 行政， 経

済及びジャ ーナリ ズムの仕組みや諸問題を幅広く 見渡し ， 説明するこ と ができ る。

3 ． 論理的・ 科学的・ 合理的・ 批判的考察の重要さ や仕方を理解・ 習得し ， 社会科学の基礎的知識を 基に， こ れら の思考力を活

かし ， 文章作成や口頭発表によっ て新たな「 知」 の創造に挑むこ と ができ る。

4 ． 問題解決型思考力の大切さ やその思考力を 社会で活かす技法を学び， 今日の社会・ 共同体の諸問題への解決策を自ら 考案し

ながら ， 社会人と し て社会活動に積極的に参加するこ と ができ る。

５． 理想的な社会へのビジョ ンを持つこ と の大切さ や， 自分の専門知識の活かし 方， 未知未踏のも のに取り 組む勇気などを学び，

自分自身のキャ リ アを設計・ 計画し ていく こ と ができ る。

6 ． 最新のコ ンピュ ータ ・ リ テラ シーを活用する技法を 修得し て積極的に国内外の人々と コ ミ ュ ニケーショ ンを 実践し ， 自分と

は異なる気質や感性， 価値観を有する他者の考えや立場を理解・ 尊重し つつ， 自ら の考えを伝えるこ と ができ る。

7 ． 長期的なキャ リ ア・ プラ ン作成において自ら 決定し ていく 力を 発揮し ， そのプラ ンや科目の履修等によっ て得たビジョ ンに

そっ て， より 良い社会・ 共同体の建設のために率先し て行動するこ と ができる。

8 ． リ ーガルマイ ンド の研鑽に絶えず励むと と も に， 社会等が抱える諸問題の解決には， 他者の提言や批判を 謙虚に受け止める

必要があるこ と を理解し ， より 良い社会・ 共同体の創造のためにそれら の提言や批判を活かすこ と ができ る。
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総合科目の学修

「 神秘的なのは， 世界がいかに
0 0 0

あるかではなく ， 世界があると いう こ と
0 0 0 0 0

である。」

（ ウィ ト ゲンシュ タ イ ン『 論理哲学論考』）

２0世紀の哲学者ウィ ト ゲンシュ タ イ ンのこ の言葉にも あるよう に， 世界があ

ると いう こ と ， こ の当たり 前に思われる事実にこ そ， 本当の謎があり ， なぜこ

の世界がある のか， その答えのなさ ， 不思議さ ， まさ にこ の神秘を 前にし て

は， 人は， 絶句し ， 驚き を覚えるほかはないのでし ょ う 。

自然や社会， 文化を含め， 人が生き るこ の世界， そし てこ の世界で生きるた

めの人の生き 方については， 様々な世界観や価値観がなり たっ ています。「 こ

の世界がいかに
0 0 0

あるか」 と いう 世界観や価値観， そう し た既成の知識や価値を

基準にし て， 人は， それぞれの社会生活を営み， それぞれの人生設計を思い描

く こ と ができ ているわけです。

だと し ても……， それだけではけっし て安心し ていられるものと はいえません。

「 なぜ」， その世界観や価値観がなり たつのか，「 と いう こ と
0 0 0 0 0

」， こ の「 問い」

が， いつまでも ， どこ までも 残さ れてく る のではないでし ょ う か。 そも そも ，

人がこ の世で生きると いう 営みがそれぞれの社会や文化で通用し ている世界観

や価値観のための機能や手段に終っ てし まっ ていいはずはなく ， 各自が人間ら

し く 生き るこ と ， それ自体が人の生き る目的であるはずだから です。

総合科目は， 自然や社会， 文化を含めた， こ の世界の多角的， 多面的なあり

よう と ， そこ に生き る人間の， こ のよう な答えのないあり 方， こ れを根本から

問いかけなおす講座と と も に， ますます複雑化し 不透明化する社会に対応する

ために， 専門科目と も 相互に連関する高度で学際的な講座を多数設置し ていま

す。

人文科学・ 社会科学・ 自然科学の各分野にわたる 講座のなかで， 人間， 思

想， 社会， 文化， 環境をめぐ る様々な知や問いのあり 方を相対化する視点を身

につける こ と で， 自ら 主体的に考える こ と のでき る 能力を 学習し てゆき ます。

こ れら の講座を通し て， 幅広い視野と ， 柔軟かつ主体的な思考力， 総合的な判

断力や高い倫理観， 豊かな感性や， 未来を創造し よう と する気概， そう し た強

靭な知性や豊かな人間性が養われるこ と であり まし ょ う 。

「 いかに
0 0 0

」 を鵜呑みにするのではなく ，「 と いう こ と
0 0 0 0 0

」 のなぜを問いなおすこ

と のでき る 能力， こ のよ う な総合的な知性や人間性を 高めていく こ と こ そが，

教養です。

総合科目は， こ の教養を糧に， 生涯にわたっ て， 自ら の持ち場で適切に判断

し ， 行動する力を身につけ， 現代社会の様々な問題に立ち向かう こ と のでき る

市民の育成を目的と し ています。

＜ 4 年間を通じ た教養形成＞

以上述べたよう な目的に沿っ て， 総合科目の各科目では， 人の生き方や社会の理

想をどのよう に考えるか， 文化や社会の多様性と 普遍性を認識し ， 他者と の共生を

どのよう に実現するのか， 人間と 自然と の調和をどのよう に図るのか， と いっ た人

間や社会， 自然に関する根本的な「 問い」 について考えていき ます。

こ のよう な「 問い」 に導かれた総合科目での学習経験は， 専門科目の学修に奥行

１． 総合科目の目的

２． 総合科目の特色
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き と 深さ を与えていく でし ょ う 。 また， こ う し た「 問い」 の重要性は， 専門科目の

学修のなかであら ためて意識さ れるのであり ， それは総合科目をさ ら に深く 学んで

行く 動機と なり ます。 専門科目と のそう し た往復や関連を見据えながら ， 総合科目

のカ リ キュ ラ ムは， それぞれの学科における学修によっ て専門性を高めていく プロ

セスと 並行し て， 前述し たよう な意味での教養が身につけら れるよう に設計さ れて

います。

＜系統的・ 段階的学修のための履修モデル＞

総合科目で開講さ れる多様な科目をどのよう に履修し ， 学修を進めていけばよい

か迷う 学生も います。 学修を 系統的・ 段階的に進めていける よ う ，「 総合科目履修

モデル」 を用意し ています（ 表 １）。

3 つのコ ースを設けており ， それぞれの関心や専門科目と の関連， 将来の志望等

に応じ てコ ースを選択し ， 後述する履修方法にし たがっ て履修するこ と が推奨さ れ

ています。

コ ースＡ 「 哲学と 思想」 は， 学問の基礎と なるよう な哲学的・ 論理的思考を鍛え

ると と も に， 人間と 社会の理念・ 理想を問う 哲学や思想を学ぶコ ースです。

コ ースＢ 「 社会と 文化」 は， 自・ 他の社会への理解を深めるために， 文化の視点

から アプローチする方法を学ぶコ ースです。

コ ースＣ 「 人間と 環境」 は， 人間科学と 環境科学の学修を通じ ， 自身の人間的成

長と 持続可能な地球社会を構想する力を身につけるコ ースです。

各コ ースには， 総合科目の学修体系の基盤と なる教養基幹科目と ， 教養の充実・

発展を図る教養形成科目， そし て少人数による対話的・ 主体的な学修により 教養の

進化を 図る 教養演習科目が配置さ れており ， それら の履修を 積み上げていく こ と

で， 各コ ースの学修を深化さ せるこ と ができます。

＜総合講座と 留学生科目＞

総合講座は， 特定のテーマについて， 分野の異なる複数の教員に加え， 学外の専

門家や現場で実務に携わる方などゲスト スピーカ ーを招き ， それぞれの視点から 論

じ ていく オムニバス形式の講義です。

外国人留学生のための講義科目も 用意さ れています。 少人数の教室で， 留学生の

日本語能力に対応し ながら ， 日本の文化， 社会， 自然に関する基本的な知識を習得

できます。
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＜総合科目は選択必修＞

卒業のためには， 総合科目を２0単位取得する こ と が必要です。「 Ⅱ群　 総合科目

履修表」（ 表 ２） の中から 科目を 自由に選択する こ と ができ ます。 なお， 科目の選

択に際し ては， 必ずシラ バスを参照し て， その年度における具体的な講義内容を調

べるこ と が必須です。

＜推奨さ れる履修方法＞

科目を自由に選択できると いわれても ， どのよう に選択し てよいか迷う 学生も いる

こ と でし ょ う 。 また前述のよう に， 総合科目を系統的・ 段階的に履修をするこ と も 重

要です。 そのため， 以下のよう な履修方法を推奨し ますので， 参考にし てく ださ い。

①　 教養基幹科目の履修：「 総合科目履修モデル」 における Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 各コ ースの

教養基幹科目から 最低 １科目ずつ（ 計 6 単位取得） 履修し て， 幅広い教養を身に

つける。 １年前期の履修が望まし い。

②　 コ ースの選択と 履修：「 総合科目履修モデル」 における Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ のコ ースの

中から ， 各自の関心や希望する専攻， 将来の志望などを勘案し て一つのコ ースを

選択し ， 表の推奨履修年次にし たがっ て， 各コ ース科目を計画的に履修する。

＜任意科目と し ての履修＞

前述のよう に， 総合科目を２0単位修得するこ と が必要ですが， こ れは卒業のため

の最低条件であっ て， 各学科の任意科目と し て総合科目の単位を取得すれば， 学科

ごと の上限まで卒業必要単位に算入する こ と ができ ます。 総合科目を 4 年間にわ

たって積極的に履修し ， 充実し た人生を送るために必要な教養を完成さ せてく ださ い。

３． 総合科目の学修

表 １　 総合科目履修モデル

コ ース／科目群・ 履修推奨年次
教養基幹科目 教養形成科目 教養演習科目

１年次前期の履修を 推奨 １年次後期〜 3 年次の履修を 推奨 ２〜 4 年次の履修を 推奨

Ａ 哲学と 思想

知の基礎と なる
哲学的・ 論理的
思考を 鍛える と
と も に， 人間と
社会の理念・ 理
想を 問う 哲学・
思想を 学ぶ

哲学Ⅰ 倫理学Ⅰ 哲学Ⅱ 倫理学Ⅱ 教養演習Ａ 教養演習Ｂ

論理学Ⅰ 宗教学Ⅰ 論理学Ⅱ 宗教学Ⅱ 文章表現演習Ⅰ 文章表現演習Ⅱ

数学Ⅰ 数学Ⅱ

科学の歴史Ⅰ 科学の歴史Ⅱ

社会思想の歴史Ⅰ 社会思想の歴史Ⅱ

思想文化論Ａ 思想文化論Ｂ

総合講座Ａ

Ｂ 社会と 文化

社会システムに
影響を 与える 文
化 構 造 に ア プ
ロ ーチする 方法
を 学び， 自他の
社会と 文化への
理解を 深める

社会学Ⅰ 日本の近現代Ⅰ 社会学Ⅱ 日本の近現代Ⅱ　 教養演習Ａ 教養演習Ｂ

日本の前近代Ⅰ アジアの歴史Ⅰ 日本の前近代Ⅱ アジアの歴史Ⅱ 文章表現演習Ⅰ 文章表現演習Ⅱ

西洋の歴史Ⅰ 文化人類学Ⅰ 西洋の歴史Ⅱ 文化人類学Ⅱ

日本文学Ⅰ 世界の文学Ⅰ 日本文学Ⅱ 世界の文学Ⅱ

地理学Ⅰ 統計学Ⅰ 地理学Ⅱ 統計学Ⅱ

芸術論Ⅰ 芸術論Ⅱ

社会文化論Ａ 社会文化論B

総合講座Ｂ

※日本の社会Ａ ※日本の文化Ａ ※日本の社会Ｂ ※日本の文化Ｂ

Ｃ 人間と 環境

人間と 環境に関
する 科学の学修
を 通じ ， 自身の
成長と 持続可能
な地球社会を 構
想する 力を 身に
つける

心理学Ⅰ 教育学Ⅰ 心理学Ⅱ 教育学Ⅱ 教養演習Ａ 教養演習Ｂ

環境論Ⅰ 地理学Ⅰ 環境論Ⅱ 地理学Ⅱ 文章表現演習Ⅰ 文章表現演習Ⅱ

健康科学Ⅰ 体育スポーツ科学Ⅰ 健康科学Ⅱ 体育スポーツ科学Ⅱ

地球科学Ⅰ 生命の科学Ⅰ 生命の科学Ⅱ 地球科学Ⅱ

統計学Ⅰ 精神分析学 自然人類学

統計学Ⅱ 総合講座Ｂ

※日本の自然Ａ ※日本の自然Ｂ

注） 日本の文化Ａ ・ 日本の文化Ｂ ， 日本の社会Ａ ・ 日本の社会Ｂ ， 日本の自然Ａ ・ 日本の自然Ｂ は， 外国人留学生のみを 対象と し た科目です。

また， 太字の科目は複数のコ ースに配置さ れています。
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表 ２　 Ⅱ群　 総合科目履修表（ 各学科共通）（ ◎印＝必修科目　 ◯印＝選択必修科目　 ●印= 選択科目）

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法１年

前期

１年

後期

２年

前期

２年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

哲学Ⅰ ２ ● ２0単位以上を修得し な

ければなら ない。

た だ し ， 日本の文化

Ａ ・ Ｂ ， 日 本 の 社 会

Ａ ・ Ｂ ， 日 本 の 自 然

Ａ ・ Ｂ は外国人留学生

のみ履修でき る。

哲学Ⅱ ２ ●
論理学Ⅰ ２ ●
論理学Ⅱ ２ ●
倫理学Ⅰ ２ ●
倫理学Ⅱ ２ ●
宗教学Ⅰ ２ ●
宗教学Ⅱ ２ ●
日本文学Ⅰ ２ ●
日本文学Ⅱ ２ ●
世界の文学Ⅰ ２ ●
世界の文学Ⅱ ２ ●
芸術論Ⅰ ２ ●
芸術論Ⅱ ２ ●
日本の前近代Ⅰ ２ ●
日本の前近代Ⅱ ２ ●
日本の近現代Ⅰ ２ ●
日本の近現代Ⅱ ２ ●
アジアの歴史Ⅰ ２ ●
アジアの歴史Ⅱ ２ ●
西洋の歴史Ⅰ ２ ●
西洋の歴史Ⅱ ２ ●
社会思想の歴史Ⅰ ２ ●
社会思想の歴史Ⅱ ２ ●
科学の歴史Ⅰ ２ ●
科学の歴史Ⅱ ２ ●
社会学Ⅰ ２ ●
社会学Ⅱ ２ ●
文化人類学Ⅰ ２ ●
文化人類学Ⅱ ２ ●
地理学Ⅰ ２ ●
地理学Ⅱ ２ ●
環境論Ⅰ ２ ●
環境論Ⅱ ２ ●
教育学Ⅰ ２ ●
教育学Ⅱ ２ ●
心理学Ⅰ ２ ●
心理学Ⅱ ２ ●
精神分析学 ２ ●
自然人類学 ２ ●
健康科学Ⅰ ２ ●
健康科学Ⅱ ２ ●
体育スポーツ科学Ⅰ ２ ●
体育スポーツ科学Ⅱ ２ ●
数学Ⅰ ２ ●
数学Ⅱ ２ ●
統計学Ⅰ ２ ●
統計学Ⅱ ２ ●
地球科学Ⅰ ２ ●
地球科学Ⅱ ２ ●
生命の科学Ⅰ ２ ●
生命の科学Ⅱ ２ ●
日本の文化Ａ ２ ●
日本の文化Ｂ ２ ●
日本の社会Ａ ２ ●
日本の社会Ｂ ２ ●
日本の自然Ａ ２ ●
日本の自然Ｂ ２ ●
総合講座Ａ ２ ●
総合講座Ｂ ２ ●
社会文化論Ａ ２ ●
社会文化論Ｂ ２ ●
思想文化論Ａ ２ ●
思想文化論Ｂ ２ ●
文章表現演習Ⅰ ２ ●
文章表現演習Ⅱ ２ ●
教養演習Ａ ２ ●
教養演習Ｂ ２ ●
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-１〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知識を

修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理観に基づ

いて， 自ら の使命・ 役割を果たすこ と ができ

る。

〔 CP-１〕

・ 人文・ 社会・ 自然の各分野にわたる「 知」 を 主体的に学

び， 豊かな人間性と 強靭な思考力， 健康な身体， そし て高

い倫理観を養い， 自ら の持ち場で適切に判断を下し て行動

する力を育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-２〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及び

ジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直面し て

いる問題を理解し ， 説明するこ と ができ る。

〔 CP-２〕

・ それぞれの歴史と 文化， 自然条件等を踏まえて社会システ

ムを理解し ， それぞれの社会や国際社会が直面する問題の

構造を根源的に考察し ， その理解を適切に整理・ 表現する

力を育成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論理的， 科学

的， 合理的かつ批判的な考察を通じ て， 新た

な「 知」 の創造に寄与するこ と ができる。

〔 CP-3 〕

・ 諸事象や既成の言説について批判的な精神を保ち， 自ら の

も つ文化や価値観をも 相対化し ながら ， 確かなエビデンス

と 合理的な推論と に基づき ， あら たな「 知」 の創造に参与

する力を育成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積極的

にかかわる中で， 事象を注意深く 観察し て問

題を 発見し ， 解決策を 提案する こ と がで き

る。

〔 CP-4 〕

・ 過去に学ぶこ と で， 未来を 創造する 当事者と し ての責任

感・ 使命感をも ち， 現代社会の諸事象について主体的に考

察し ， 問題の所在を明ら かにし て， その解決策を提案する

力を育成する。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関する

専門的知識を 基に， あき ら めない気持ち を

も っ て， より 良い社会・ 共同体の創造に果敢

に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕

・ 人文・ 社会・ 自然諸科学の各分野にわたっ て身につけた学

識と 教養に対する自信と 誇り の上に立ち， 社会の改革や価

値の創造にむけて， 主体的に取り 組む勇気と 粘り 強さ を育

成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者の気

質， 感性及び価値観を理解・ 尊重し ， 社会・

共同体の中で積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを

実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と ができ る。

〔 CP-6 〕

・ 差別や偏見を払拭し ， 社会・ 文化・ 意識の多様性を尊重す

る開かれた態度をも っ て， 豊かなコ ミ ュ ニケーショ ンを図

り ， 自ら 成長すると と も に， 新たな価値を創造・ 伝達する

力を育成する。

リ ーダーシッ プ・

協働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動において， よ

り 良い成果を 上げる ために， お互いを 尊重

し ， 自ら すすんで協働する と と も に， リ ー

ダーと し て協働者の力を引き出し ， その活躍

を支援するこ と ができ る。

〔 CP-7 〕

・ 学習活動における協働作業のなかで， 自己の成長や問題解

決の経験， 協働するこ と の喜びを積み重ね， 他者と の協働

の技法や集団の力を引き出すリ ーダーの役割を理解し ， 積

極的・ 主体的に協働に参画する意欲を育成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己の活

動がより 良い社会・ 共同体の創造に貢献する

こ と ができたかを振り 返るこ と により ， 生涯

にわたり ， 社会人と し ての自己を高めるこ と

ができ る。

〔 CP-8 〕

・ 他者による評価に謙虚に耳を傾けながら ， 自己の達成を確

認し ， 問題点を 明ら かにし て， 次なる課題や目標を 定め，

成長に結びつける力を育成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

総合科目領域　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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表 ３　 総合科目履修系統図

◆総合科目（ 教養基幹科目・ 教養形成科目・ 教養演習科目から 計２0単位以上）

◆体育・ 健康科目（ 計 ２単位必修）

学修・ 教育目標 〔 選択必修〕 １年次から ４年次までに履修

身体活動は人間の生き る基本である。 身体活動を通じ

て脳機能を発達さ せ身体を自在に動かせるよう 神経系

を覚醒し ， 栄養と 睡眠の効果を最大限発揮さ せながら

心身と も に健康な身体を作り ，また，身体の知を出発点

と し て， 自己表現力やコ ミ ュ ニケーショ ン力を身につ

ける。

体育スポーツ実習Ａ 体育スポーツ実習Ｂ

体育スポーツ健康演習

体育スポーツ実習Ｃ
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外国語科目の学修

２１世紀はグローバリ ゼーショ ンが拡大し ， 世界の時間と 空間が縮小化さ れていく

時代であり ， そこ では異なる言語文化を有する者同士でコ ミ ュ ニケーショ ンを図る

こ と がますます重要になっ てき ています。 こ のよう にボーダーレ ス化し た社会を生

き 抜く ためには， 外国語（ 世界共通語と し ての英語だけでなく ， 国際言語であるド

イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語など） の修得は必須条件と いえます。 こ れは研究活動

であれ， ビジネスや社会活動であれ， 同じ です。

外国語の修得は， いわゆる外国語学部や国際学部などの学部だけでなく ， 法学部

の学生である 皆さ んにと っ ても 有意義である こ と を 認識し ていてほし いと 思いま

す。 なぜなら ， 外国語を修得するこ と によっ て， こ れから 法学部で専門の知識を身

に付け， それを基盤と し て世界に羽ばたく 真の「 国際人」 を目指すこ と が可能にな

るから です。

法学部では， こ う し た志を実現するために必要なカ リ キュ ラ ムと スタ ッ フ を十分

に備えています。 大学での外国語学修では，「 言語を学ぶ」 こ と から 「 言語で学ぶ」

こ と への転換を目指し ます。 言語を学んだ先には， 専門的な知識を吸収し たり 考え

を発信し たり するために， その言語を道具と し て応用するこ と を学びます。 言語を

学ぶこ と は， ただその言語の仕組みを知るこ と にと どまら ず， その言語の向こ う 側

にある文化を学ぶこ と にも なるのです。

必修外国語（ 英語） も 選択必修外国語（ ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語） も 皆さ

ん一人一人の進路や目標に合わせて様々な科目が設置さ れており ， 自ら 計画を立て

て履修できるよう になっ ています。 さ ら に随意選択外国語（ スペイ ン語・ 韓国語・

ロシア語） も 履修でき ， 多言語・ 多文化の学修が可能なシステムと なっ ています。

法学部での外国語学修は， こ れから 学ぶ皆さ んが真の「 国際人」 と し て社会に飛

び出すために必要な土台と なり ます。 大学 4 年間でし っ かり と し た土台を築き ， 世

界に羽ばたいていく こ と を願っ ています。

外国語学修の意義
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Ⅲ群　 外国語科目履修表（ 各学科共通）

区分 言語 授　 　 業　 　 科　 　 目 単位数
履修
開始
年次

履　 修　 方　 法

必修 英語

英語Ａ 〜Ｈ 各 １ １ 必修外国語と し て英語 8 単位以上， 選択

必修外国語と し て ド イ ツ 語・ フ ラ ン ス

語・ 中国語の中から １か国語 6 単位以

上， 計１4単位以上修得し なければなら な

い。

人文系英語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系英語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

英検／IELT S ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

T OEFL ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

T OEIC ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

Communication ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

Reading ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

W riting ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 英） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 英） Ⅱ〜Ⅴ 各 ２ １

選択必修

ド イ ツ語

ド イ ツ語基礎表現Ａ ・ Ｂ 各 １ １

ド イ ツ語基礎文法Ａ ・ Ｂ 各 １ １

人文系ド イ ツ語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系ド イ ツ語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

ド イ ツ語資格試験対策ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 独） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 独） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 独） ⅠＡ 〜ⅡＢ 各 １ １

フ ラ ン ス語

フ ラ ンス語基礎表現Ａ ・ Ｂ 各 １ １

フ ラ ンス語基礎文法Ａ ・ Ｂ 各 １ １

人文系フ ラ ンス語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系フ ラ ンス語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

フ ラ ンス語資格試験対策ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 仏） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 仏） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 仏） ⅠＡ 〜ⅡＢ 各 １ １

中国語

中国語基礎表現A ・ Ｂ 各 １ １

中国語基礎文法A ・ Ｂ 各 １ １

人文系中国語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系中国語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

中国語資格試験対策ⅠA 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 中） ⅠA ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 中） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅠA 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 中） ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １

随意

スペイ ン 語 スペイ ン語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １ スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語（ 外国人

留学生は母語を除く ） は， 外国語科目と

し ては認定し ないが， 学科によっ ては卒

業単位数に算入するこ と ができ る。

韓国語
韓国語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １

国際研修（ 韓） ２ １

ロシア語 ロシア語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １
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Ⅲ群　 外国語科目履修表（ 各学科共通）

【 留学生】

区分 言語 授　 　 業　 　 科　 　 目 単位数
履修
開始
年次

履　 修　 方　 法

必修 日本語
日本語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １ 必修外国語と し て日本語 8 単位， 選択必

修外国語と し て英語・ ド イ ツ語・ フ ラ ン

ス語・ 中国語の中から １か国語（ 母語を

除く ） 6 単位以上， 計１4単位以上修得し

なければなら ない。

日本語ⅢA 〜ⅣＢ 各 １ ２

選択必修

英語

英語Ａ 〜Ｈ 各 １ １

人文系英語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系英語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

英検／IELT S ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

T OEFL ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

T OEIC ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

Communication ⅠＡ 〜ⅣＢ 各 １ １

Reading ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

W riting ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 英） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 英） Ⅱ〜Ⅴ 各 ２ １

ド イ ツ語

ド イ ツ語基礎表現Ａ ・ Ｂ 各 １ １

ド イ ツ語基礎文法Ａ ・ Ｂ 各 １ １

人文系ド イ ツ語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系ド イ ツ語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

ド イ ツ語資格試験対策ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 独） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 独） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 独） ⅠＡ 〜ⅡＢ 各 １ １

フ ラ ン ス語

フ ラ ンス語基礎表現Ａ ・ Ｂ 各 １ １

フ ラ ンス語基礎文法Ａ ・ Ｂ 各 １ １

人文系フ ラ ンス語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系フ ラ ンス語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

フ ラ ンス語資格試験対策ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 仏） ⅠＡ ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 仏） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅠＡ 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 仏） ⅠＡ 〜ⅡＢ 各 １ １

中国語

中国語基礎表現A ・ Ｂ 各 １ １

中国語基礎文法A ・ Ｂ 各 １ １

人文系中国語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

社会系中国語演習Ａ ・ Ｂ 各 １ １

中国語資格試験対策ⅠA 〜ⅢＢ 各 １ １

国際研修（ 中） ⅠA ・ ⅠＢ 各 １ １

国際研修（ 中） Ⅱ・ Ⅲ 各 ２ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅠA 〜ⅢＢ 各 １ １

ラ イ ティ ング（ 中） ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １

随意

スペイ ン 語 スペイ ン語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １ スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語（ 母語を

除く ） は， 外国語科目と し ては認定し な

いが， 学科によっ ては卒業単位数に算入

するこ と ができる。

韓国語
韓国語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １

国際研修（ 韓） ２ １

ロシア語 ロシア語ⅠA 〜ⅡＢ 各 １ １
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必修外国語（ 英語） の学修の目的

「 英語を学ぶ」 から 「 英語で学ぶ」 へ！

英語は多く の国や地域で公用語と し て使われる世界共通語と なっ ています。 就職や大学院進学の際に， 英語の資格

試験の結果やスコ アが求めら れる など， ますます英語力が求めら れる よ う になっ ている こ と は皆さ んも お気づき で

し ょ う 。 公務員試験でも 英語資格試験の結果が点数に加算さ れるこ と が多く なっ ています。 また就職し た後も 英語が

社内で公用語化さ れたり ， 昇進の条件と し て資格試験のスコ アが義務付けら れるなど， 英語の力を必要と さ れる機会

が増えているのです。

こ う し た社会のニーズを考えると ， こ れから は単に資格試験の結果で英語力を示すばかり でなく ， 身につけた英語

で発信する 力も 問われてく る でし ょ う 。 つまり ， 英語を コ ミ ュ ニケーショ ン のツ ールと し て， ディ スカ ッ ショ ン や

ディ ベート やプレ ゼンテーショ ンを行っ たり ， 論文やリ サーチ・ プロジェ ク ト を英語で書いたり するこ と です。 また

ゼミ ナールなどで専門領域を学ぶ上でも 必要な英語基礎力をつけていかなく てはなり ません。

皆さ んは， １年次生のう ちから 就職活動や進学までにどの程度の力が必要と さ れるのかを見極め， 4 年間の計画を

立てた上で英語の学修に励んでく ださ い。

英語科目の特色

第一部　 英語Ａ ・ Ｂ ， 英語Ｃ ・ Ｄ 　（ １年次共通英語）

第二部　 英語Ａ ・ Ｂ 　（ １年次共通英語）

英語の 4 スキルの基礎固めを目的と するク ラ スです。 １年次生は， 原則と し てク

ラ ス指定の英語Ａ （ 前学期）・ 英語Ｂ （ 後学期）〈 リ ーディ ング・ 文法等〉 と ， 英語

Ｃ （ 前学期）・ 英語Ｄ （ 後学期）〈 リ スニング・ スピーキング等〉 を受講し ます。 第

二部の学生は， 英語Ａ ・ 英語Ｂ のみ， ク ラ ス指定科目になり ます。 ク ラ スは入学前

にオンラ イ ンで受験するプレイ スメ ント ・ テスト で決めら れます。

英語Ｅ 〜Ｈ 　 特別選抜　 Ｓ コ ース

Ｓ コ ース（ 第一部のみ） は英語を集中的に学修し たいと 考える学生向けの特別選

抜による精鋭コ ースです。 プレ イ スメ ント ・ テスト の成績上位者で本コ ースを希望

する学生は， 通常の １年次共通英語ク ラ スに加えて， Ｓ コ ース専用の英語Ｅ ・ Ｆ を

履修するこ と ができます。 ２年次にはＧ ・ Ｈ を継続し て履修でき ます。

人文系英語演習Ａ ・ Ｂ ， 社会系英語演習Ａ ・ Ｂ

英語演習は国際的な教養人を育成するための科目です。 人文系英語演習では人文

学（ 言語， 哲学， 文学， 思想， 芸術， 文化など） に関連する文献， また社会系英語

演習では歴史や社会に関する文献がテキスト し て取り 上げら れます。

授業ではテキスト を読むだけでなく ， 発表， 意見交換を行う こ と で幅広い視野と

教養を身につけ， コ ミ ュ ニケーショ ン力， 判断力， 思考力を養います。 前期のＡ に

続き， Ｂ はさ ら に発展的な内容になっ ていますので， 通年で履修するこ と が望まし

いでし ょ う 。

Ⅰ． ベーシッ ク ・ イ ン グリ ッ シュ

Basic English Skills

（ Ａ ～Ｈ はそれぞれ １単位）

Ⅱ． アカ デミ ッ ク ・ イ ングリ ッ シュ

English for Academic Purposes

（ Ａ ・ Ｂ はそれぞれ １単位）
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英検／IELT S ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅣＡ ・ Ｂ

T OEFL ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅣＡ ・ Ｂ

T OEIC ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅣＡ ・ Ｂ

英語資格試験対策のク ラ ス で す。 就職にはT OE I Cや英検を， そし て 留学には

T OE F LやI E LT Sを受講すると よいでし ょ う 。 それぞれの資格試験ク ラ スは初級Ⅰ

から 上級Ⅳの 4 レ ベルに分かれています。 前学期はＡ ， そし て後学期はＢ ですが，

原則と し て通年で受講し てく ださ い。

Communication ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅣＡ ・ Ｂ

Reading ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅢＡ ・ Ｂ

W riting ⅠＡ ・ Ｂ 〜ⅢＡ ・ Ｂ

「 話す」，「 聞く 」，「 書く 」，「 読む」 の英語 4 技能を さ ら に磨く ためにそれぞれレ

ベル別に設定さ れています。 Communicationのク ラ スはすべてネイ ティ ブの教員が

担当し ， イ ンタ ラ ク ティ ブな授業のなかで発信力を磨き ます。 Communicationの上

級レベルに該当する授業は英語のみで授業が行われます。 Read ingク ラ スには多読

で速読力を 養う ク ラ スやメ ディ ア関連の英語を 読む力を 養う ク ラ スなどがあり ま

す。 W r itingク ラ スは簡単な英文や仕事に役立つＥ メ ールの書き 方を 学ぶク ラ ス，

そし てT OEF LやT OE IC Speak ing & W r itingなどの資格試験に対応するための英

語のエッ セイ を書く 力を養成するク ラ スなどが含まれます。

国際研修ⅠＡ ・ ⅠＢ （ 通常授業， それぞれ １単位）

国際研修Ⅱ〜Ⅴ（ それぞれ ２単位）

法学部では， 英語の実践的能力を向上さ せるこ と を目的と し て， 短期語学研修の

単位認定をし ています。 短期語学研修には法学部が実施するも のと ， 日本大学本部

が実施するも のがあり ます。 法学部では， ダブリ ンシティ 大学夏期語学研修（ アイ

ルラ ンド ）， 春休みの短期集中英語研修（ 国内） を実施し ています。（ 令和 3 年度は

オリ ン ピ ッ ク 開催のために夏期語学研修は開催さ れません） また日本大学本部で

は， ケン ブ リ ッ ジ大学ペン ブ ルッ ク ・ カ レ ッ ジ（ 英国）， エ リ ザベス タ ウン ・ カ

レ ッ ジ（ 米国） と １年生のみ参加ができ るボンド 大学（ オースト ラ リ ア） での １か

月間の研修を 実施し ています。 研修ではそれぞれ ２単位が認定さ れます。 さ ら に，

こ れら の研修や留学を目指す学生を対象と し た授業科目（ 国際研修ⅠＡ ・ ⅠＢ ） も

設置さ れています。

１． 英語は卒業までに 8 単位の修得が必修と なっ ています。

２． 英語Ａ 〜Ｄ （ 第二部はＡ ・ Ｂ のみ） は， １年次生の学科指定ク ラ スで， 入学前

のプレ イ スメ ント ・ テスト により ク ラ スが決定さ れます。 １年次生は原則と し て

こ れら のク ラ ス を 履修し て く ださ い。 法曹コ ース の学生は合わせて， 指定の

Read ingⅡＡ ・ Ｂ も 履修し てく ださ い。 Ｓ コ ース（ 特別選抜ク ラ ス） を希望する

学生も 英語Ａ ・ Ｂ と 英語Ｃ ・ Ｄ を合わせて履修し てく ださ い。

3 ． 科目名の後ろ のＡ ・ Ｂ は前学期・ 後学期を表し ます。 原則と し て， どの科目も

Ａ ・ Ｂ を通し て通年で履修をし てく ださ い。

4 ． キャ リ ア・ イ ングリ ッ シュ ， 及びスキルアッ プ・ イ ングリ ッ シュ の授業科目に

付さ れたⅠ〜Ⅳはレ ベルを表わし ます。

５． １年次生用の学科指定ク ラ ス以外の英語科目は， ２年次生以上の履修が優先さ

れます。 ２年次生は一年次の最後に受験する一斉テスト （ T OE I C I Pテスト ） の

Ⅲ． キャ リ ア・ イ ングリ ッ シュ

English for Careers

（ Ａ ・ Ｂ はそれぞれ １単位）

Ⅳ． スキルアッ プ・ イ ングリ ッ シュ

English Skills

（ Ａ ・ Ｂ はそれぞれ １単位）

Ⅴ． スタ ディ ー・ アブロード

Study Abroad Programs

【 履修の方法と 注意】
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結果によ っ て， W ebで事前履修申込の抽選を する こ と ができ ます。 ただし ， １

年次生が学科指定ク ラ ス以外の科目をさ ら に履修し たい場合には， 担当教員の許

可が得ら れれば履修するこ と できます。 希望する学生は， 第 １回目の授業で行わ

れるガイ ダンスに必ず出席し てく ださ い。

6 ． 日 本大 学の 交換留 学を 目指 す 場 合は， T OE F Lの ス コ ア（ iBT 6１〜9２点，

IT P５00〜５60点程度） が必要です。 １年次から 計画的に準備を始めてく ださ い。

なお， 詳細は下記の日本大学HPをご覧く ださ い。

日本大学　 留学・ 国際交流

w w w .nihon-u.ac.jp/international/
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選択必修外国語（ ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語） 科目の学修の目的

どう し て英語以外の外国語を 学ぶのでし ょ う か。 その問いに対する 答えは，「 皆さ んは大学生だから 」 です。 グ

ロ ーバリ ゼーショ ンの現代にあっ て， 母語以外にたっ た一つの言語にし か触れたこ と のない人々が中核を なす国は，

世界と のコ ンタ ク ト においてハンディ を負う こ と になるでし ょ う 。 なぜなら 言語はコ ミ ュ ニケーショ ンの手段である

と と も に， 異文化を深く 理解し 受容するために不可欠のも のであるから です。 それに異文化を知る こ と なく し ては，

自国の文化を 真に理解するこ と も 難し いでし ょ う 。 Ｅ Ｕ を例にと っ てみまし ょ う 。 Ｅ Ｕ の言語政策の目的は，「 複数

言語能力の育成」 と 「 多文化理解」 にあり ます。 それによっ て政治的・ 経済的成功がも たら さ れ， 異文化圏に属する

人々の間につながり が生まれ， 偏見やレ イ シズム（ 人種差別） を根絶し ， より よい社会を創るこ と ができ る， と の確

信がその背景にあり ます。 こ の言語観は， 人権や民主主義の考え方と 通底し ていると いえまし ょ う 。

我が国においては， 英語の必要性がさ かんに喧
けん

伝
でん

さ れていますが， やがて社会人と し て指導的役割を担っ て活躍す

る 皆さ んには， 英語だけでは不十分です。 ＋αの知識が要求さ れる でし ょ う 。 グロ ーバリ ゼーショ ンの潮流の中で，

日本国内でも さ まざまな国籍の外国人と 接する機会が多く あり ， 駐在員と し て諸外国で生活する人も 増えています。

つまり ， 多く の外国語を知る人はそれだけ活躍の場を広げるこ と ができ ます。 さ ら に研究者を目指す人には， ２つ以

上の外国語の知識が必要なのはいう までも あり ません。 も ちろん， 言語学習にはこ のよう な有用性と と も に， 人間の

多様性を受け入れ他者を理解でき る柔軟な精神を獲得し ， 世界の平和と 協調に貢献でき る人材になると いう 目的も あ

り ます。

皆さ んの大部分にと っ て， ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語は初めて学ぶ言語のはずです。 誰も がゼロから の出発で

すから ， 新たな気持ち で取り 組んでく ださ い。 興味を も っ て学修する こ と が成果につながり ます。 本学部において

は， 高度なレベルの言語能力が身につく よう ， 以下に見ると おり 多彩な科目が設置さ れています。

選択必修外国語（ ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語） 科目の特色

選択必修外国語（ ド イ ツ 語・ フ ラ ン ス語・ 中国語） のカ リ キュ ラ ムは， 以下の ５つのジャ ン ルで構成さ れていま

す。

＜ １＞　 ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　基礎文法Ａ ／Ｂ

ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　基礎表現Ａ ／Ｂ

＜ ２＞　 ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　人文系演習Ａ ／Ｂ ， 社会系演習Ａ ／Ｂ

＜ 3 ＞　 ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　コ ミ ュ ニケーショ ンⅠＡ ／Ｂ 〜ⅢＡ ／Ｂ

ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　ラ イ ティ ングⅠＡ ／Ｂ ， ⅡＡ ／Ｂ

＜ 4 ＞　 ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ 〜ⅢＡ ／Ｂ

＜ ５＞　 ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語　国際研修ⅠＡ ／Ｂ ， Ⅱ， Ⅲ

（ 注 １）　 Ａ は前学期に， Ｂ は後学期に開講。 原則と し て同一教員・ 同一曜日・ 同一時間帯でＡ ， Ｂ を履修するこ と 。

（ 注 ２）　 国際研修Ⅱ， Ⅲは短期語学研修参加者のための単位です。

上記の各ジャ ンル設置科目の目的・ 特徴は以下の通り 。

＜ １＞　 基礎文法Ａ ／Ｂ ・ 基礎表現Ａ ／Ｂ （ Ａ ， Ｂ はそれぞれ １単位）

「 基礎文法」 では，「 聞く ・ 話す・ 読む・ 書く 」 能力の基礎と なる 文法を 学びま す。「 基礎表現」 では「 聞

く ・ 話す・ 読む・ 書く 」 能力を養成するための初歩的演習を行います。

＜ ２＞　 人文系演習Ａ ／Ｂ ， 社会系演習Ａ ／Ｂ （ Ａ ， Ｂ はそれぞれ １単位）

「 基礎文法」「 基礎表現」 で得た知識をも と に各外国語の読解能力の涵養ばかり でなく ， 各国の過去・ 現在の

諸相について総合的な知識の獲得を目指し ます。

Ａ （ 前学期開講） から Ｂ （ 後学期開講） へより 発展的な内容と なるので， 同一教員， 同一曜日・ 同一時間帯



− 48−

でＡ と Ｂ を受講するこ と を勧めます。

＜ 3 ＞　 コ ミ ュ ニケーショ ンⅠＡ ／Ｂ 〜ⅢＡ ／Ｂ ， ラ イ ティ ングⅠＡ ／Ｂ ・ ⅡＡ ／Ｂ （ Ａ ， Ｂ はそれぞれ １単位）

コ ミ ュ ニケーショ ン は， いわゆる「 会話」 の科目です。 Ⅰから Ⅲま で難易度別に， Ⅰ： 基礎， Ⅱ： 初級，

Ⅲ： 中級。 こ のジャ ンルの担当者は原則と し てネイ ディ ヴ・ スピーカ ー。 基本的に「 聞く ・ 話す」 能力の涵養

を目指し ます。 Ⅲまで履修し て， 日常会話で意思疎通がスムーズにできるレ ベルに到達し まし ょ う 。

「 聞く ・ 話す」 と いう 口頭の訓練だけでは， 広範なコ ミ ュ ニケーショ ン能力は身につき ません。 より レ ベル

の高いコ ミ ュ ニケーショ ン実践のためにラ イ ティ ング科目があり ，「 読む・ 書く 」 能力の涵養を目指し ます。

＜ 4 ＞　 資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ 〜ⅢＡ ／Ｂ （ Ａ ， Ｂ はそれぞれ １単位）

ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語それぞれに語学検定試験があり ， こ のジャ ンルは， それら の試験に合格する

ための準備科目です。 さ まざまな資格を有するこ と で多彩な能力の証明ができ， 就職に有利に働き ます。 語学

検定試験の重要度はますます増大し ています。

＜ ５＞　 国際研修ⅠＡ ／Ｂ ・ Ⅱ・ Ⅲ（ Ａ ， Ｂ はそれぞれ １単位） ＊Ⅱ・ Ⅲはそれぞれ ２単位

ド イ ツ語ではウィ ーン大学， フ ラ ンス語ではアヴィ ニョ ン大学， 中国語では中国科技大学で短期語学研修を

実施し ています。 それら の研修に参加する ための準備およ びアフ タ ーケアを する ための科目が， 国際研修Ⅰ

Ａ ／Ｂ です。 また上記の語学研修で修得し た単位（ ２単位） も こ のジャ ンル（ 国際研修Ⅱ・ Ⅲ） で認定さ れま

す。
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選択必修外国語（ ド イ ツ語・ フ ラ ン ス語・ 中国語） 科目の履修方法

上に掲げた＜ １＞〜＜ ５＞の科目はすべて受講可能であり ， また， 修得し た単位はすべて認定さ れます。 ただし 卒

業単位（ 卒業に必要な単位） と し ては， 選択必修外国語の必修単位である 6 単位のほかⅠ群から Ⅶ群までの中から 選

択する 科目の単位数（ 学科によ っ て異なる ） の範囲内での認定と なり ます。 こ れは第一部， 第二部， 各学科共通で

す。

どの科目も 制度的には １年次から 履修でき ますが， ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語でそれぞれに履修に関する留意

点が異なるので， 以下を参照し てく ださ い。

原則と し て， Ａ は前学期に， Ｂ は後学期に開講さ れます。

ド イ ツ 語： 学修 １年目では， ド イ ツ語基礎文法Ａ ／Ｂ （ 通年 ２単位） と ， ド イ ツ語基礎表現Ａ ／Ｂ ないし はド イ ツ

語資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ （ 通年 ２単位） を履修するこ と が望まし いです。 なお， １年目にド イ ツ語基礎

文法Ａ ／Ｂ ， ド イ ツ語基礎表現Ａ ／Ｂ ， ド イ ツ語資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ を 修得でき なかっ た場合には，

翌年度に履修し てく ださ い。

フ ラ ンス語： 学修 １年目では「 フ ラ ン ス語基礎 8 科目」（ 基礎文法Ａ ／Ｂ ， 基礎表現Ａ ／Ｂ ， コ ミ ュ ニケーショ ン Ⅰ

Ａ ／Ｂ ， 資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ ） の中から 任意で ２〜 6 単位を履修し てく ださ い（ 4 単位履修を推奨）。

１年目に「 基礎 8 科目」 のいずれかを履修できたなら ば， 翌年度はできるだけ「 基礎 8 科目」 以外の科

目を履修するよう にし てく ださ い。 なお，１年目に「 基礎 8 科目」 をまっ たく 履修できなかっ た場合は，

翌年度に履修し てく ださ い。

中　 国　 語： 学修 １年目では「 中国語基礎 8 科目」（ 基礎文法Ａ ／Ｂ ， 基礎表現Ａ ／Ｂ ， コ ミ ュ ニケーショ ン ⅠＡ ／

Ｂ ， 資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ ） の中から 任意で ２〜 6 単位を履修し てく ださ い（ 4 単位履修を 推奨）。 １

年目に「 基礎 8 科目」 のいずれかを履修でき たなら ば， 翌年度はでき るだけ「 基礎 8 科目」 以外の科目

を履修するよう にし てく ださ い。 なお， １年目に「 基礎 8 科目」 の単位をまっ たく 履修でき なかっ た場

合は， 翌年度に履修し てく ださ い。
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選択必修外国語（ ド イ ツ語・ フ ラ ンス語・ 中国語） の学修方法

関口存
つぎ

男
お

（ １894− １9５8） と いう ド イ ツ語の大学者が， 参考書の中でド イ ツ語の初

級者のために「 語学上達の秘訣１0箇条」 を掲げています。 特別に公開し まし ょ う 。

第 １条　 慣れるこ と

第 ２条　 慣れるこ と

第 ３条　 慣れるこ と

第 4 条　 慣れるこ と

第 ５条　 慣れるこ と

第 6 条　 慣れるこ と

第 ７条　 慣れるこ と

第 ８条　 慣れるこ と

第 ９条　 慣れるこ と

第１0条　 慣れるこ と

「 先ず慣れる， その次には慣れる， それから また慣れる， 慣れてし まっ たら 今度は

慣れる， そう し てから 後でまた慣れる， それから また改めて慣れる， それから また

更に慣れる， すると 今度は慣れる， ついには断然慣れる， その上も う 一つ慣れる。

こ れより ほかに語学に上達する秘訣はあり ません。 頭の良し 悪し なんてこ と は全

然関係し ない。 慣れれば誰だっ て頭が良く なるのです。 し かし ， 並や大抵の慣れ方

では駄目です。」 （『 関口・ 初等ド イ ツ語講座』 三修社）

こ の「 慣れる」 と はどう いう こ と かと 言えば，「 量」 と 関係があると 思われます。

実際， 語学の進歩はその語学の修得のためにかけた時間と 分量に正比例すると 言わ

れますが， こ れは間違いないでし ょ う 。

あと ， も う 一人ド イ ツの商人で， 考古学者でも あるシュ リ ーマン（ １8２２− 90） の

勉強法を紹介し ておき たいと 思います。 彼は少年の頃， ふと し たこ と から ホメ ロス

（ 前 9 世紀頃のギリ シアの詩人） の叙事詩の朗誦を 耳にし ， 言葉は分から ないながら

も ， その美し さ に魅了さ れ， そこ から 「 暗記」 による彼の外国語の修得が始まり ま

す。 後に， ２年間で英語， フ ラ ン ス語， オラ ン ダ語， スペイ ン 語， ポルト ガル語，

イ タ リ ア語を物にし ， それから ， ロシア語， ギリ シア語も それぞれ 6 週間でやっ て

のけます。 その勉強法は， 大声での音読と 暗記暗誦によっ て記憶力を強めていく や

り 方です。

上に挙げた ２人は， 語学の天才ですが， 修得法は大いに参考になり ます。 要する

に， ド イ ツ語にいかに多く 接し ， そし て， その「 量」 をどれだけ多く 「 覚える」 か

が大切なのです。

あえてド イ ツ 語の勉強のこ つ
4 4

を 一つ挙げる と し たら ，「 文法」 を ゆる がせにし な

いこ と だと 言えます。「 文法」 は家に例えれば， 骨組みです。 ド イ ツ 語は，「 文法」

が体系的で， 英語よ り も がっ ち り し ていますから，「 文法」 を 知れば知る ほど， 文

の構造が分かっ て， あと はますますド イ ツ語の学修が楽になっ てき ます。 無論， 理

屈が分っ た上での「 暗記」 が大切なのは言う までも あり ません。

以上がド イ ツ語の学修方法の秘訣です。 ぜひ実践し てみて下さ い。

ド イ ツ語の学修方法



− 51−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

１） 英語の知識を活用し よう

restaur ant， m enu， table， salon， m achine， police， culture， civ i l isation，

action， union， second， m inute， secret， date...

こ れら はみな， フ ラ ンス語から の借用語です。 英語の語彙の40％近く がラ テン

語・ フ ラ ンス語起源であると 言われています。 また文の構造上も フ ラ ンス語と 英

語は似かよ っ ています。 ですから フ ラ ン ス語学習には英語の知識が役立ち ます。

一方， 多く の仏和学習辞典には対応する英単語が載っ ていますから ， フ ラ ンス語

を学修し つつ英語の知識を確実にし ていく こ と ができ ます。

２） 論理的に考える習慣をつけよう

「 明快でないも のは， フ ラ ン ス語でない」 と 言われる よ う に， フ ラ ン ス語は１7

世紀以来， 客観的規範性を保と う と する努力によっ て， 絶えず整備が行われてき

まし た。

つまり ある意味「 人工的な言語」 なのです。 ですから ， まる覚えではなく 常に

「 どう し てこ う なる のか？」 と 問う 習慣を つけまし ょ う 。 そし て必ず質問する こ

と 。 皆さ んの質問は， 教員にと っ ても 大変参考になり ます。

３） 綴り 字の読み方は「 習う より 慣れろ 」

仏単語の読み方は規則的で， 初級教科書冒頭の ２，3 ページ分の規則を マ ス

タ ーすれば容易に読むこ と ができ ま す。「 習う よ り 慣れろ 」 で， 単語を 見たら

「 どう 読むのだろ う 」 と 興味を も っ て自問自答する こ と が大切です。 教科書の単

語を音読し てみて， 付属のＣ Ｄ で確認するこ と を勧めます。

4 ） 発音は少し ずつ正確に

フ ラ ンス語は日本語より 母音数が多いも のの， 日本人はそれと 知ら ずにそれら

ほと んどの母音を発し ています。 と はいえ， 最初から ネイ ティ ヴのよう に発音で

きないのは当たり 前。 教科書付属のＣ Ｄ など， オーディ オ教材を最大限に利用し

て， 正確な発音を 少し ずつ身につけていき まし ょ う 。 授業外でも ，「 耳に心地よ

い言葉」 と 定評のあるフ ラ ンス語の音に親し む時間をも っ てく ださ い。

５） 仏検で学修の成果をはかる

キャ リ アデザイ ンへの意識が高まり ， 資格を持つこ と が就職に有利に働く 状況

の中， ぜひフ ラ ン ス語実用技能検定試験（ 仏検） に挑戦し てみまし ょ う 。 4 ，５

級から 始めて着実に学修し ていけば， フ ラ ン ス語を「 聞く ・ 話す・ 読む・ 書く 」

ための総合的な力を身につけるこ と ができます。

フ ラ ンス語の学修方法
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⑴　 こ こ で言う 中国語と は北京標準語（ 普通話） のこ と です。 中国語学習初歩段階

における 最重要事が発音の修得で す。 中国語には「 拼音字母（ ピ ン イ ン ツ ー

ムー）」 と 呼ばれる ロ ーマ字式発音記号が存在し ますが， 読み方が英語や日本語

ローマ字のそれと 少々異なるため， 繰り 返し 発音練習を行い， し っ かり と 拼音字

母を修得するこ と が肝要です。 さ ら に中国語は「 声調」 と いう アク セント を持つ

言語で， 4 種類の声調が存在し ます（ 第 １声・ 第 ２声・ 第 3 声・ 第 4 声）。 拼音

字母で表さ れる個々の発音に声調をつけて発声し ても ， 乱れずにし っ かり と 発音

でき るよう に繰り 返し 発音練習を行っ てく ださ い。

⑵　 初歩段階における発音練習では声を出し 継続し て練習するこ と が大事です。 拼

音字母の字面を 目で追う だけではなく ， 音と し てし っ かり と 把握し てく ださ い。

学修 １年目の諸君はそのために設置し た「 中国語基礎 8 科目（ 基礎文法Ａ ／Ｂ ，

基礎表現Ａ ／Ｂ ， コ ミ ュ ニケーショ ン ⅠＡ ／Ｂ ， 資格試験対策ⅠＡ ／Ｂ ）」 を 履

修し て教員の指示に従っ て発音練習を進めまし ょ う 。

⑶　 初歩段階を 終えたら ， 徐々に単語を 覚え始めてく ださ い。 語彙数が不足する

と ， 何も でき ません。 日中・ 中日辞典の購入については各教員の指示を参考にし

て， 自分に合っ たも のを選んで購入し てく ださ い。

⑷　 中国語文法についてですが， 日本語に似ている面も 英語に似ている面も 見受け

ら れます。 し かし 中国語は基本的に日本語と も 英語と も 別系統の言語ですので，

類似点の存在は認めら れても ， 全く 同様であると 誤解し てはいけません。 中国語

は中国語と し て把握すべき です。 文法を修得・ 把握する上で重要なこ と が例文や

表現を覚えるこ と です。 こ のよう な知識的貯蓄がないと ， 文法を修得・ 把握でき

ません。 材料が無いと ， 料理が作れないのと 同じ 道理です。

⑸　 また中国語学習の進展具合を確認する指標と し て「 中国語検定試験」 の受験を

勧めていますが， その資格を持っ ていると 就職活動時に有用なこ と も あり ますの

で， 奮っ て受験し てく ださ い。「 中国語資格試験対策Ⅰ〜ⅢＡ ／Ｂ 」 はその対策

のために設置さ れた科目ですので， 受験希望者は履修するこ と を勧めます。

⑹　 中国大陸で使用さ れる漢字の字体は「 簡体字」 と 呼ばれ， 日本の現字体や旧字

体と も 異なる 簡略化さ れた独特の字体です。 例えば「 橋− 」「 飯− 」「 葉−

」 ……と いう 具合です。

⑺　 日中関係のいかんにかかわら ず， 中国語は非常に有用な言語です。 多く の諸君

にその学修を勧めます。

中国語の学修法
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外国人留学生の必修外国語「 日本語」 について

「 日本語」 は， ⅠＡ ・ ⅠＢ ・ ⅡＡ ・ ⅡＢ ・ ⅢＡ ・ ⅢＢ ・ ⅣＡ ・ ⅣＢ の 8 科目を 開

講し ています。 Ⅳに近づく ほど， 求めら れる日本語能力のレベルが高く なり ます。

１科目 １単位で， 卒業に必要な単位数は 8 単位です。 開講し ている全ての「 日本

語」 を単位取得し なければ卒業できません。 １年次はⅠＡ ・ ⅠＢ ・ ⅡＡ ・ ⅡＢ をな

るべく 全て履修し てく ださ い。 ２年次以降は， ⅢＡ ・ ⅢＢ ・ ⅣＡ ・ ⅣＢ を段階的に

履修し てく ださ い。

〈 履修例〉

１年次…（ 前期） ⅠＡ ・ ⅡＡ 　（ 後期） ⅠＢ ・ ⅡＢ

２年次…（ 前期） ⅢＡ 　 　 　 　（ 後期） ⅢＢ

3 年次…（ 前期） ⅣＡ 　 　 　 　（ 後期） ⅣＢ

日本語をも う 少し 意識し てみよう ！

例えば「 さ すが」 と いう 日本語は，「 さ すがに……だ」 と 使われます。 一般的に

評価の高い事物に対し てそれを裏づけるよう な何かがあっ たと き ， 今更のよう に感

心し たこ と を表す場合に用いら れます。 また， そう は言う も ののやはり ……， 予想

し ていたと おり やはり ……， などの意味も あり ます。 さ ら に，「 さ すがの横綱も 怪
け

我
が

には勝てない」 のよう に， 実力のあるも のが評価通り に力を発揮でき なかっ た時

にも 用いら れるよう に， 多様な用法をも つ言葉と 言えます。

「 さ すが」 については， こ んなエピ ソ ード があり ます。 中国の南北朝時代， 晋の

孫
そんそ

楚と いう 男が隠居する 時， 知人に「 石に 漱
く ち すす

ぎ流れに枕し て生活を する 」（「 漱石

枕流」） と 話し たのです。 その時， 知人は，「 石に枕し て流れに漱ぐ 」（「 枕石漱流」）

の間違いではないかと 問う と ， 孫楚は「 石に漱いで歯を洗い， 流れに枕し て耳を洗

う ためだ」 と ， と っ さ に答えたので， 知人は「 さ すがに孫楚だ」 と 言っ たと いわれ

ます。 それで， 矛盾をと り つく ろ う さ まを「 流
さ すが

石」 と 言う よう になっ たと さ れてい

ます。 現在の日本語で，「 さ すが」 が「 流石」 と いう 借字で表記さ れる こ と がある

のも ， こ う し た中国の故事が元になっ ているから です。

し かし ， 今はこ のよう に「 と り つく ろ う 」 場合には用いません。 先に述べたよう

に「 さ すがに孫楚だ」 と ， 相手の実力や価値を再認識すると き に用いら れるこ と が

多いのです。 こ のよ う に日本語の中には， 中国の故事に由来する 表現があり ます。

し かも ， 語源と は違う 意味で用いら れているこ と も あり ます。 ちなみに， 夏目漱石

の「 漱石」 も ， こ の故事に基づいています。

一方， 韓国語と 同じ よう に使用さ れる日本語も 存在し ます。 例えば， 八世紀の歌

集である『 万葉集』 などに見ら れる「 オモ」 がそう です。 母父の意味で，「 おも し

し 」 と いう 形で使われたり し ます。 こ の「 オモ」 は韓国語の「 オモニ」 と 同源であ

ると する説があり ます。 また， 海の神の意である「 海
わた

神
つみ

」 の「 ワタ 」 も 韓国語「 バ

ダ」 から き ている と する 説があり ます。 八世紀に成立し た歴史書である 『 日本書

紀』 には， 唐や新羅， 百済に関する記事が多く 見ら れ， 当時国際交流が盛んであっ

たこ と がわかり ます。 古代から ， 日本と 中国， 韓国は人の交流と 共に言葉の交流が

あり まし た。 言い換えれば， 日本と 中国， 韓国は一つの文化圏であると 言っ ても い

いでし ょ う 。 日本語の中に中国語や韓国語と 関係の深い言葉があるのも 当然のこ と

であり ます。 だから こ そ， 異質さ に目を向けるばかり でなく ， 同質性にも 目を向け

る必要があるのです。

「 日本語」 の履修方法（ 重要）

日本語の学修方法
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以上のよう に日本語を学修する際は， その言葉の元々の意味を知るこ と も 大切で

す。 それを知っ ていると ， 誤用についても ， それが誤用である理由を明確に認識で

き ます。 また， 日本語への興味も さ ら に増すこ と でし ょ う 。 こ れから は， 日本語の

語彙を 増やすだけで なく ， なぜそのよ う な言い方， 使い方を する のだろ う かと ，

ちょ っ と 意識し てみてほし いと 思います。 そう すれば， あなたの日本語能力はさ ら

に向上するに違いあり ません。
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随意選択外国語（ スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語） 科目の特色

国際交流の進展にかんがみ， スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語を随意選択外国語と し て設置し ています。 こ の随意選

択外国語は， それぞれ最多で 4 科目（ ⅠＡ ／Ｂ ， ⅡＡ ／Ｂ で， Ａ が前学期， Ｂ が後学期， 各 １単位） 4 単位（ １×

4 ） まで履修でき ます。

随意選択外国語で修得し た単位はⅠ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目の単位数（ 学科によっ て異なる） の範囲

内で卒業単位に算入でき ますが， 必修外国語や選択必修外国語の単位と し ては認定さ れないので， 要注意です。 随意

選択外国語（ スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語） 科目には以下のよう な科目が設置さ れています。

〈 １〉 スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語ⅠＡ ／Ｂ

ⅠＡ ／Ｂ は初級ク ラ スで， それぞれの外国語の基礎的構造を文法学習や教本講読を通じ て学修し ， さ ら に初歩的

な会話練習も 行います。

〈 ２〉 スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語ⅡＡ ／Ｂ

ⅡＡ ／Ｂ は中級ク ラ スであり ， それぞれの外国語のⅠＡ ・ Ｂ で得た知識を基礎と し てさ ら に高度な語学力を身に

つけるも のです。

〈 3 〉 国際研修（ 韓）

毎年 8 月に韓国の新羅大学（ 釜山） で実施さ れる短期語学研修（ 韓国語） に参加し た人のための単位です。

随意選択外国語（ スペイ ン語・ 韓国語・ ロシア語） 科目の履修方法

何年次で履修するかは諸君の裁量に任せら れていますが， 外国語を学ぶのは早い

方が良い訳で， １年次よ り 挑戦する こ と が望まし いと 言えます。 ただし ⅠＡ ／Ｂ ，

ⅡＡ ／Ｂ はレ ベル別になっ ていますので， ⅠＡ ／Ｂ より 順に受講するこ と が必要で

す。 多く の諸君が意欲的に履修するよう 期待し ています。

随意選択外国語はそれぞれ最多で 4 科目（ ⅠＡ ／Ｂ ， ⅡＡ ／Ｂ で， Ａ が前学期，

Ｂ が後学期， 各 １単位） 4 単位（ １× 4 ） まで履修でき ますが， その修得単位はⅠ

群から Ⅶ群までの中から 選択する科目の単位数（ 学科によっ て異なる） の範囲内で

卒業単位に算入できるも のの， 必修外国語や選択必修外国語の単位と し ては認定さ

れないので， 要注意です。

英語はビジネスのための言葉， フ ラ ンス語は愛を語る言葉， そし てスペイ ン語は

神様と 話す言葉であると 何度か聞いたこ と があり ます。 英語はてきぱき し た響き が

あり ， フ ラ ンス語はロマンチッ ク な響き ， スペイ ン語は荘厳な感じ がするのかも し

れません。 初めてスペイ ン語を聞いたら ， なんてほのぼのと し た愛嬌のある暖かい

感じ の言葉だと 思う で し ょ う 。 ディ ア マ ン テ， エ ル・ ニ ーニョ ， から ムーチ ョ

（「 から 」 はも ちろ ん日本語） ……日本でよく 見かけるスペイ ン語ですが， 親近感が

沸く 響き でし ょ う 。 し かも スペイ ン語の発音は， 英語より も ずっ と 簡単です。 いく

つかのスペイ ン 語独特なも のを 除いてロ ーマ字読みと ほぼ同じ す。 だから ， g， j，

l l， n， rなどスペイ ン 語独特の発音さ えマスタ ーし てし まえば， せっ かく 覚えたフ

レ ーズを旅先で言っ たのに， 通じ ないと いう こ と はないでし ょ う 。 学修し た表現を

どんどん声に出し てみまし ょ う 。

文法は初め覚えるこ と が多く ， 躊躇するかも し れません。 名詞には男性形と 女性

形があり ます。 形容詞は名詞にあわせて語尾が変化し ます。 そし てスペイ ン語の最

難関は動詞の活用です。 こ れは繰り 返し 練習する し かないでし ょ う 。「 学問に王道

スペイ ン語の学修方法
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なし No hay atajo sin trabajo」 です。 と はいえ， こ れも スペイ ン語の動詞には基本

的に語尾が-ar， -er， irの 3 つのグループがある こ と を 踏まえ ， 体系的に覚えれば

恐れるほどのも のではあり ません。

また， どんな外国語の勉強にも あてはまる こ と ですが， 必ず辞書を 用意する こ

と 。 そし て辞書を引く 労を惜し まないよう にするこ と が大切です。 スペイ ン語圏は

スペイ ン本国だけではなく ， 中南米， アフ リ カ の赤道ギニアなど広範であり ， スペ

イ ン語人口は 4 億人と も ５億人と も 言われています。 し たがっ て国連の公用語のひ

と つにも なっ ており ， 実用的であり ， その文化も 多種多様です。 フ ラ メ ンコ ， サル

サ， サッ カ ー， ピカ ソ ， ガウディ ， パエリ ヤ， タ コ ス， 遺跡などなど興味深いこ と

がたく さ んあり ます。 それら の情報はイ ンタ ーネッ ト を通じ て簡単に手に入れるこ

と ができ ます。 Ricky M ar tinやEnr ique I g lesiasなどスペイ ン語で歌っ ている歌手

のＣ Ｄ も 手軽に手に入り ますし ， 最近はスペイ ン語圏の映画も よく 上映さ れるよう

になっ てき まし た。 是非， 言葉だけではなく ， その後ろ にあるも のにも 触れてみま

し ょ う 。 そし て楽し く 勉強し ていきまし ょ う 。

日本語話者にと っ て， 韓国語は当然ながら 外国語にほかなり ません。 韓国語の音

や文字を耳にし たこ と のある人は， 激し い音や抑揚， 四角（ □） と 丸（ ○） に縦横

の線と 点の組み合わせで形成さ れている文字（ ハングル） に戸惑いをおぼえるかも

し れません。

その一方で， 韓国語の音声と 文字について， 自発的に興味を持ち， 一度でも その

仕組みについて学んだこ と のある人なら ば， こ れだけ日本語に類似し ， 学びやすい

言語も 多く ないと 実感し たはずです。 同じ 言語系統に属し ， 漢語を媒介と し て語彙

の八割以上を共有し ているから こ そでし ょ う 。 つまり 欧米語学習のよう に， 語順の

複雑な置き 換えが不要なのはいう までも なく ， 全く 異なっ た概念に対処し なければ

なら ないと いう こ と も なく ， 頭脳の煩雑な作業が省かれて済むのです。 こ れを欧米

語間の関係にたと えると ， 英語と ド イ ツ語と の比に近いも のでし ょ う 。

し かし ながら ， 韓国語は総じ て学修し やすいかも し れませんが， やさ し い言語で

は決し てあり ません。 と いう のも ， 日本語に比べ， かなり 複雑な音韻体系を有し て

いるから だけでなく ， 実は奇し く も 日本語と 大変似通っ ている言語なだけに難解さ

が存在するのです。 つまり 言語に必然的に溶け込んでいる人々の感情や， 言葉の何

気ない意味作用， ひいてはそれを 基に絶え間なく 行われる （ 日常・ 非日常を 問わ

ず） コ ミ ュ ニケーショ ンのあり 方において， 韓国語と 日本語の間には少なから ざる

ギャ ッ プが散見さ れるので， 時にはそのこ と が意思疎通の大き な妨げにも なり かね

ないのです。 少し 複雑だと 思われるかも し れませんが， こ こ にこ そ日本語話者の韓

国語学習に対する醍醐味が存在する訳です。 そのこ と は， 韓国語話者の日本語学習

のケースでも 同じ であるこ と はいう までも あり ません。 また， さ ら には今日の日本

と 韓国と の間に横たわる諸問題を考える上でも ， こ れは有効かつ重要な要素を含ん

でいると 思われるのです。

韓国語の学修方法
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ズド ラ ースト ヴイ チェ ！皆さ んこ んにちは！ロシア語が世界で重要な言語の １つ

であるこ と は皆さ んも よく ご存知でし ょ う 。 世界で約 ２億 ５千万人の人々に話さ れ

ており ， こ れは日本語の約 ２倍にあたり ます。 なるほど， ロシア語は今日本ではか

つてほど人気がないかも し れませんが， 今後ロシアが政治的にも 経済的にも 世界に

対し て影響力をも っ てく るこ と は間違いあり ません。 今こ そロシア語を学ぶ絶好の

好機と 言えまし ょ う 。

ロ シア語は「 イ ン ド ・ ヨ ーロ ッ パ語族」 に属し ており ， こ れはイ ン ド から ヨ ー

ロッ パにかけて広く 分布し ています。 ヨ ーロッ パでのこ の語族の １つは英語・ ド イ

ツ 語などの「 ゲルマン 語」， も う １つはフ ラ ン ス語・ スペイ ン 語などの「 イ タ リ ッ

ク ・ ケルト 語」， そし て更に「 スラ ブ語」 です。 こ のスラ ブ語にはロ シア語・ ウク

ラ イ ナ語・ ベラ ルーシ語， ポーラ ン ド 語， チェ コ 語， スロ バキア語， ブルガリ ア

語， セルボ− ク ロアチア語などがあり ます。 ロシア語はこ のスラ ブ語の中の代表的

な存在です。

ロ シア語は入口がと ても 難解です。 強調し ても 強調し すぎる こ と はないのです

が， 最初はと ても 難し く 感じ る でし ょ う 。 し かし ， それを 乗り 越えれば後は楽で

す。 まず， 発音をきちんと 覚えるこ と です。 正し い発音ができ れば， リ スニングは

そう 難し く はないはずです。 英語やフ ラ ンス語の聞き 取り づら さ に比べると はるか

に易し いと 言えるでし ょ う 。 こ れはロシア語の最大の利点です。

ロシア語の文字は「 キリ ル文字」 と いっ て， ギリ シア語に由来し ています。 私た

ちは英語に慣れ親し んでいるので， 最初は違和感を覚えるでし ょ う 。 し かし ， こ れ

は慣れの問題です。 小学校でひら がな・ カ タ カ ナを覚えたと き 払っ た努力を思い出

せば， キリ ル文字を覚えるのはそれほど難し く はないと 思います。

外国語はどれでも 最初は違和感があり ます。 それを克服し たと き ， 外国語を学ぶ

喜びを知るこ と ができ ます。 学べば学ぶほど， 新鮮な驚き と 喜びを感じ ると 同時に

視野が広がり ます。 新し い外国語を学ぶたびに， 地平線が広がっ ていく のを感じ る

でし ょ う 。 そのよう な広い視野を持っ た人間が２１世紀をリ ード し て行く のです。 ど

う ぞ果敢に挑戦し てみて欲し いと 思います。

ロシア語の学修方法
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-１〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知識を

修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理観に基づ

いて， 自ら の使命・ 役割を果たすこ と ができ

る。

〔 CP-１〕

・ 人文科学系外国語文献の読解（ 言語文化の理解） を 通じ ，

国際人に必須の多様な価値を許容する倫理観を養い， 国際

交流に貢献できる人材を育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-２〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及び

ジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直面し て

いる問題を理解し ， 説明するこ と ができ る。

〔 CP-２〕

・ 社会科学系外国語文献の読解（ 言語文化の理解） を 通じ ，

自国の社会システムを相対的に捉える視点を養い， 世界の

問題を複眼的に理解するこ と ができ る人材を育成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論理的， 科学

的， 合理的かつ批判的な考察を通じ て， 新た

な「 知」 の創造に寄与するこ と ができる。

〔 CP-3 〕

・ 外国語文献の読解（ 言語文化の理解） を通じ ， 論理的思考

を養い， 人間（ 社会） について批判的に考える力を養成す

る。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積極的

にかかわる中で， 事象を注意深く 観察し て問

題を 発見し ， 解決策を 提案する こ と がで き

る。

〔 CP-4 〕

・ 外国語文献の読解（ 言語文化の理解） を通じ ， 想像力と 発

想力を養い， 独創的な視点から 問題を発見し 解決策を提案

するこ と ができる人材を養成する。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関する

専門的知識を 基に， あき ら めない気持ち を

も っ て， より 良い社会・ 共同体の創造に果敢

に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕

・ 資格試験の受験や海外研修等への参加を通じ ， 積極的かつ

自主的に行動する習慣を身につけ， 学生生活・ 就職活動等

において， 果敢に挑戦でき る人材を育成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者の気

質， 感性及び価値観を理解・ 尊重し ， 社会・

共同体の中で積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを

実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と ができ る。

〔 CP-6 〕

・ 複数言語の学修を通じ ， 自国の言語文化を相対化する視点

を養い， 自国の文化を世界に発信でき る人材を育成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動において， よ

り 良い成果を 上げる ために， お互いを 尊重

し ， 自ら すすんで協働する と と も に， リ ー

ダーと し て協働者の力を引き出し ， その活躍

を支援するこ と ができ る。

〔 CP-7 〕

・ 演習や海外研修等への参加を通じ ， 他者と 積極的に協働す

るなかで， 互いに長所を見出し ， 支援できる人材を育成す

る。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己の活

動がより 良い社会・ 共同体の創造に貢献する

こ と ができたかを振り 返るこ と により ， 生涯

にわたり ， 社会人と し ての自己を高めるこ と

ができ る。

〔 CP-8 〕

・ 演習や海外研修等における他者と の関わり を客観的に振り

返る こ と を 通し て， 自己がどのよ う に変化し たかを 省察

し ， 多様な価値観を許容するグローバルな視野を確立する

こ と ができ る力を養成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

外国語科目領域　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
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科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

外国語科目　 履修系統図

科目群の学修・ 教育目標

・ 英語 １年次 〜 ２年次 〜 3 年次 〜 4 年次

１年生指定クラス ２年生以上優先クラス（ 異なる科目を横断的に履修できる）

１年 生 指 定 ク ラ ス で

は， 資格試験や専門分

野の学習に必要なリ ー

ディ ング・ 文法（ 英語

Ａ /Ｂ）， スピーキング・

リスニング（ 英語Ｃ /Ｄ ）

等の基礎を固める。

２年次以降では， その

応用と し て， 個別の技

能（ Reading , W r iting ,

Listening & Speaking）

や 資 格 試 験（ 英 検/

I E L T S， T O E F L ，

T OE IC） に特化し た科

目， および人文学を 演

習形態で学ぶ科目（ 英

語演習） を任意に選び，

国際的教養人に相応し

い能力と 素養を身に付

ける。

英語Ａ 英語Ｂ

英語Ｃ 英語Ｄ

英語Ｅ 英語Ｆ

人文系英語
演習Ａ

人文系英語
演習Ｂ

社会系英語
演習Ａ

社会系英語
演習Ｂ

英検/IELT S
ⅠＡ

英検/IELT S
ⅠＢ

英検/IELT S
ⅡＡ

英検/IELT S
ⅡＢ

英検/IELT S
ⅢＡ

英検/IELT S
ⅢＢ

英検/IELT S
ⅣＡ

英検/IELT S
ⅣＢ

T OEFL ⅠＡ T OEFL ⅠＢ T OEFL ⅡＡ T OEFL ⅡＢ T OEFL ⅢＡ T OEFL ⅢＢ T OEFL ⅣＡ T OEFL ⅣＢ

T OEIC ⅠＡ T OEIC Ⅰ Ｂ T OEIC ⅡＡ T OEIC ⅡＢ T OEIC ⅢＡ T OEIC ⅢＢ T OEIC ⅣＡ T OEIC ⅣＢ

Com munication
ⅠＡ

Com munication
ⅠＢ

Com munication
ⅡＡ

Com munication
ⅡＢ

Com munication
ⅢＡ

Com munication
ⅢＢ

Com munication
ⅣＡ

Com munication
ⅣＢ

Reading ⅠＡ Reading ⅠＢ Reading ⅡＡ Reading ⅡＢ Reading ⅢＡ Reading ⅢＢ

W riting ⅠＡ W riting ⅠＢ W riting ⅡＡ W riting ⅡＢ W riting ⅢＡ W riting ⅢＢ

国際研修（ 英）
ⅠＡ

国際研修（ 英）
ⅠＢ

←留学・ 語学研修準備ク ラ ス

国際研修（ 英）
Ⅱ

国際研修（ 英）
Ⅲ

国際研修（ 英）
Ⅳ

国際研修（ 英）
Ⅴ

英語Ｇ 英語Ｈ

・ ド イツ語 １年次 〜 ２年次 〜 3 年次 〜 4 年次

・ 言語習得を通し て英

語圏以外の文化に対

する理解を深める。

・ 専門文献を 読むため

の読解力を身につけ

る。

・ 就職のために英語以

外の語学能力を証明

す る 資 格を 取 得 す

る。

・ グローバル化に対応

し た高度なコ ミ ュ ニ

ケーショ ン能力を 身

につける。

ド イ ツ語
基礎文法Ａ

ド イ ツ語
基礎文法Ｂ

ド イ ツ語
基礎表現Ａ

ド イ ツ語
基礎表現Ｂ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅠＡ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅠＢ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＡ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＢ

人文系ド イ ツ
語演習Ａ

人文系ド イ ツ
語演習Ｂ

社会系ド イ ツ
語演習Ａ

社会系ド イ ツ
語演習Ｂ

ド イ ツ語
ライティング

ⅠＡ

ド イ ツ語
ライティング

ⅠＢ

ド イ ツ語
ライティング

ⅡＡ

ド イ ツ語
ライティング

ⅡＢ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅡＡ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅡＢ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅢＡ

ド イ ツ語
資格試験対策

ⅢＢ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＡ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＢ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＡ

ド イ ツ語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＢ

国際研修（ 独）
ⅠＡ

国際研修（ 独）
ⅠＢ

国際研修（ ウィ ーン研修）

・ フランス語 １年次 〜 ２年次 〜 3 年次 〜 4 年次

・ 言語習得を通し て英

語圏以外の文化に対

する理解を深める。

・ 専門文献を 読むため

の読解力を身につけ

る。

・ 就職のために英語以

外の語学能力を証明

す る 資 格を 取 得 す

る。

・ グローバル化に対応

し た高度なコ ミ ュ ニ

ケーショ ン能力を 身

につける。

フ ラ ンス語
基礎文法Ａ

フ ラ ンス語
基礎文法Ｂ

フ ラ ンス語
基礎表現Ａ

フ ラ ンス語
基礎表現Ｂ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅠＡ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅠＢ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＡ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＢ

人文系フ ラ ンス
語演習Ａ

人文系フ ラ ンス
語演習Ｂ

社会系フ ラ ンス
語演習Ａ

社会系フ ラ ンス
語演習Ｂ

フ ラ ンス語
ライティング

ⅠＡ

フ ラ ンス語
ライティング

ⅠＢ

フ ラ ンス語
ライティング

ⅡＡ

フ ラ ンス語
ライティング

ⅡＢ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅡＡ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅡＢ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅢＡ

フ ラ ンス語
資格試験対策

ⅢＢ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＡ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＢ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＡ

フ ラ ンス語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＢ

国際研修（ 仏）
ⅠＡ

国際研修（ 仏）
ⅠＢ

国際研修（ アヴィ ニョ ン 研修）

・ 中国語 １年次 〜 ２年次 〜 3 年次 〜 4 年次

・ 言語習得を通し て英

語圏以外の文化に対

する理解を深める。

・ 専門文献を 読むため

の読解力を身につけ

る。

・ 就職のために英語以

外の語学能力を証明

す る 資 格を 取 得 す

る。

・ グローバル化に対応

し た高度なコ ミ ュ ニ

ケーショ ン能力を 身

につける。

中国語
基礎文法Ａ

中国語
基礎文法Ｂ

中国語
基礎表現Ａ

中国語
基礎表現Ｂ

中国語
資格試験対策

ⅠＡ

中国語
資格試験対策

ⅠＢ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＡ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅠＢ

人文系中国語
演習Ａ

人文系中国語
演習Ｂ

社会系中国語
演習Ａ

社会系中国語
演習Ｂ

中国語
ライティング

ⅠＡ

中国語
ライティング

ⅠＢ

中国語
ライティング

ⅡＡ

中国語
ライティング

ⅡＢ

中国語
資格試験対策

ⅡＡ

中国語
資格試験対策

ⅡＢ

中国語
資格試験対策

ⅢＡ

中国語
資格試験対策

ⅢＢ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＡ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅡＢ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＡ

中国語
コミ ュニケー
ショ ンⅢＢ

国際研修（ 中）
ⅠＡ

国際研修（ 中）
ⅠＢ

国際研修（ 台湾研修）

・ 随意外国語 １年次 〜 ２年次 〜 3 年次 〜 4 年次

第三の外国語を習得す

ること で，より 幅の広い

コ ミ ュ ニケーショ ン 能

力を 獲得する。 多く の

言語を学ぶこと により ，

多文化理解の素地を養

い， 国際人と し て活躍

できる基盤と する。

スペイ ン語ⅠＡ スペイ ン語ⅠＢ スペイ ン語ⅡＡ スペイ ン語ⅡＢ

韓国語ⅠＡ 韓国語ⅠＢ 韓国語ⅡＡ 韓国語ⅡＢ 国際研修（ 韓）

ロシア語ⅠＡ ロシア語ⅠＢ ロシア語ⅡＡ ロシア語ⅡＢ

※初習の場合は，ⅠＡ から 履修し てく ださ い。年度によっ て開講さ れない科目も あり ます。

特別選抜クラス
※すべての科目は １年次から 履修可能ですが，「 １年生指定クラ ス」 以外は ２年生以上が優先です。 １年次から 4 年次に

かけて計画的に履修・ 修得し てく ださ い。

※科目名に付し たローマ数字はレベルを表示

※すべての科目は １年次から 履修可能です。 １年次から 4 年次にかけて計画的

に履修・ 修得し てく ださ い。

※科目名に付し たローマ数字はレベルを表示

※すべての科目は １年次から 履修可能です。 １年次から 4 年次にかけて計画的

に履修・ 修得し てく ださ い。

※科目名に付し たローマ数字はレベルを表示

※すべての科目は １年次から 履修可能です。 １年次から 4 年次にかけて計画的

に履修・ 修得し てく ださ い。

※科目名に付し たローマ数字はレベルを表示
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体育・ 健康科目の学修

現代人の脳と 身体の構造は２00年前の人間と は異なる でし ょ う か。 また， 五千年

前の人間から どれ程の進化を遂げたのでし ょ う か。 結論は構造の進化は無く ， 時代

が大き く 変わっ ても 人間の身体的基本は変わっ ていません。

人間が生存するための基本は身体であり ， そのためには生活の中に運動・ 栄養・

休養をバラ ンスよく 取り 入れるこ と が重要です。 運動すなわち身体活動は， 我々人

間にと っ て生き 延びる為だけではなく 芸術を高め文化を発展さ せ， 美し さ への憧れ

を持ち， 優し さ に満ちた人間へと 脳を覚醒し てき まし た。 人間はこ れら を長い年月

をかけて教育と し て発展さ せてき まし た。 教育の三大要素は知育・ 徳育・ 体育と い

われ， そこ には身体と 精神がバラ ン スよ く 発達する こ と の必要性が示さ れていま

す。 生活を楽し み， 長命を保ち， 幸福な人生を願わない者はいないでし ょ う 。 皆さ

んにと っ て充実し た学生生活を過ごすための資本と なる心身が充実し た状態が望ま

し く ， 心身の健康に不安があっ てはなり ません。

こ の科目の目的は， 第一に筋肉・ 骨格・ 内臓に生存と 活動に必要なエネルギーを

蓄積さ せる こ と 。 第二に身体活動によ り 脳の神経系を 発達さ せて， 筋肉に伝達し

様々な動きや技を記憶さ せながら 適応能力を向上さ せるこ と 。 第三に社会性や他者

に対する思い遣り ， あるいは克己心を成長さ せるこ と 等です。

こ れらをまと めると ， 体育・ 健康科目は「 身体運動を通し ての人間教育である」 と

いえます。 体育・ 健康科目における学びは， 人間存在の基本である身体に運動が不可

欠であること を知り ， 健康的な人生を十分に享受できるよう にすること へ繋がり ます。

法学部の体育・ 健康科目は， １年次開講の選択必修科目と し て，「 体育スポーツ

実習Ａ 」・「 体育スポーツ 実習Ｂ 」・「 体育スポーツ 実習Ｃ 」・「 体育スポーツ 健康演

習」 を開講し ています。

内容は多種にわたる 運動内容を 配列し ， 当該科目の教育目的が十分に達成さ れ，

健康への理解につながるよう 配慮し ています。 実習については，「 健康運動系」「 ス

ポーツ 系」「 生涯運動系」 の 3 つに分類し ， 各人が自己の体力水準や興味・ 経験な

どを考慮し て選択でき るよう にし ています。 更にスポーツ系では経験・ 未経験者を

対象と し た講座， 健康運動系では運動が苦手な学生の為の講座等も 開講し ていま

す。「 体育スポーツ 実習Ａ 」・「 体育スポーツ 実習Ｂ 」・「 体育スポーツ 健康演習」 は

神田三崎町キャ ン パスで開講さ れ， 健康の維持・ 増進を 目的と し た「 健康運動系」

の実習及び演習を行います。「 体育スポーツ実習Ａ 」 では基本的な身体運動を行い，

「 体育ス ポーツ 実習Ｂ 」 で は限ら れた ス ペース で 行う 球技やその他ス ポーツ 等，

様々な運動・ スポーツ を 行います。「 体育スポーツ 健康演習」 では， 運動・ スポー

ツ・ 健康に関連する事象をテーマにグループワーク や発表， 実践を通じ て， 運動・

スポーツ を 様々な視点から 学びます。 また，「 体育スポーツ 実習Ｃ 」 は大宮キャ ン

パスで開講さ れ， 専用の体育スポーツ 施設を 使っ て「 スポーツ 系」 と 「 生涯運動

系」 の実習を行います。 ご自身の経験し たスポーツをさ ら に深める， あるいは大学

生になり 新し いスポーツにチャ レ ンジする， 多く の仲間と 出会う と いっ た， 様々な

機会を持つこ と ができ ます。

１． 体育・ 健康科目の目的

２． 体育・ 健康科目の特色
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神田三崎町キャ ンパスの授業時間は， １時限・ 90分です。 大宮キャ ンパスの授業

時間は， ２時限連続・ １80分です。 大宮キャ ン パスの授業開始時間は受講生の移動

時間を考慮し て， １時限目を午前 9 時30分から 開始し ２時限目の終了は午後１２時3５

分までと し ， 3 時限目は午後 １時40分から 開始し 4 時限目の終了を午後 4 時4５分ま

でと し ています。（ 時限間で ５分の休憩）

神田三崎町キャ ンパスと 大宮キャ ンパスの具体的な授業内容は『 シラ バス』 を熟

読し 選択の参考にし てく ださ い。

なお， 大宮キャ ンパスを受講する場合は交通費が自己負担と なり ます。

当該科目は授業態度が評価の重要な要素と なり ます。「 体育スポーツ 実習Ａ 」・

「 体育スポーツ 実習Ｂ 」・「 体育スポーツ 健康演習」 は， 半期完結で， 各々半期 １単

位の実技・ 実習です。「 体育スポーツ 実習Ｃ 」 は， ２時限連続の半期完結で ２単位

の実技です。

「 体育ス ポーツ 実習Ａ 」・「 体育ス ポーツ 実習Ｂ 」・「 体育ス ポーツ 健康演習」 は

各々の授業出席１0回（ ２0時間），「 体育スポーツ実習Ｃ 」 は１0回（ 40時間） が評価の

最低条件です。 欠席し ないこ と はも ちろ んのこ と ， 積極的に参加する意欲が必要で

す。 また， 当該科目は信頼でき る友人や楽し い仲間作り の場と し ても 活用でき るの

で自分に合っ た履修方法やスポーツ種目， 時限を選択し てく ださ い。

第一部・ 第二部の学生は， 以下の二つの履修方法から 選択し ます。

①　 神田三崎町キャ ン パスでの「 体育スポーツ 実習Ａ 」 と 「 体育スポーツ 実習Ｂ 」

または「 体育スポーツ健康演習」 の計 ２単位修得する。

②　 大宮キャ ン パスでの「 体育スポーツ 実習Ｃ （ 前学期または後学期）」 を ２時限

連続受講で半期 ２単位修得する。

皆さ んは原則いずれかの履修方法から 選択し て履修し てく ださ い。

（ 但し ， 第一部の学生は， 第二部開講の授業は受講でき ません。）

卒業には「 体育スポーツ 実習Ａ 」・「 体育スポーツ 実習Ｂ 」・「 体育スポーツ 実習

Ｃ 」・「 体育スポーツ健康演習」 から 計 ２単位の修得が必要です。

１年次で上記のいずれかの履修方法で単位を修得するこ と が望まし いでし ょ う 。

Ⅳ群　 体育・ 健康科目履修表（ 各学科共通）（ ◎印＝必修科目　 ◯印＝選択必修科目　 ●印= 選択科目）

授　 業　 科　 目 単位数

履修開始年次

履　 修　 方　 法１年

前期

１年

後期

２年

前期

２年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

体育スポーツ実習Ａ １ ◯ 体育スポーツ実習Ａ
体育スポーツ実習Ｂ
体育スポーツ実習Ｃ
体育スポーツ健康演習
のう ち から ２単位以上を 修得
し なければなら ない。
ただし ， 法律学科法曹コ ース
を除く 。

体育スポーツ実習Ｂ １ ◯

体育スポーツ実習Ｃ ２ ◯ ◯

体育スポーツ健康演習 １ ◯

３． 体育・ 健康科目の学修

①　 授業時間， 評価等

②　 履修方法
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専門科目の学修

法学部の学生の皆さ んは， 法律学科， 政治経済学科， 新聞学科， 経営法学科， 公

共政策学科の ５学科に所属し ています。 そし てそれぞれの学科ごと に専門的な知識

を身につけるために， 専門科目の学修を行っ ていきます。 法学部では， １年次から

総合科目や外国語科目などと 並んで， 専門科目が展開さ れており ， 学年が進むごと

に専門科目が占めるウェ イ ト が高まっ ていく カ リ キュ ラ ムになっ ています。

専門科目は， 学科ごと に， 特徴ある科目が開講さ れていますが， Ⅴ群の専門基幹

科目， Ⅵ群の専門展開科目， Ⅶ群の専門演習関連科目に大別さ れます。

専門基幹科目と は， 各学科における学修のう ち， 基幹と なるべき 重要な科目を意

味し ます。 学科やコ ースごと に設置状況は異なっ ていますが， そのほと んどが「 必

修」 または「 選択必修」 と なっ ています。 まさ に専門基幹科目は， 各学科の学修の

基礎をなすと 同時に， その中核的な科目だと いう こ と ができます。

なお， 専門基幹科目は， それぞれの学科固有の科目が多いですが， 他学科の学生

が履修し ， 卒業単位に含むこ と ができ る科目も あり ます。

専門基幹科目を 学んだ上で， 各学科における それぞれの専門的な知識に対する

ニーズに応える ために， 学科ごと に広く 開講さ れている 科目が専門展開科目です。

その多く は「 選択」 科目と なっ ており ， 学生の皆さ んの関心に応じ て， 自由に組み

合わせて履修するこ と ができます。

専門展開科目は， 学科ごと に設置さ れていますが， 他学科の科目が当該学科の専

門展開科目と し て位置づけら れている場合も あり ， 本学のカ リ キュ ラ ムの特徴であ

る「 相互乗り 入れ」 の良さ が発揮さ れているのも こ の科目群です。 こ の専門展開科

目を履修するこ と を通じ て， 学生の皆さ んの知識が， 深く ， 広く ， まさ に展開する

こ と が期待さ れます。

専門展開科目に類似し た科目ですが， 専門演習関連科目は，「 演習」 と いう 言葉

が示す通り ， 少人数で， 専門的な理解をより 深めるこ と を目的に設置さ れている科

目です。 科目の内容的には， 専門性が極めて高いこ と が特徴ですが， 科目によっ て

は， 授業の内容を固定せず， 毎年， 授業内容が変わるも のも あり ます。

また， こ の科目には，「 ゼミ ナール」 も 含まれています。 ゼミ ナールは原則と し

て， どの学科の系統のも のも 応募するこ と ができ ます。 それぞれゼミ ナールを受験

し ， 合格すれば， 学科の系統が異なるゼミ ナールで学ぶこ と が許さ れています。

以下では， 学科ごと の学修について説明し ていきます。

［ 専門基幹科目］

［ 専門展開科目］

［ 専門演習関連科目］
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法律学科専門科目の学修

【 法曹コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 ─単位

Ⅴ群 専門基幹科目 66単位

Ⅵ群 専門展開科目 ４単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 １４単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 ─単位

【 総合法コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 38単位

Ⅵ群 専門展開科目 １2単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 １４単位

Ⅴ群・ Ⅵ群の中から 選択する科目 １8単位

法律学科は， こ れまで多く の法曹・ 準法曹を輩出し てき たのみなら ず， リ ーガル

マイ ンド を有する良質な人材を社会に送り 出し てきた「 司法の日大」 の伝統を受け

継ぐ 法学部の中心学科です。 一定のルールに従い紛争を解決する能力は， 法律家に

限ら ず， 社会生活を営む上で不可欠な能力であり ， 社会に網の目のよう に張り 巡ら

さ れている法は， 社会のルールの代表的なも のです。 法を用いて紛争や問題を解決

する能力を「 リ ーガルマイ ンド 」 と 呼ぶと すれば， 法律学科の目的はリ ーガルマイ

ンド の涵養にあると いっ てよいでし ょ う 。

法科大学院（ ロースク ール） の発足・ 裁判員制度の創設など， 司法制度は大き な

変革を受けまし た。 学生のニーズが多様化し ているだけでなく ， 司法制度が大き く

変化し た中， 法律学科と し ては， こ れら に臨機応変に対応し ， 法曹等法律専門家養

成に力を入れるだけでなく ， リ ーガルマイ ンド を有する良質な人材を社会に送り 出

し ていかなければなり ません。

こ のよう な状況に対応するため， 法律学科では， 法曹コ ースを設置し ， 法曹三者

（ 裁判官・ 検察官・ 弁護士） の養成に対応する と と も に， 総合法コ ースにおいて法

的資質を有する社会人の育成に力を入れるこ と にし ています。

１． 法律学科の卒業に必要な

最低単位数

２． 法律学科の目的
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法律学科の学生は， 入学試験の時の希望に従っ て， 法曹コ ース・ 総合法コ ースの

いずれかに所属するこ と になっ ています。

法曹コ ースは， 司法試験にチャ レンジし て， 法曹〈 裁判官， 検察官， 弁護士〉 を

目指そう と する学生を対象と し て設置さ れたも のです。 現在， 法曹資格を取得する

ためには， 原則と し て， 学部から 法科大学院を経由し て司法試験を受験するこ と に

なっ ているので， 法科大学院（ 法学既習者コ ース） 進学を目指す学生が対象に据え

ら れています。 も っ と も ， 例外的に法科大学院を経由し ないで司法試験の受験資格

を与える「 予備試験」 制度も 設けら れています。 そこ で， 法曹コ ースでは予備試験

受験を目指す学生の皆さ んも その対象と し ています。

法曹コ ースの特徴は， 端的にいう と ， 法律基本科目（ 憲法， 行政法， 民法， 商法

（ 会社法）， 刑法， 民事訴訟法， 刑事訴訟法） について， 集中的に法解釈学の技法を

し っ かり と 学ぶと こ ろ にあり ます。 こ れら の科目は， 司法試験の合格に必要である

だけでなく ， 法曹と し て実務に携わる上で「 コ ア」 と なる知識だから です。

そのため法曹コ ースでは， ①法律基本科目を必修科目と し た上で， 法曹コ ースの

学生専用の講義が開講さ れ， ②各種の演習において， 判例・ 設問など具体的事例を

素材に解釈学のド リ ルを行う と いっ た， かなり かっ ちり し たカ リ キュ ラ ムを用意し

ています。

し たがっ て， 法曹コ ースに在籍する学生の皆さ んには， 予備試験の合格， あるい

は法科大学院入試へ向けて日々研鑽を積むだけの強い決意と 意志が求めら れます 。

こ れは， 学生の皆さ んにと っ てはかなり 厳し い要求ですが， こ れを 乗り 切っ てこ

そ， 法律のプロと し ての道が開けると 確信し ています。

総合法コ ースは， 一部・ 二部に開設し ， 法学教育の基本コ ースと し て， 幅広い法

分野科目の知識・ 技能を修得し ， リ ーガルマイ ンド を有し ， 社会の様々な職域に対

応でき る 柔軟性に富んだ職業人を 養成する こ と を 目標と し ています。 また， 法曹

コ ースと は異なり ， 法学部のカ リ キュ ラ ム特徴である「 相互乗り 入れ」 と し て他学

科関連科目をも 設置し ています。 所属の学生は， 各自の職業意識に基づき 独自のカ

リ キュ ラ ムを設定し ， 各種資格取得を含め， 法学部に進学し た目標を達成するこ と

が可能です。 総合法コ ースでは， 科目履修において必修科目単位数が法曹コ ースの

半分程度と なっ ているこ と から ， その自由度が高く なっ ていますので， 志望職業等

に向けていく つかのモデルカ リ キュ ラ ムを示し ， 所属学生の皆さ んが各学年におい

て段階的に職業意識に応じ た履修ができ る よ う に配慮さ れています。 当然ですが，

総合法コ ースでも 法曹・ 準法曹を目指す科目履修が可能です。

総合法コ ースのカ リ キュ ラ ムの科目には， 他学科所属の学生と 共に講義を受ける

こ と も あり ます。 つまり ， 学科横断的履修が実行さ れ， 学生は， 学科の枠を越えた

一体と なっ た法学部生活を実体験でき ます。 そこ で知り 合っ た友と のコ ミ ュ ニケー

ショ ンにより ， リ ーガルマイ ンド をも っ た更に高度な職業意識を身に付けるこ と が

できるでし ょ う 。

３． 法律学科の特色

①　 法曹コ ース（ 第一部のみ

設置）

②　 総合法コ ース（ 第一部・

第二部併置）
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法律学科においては， 法曹コ ース， 総合法コ ースのいずれを 選択する かによ っ

て， 卒業に必要な専門科目の単位数中の内訳が変わっ てく るので， 履修にあたっ て

は， よく 注意する必要があり ます。 法律学科卒業に必要な専門科目単位数， 必修単

位数， 選択必修単位数， 選択単位数は， 下図のと おり です。

卒 業 に 必 要 な

専門科目単位数
必 修 単 位 数 選択必修単位数 選 択 単 位 数

法 曹 コ ー ス 8４単位 72単位 8 単位 ４単位

総 合 法 コ ー ス 82単位 30単位 28単位 2４単位

以下， 法律学科専門科目の学修のポイ ント につき述べていき ます。

１． 法曹コ ース

法曹コ ースにおいては， 専門的な科目8４単位中， 必修科目は72単位で， 法学Ⅰ，

憲法Ⅰ（ 人権）， 憲法Ⅱ（ 統治機構）， 行政法Ⅰ， 行政法Ⅱ， 民法Ⅰ（ 民法総則），

民法Ⅱ（ 物権法）， 民法Ⅲ（ 担保物権法）， 民法Ⅳ（ 債権法総論）， 民法Ⅴ（ 債権

法各論）， 家族法， 刑法Ⅰ， 刑法Ⅱ， 商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ）， 商法Ⅱ（ 会社法Ⅱ），

民事訴訟法Ⅰ， 民事訴訟法Ⅱ， 刑事訴訟法Ⅰ， 刑事訴訟法Ⅱ， 憲法基礎演習， 民

法基礎演習， 刑法基礎演習を履修し ， さ ら に法律基幹科目の基本知識の履修で得

ら れた知識を， より 確かにするために， ゼミ ナールまたは公法・ 民事法・ 刑事法

の各演習科目から 2 科目以上を選んで履修し なければなり ません。 そし て残り の

４単位が選択科目と し ての専門展開科目と なっ ています。

こ のよう に法曹コ ースにおいては， 総合法コ ースより も 専門科目の必修単位数

が多く ， し かも ， その科目の大部分が六法＋行政法と いっ た法律基本科目と さ れ

ているのが特徴と なっ ています。 こ れは， 法曹コ ースが司法試験への挑戦を志す

皆さ んを対象と し ているためです。 逆にいえば， 法曹コ ースで用意さ れている科

目をし っ かり 学ぶこ と で， 法科大学院に進学できるよう にカ リ キュ ラ ムが組まれ

ています。

2 ． 総合法コ ース

総合法コ ースにおいては， 専門科目82単位中， まず必修科目（ 30単位） と し

て， 法学Ⅰ， 憲法Ⅰ（ 人権）， 行政法Ⅰ， 民法Ⅰ（ 民法総則）， 刑法Ⅰ， 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）， 民事訴訟法Ⅰ， 刑事訴訟法Ⅰを履修し なければなり ません。 総合法

コ ースは， 履修に関する 自由度がも っ と も 高いコ ースですが， こ れら の科目は，

他の科目の前提と なる基本的な科目であり ， し っ かり と 理解し ておかないと ， ほ

かの法律専門科目を学修する上で重大な支障を生ずるため， あえて必修科目と さ

れています。 後の学年に積み残さ ず， 配当さ れている年次に単位取得できるよう

に心がけるよう にし てく ださ い。

次に， 選択必修科目（ 28単位） と し て， 専門基幹科目（ Ⅴ群） から 8 単位以上

を， 専門展開科目（ Ⅵ群） のⅠ類（ 基礎法）， Ⅱ類（ 外国法）， Ⅲ類（ 法律基本科

目以外の主な法律科目） から 各 ４単位（ 計１2単位） 以上を， ゼミ ナールまたは公

法・ 民事法・ 刑事法の各演習科目から 2 科目以上を選ぶ必要があり ます。 こ れは

法律一般を広く 履修すると いう 観点から ， 法律の各分野についてまんべんなく 学

ぶこ と が要求さ れているのです。

さ ら に， 選択科目と し て， 2４単位分について， 自由に選び， 履修でき るよう に

なっ ています。 総合法コ ースにおいては， 選択科目の単位数が多く ， どのよう な

４． 法律学科の学修
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科目を 選ぶかは， 学生皆さ んの自由な判断に委ねら れています。 学部と し ては，

学生皆さ んの進路に応じ た履修ができ るよう に， 目的と する資格ごと にきめ細や

かなモデルカ リ キュ ラ ムを用意し ています。 履修に当たっ ては， こ れら を参考に

し てく ださ い。

法曹コ ースでの学修を希望する， 勉学意欲ある学生の皆さ んは， 全員法曹コ ース

に受け入れたいと こ ろ ですが， こ のコ ース専用の講義を設けているため， 残念なが

ら ， 人数制限を設けざるを得ません。 そのため， 入学試験の時に選抜が行われてい

ます。

し かし ， 入学試験時点で法曹コ ースに入れなかっ た皆さ んでも ， 入学後の成績や

筆記試験・ 面接によ っ て， 法曹コ ースへ移籍する 道を 設けています。 成績次第で

は， 法曹コ ースから 総合法コ ースへ移るこ と も あり ますし ， 進路変更のため， 自ら

の意志で総合法コ ースへ移るこ と も 可能と なっ ています。

５． 法曹コースと総合法コース

と の間の移動
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 法律学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 法曹コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

─

法学Ⅰ 2 ◎ Ⅴ群より ， 必修科目を

含み， 66単位以上を修

得し な け ればな ら な

い。

法学Ⅱ 2 ●

憲法Ⅰ（ 人権） ４ ◎

憲法Ⅱ（ 統治機構） ４ ◎

行政法Ⅰ ４ ◎

行政法Ⅱ ４ ◎

民法Ⅰ（ 民法総則） ４ ◎

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ◎

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ◎

民法Ⅳ（ 債権法総論） ４ ◎

民法Ⅴ（ 債権法各論） ４ ◎

家族法 2 ◎

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ◎

商法Ⅱ（ 会社法Ⅱ） ４ ◎

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

民事訴訟法Ⅰ ４ ◎

民事訴訟法Ⅱ 2 ◎

民事執行・ 保全法 ４ ●

刑法Ⅰ ４ ◎

刑法Ⅱ ４ ◎

刑事訴訟法Ⅰ ４ ◎

刑事訴訟法Ⅱ ４ ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

法哲学Ⅰ 2 ● Ⅵ群より ， ４単位以上

を修得し なければなら

ない。

法哲学Ⅱ 2 ●

ローマ法Ⅰ 2 ●

ローマ法Ⅱ 2 ●

日本法制史Ⅰ 2 ●

日本法制史Ⅱ 2 ●

東洋法制史Ⅰ 2 ●

東洋法制史Ⅱ 2 ●

西洋法制史Ⅰ 2 ●

西洋法制史Ⅱ 2 ●

法思想史Ⅰ 2 ●

法思想史Ⅱ 2 ●

Ⅱ
　
類

外国法Ａ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ アジア） 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ アジア） 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

税法ⅡＡ （ 所得税法） 2 ●

税法ⅡＢ （ 法人税法） 2 ●

税法ⅢＡ （ 資産税法） 2 ●

税法ⅢＢ （ 消費・ 諸税法） 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

倒産法Ⅰ 2 ●

倒産法Ⅱ 2 ●

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅱ 2 ●

環境法 2 ●

Ⅳ
　
類

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●

比較憲法Ⅰ 2 ●

比較憲法Ⅱ 2 ●

経済刑法Ⅰ 2 ●

経済刑法Ⅱ 2 ●

少年法Ⅰ 2 ●

少年法Ⅱ 2 ●

刑事政策Ⅰ 2 ●

刑事政策Ⅱ 2 ●

法医学Ⅰ 2 ●

法医学Ⅱ 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●

経済行政法Ⅱ 2 ●

社会保障法Ⅰ 2 ●

社会保障法Ⅱ 2 ●

金融商品取引法Ⅰ 2 ●

金融商品取引法Ⅱ 2 ●

金融法Ⅰ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅳ
　
類

金融法Ⅱ 2 ●

法律外国語Ａ Ⅰ １ ●

法律外国語Ａ Ⅱ １ ●

法律外国語Ｂ Ⅰ １ ●

法律外国語Ｂ Ⅱ １ ●

ジェ ンダーと 法Ⅰ 2 ●

ジェ ンダーと 法Ⅱ 2 ●

消費者法 2 ●

不動産法 2 ●

政治学原論 2 ●

現代政治理論 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

憲法基礎演習 2 ◎ Ⅶ群より ， 必修科目 6

単位， 選択必修科目か

ら 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

民法基礎演習 2 ◎

刑法基礎演習 2 ◎

法学演習Ａ Ⅰ 2 ●

法学演習Ａ Ⅱ 2 ●

法学演習Ｂ Ⅰ 2 ●

法学演習Ｂ Ⅱ 2 ●

公法演習（ 憲法） Ⅰ ４ ○

公法演習（ 行政法） Ⅱ ４ ○

民事法演習（ 要件事実） Ⅰ ４ ○

民事法演習（ 判例演習） Ⅱ ４ ○

民事法演習（ 会社法） Ⅲ ４ ○

民事法演習（ 商法） Ⅳ ４ ○

民事法演習（ 不動産・ 商業登記法） Ⅴ ４ ○

民事法演習（ 民事手続法） Ⅵ ４ ○

刑事法演習Ⅰ ４ ○

刑事法演習Ⅱ ４ ○

刑事法演習Ⅲ ４ ○

刑事法演習Ⅳ ４ ○

ゼミ ナール 8 ○

備考 １年次後学期以降， 法曹コ ースに在籍するこ と を条件に， 履修上限単位数を2５単位まで緩和する。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 法律学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 総合法コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

─

法学Ⅰ 2 ◎ Ⅴ群より ， 必修科目30

単位を含み， 計38単位

以上を修得し なければ

なら ない。

法学Ⅱ 2 ●

憲法Ⅰ（ 人権） ４ ◎

憲法Ⅱ（ 統治機構） ４ ●

行政法Ⅰ ４ ◎

行政法Ⅱ ４ ●

民法Ⅰ（ 民法総則） ４ ◎

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ●

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） ４ ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） ４ ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ◎

商法Ⅱ（ 会社法Ⅱ） ４ ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

民事訴訟法Ⅰ ４ ◎

民事訴訟法Ⅱ 2 ●

民事執行・ 保全法 ４ ●

刑法Ⅰ ４ ◎

刑法Ⅱ ４ ●

刑事訴訟法Ⅰ ４ ◎

刑事訴訟法Ⅱ ４ ●

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

法哲学Ⅰ 2 ● Ⅰ類より ， ４単位以上

を修得し なければなら

ない。

法哲学Ⅱ 2 ●

ローマ法Ⅰ 2 ●

ローマ法Ⅱ 2 ●

日本法制史Ⅰ 2 ●

日本法制史Ⅱ 2 ●

東洋法制史Ⅰ 2 ●

東洋法制史Ⅱ 2 ●

西洋法制史Ⅰ 2 ●

西洋法制史Ⅱ 2 ●

法思想史Ⅰ 2 ●

法思想史Ⅱ 2 ●

Ⅱ
　
類

外国法Ａ （ 英米） Ⅰ 2 ● Ⅱ類より ， ４単位以上

を修得し なければなら

ない。

外国法Ａ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ アジア） 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ アジア） 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ● Ⅲ類より ， ４単位以上

を修得し なければなら

ない。

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

税法ⅡＡ （ 所得税法） 2 ●

税法ⅡＢ （ 法人税法） 2 ●

税法ⅢＢ （ 消費・ 諸税法） 2 ●

税法ⅢＡ （ 資産税法） 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

倒産法Ⅰ 2 ●

倒産法Ⅱ 2 ●

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅱ 2 ●

環境法 2 ●

Ⅳ
　
類

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●

比較憲法Ⅰ 2 ●

比較憲法Ⅱ 2 ●

経済刑法Ⅰ 2 ●

経済刑法Ⅱ 2 ●

少年法Ⅰ 2 ●

少年法Ⅱ 2 ●

刑事政策Ⅰ 2 ●

刑事政策Ⅱ 2 ●

法医学Ⅰ 2 ●

法医学Ⅱ 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●

経済行政法Ⅱ 2 ●

社会保障法Ⅰ 2 ●

社会保障法Ⅱ 2 ●

金融商品取引法Ⅰ 2 ●

金融商品取引法Ⅱ 2 ●

金融法Ⅰ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位数

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

１年

前期

１年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

４年

前期

４年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅳ
　
類

金融法Ⅱ 2 ●

法律外国語Ａ Ⅰ １ ●

法律外国語Ａ Ⅱ １ ●

法律外国語Ｂ Ⅰ １ ●

法律外国語Ｂ Ⅱ １ ●

ジェ ンダーと 法Ⅰ 2 ●

ジェ ンダーと 法Ⅱ 2 ●

消費者法 2 ●

不動産法 2 ●

政治学原論 2 ●

現代政治理論 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

憲法基礎演習 2 ● Ⅶ群より ， 選択必修科

目から 8 単位以上， 計

１４単位以上を修得し な

ければなら ない。

民法基礎演習 2 ●

刑法基礎演習 2 ●

法学演習Ａ Ⅰ 2 ●

法学演習Ａ Ⅱ 2 ●

法学演習Ｂ Ⅰ 2 ●

法学演習Ｂ Ⅱ 2 ●

公法演習（ 憲法） Ⅰ ４ ○

公法演習（ 行政法） Ⅱ ４ ○

民事法演習（ 要件事実） Ⅰ ４ ○

民事法演習（ 判例演習） Ⅱ ４ ○

民事法演習（ 会社法） Ⅲ ４ ○

民事法演習（ 商法） Ⅳ ４ ○

民事法演習（ 不動産・ 商業登記法） Ⅴ ４ ○

民事法演習（ 民事手続法） Ⅵ ４ ○

刑事法演習Ⅰ ４ ○

刑事法演習Ⅱ ４ ○

刑事法演習Ⅲ ４ ○

刑事法演習Ⅳ ４ ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 6４単位） の他， 上記Ⅴ群・ Ⅵ群， も し く は他学科のⅤ群・ Ⅵ群よ

り １8単位以上を修得し なければなら ない。
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

法曹コ ース標準モデル

１年 2 年 3 年

前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 憲法基礎演習

・ 民法基礎演習

・ 刑法基礎演習

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 憲法Ⅱ

（ 統治機構）

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 刑法Ⅱ

・ 行政法Ⅰ

・ 民法Ⅲ

（ 担保物権法）

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 行政法Ⅱ

・ 家族法

・ 商法Ⅱ

（ 会社法Ⅱ）

・ 民事訴訟法Ⅱ

・ 刑事訴訟法Ⅱ

・ 専門展開科目（ Ⅵ群Ⅲ類） から

１科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール〔 2 年次から 履修する ためには， 早期卒業の要件を 満た

し ていなければなら ない。〕

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。

総合法コ ース標準モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 憲法Ⅱ

（ 統治機構）

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 刑法Ⅱ

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 専 門 基 幹 科 目

（ Ⅴ 群） から ４

単 位 １科 目 か

2 単位 2 科目

・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から 2 科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅲ類

のう ち 2 年次に 履修し て いな い

類から 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅲ類

から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。

司法書士試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 憲法Ⅱ

（ 統治機構）

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 刑法Ⅱ

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅵ

（ 親族法）

・ 民法Ⅶ

（ 相続法）

・ 民事訴訟法Ⅱ ・ 民法Ⅲ

（ 担保物権法）

・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅲ類の

う ち 2 年次に履修し ていない類か

ら 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅲ類

から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 民事法演習のう ち Ⅴ（ 不動産・ 商業登記法） と 他の １科目， ま たは

ゼミ ナール
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弁理士試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 刑法Ⅱ

・ 知的財産法Ａ

（ 特許・ 実用新案）Ⅰ

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 知的財産法Ａ

（ 特許・ 実用新案）Ⅱ

・ 行政法Ⅱ

・ 知的財産法Ｂ

（ 意匠）

・ 知的財産法Ｃ

（ 商標・ 不正競争）

・ 知的財産法Ｄ

（ 著作権）Ⅰ

・ 知的財産法Ｅ

（ 関連条約）Ⅰ

・ 知的財産法Ｄ

（ 著作権）Ⅱ

・ 知的財産法Ｅ

（ 関連条約）Ⅱ

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

から 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール（ 知的財産法）

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。

税理士試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 刑法Ⅱ

・ 税法Ⅰ

（ 基礎理論Ⅰ）

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 税法Ⅱ

（ 基礎理論Ⅱ）

・ 行政法Ⅱ

・ 税法ⅡＡ

（ 所得税法）

・ 税法ⅡＢ

（ 法人税法）

・ 民法Ⅵ

（ 親族法）

・ 税法ⅢＡ

（ 資産税法）

・ 民法Ⅶ

（ 相続法）

・ 税法ⅢＢ

（ 消費・ 諸税法）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

から 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール（ 税法）

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。

公認会計士試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 簿記原理Ⅰ

〔 他学科履修〕

・ 会計学Ⅰ

〔 他学科履修〕

・ 税法Ⅰ

（ 基礎理論Ⅰ）

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 税法Ⅱ

（ 基礎理論Ⅱ）

・ 商法Ⅱ

（ 会社法Ⅱ）

・ 税法ⅡＡ

（ 所得税法）

・ 税法ⅡＢ

（ 法人税法）

・ 税法ⅢＡ

（ 資産税法）

・ 金融商品取引法Ⅰ

・ 税法ⅢＢ

（ 消費・ 諸税法）

・ 金融商品取引法Ⅱ

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

から 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目
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目

法
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　 聞

経

営

法
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共
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策

教
職
課
程

総合職試験の試験区分は「 政治・ 国際」「 法律」「 経済」 などに区分さ れています。 上記モデルは「 法律」 区分を受

験するこ と を想定し 例示し ています。 法律区分の専門試験の試験科目は， 多岐選択式の必須問題（ 計3１題） と し て憲

法・ 行政法・ 民法， 選択問題（ 全１8題から ９題選択） と し て商法・ 刑法・ 労働法・ 国際法・ 経済学・ 財政学があり ，

記述式は， 憲法・ 行政法・ 民法・ 国際法・ 公共政策の ５科目から 3 科目選択と なっ ています。 専門試験に加えて基礎

能力試験・ 政策論文試験・ 人物試験が実施さ れるので， それに備えるこ と を忘れないよう にし てく ださ い。

一般職試験の試験区分は「 行政」 ほかに区分さ れている。 上記モデルは「 行政」 区分を受験するこ と を想定し てい

ます。 その専門試験の試験科目は多肢選択式によ っ て行われ， 政治学， 行政学， 憲法， 行政法， 民法（ 総則及び物

権）， 民法（ 債権， 親族及び相続）， ミ ク ロ経済学， マク ロ 経済学， 財政学・ 経済事情， 経営学， 国際関係， 社会学，

心理学， 教育学， 英語（ 基礎）， 英語（ 一般） のう ち から 8 科目を選択する方法によ っ て行われます。 それゆえ， 全

科目について受験準備をするのではなく ， ある程度範囲を絞っ て学修をするこ と が考えら れます。 受験準備と いう 側

面から 例示さ れた科目から 目的に応じ て任意取捨選択をし ， あわせて受験科目以外の学問分野に関心をむけて学ぶこ

と も 充分可能です。 当然， 国家公務員総合職試験と 併願するこ と も できます。 専門試験に加えて基礎能力試験・ 一般

論文試験・ 人物試験が実施さ れるので， それに備えるこ と を忘れていけません。

国家公務員総合職試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 憲法Ⅱ

（ 統治機構）

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 行政法Ⅱ

・ 労働法Ⅰ

・ 労働法Ⅱ ・ 国際関係法

〔 公法系〕 Ａ Ⅰ

・ 国際関係法

〔 公法系〕 Ａ Ⅱ

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類の

う ち 2 年次に履修し ていない類か

ら 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。

国家公務員一般職試験受験モデル

１年 2 年 3 年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

・ 法学Ⅰ

・ 基 礎 演 習・ 法

学 演 習 の 中 か

ら 3 科目

・ 憲法Ⅰ（ 人権）

・ 民法Ⅰ

（ 民法総則）

・ 刑法Ⅰ

・ 憲法Ⅱ

（ 統治機構）

・ 民法Ⅱ

（ 物権法）

・ 民法Ⅳ

（ 債権法総論）

・ 民法Ⅴ

（ 債権法各論）

・ 行政法Ⅰ

・ 商法Ⅰ

（ 会社法Ⅰ）

・ 民事訴訟法Ⅰ

・ 刑事訴訟法Ⅰ

・ 行政法Ⅱ ・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から 2 科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

のう ち 2 年次に 履修し て いな い

類から 各 １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 他の専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ～Ⅴ

類から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ 専門展開科目（ Ⅵ群） Ⅰ・ Ⅱ類

から １科目（ Ⅰ＋Ⅱ）

・ ゼミ ナール

ゼミ ナールを 履修し ない場合は， 公法演習・ 民事法演習・ 刑事法演習の中から 2 科目を 履修し なければなら ない。
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-１〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知

識を修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理

観に基づいて， 自ら の使命・ 役割を果た

すこ と ができ る。

〔 CP-１〕

・ 現代社会における法の役割を理解し ， 説明するこ と ができ る力

を養成する。

・ 高い倫理観と 優れた人格を備えて， 適切かつ責任ある行動をと

るこ と ができ る人材を育成する。

・ 他者の人格を尊重し ， 常に敬意を払っ て接するこ と ができ る人

材を育成する。

・ 日本大学の学則に従っ て学生生活を過ごすこ と ができ る人材を

育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-2 〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及

びジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直

面し ている問題を理解し ， 説明するこ と

ができ る。

〔 CP-2 〕

・ 日本及び世界の法の仕組みを理解し ， 的確に説明するこ と がで

きる力を養成する。

・ 社会における法的問題を認識し ， それにどのよう に取り 組むべ

きかを述べるこ と ができ る力を養成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を 基に， 論理的，

科学的， 合理的かつ批判的な考察を通じ

て， 新たな「 知」 の創造に寄与するこ と

ができ る。

〔 CP-3 〕

・ 法律学の基礎的知識を身につけ， 新たな知見を生み出すこ と が

でき る力を養成する。

・ 法律学の基礎的知識に基づいて， 物事を論理的， 合理的かつ批

判的に考察するこ と ができ る人材を育成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-４〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積

極的にかかわる中で， 事象を注意深く 観

察し て問題を発見し ， 解決策を提案する

こ と ができる。

〔 CP-４〕

・ 社会における問題の解決にと っ て必要な情報を積極的に収集・

分析し ， それを解決策に役立てるこ と ができ る力を養成する。

・ 社会における法的問題を抽出し ， 専門的知識に基づく 具体的な

解決方法を示すこ と ができ る力を養成する。

・ 法律学に関する体系的知識を修得し ， 法的観点に立っ て問題を

解決するこ と ができる人材を育成する。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関

する専門的知識を基に， あきら めない気

持ちをも っ て， より 良い社会・ 共同体の

創造に果敢に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕

・ 法律学の専門的知識を基に， 自ら が取り 組むべき 課題を探求す

るこ と ができ る力を養成する。

・ 専門的知識・ 能力を 社会の様々な領域に応用するこ と により ，

社会に貢献するこ と ができ る人材を育成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者

の気質， 感性及び価値観を 理解・ 尊重

し ， 社会・ 共同体の中で積極的にコ ミ ュ

ニケーショ ンを実践し ， 自ら の考えを伝

えるこ と ができ る。

〔 CP-6 〕

・ コ ミ ュ ニケーショ ン能力を高め， 自ら の考えを的確に伝えるこ

と ができ る人材を育成する。

・ 世界に発信できる語学力を身につけるこ と により ， 社会の中で

積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを図るこ と ができる力を養成する。

・ 他者と のコ ミ ュ ニケーショ ンを通じ て， 多様な価値観を理解・

尊重するこ と ができる力を養成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ ま ざ ま な 活動におい

て， より 良い成果を上げるために， お互

いを尊重し ， 自ら すすんで協働すると と

も に， リ ーダーと し て協働者の力を引き

出し ， その活躍を 支援する こ と がで き

る。

〔 CP-7 〕

・ リ ーダーと し ての役割を理解し ， 社会の中でリ ーダーシッ プを

発揮するこ と ができる力を養成する。

・ 他者を尊重し ， 信頼関係を構築するこ と により ， 協働し て問題

解決に取り 組むこ と ができ る力を養成する。

・ 問題解決のために話し 合いの場を設け， 自主的に問題を解決す

るこ と ができ る人材を育成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己

の活動がより 良い社会・ 共同体の創造に

貢献するこ と ができたかを振り 返るこ と

により ， 生涯にわたり ， 社会人と し ての

自己を高めるこ と ができ る。

〔 CP-8 〕

・ 他者の意見を謙虚に受け入れ， 自己の達成度を客観的に分析し

た上で， さ ら なる目標を定めて， それを達成するために積極的

に取り 組むこ と ができ る力を養成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針
〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

法律学科　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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法律学科【 法曹コース】　 履修系統図

(後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期)

●法学Ⅱ②

◎憲法Ⅰ（人権）④ ◎憲法Ⅱ（統治機構）④ ◎行政法Ⅰ④ ◎行政法Ⅱ④ (公法系)

◎民法Ⅰ（民法総則）④ ◎民法Ⅱ（物権法）④ ◎民法Ⅲ（担保物権法）④ ◎家族法② (民事法系)

◎民法Ⅳ（債権法総論）④

◎民法Ⅴ（債権法各論）④ ◎民事訴訟法Ⅰ④ ◎民事訴訟法Ⅱ② ●民事執行・保全法④

◎商法Ⅰ(会社法Ⅰ)④ ◎商法Ⅱ(会社法Ⅱ)④ ●商法Ⅴ(保険法)②

●商法Ⅲ(商取引法)② (商事法系)

●商法Ⅳ(支払システム法)②

◎刑法Ⅰ④ ◎刑法Ⅱ④ ◎刑事訴訟法Ⅰ④ ◎刑事訴訟法Ⅱ④ (刑事法系)

Ⅰ類　(基礎法) ●法哲学Ⅰ② ●法哲学Ⅱ②

●ローマ法Ⅰ② ●ローマ法Ⅱ②

●日本法制史Ⅰ② ●日本法制史Ⅱ② ●東洋法制史Ⅰ② ●東洋法制史Ⅱ②

●西洋法制史Ⅰ② ●西洋法制史Ⅱ② ●法思想史Ⅰ② ●法思想史Ⅱ②

Ⅱ類　(外国法)

●外国法Ａ(英米)Ⅰ② ●外国法Ａ(英米)Ⅱ②

●外国法Ａ(独仏・ＥＵ)Ⅰ② ●外国法Ａ(独仏・ＥＵ)Ⅱ②

●外国法Ａ(アジア)②

●外国法B(英米)Ⅰ② ●外国法B(英米)Ⅱ②

●外国法B(独仏・ＥＵ)Ⅰ② ●外国法B(独仏・ＥＵ)Ⅱ②

●外国法B(アジア)②

Ⅲ類　(主な展開諸法)

(公法系) ●税法Ⅰ(基礎理論Ⅰ)② ●税法Ⅰ(基礎理論Ⅱ)② ●税法ⅡＡ(所得税法)② ●税法ⅡＢ(法人税法)②

●税法ⅢＡ(資産税法)② ●税法ⅢB(消費・諸税法)②

●環境法②

●国際関係法(公法系)AⅠ② ●国際関係法(公法系)AⅡ② ●国際関係法(公法系)BⅠ② ●国際関係法(公法系)BⅡ②

(民事法系) ●国際関係法(私法系)AⅠ② ●国際関係法(私法系)AⅡ② ●国際関係法(私法系)BⅠ② ●国際関係法(私法系)BⅡ②

●倒産法Ⅰ② ●倒産法Ⅱ②

(社会法・諸法) ●労働法Ⅰ② ●労働法Ⅱ②

●経済法Ⅰ② ●経済法Ⅱ②

●知的財産法A(特許・実用新案)Ⅰ② ●知的財産法A(特許・実用新案)Ⅱ②

●知的財産法B(意匠)② ●知的財産法C(商標・不正競争)②

●知的財産法D(著作権)Ⅰ② ●知的財産法D(著作権)Ⅱ②

●知的財産法E(関連条約)Ⅰ② ●知的財産法E(関連条約)Ⅱ②

Ⅳ類　(諸法、関連科目)

●地方自治法Ⅰ② ●地方自治法Ⅱ② (公法系)

●比較憲法Ⅰ② ●比較憲法Ⅱ②

●経済行政法Ⅰ② ●経済行政法Ⅱ②

●消費者法② ●金融商品取引法Ⅰ② ●金融商品取引法Ⅱ② (商事法系)

●不動産法② ●金融法Ⅰ② ●金融法Ⅱ②

●法医学Ⅰ② ●法医学Ⅱ② ●経済刑法Ⅰ② ●経済刑法Ⅱ② (刑事法系)

●少年法Ⅰ② ●少年法Ⅱ②

●刑事政策Ⅰ② ●刑事政策Ⅱ②

●社会保障法Ⅰ② ●社会保障法Ⅱ② (社会法・諸法)

●ジェンダーと法Ⅰ② ●ジェンダーと法Ⅱ②

●法律外国語AⅠ① ●法律外国語AⅡ① ●法律外国語BⅠ① ●法律外国語BⅡ①

●ミクロ経済学Ⅰ②

●マクロ経済学Ⅰ②

●国際経済論Ⅰ② ●国際経済論Ⅱ②

●法学演習AⅠ② ●法学演習AⅡ② ●法学演習BⅠ② ●法学演習BⅡ②

◎憲法基礎演習② (公法系)

◎民法基礎演習② (民事法系)

(商事法系)

◎刑法基礎演習② (刑事法系)

注意

●　ゼ　ミ　ナ　ー　ル　⑧

　外国法を配置しています。
　日本の法制度は、欧米諸
国法の継受の歴史を持って
います。また、現代のグロー
バル社会では、日本法のみ
ばかりでなく、多くの外国法
の知識も必要とされていま
す。国際的教養人として、
国際的法律専門家としての
基本を修得して下さい。

　基礎法に属する科目を配
置しています。
　これら科目は実定法(制定
法)の理解を深めるためのも
のです。法の淵源、法の歴
史などを知り、法的考察基
礎力を身に付けましょう。

Ⅵ群　(専門展開科目)

Ⅶ群　(専門演習関連科目)

　基幹科目以外の法律科目
のうち、多様な資格試験、公
務員試験に対応する主な法
律科目を配置しています。
　税理士、公認会計士、弁
理士、社会保険労務士等の
資格取得を目指す学生は、
それに対応する科目の履修
をして下さい。

　Ⅲ類(主な展開諸法)のほ
か、現代社会のニーズに応
えた諸法や法学分野と関連
する科目を配置していま
す。また、国際的教養人に
必要な法律外国語の科目も
配置しています。

〇民事法演習(判例演習)Ⅱ④

〇民事法演習(商法)Ⅳ④

〇刑事法演習Ⅱ④

〇刑事法演習Ⅲ④

〇刑事法演習Ⅳ④

図の見方： ―実線接続または直接に接続している科目は関係性が強く、学生の段階的履修を勧めています。また公法系、民事法系、商事法系、刑事法系としてグループ化される科目は、系統的履修を勧める科目です。

法律学科【法曹コース】　履修系統図　　　

３年

Ⅴ群　(専門基幹科目)　

4年２年１年

(前　　　　期)

4. 選択科目は、各年度の履修状況等により、開講しない場合があります。

　Ⅴ群(専門基幹科目)には法律学科の専門科目
の基礎前提となる基本的な科目を、必修科目・選
択科目として六法(憲法、民法、商法、刑法、民訴
法、刑訴法)と行政法を中心に配置しています。
　必修科目(◎印)６６単位以上の修得が必要です。
　基幹科目は配置学年学期にて単位取得するよう
心がけ、後学年に残さないようにすべきです。
　Ⅴ群(専門基幹科目)はⅥ群(専門展開科目)およ
びⅦ群(専門演習関連科目)の基礎となる科目群で
す。それゆえ、法学の基本を学修し、司法試験や
予備試験で要請される法解釈学の技法を熟知し、
広範な法学分野への基礎アプローチができるよう
に学修するよう努めて下さい。
　法学部生に重要な法的思考能力、リーガルマイ
ンドを早く身に付けましょう。

　Ⅶ群(専門演習関連科目)では、Ⅴ群(専門基幹
科目)とⅥ群(専門展開科目)での科目講義にて修
得した法学知識(法解釈学技法等)を踏まえて、演
習として、少人数で、専門的理解を深めることを目
的とする科目です。法学は、科学ですが、実学でも
あります。法律の知識を基礎として、高水準の実践
的演習を行い、高い倫理観と優れた人格を備えた
法的思考能力、リーガルマインドを身に付け、高度
な職業意識と専門的能力を実践的に研鑚して下さ
　

必修6単位
い。

、選択必修8単位、計14単位以上の修
得が必要です。　

ゼミナールは学部横断的科目です。

 　Ⅴ群(専門基幹科
目)を学んだ上で専門
的ニーズに対応する
ように幅広い法分野
科目等を配置し、ま
た法学部カリキュラム
の特徴である「相互
乗り入れ」としての他
学科専門科目を配置
しています。
　Ⅰ類からⅤ類より、4
単位以上の修得が必
要です。
　Ⅰ類は基礎法科
目、Ⅱ類は外国法科
目、Ⅲ類は法律基本
科目以外の主な法律
科目、Ⅳ類は法律外
国語と諸法律科目、
Ⅴ類は法学部関連科
目を配置しています。
　
　

1.  卒業に必要な専門科目単位数は84単位、そのうち必修単位数は72単位、選択必修単位は8単位、選択単位数は4単位となっています。

2.　科目にⅠ、Ⅱと付されているものは、基本的には、授業内容が段階的になっています。Ⅰからの履修が望ましいです。A、Bについては、優先などはありません。
　　科目の前◎は必修、〇は選択必修、●は選択の科目を表示してます。科目の後ろの④等の数字は単位数を表しています。

3. 『学部要覧』に各自の進路や目的とする資格ごとに履修モデルが掲載されています。履修にあたり参考にしてください。

◎法学Ⅰ②

〇公法演習（憲法）Ⅰ④

〇公法演習（行政法）Ⅱ④

〇民事法演習(要件事実)Ⅰ④

〇民事法演習(不動産・商業登記法)Ⅴ④

〇民事法演習(民事手続法)Ⅵ④

〇民事法演習(会社法)Ⅲ④

〇刑事法演習Ⅰ④
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法律学科【 総合法コ ース】 履修系統図

(後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期) (前　　　　期) (後　　　期)

●法学Ⅱ②

◎憲法Ⅰ（人権）④ ●憲法Ⅱ（統治機構）④ ◎行政法Ⅰ④ ●行政法Ⅱ④ (公法系)

◎民法Ⅰ（民法総則）④ ●民法Ⅱ（物権法）④ ●民法Ⅲ（担保物権法）④ ●民法Ⅵ（親族法）② ●民法Ⅶ（相続法）②

●民法Ⅳ（債権法総論）④ (民事法系)

●民法Ⅴ（債権法各論）④ ◎民事訴訟法Ⅰ④ ●民事訴訟法Ⅱ② ●民事執行・保全法④

◎商法Ⅰ(会社法Ⅰ)④ ●商法Ⅱ(会社法Ⅱ)④ ●商法Ⅴ(保険法)②

●商法Ⅲ(商取引法)② (商事法系)

●商法Ⅳ(支払システム法)②

◎刑法Ⅰ④ ●刑法Ⅱ④ ◎刑事訴訟法Ⅰ④ ●刑事訴訟法Ⅱ④ (刑事法系)

Ⅰ類　(基礎法) ●法哲学Ⅰ② ●法哲学Ⅱ②

●ローマ法Ⅰ② ●ローマ法Ⅱ②

●日本法制史Ⅰ② ●日本法制史Ⅱ② ●東洋法制史Ⅰ② ●東洋法制史Ⅱ②

●西洋法制史Ⅰ② ●西洋法制史Ⅱ② ●法思想史Ⅰ② ●法思想史Ⅱ②

Ⅱ類　(外国法)

●外国法Ａ(英米)Ⅰ② ●外国法Ａ(英米)Ⅱ②

●外国法Ａ(独仏・ＥＵ)Ⅰ② ●外国法Ａ(独仏・ＥＵ)Ⅱ②

●外国法Ａ(アジア)②

●外国法B(英米)Ⅰ② ●外国法B(英米)Ⅱ②

●外国法B(独仏・ＥＵ)Ⅰ② ●外国法B(独仏・ＥＵ)Ⅱ②

●外国法B(アジア)②

Ⅲ類　(主な展開諸法)

(公法系) ●税法Ⅰ(基礎理論Ⅰ)② ●税法Ⅰ(基礎理論Ⅱ)② ●税法ⅡＡ(所得税法)② ●税法ⅡＢ(法人税法)②

●税法ⅢＡ(資産税法)② ●税法ⅢB(消費・諸税法)②

●環境法②

●国際関係法(公法系)AⅠ② ●国際関係法(公法系)AⅡ② ●国際関係法(公法系)BⅠ② ●国際関係法(公法系)BⅡ②

(民事法系) ●国際関係法(私法系)AⅠ② ●国際関係法(私法系)AⅡ② ●国際関係法(私法系)BⅠ② ●国際関係法(私法系)BⅡ②

●倒産法Ⅰ② ●倒産法Ⅱ②

(社会法・諸法) ●労働法Ⅰ② ●労働法Ⅱ②

●経済法Ⅰ② ●経済法Ⅱ②

●知的財産法A(特許・実用新案)Ⅰ② ●知的財産法A(特許・実用新案)Ⅱ②

●知的財産法B(意匠)② ●知的財産法C(商標・不正競争)②

●知的財産法D(著作権)Ⅰ② ●知的財産法D(著作権)Ⅱ②

●知的財産法E(関連条約)Ⅰ② ●知的財産法E(関連条約)Ⅱ②

Ⅳ類　(諸法、関連科目)

●地方自治法Ⅰ② ●地方自治法Ⅱ② (公法系)

●比較憲法Ⅰ② ●比較憲法Ⅱ②

●経済行政法Ⅰ② ●経済行政法Ⅱ②

●消費者法② ●金融商品取引法Ⅰ② ●金融商品取引法Ⅱ② (商事法系)

●不動産法② ●金融法Ⅰ② ●金融法Ⅱ②

●法医学Ⅰ② ●法医学Ⅱ② ●経済刑法Ⅰ② ●経済刑法Ⅱ② (刑事法系)

●少年法Ⅰ② ●少年法Ⅱ②

●刑事政策Ⅰ② ●刑事政策Ⅱ②

●社会保障法Ⅰ② ●社会保障法Ⅱ② (社会法・諸法)

●ジェンダーと法Ⅰ② ●ジェンダーと法Ⅱ②

●法律外国語AⅠ① ●法律外国語AⅡ① ●法律外国語BⅠ① ●法律外国語BⅡ①

●ミクロ経済学Ⅰ②

●マクロ経済学Ⅰ②

●国際経済論Ⅰ② ●国際経済論Ⅱ②

●法学演習AⅠ② ●法学演習AⅡ② ●法学演習BⅠ② ●法学演習BⅡ②

●憲法基礎演習② (公法系)

●民法基礎演習② (民事法系)

(商事法系)

●刑法基礎演習② (刑事法系)

注意

4年

法律学科【総合法コース】　履修系統図　　　
図の見方： ―実線接続または直接に接続している科目は関係性が強く、学生の段階的履修を勧めています。また公法系、民事法系、商事法系、刑事法系としてグループ化される科目は、系統的履修を勧める科目です。

１年 ２年 ３年

Ⅶ群　(専門演習関連科目)

(前　　　　期)

Ⅴ群　(専門基幹科目)　

　Ⅴ群(専門基幹科目)には法律学科の専門科目の
基礎前提となる基本的な科目を、必修科目・選択科
目として六法(憲法、民法、商法、刑法、民訴法、刑
訴法)と行政法を中心に配置しています。
　必修科目(◎印)３０単位を含み、計３８単位以上の
修得が必要です。
　基幹科目は配置学年学期にて単位取得するよう心
がけ、後学年に残さないようにすべきです。
　Ⅴ群(専門基幹科目)はⅥ群(専門展開科目)および
Ⅶ群(専門演習関連科目)の基礎となる科目群です。
それゆえ、法学の基本を学修し、司法試験や予備試
験で要請される法解釈学の技法を熟知し、広範な法
学分野への基礎アプローチができるように学修するよ
う努めて下さい。
　法学部生に重要な法的思考能力、リーガルマイン
ドを早く身に付けましょう。

◎法学Ⅰ②

Ⅵ群　(専門展開科目)

 　Ⅴ群(専門基幹科
目)を学んだ上で専門
的ニーズに対応する
ように幅広い法分野
科目等を配置し、ま
た法学部カリキュラム
の特徴である「相互
乗り入れ」としての他
学科専門科目を配置
しています。
　Ⅰ類4単位以上、Ⅱ
類4単位以上、Ⅲ類4
単位以上のほか、こ
の群かⅤ群、もしくは
他学科のⅤ群・Ⅵ群
より18単位以上の修
得が必要です。
　Ⅰ類は基礎法科
目、Ⅱ類は外国法科
目、Ⅲ類は法律基本
科目以外の主な法律
科目、Ⅳ類は法律外
国語と諸法律科目、
Ⅴ類は法学部関連科
目を配置しています。
　
　

　基礎法に属する科目を配置
しています。４単位以上の修
得が必要です。
　これら科目は実定法(制定
法)の理解を深めるためのもの
です。法の淵源、法の歴史な
どを知り、法的考察基礎力を
身に付けましょう。

　外国法を配置しています。4
単位以上の修得が必要です。
　日本の法制度は、欧米諸国
法の継受の歴史を持っていま
す。また、現代のグローバル
社会では、日本法のみばかり
でなく、多くの外国法の知識も
必要とされています。国際的
教養人として、国際的法律専
門家としての基本を修得して
下さい。

　基幹科目以外の法律科目の
うち、多様な資格試験、公務
員試験に対応する主な法律
科目を配置しています。4単位
以上の修得が必要です。
　税理士、公認会計士、弁理
士、社会保険労務士等の資
格取得を目指す学生は、それ
に対応する科目の履修をして
下さい。

　Ⅲ類(主な展開諸法)のほ
か、現代社会のニーズに応え
た諸法や法学分野と関連する
科目を配置しています。また、
国際的教養人に必要な法律
外国語の科目も配置していま
す。

●　ゼ　ミ　ナ　ー　ル　⑧

1. 卒業に必要な専門科目単位数は82単位、そのうち必修単位数は30単位、選択必修単位は8単位、選択単位数は44単位となっています。

2.　科目にⅠ、Ⅱと付されているものは、基本的には、授業内容が段階的になっています。Ⅰからの履修が望ましいです。A、Bについては、優先などはありません。
　　科目の前◎は必修、〇は選択必修、●は選択の科目を表示してます。科目の後ろの④等の数字は単位数を表しています。

　Ⅶ群(専門演習関連科目)では、Ⅴ群(専門基幹科
目)とⅥ群(専門展開科目)での科目講義にて修得し
た法学知識(法解釈学技法等)を踏まえて、演習とし
て、少人数で、専門的理解を深めることを目的とする
科目です。法学は、科学ですが、実学でもあります。
法律の知識を基礎として、高水準の実践的演習を行
い、高い倫理観と優れた人格を備えた法的思考能
力、リーガルマインドを身に付け、高度な職業意識と
専門的能力を実践的に研鑚して下さい。
　選択必修科目(〇印)８単位を含み、計１４単位以上
の修得が必要です。
　ゼミナールは学部横断的科目です。

〇公法演習（憲法）Ⅰ④

〇公法演習（行政法）Ⅱ④

〇民事法演習(要件事実)Ⅰ④ 〇民事法演習(判例演習)Ⅱ④

〇民事法演習(不動産・商業登記法)Ⅴ④

〇民事法演習(民事手続法)Ⅵ④

〇民事法演習(会社法)Ⅲ④ 〇民事法演習(商法)Ⅳ④

〇刑事法演習Ⅰ④

3. 『学部要覧』に各自の進路や目的とする資格ごとに履修モデルが掲載されています。履修にあたり参考にしてください。

4. 選択科目は、各年度の履修状況等により、開講しない場合があります。

〇刑事法演習Ⅱ④

〇刑事法演習Ⅲ④

〇刑事法演習Ⅳ④
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政治経済学科専門科目の学修

【 全コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 30単位

Ⅵ群 専門展開科目 38単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 6 単位

日本大学に政治科が設置さ れたのは， 日本法律学校が日本大学に改組さ れた翌

年， 1904（ 明治37） 年のこ と でし た。 政治科は， その後， 政治学科に改組さ れ， さ

ら に1940（ 昭和15） 年に政治経済学科と 名称を変更し まし た。 し たがっ て， 政治経

済学科には80年の歴史があり ， さ ら にその前身である 政治科まで視野に入れる と ，

115年を超える伝統があり ます。

こ のよう な歴史と 伝統を踏まえつつ， 政治経済学科は常に新たな時代に対応すべ

く ， 改革に取り 組んでき まし た。 2020（ 令和 2 ） 年に導入さ れた新カ リ キュ ラ ム

も ， そう し た努力の一つと いえます。

政治経済学科に設置さ れた専門科目の多く は， 直接的に特定の職業と 結び付く こ

と はあり ません。 政治経済学科は職業訓練機関と いう より ， 知的訓練機関と し ての

色彩が濃いと いえます。 政治は集団における意思決定プロセスにおいてみら れ， 社

会にと っ て不可欠の機能を果たし ていると いえます。 政治経済学科では政治現象を

体系的に教授するこ と により ， 意思決定プロセスにおいて主導的な役割を果たし 得

る人材を育成し ています。 政治現象と 不可分の関係にあるのが経済現象です。

政治経済学科は， 複雑に絡み合っ て展開さ れる政治現象と 経済現象を， 独自の視

点で読み解く 能力を開発するこ と を目的の一つと し ています。 政治経済学科でこ の

よう な知的訓練を受けた学生は， 将来， いかなる職業に就く に際し ても 求めら れる

人材でし ょ う 。 こ こ で学ぶこ と によ っ て育まれた， 自ら 判断し 意思表示のでき る，

自立し た社会人と し ての資質を身につけた人材は， 社会のあら ゆる分野で歓迎さ れ

るこ と は間違いあり ません。

政治経済学科における教育の特色は， 学生一人ひと り の顔が識別でき るきめ細か

い個人指導と ， 学生の体系的な学修を助けるコ ース制です。

きめ細かい個人指導については， 3 ，4 年次の「 ゼミ ナール」「 政治経済演習」 な

どを中心に展開さ れています。 前述のよう に， 政治経済学科は， 特定の職業のため

の訓練機関ではあり ませんが， 学生一人ひと り のキャ リ ア・ デザイ ンに応じ て， 専

任教員がきめ細かい指導を行う 体制を整えています。

また， 体系的な学修を促すために 2 年次に「 政治経済研究入門」 を必修科目と し

て配置し てあり ます。 こ の科目を履修するこ と により ， 政治経済学科で学ぶ専門科

目のつながり を理解し ， ゼミ ナール選びへと 結びつけるこ と になり ます。

１． 政治経済学科の卒業に必

要な最低単位数

２． 政治経済学科の目的

３． 政治経済学科の特色
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政治・ 経済現象が展開さ れる場と し て， Global・ National・ Localなレ ベルが想定

さ れています。 政治経済学科ではこ れら の「 場」 に応じ て 3 つのコ ースを， そし て

こ れら のいずれの「 場」 においても 共通し てみら れる， 普遍的な政治・ 経済現象を

理論的に研究するコ ースを設けています。

①　 国際政治経済コ ース

国際政治経済コ ースは， Globalな政治経済現象を研究対象と し ています。 こ の

コ ースは， 外務省など政府機関および国際機関はも と より ， 国際社会で幅広く 活

動するN GO， 民間企業の国際部門などで指導的役割を 演じ る こ と のでき る 人材

の育成を目的と し ています。 こ こ では国際政治経済の理論的分析をはじ め， 国際

関係の歴史的展開過程， 国際関係の法的規制， 国際機関の仕組み， アジア・ アメ

リ カ ・ ヨ ーロ ッ パなどの地域研究， 比較研究などが主たる 内容と なっ ています。

こ のコ ースで学ぶ学生は， 国際社会で活躍するため必要と さ れる実践的外国語の

修得が求めら れるので， T OEICのスコ ア獲得が奨励さ れます。

②　 日本政治経済コ ース

日本政治経済コ ースは， わが国のN ationalなレ ベルの政治現象を研究対象と し

ますが， も と より 政治現象の研究に経済学の知識は不可欠なので， 政治現象の理

解に必須の経済学の学修が要請さ れています。 こ のコ ースは， 国家機関はも と よ

り ， 全国的規模で展開する民間企業において指導的役割を果たす人材の育成を目

的と し ています。 こ こ では日本政治や経済の理論的分析を はじ め， 歴史的背景，

法律的・ 制度的枠組み， 諸外国と の比較分析などが主たる内容と なり ますが， こ

れら は国政の場に身を置く と いう 希望を抱いている学生にも 必須であると いえま

す。

③　 地方行財政コ ース

地方行財政コ ースは，Localなレベルの現象を研究対象と し ています。 こ のコ ー

スは， 地方自治体はも と よ り ， 地域に密着し た民間企業で指導的な役割を 果た

し ， 地域社会の発展に貢献でき る人材の育成を目的と し ています。 こ こ では地方

政治・ 地方行政・ 地方財政の理論的分析， 地方行財政をめぐ る法的問題， 地域経

済研究などが主たる内容と なり ますが， こ れら は将来， 地方政治の場で活躍する

こ と を目指す学生にも 必須と 思われます。

④　 政治経済理論コ ース

政治経済理論コ ースは， 政治学・ 経済学の歴史・ 思想・ 制度・ 理論など， 学問

研究の基盤と なる諸分野を徹底し て学修するこ と により ， 政治・ 経済現象の体系

的研究を目指す学生のために設けら れています。

また， こ のコ ースで学ぶ学生には学問研究の遂行に必要と さ れる語学能力の涵

養が要求さ れ， 将来の海外研修に備えてT OE F Lのスコ ア獲得が奨励さ れていま

す。

政治経済学科の学生は， 2 年次の履修登録の際に， 以上の 4 コ ースの中から 1

つを 選択し て登録し なければなり ません。 ただし ， 3 年次の履修登録の際には，

登録し たコ ースを変更するこ と も 可能です。
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政治経済学科の卒業に必要な単位数は124単位であり ， その概要は前出の「 卒業

に必要な最低単位数」 に示さ れています。 ただし 各年次における履修単位数の上限

は 1 学期あたり 23単位， 年間46単位です。

第 1 年次における履修に際し ては， まず第 1 に次年度のコ ース選択を， さ ら には

卒業後の進路を視野に入れて慎重に検討し なければなり ません。 以下に示すのはあ

く までも 標準的な指標です。

Ⅰ群の共通科目から は，「 自主創造の基礎 1 ・ 2 」 のほか， コ ン ピ ュ ータ ・ リ テ

ラ シーなど 6 単位以上を履修し なければなり ません。 20単位以上が必要なⅡ群の総

合科目では， 2 年次において国際政治経済コ ースを希望し ている皆さ んは， アジア

や西洋の歴史， 世界文学などを積極的に履修し ておく と 有益でし ょ う 。 また， 日本

政治経済コ ースや地方行財政コ ースを希望し ている学生には日本の近現代， 日本文

学などが， 政治経済理論コ ースを希望し ている学生には哲学系の科目や歴史系の科

目が有益です。 さ ら に教員採用試験を目指し ている皆さ んは教育学を履修し ておく

こ と を勧めます。

Ⅲ群の外国語科目から は， 必修外国語 8 単位以上， 選択必修外国語 6 単位以上を履

修し なければなり ません。 外国語科目の履修に際し ては「 外国語科目の学修」 の項を

熟読し てく ださ い。 特に， 国際政治経済コ ースを希望する学生は第 1 年次末までに

T OEIC450点以上を， 政治経済理論コ ース を 希望する 学生は第 1 年次末ま で に

T OEFL450点以上を， 目標にし てほし いと 思います。 また， いずれのコ ースに進むに

せよ， 大学卒業までに英語検定試験の準 1 級以上の合格を目標にするこ と を勧めます。

なお， 公務員試験の受験を目指し ている皆さ んは， 英検／IELT Sを履修すると よ

いでし ょ う 。

選択必修外国語でも それぞれ検定試験に向けた指導が行われているので， 各自の

関心， 希望進路に応じ て第 1 年次には 4 級合格を目標にし てほし いと 思います。

Ⅳ群の体育・ 健康科目では， 2 単位が必修であり ， 必ず第 1 年次で履修し ておい

てく ださ い。

Ⅴ群の専門基幹科目は， すべて必修です。 1 年次では「 政治学Ⅰ・ Ⅱ」「 経済学

Ⅰ・ Ⅱ」「 国際政治学Ⅰ・ Ⅱ」「 日本政治論Ⅰ・ Ⅱ」「 行政学Ⅰ・ Ⅱ」 を 履修し なけ

ればなり ま せん。 Ⅵ群の専門展開科目では， と り わけⅤ類の「 法学Ⅰ」「 憲法Ａ

（ 人権）」「 憲法Ｂ （ 統治機構）」 が必修と なっ ています。

専門展開科目から は， 36単位以上を履修し なければなり ません。 その際， 各コ ー

スに必修科目が設定さ れています。 後述の各コ ース標準履修モデルを参考にすると

よいでし ょ う 。

［ 各コ ース共通］

第 2 年次の履修登録に際し ては， 前述し たよう にコ ース登録をし なければなり ま

せん。 各自の希望進路・ 関心領域などを考慮し つつ， 慎重に履修計画を立ててく ださ い。

Ⅰ群， Ⅱ群， Ⅲ群から は， 各自の選択するコ ースと の関連も 考慮し て選択すると

よいでし ょ う 。 ただし ， Ⅲ群の外国語科目については， 何より も 卒業に必要な最低

単位数を充足するよう に履修し なければなり ません。

第 2 年次以降の履修の中心は専門的な科目と なり ますが， 以下の事項に留意し て

く ださ い。

Ⅴ群で， 政治経済学科の専門基幹科目を学び， Ⅵ群では， それぞれを応用， 展開する

専門展開科目が用意さ れています。 まず， Ⅴ群の必修科目「 政治経済研究入門」「 政治

４． 政治経済学科の学修

⑴　 第 1 年次における履修

⑵　 第 2 年次における履修
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学原論」「 現代政治理論」「 ミ ク ロ経済学Ⅰ」「 マク ロ経済学Ⅰ」 を 2 年次に履修し なけ

ればなり ません。

Ⅵ群はそれぞれのコ ースの専門展開科目ですが， 各コ ース共， 卒業に必要な最低

単位数（ 16単位） を充足し ていれば， 他のコ ースの科目を履修し ても さ し つかえあ

り ません。 後述するよう に， 各自のコ ースと 密接に関連し た科目が他に配置さ れて

いるこ と も あるので， 積極的に履修し てほし いと 思います。

Ⅴ類の法律科目は， 選択コ ースにかかわら ず， 少なく と も 六法科目を履修するこ

と を勧めます。

公務員試験を受験する皆さ んは， 憲法， 行政法， 民法などをまんべんなく 学ぶこ

と が求めら れます。

また， 2 年次の秋には， Ⅶ群の「 ゼミ ナール」 の募集が実施さ れるので， 教務課の掲

示等には十分留意し てく ださ い。 ゼミ ナールは大学生活の中心と もいえるものですから，

各自のコ ース・ 希望進路などを考慮に入れつつ， 積極的に参加すると よいでし ょ う 。

［ 国際政治経済コ ースの履修］

まずⅢ群の外国語科目に関し て， 必修外国語ではT OE I C500点以上を， また選択

必修外国語の検定試験では 3 級合格を目標にし てほし いと 思います。

Ⅵ群の専門展開科目のⅠ類には国際政治経済コ ースの専門科目が配置さ れていま

す。 コ ース必修科目「 国際関係論Ⅰ」「 国際関係史Ⅰ」「 西洋政治史Ⅰ・ Ⅱ」 の 8 単

位， 選択必修科目 8 単位を含めて， 16単位以上を履修し なければなり ません。 履修

開始年次を考慮し て， 少なく と も 8 単位以上履修するよう にし てく ださ い。

また， Ⅳ類の「 比較政治学」， Ⅴ類の「 国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ・ Ａ Ⅱ」 など

も 選択コ ースの専門科目と 密接に関連し ています。

［ 日本政治経済コ ースの履修］

まず， Ⅵ群の専門展開科目のⅡ類は日本政治経済コ ースの必修科目です。 こ こ で

は「 日本政治史Ⅰ・ Ⅱ」「 日本政治思想史Ⅰ」「 経済史」 の 8 単位， 選択必修科目 8

単位を含めて16単位以上を履修し なければなり ません。

Ⅲ類の「 地方財政論Ⅰ・ Ⅱ」， Ⅳ類の「 政治過程論」， Ⅴ類の「 行政法Ⅰ」 などは

選択コ ースの専門科目と 密接に関連し ています。

［ 地方行財政コ ースの履修］

Ⅵ群の専門展開科目のⅢ類には地方行財政コ ースの専門科目が配置さ れていま

す。 こ の中から コ ース必修科目の「 地方自治論Ⅰ」「 公共経済学Ⅰ」「 地方財政論

Ⅰ・ Ⅱ」 の 8 単位， 選択必修科目 8 単位を含めて16単位以上を履修し なければなり

ません。 そし てⅠ， Ⅱ， Ⅳ類から 少なく と も 8 単位以上履修し てく ださ い。

またⅡ類の「 日本政治史Ⅰ・ Ⅱ」「 日本経済論Ⅰ・ Ⅱ」「 経済史」， Ⅳ類の「 政治

過程論」「 財政学Ⅰ・ Ⅱ」， Ⅴ類の「 行政法Ⅰ」 などは選択コ ースの専門科目と 密接

に関連し ています。

［ 政治経済理論コ ース］

1 年次でⅥ群の「 西洋政治史Ⅰ・ Ⅱ」， Ⅱ類の「 日本政治史Ⅰ・ Ⅱ」 を 履修し な

かっ た皆さ んは， 是非， こ れら を 2 年次で履修するよう にし てく ださ い。

Ⅵ群の専門展開科目のⅣ類には， 政治経済理論コ ースの専門科目が配置さ れてい

ます。 コ ース必修科目の「 西洋政治思想史Ⅰ・ Ⅱ」「 比較政治学」「 財政学Ⅰ」 の 8
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単位， 選択必修科目 8 単位を含めて， 16単位以上を履修し なければなり ません。 そ

し てⅠ， Ⅱ， Ⅲ類から 少なく と も 8 単位以上， 履修する必要があり ます。 また， Ⅱ

類の「 日本政治思想史Ⅰ・ Ⅱ」， Ⅳ類の「 比較政党論」「 政治社会学」「 計量政治

学」， Ⅲ類の「 公共選択論」 なども 履修すると よいでし ょ う 。

必修外国語については， 将来の留学などを 考えればT OE F L500点以上を， また

選択必修外国の検定試験では 3 級合格を目指し てほし いと 思います。

［ 各コ ース共通］

第 3 年次の履修登録に際し ては， 第 2 年次で登録し たコ ースを変更するこ と がで

き ます。 コ ース変更は第 4 年次では認めら れないので， 各人の希望進路・ 関心領域

などを考慮し て， 慎重に検討し てく ださ い。

第 3 年次の履修登録で留意すべき点は， 履修開始年次が 4 年次と なっ ている科目

を除いて， 卒業に必要な最低条件を充足さ せるこ と です。

第 3 年次から は「 ゼミ ナール」 での専門的な研究も 始まり ます。 各コ ースと も ，

Ⅶ群から 8 単位以上を 履修し なければなり ません。 なお， ゼミ ナールを 履修し な

かっ た学生は 3 年次において「 政治経済演習Ⅰ」 を履修し なければなり ません。

各コ ース別の留意事項は前項（ 第 2 年次における履修） を参照し てく ださ い。 外

国語科目に関し ては， 必修外国語では， 国際政治経済コ ースの皆さ んは， T OE I C 

550点以上を， 政治経済理論コ ースの学生はT OE F L550点以上を目標と し て努力し

てほし いと 思います。 また， 選択必修外国語の検定試験では両コ ース共 2 級合格を

目指し てく ださ い。

政治経済学科の学生は， 第 3 年次までに卒業に必要なほと んどの単位を取得する

こ と が可能ですが， こ れまでの単位取得状況を再確認し て， 卒業に必要な科目はも

ち ろ ん， 卒業後の希望進路に見合っ た科目を 積極的に履修し なければなり ません。

4 年次における 履修単位の下限は 8 単位なので， それを 上回る 履修が要求さ れま

す。 ただし 「 ゼミ ナール」 は履修登録の上限単位数にも 下限単位数にも 算入さ れな

いので， 留意し てく ださ い。

「 ゼミ ナール」 に参加し ている 学生は大学生活の総決算と も いう べき ゼミ ナール

論文の完成にむけて努力する こ と になり ますが，「 ゼミ ナール」 を 履修し ていない

学生は「 政治経済演習Ⅱ」 を履修し なければなり ません。

政治経済学科の専門科目の多く は学際的性格を有し ています。 そのため， 政治経

済学科の専門科目をより 深く 研究し ていく ため， また， 専門的知識を幅広く 身に付

けるためにも ， 積極的に他学科の科目を履修し ， 知識を広げる努力をし てほし いと

思います。 なお， 他学科の専門科目の取得単位は， 6 単位を限度と し て卒業単位に

含めるこ と ができ るよう になっ ています。

日本大学には学部間の相互履修制度があり ます。 経済学部のよう な隣接分野の学

部はも と より ， まっ たく 専門が異なる学部の専門科目に触れるこ と によっ て， より

幅広い視野に立っ て社会を見るこ と ができ るよう になるでし ょ う 。 総合大学と し て

の日本大学のメ リ ッ ト を活かすべきです。

⑶　 第 3 年次における履修

⑷　 第 4 年次における履修

⑸　 他学科の専門科目の履修

について

⑹　 他学部と の相互履修制度

について
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 政治経済学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 国際政治経済コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

政治学Ⅰ 2 ◎ V群よ り ， 必修科目30

単位を修得し なければ

なら ない。

政治学Ⅱ 2 ◎

経済学Ⅰ 2 ◎

経済学Ⅱ 2 ◎

政治経済研究入門 2 ◎

Ⅱ
類

国際政治学Ⅰ 2 ◎

国際政治学Ⅱ 2 ◎

Ⅲ
類

日本政治論Ⅰ 2 ◎

日本政治論Ⅱ 2 ◎

Ⅳ
類

行政学Ⅰ 2 ◎

行政学Ⅱ 2 ◎

Ⅴ
　
類

政治学原論 2 ◎

現代政治理論 2 ◎

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

マク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

国際関係論Ⅰ 2 ◎ Ⅰ類より ， 必修科目 8

単位を含め， 計16単位

以上を修得し なければ

なら ない。

国際関係論Ⅱ 2 ●

平和学 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ◎

国際関係史Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ◎

西洋政治史Ⅱ 2 ◎

アメ リ カ 政治論 2 ●

アメ リ カ 経済論 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅰ 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅱ 2 ●

ヨ ーロッ パ経済論 2 ●

アジア政治論 2 ●

地域研究 2 ●

アジア経済論 2 ●

Ⅱ
　
類

日本政治史Ⅰ 2 ● Ⅱ〜Ⅳ類より ， 8 単位

以上修得し なければな

ら ない。

日本政治史Ⅱ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国会論 2 ●

日本経済論Ⅰ 2 ●

日本経済論Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

Ⅲ
　
類

地方自治論Ⅰ 2 ● Ⅱ〜Ⅳ類より ， 8 単位

以上を修得し なければ

なら ない。

地方自治論Ⅱ 2 ●

公共選択論 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ●

地方財政論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

地域開発論 2 ●

産業立地論 2 ●

Ⅳ
　
類

西洋政治思想史Ⅰ 2 ● Ⅱ〜Ⅳ類より ， 8 単位

以上を修得し なければ

なら ない。

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

比較政治学 2 ●

比較政党論 2 ●

政治制度論 2 ●

政治社会学 2 ●

選挙制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

立法過程論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

政治哲学Ⅱ 2 ●

計量政治学 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅱ 2 ●

マク ロ経済学Ⅱ 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

計量経済学 2 ●

Ⅴ
　
類

法学Ⅰ 2 ◎ Ｖ 類より ， 必修科目 6

単位を含め， 計14単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

民法総則 2 ●

物権・ 担保物権法 2 ●

債権法総論 2 ●

債権法各論 2 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

政治経済演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

政治経済演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 76単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 6 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 政治経済学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 日本政治経済コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

政治学Ⅰ 2 ◎ V群よ り ， 必修科目30

単位を修得し なければ

なら ない。

政治学Ⅱ 2 ◎

経済学Ⅰ 2 ◎

経済学Ⅱ 2 ◎

政治経済研究入門 2 ◎

Ⅱ
類

国際政治学Ⅰ 2 ◎

国際政治学Ⅱ 2 ◎

Ⅲ
類

日本政治論Ⅰ 2 ◎

日本政治論Ⅱ 2 ◎

Ⅳ
類

行政学Ⅰ 2 ◎

行政学Ⅱ 2 ◎

Ⅴ
　
類

政治学原論 2 ◎

現代政治理論 2 ◎

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

マク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

国際関係論Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅲ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

国際関係論Ⅱ 2 ●

平和学 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

アメ リ カ 政治論 2 ●

アメ リ カ 経済論 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅰ 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅱ 2 ●

ヨ ーロッ パ経済論 2 ●

アジア政治論 2 ●

地域研究 2 ●

アジア経済論 2 ●

Ⅱ
　
類

日本政治史Ⅰ 2 ◎ Ⅱ類より ， 必修科目 8

単位を含め， 計16単位

以上を修得し なければ

なら ない。

日本政治史Ⅱ 2 ◎

日本政治思想史Ⅰ 2 ◎

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国会論 2 ●

日本経済論Ⅰ 2 ●

日本経済論Ⅱ 2 ●

経済史 2 ◎

Ⅲ
　
類

地方自治論Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅲ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

地方自治論Ⅱ 2 ●

公共選択論 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ●

地方財政論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

地域開発論 2 ●

産業立地論 2 ●

Ⅳ
　
類

西洋政治思想史Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅲ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

比較政治学 2 ●

比較政党論 2 ●

政治制度論 2 ●

政治社会学 2 ●

選挙制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

立法過程論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

政治哲学Ⅱ 2 ●

計量政治学 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅱ 2 ●

マク ロ経済学Ⅱ 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

計量経済学 2 ●

Ⅴ
　
類

法学Ⅰ 2 ◎ Ｖ 類より ， 必修科目 6

単位を含め， 計14単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

民法総則 2 ●

物権・ 担保物権法 2 ●

債権法総論 2 ●

債権法各論 2 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

政治経済演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

政治経済演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 76単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 6 単位以上を修得し なければ

なら ない。



− 88−

Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 政治経済学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 地方行財政コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

政治学Ⅰ 2 ◎ V群よ り ， 必修科目30

単位を修得し なければ

なら ない。

政治学Ⅱ 2 ◎

経済学Ⅰ 2 ◎

経済学Ⅱ 2 ◎

政治経済研究入門 2 ◎

Ⅱ
類

国際政治学Ⅰ 2 ◎

国際政治学Ⅱ 2 ◎

Ⅲ
類

日本政治論Ⅰ 2 ◎

日本政治論Ⅱ 2 ◎

Ⅳ
類

行政学Ⅰ 2 ◎

行政学Ⅱ 2 ◎

Ⅴ
　
類

政治学原論 2 ◎

現代政治理論 2 ◎

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

マク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

国際関係論Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

国際関係論Ⅱ 2 ●

平和学 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

アメ リ カ 政治論 2 ●

アメ リ カ 経済論 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅰ 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅱ 2 ●

ヨ ーロッ パ経済論 2 ●

アジア政治論 2 ●

地域研究 2 ●

アジア経済論 2 ●

Ⅱ
　
類

日本政治史Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

日本政治史Ⅱ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国会論 2 ●

日本経済論Ⅰ 2 ●

日本経済論Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

Ⅲ
　
類

地方自治論Ⅰ 2 ◎ Ⅲ類より ， 必修科目 8

単位を含め， 計16単位

を修得し なければなら

ない。

地方自治論Ⅱ 2 ●

公共選択論 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ◎
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ◎

地方財政論Ⅱ 2 ◎

経済政策論 2 ●

地域開発論 2 ●

産業立地論 2 ●

Ⅳ
　
類

西洋政治思想史Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅳ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

比較政治学 2 ●

比較政党論 2 ●

政治制度論 2 ●

政治社会学 2 ●

選挙制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

立法過程論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

政治哲学Ⅱ 2 ●

計量政治学 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅱ 2 ●

マク ロ経済学Ⅱ 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

計量経済学 2 ●

Ⅴ
　
類

法学Ⅰ 2 ◎ Ｖ 類より ， 必修科目 6

単位を含め， 計14単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

民法総則 2 ●

物権・ 担保物権法 2 ●

債権法総論 2 ●

債権法各論 2 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

政治経済演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

政治経済演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 76単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 6 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 政治経済学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 政治経済理論コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

政治学Ⅰ 2 ◎ V群よ り ， 必修科目30

単位を修得し なければ

なら ない。

政治学Ⅱ 2 ◎

経済学Ⅰ 2 ◎

経済学Ⅱ 2 ◎

政治経済研究入門 2 ◎

Ⅱ
類

国際政治学Ⅰ 2 ◎

国際政治学Ⅱ 2 ◎

Ⅲ
類

日本政治論Ⅰ 2 ◎

日本政治論Ⅱ 2 ◎

Ⅳ
類

行政学Ⅰ 2 ◎

行政学Ⅱ 2 ◎

Ⅴ
　
類

政治学原論 2 ◎

現代政治理論 2 ◎

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

マク ロ経済学Ⅰ 2 ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

国際関係論Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

国際関係論Ⅱ 2 ●

平和学 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

アメ リ カ 政治論 2 ●

アメ リ カ 経済論 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅰ 2 ●

ヨ ーロッ パ政治論Ⅱ 2 ●

ヨ ーロッ パ経済論 2 ●

アジア政治論 2 ●

地域研究 2 ●

アジア経済論 2 ●

Ⅱ
　
類

日本政治史Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

日本政治史Ⅱ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国会論 2 ●

日本経済論Ⅰ 2 ●

日本経済論Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

Ⅲ
　
類

地方自治論Ⅰ 2 ● Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ類より ， 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

地方自治論Ⅱ 2 ●

公共選択論 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ●

地方財政論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

地域開発論 2 ●

産業立地論 2 ●

Ⅳ
　
類

西洋政治思想史Ⅰ 2 ◎ Ⅳ類より ， 必修科目 8

単位を含め， 計16単位

以上を修得し なければ

なら ない。

西洋政治思想史Ⅱ 2 ◎

比較政治学 2 ◎

比較政党論 2 ●

政治制度論 2 ●

政治社会学 2 ●

選挙制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

立法過程論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

政治哲学Ⅱ 2 ●

計量政治学 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅱ 2 ●

マク ロ経済学Ⅱ 2 ●

財政学Ⅰ 2 ◎

財政学Ⅱ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

計量経済学 2 ●

Ⅴ
　
類

法学Ⅰ 2 ◎ Ｖ 類より ， 必修科目 6

単位を含め， 計14単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

民法総則 2 ●

物権・ 担保物権法 2 ●

債権法総論 2 ●

債権法各論 2 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

政治経済演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

政治経済演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 76単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 6 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-1 〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知

識を修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理

観に基づいて， 自ら の使命・ 役割を果た

すこ と ができ る。

〔 CP-1 〕

・ 社会における政治と 経済の役割を理解し ， 説明する能力を養成

する。

・ 法律， 社会道徳及び日本大学の学則に従っ て学生生活を過ごす

こ と ができる人格を涵養する。

・ 高い倫理観に基づいて， 政治・ 経済分野での自ら の使命・ 役割

を果たす力を育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-2 〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及

びジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直

面し ている問題を理解し ， 説明するこ と

ができ る。  

〔 CP-2 〕

・ 日本と 世界の政治や経済の仕組みや現状を分析し ， 説明する能

力を養成する。

・ 日本や世界が直面する政治的・ 経済的問題を的確に説明する能

力を養成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を 基に， 論理的，

科学的， 合理的かつ批判的な考察を通じ

て， 新たな「 知」 の創造に寄与するこ と

ができ る。

〔 CP-3 〕

・ 政治・ 経済現象を客観的・ 批判的に観察し ， その本質を把握す

る能力を養成する。

・ 政治と 経済に関する学問的知識を基と し て， 社会現象を科学的

に分析する能力や論理的・ 合理的に考察する能力を養成する。

・ 政治と 経済に関する新たな知見を生み出す力を育成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積

極的にかかわる中で， 事象を注意深く 観

察し て問題を発見し ， 解決策を提案する

こ と ができる。

〔 CP-4 〕

・ 政治や経済に関する社会的活動に積極的にかかわる姿勢や態度

を涵養する。

・ 現代の政治や経済の実情を観察し ， その本質を見抜く 力を育成

する。

・ 政治的・ 経済的問題に対する適確な解決策を提示でき る能力を

養成する。

挑戦力 〔 DP-5 〕

法規範をはじ めと する社会システムに関

する専門的知識を基に， あきら めない気

持ちをも っ て， より 良い社会・ 共同体の

創造に果敢に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-5 〕

・ 社会の抱える政治的・ 経済的課題に対し て積極的に取り 組む力

を育成する。

・ より 良い社会の創造に向けて， 政治的・ 経済的問題の解決に果

敢に挑戦する姿勢を涵養する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者

の気質， 感性及び価値観を 理解・ 尊重

し ， 社会・ 共同体の中で積極的にコ ミ ュ

ニケーショ ンを実践し ， 自ら の考えを伝

えるこ と ができ る。

〔 CP-6 〕

・ 政治や経済に関する他者の意見を理解し ， それら を尊重する姿

勢と 態度を涵養する。

・ 政治や経済に関する学問的知識に基づき ， 論理的に表現する能

力を養成する。

・ 政治や経済に関する自ら の考えを正確に伝える能力を養成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ ま ざ ま な 活動におい

て， より 良い成果を上げるために， お互

いを尊重し ， 自ら すすんで協働すると と

も に， リ ーダーと し て協働者の力を引き

出し ， その活躍を 支援する こ と がで き

る。

〔 CP-7 〕

・ 政治や経済に関する社会的活動に参加するにあたり ， 多様な考

えをも つ人々と 協働するこ と ができ る力を育成する。

・ 社会や共同体において， 政治や経済に関する学問的知識を応用

し て， リ ーダーシッ プを発揮すると と も に， 協働者を支援する

こ と が可能な力を育成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己

の活動がより 良い社会・ 共同体の創造に

貢献するこ と ができたかを振り 返るこ と

により ， 生涯にわたり ， 社会人と し ての

自己を高めるこ と ができ る。

〔 CP-8 〕

・ 政治や経済に関する他者の意見を受け入れると と も に自己に対

する評価を謙虚に受け止めるこ と ができ る人間性を涵養する。

・ 政治や経済に関する社会的活動に対する自ら の参加や貢献につ

いて振り 返り ， それら を客観的に評価するこ と ができ る人間性

を涵養する。

・ 生涯にわたり 社会に貢献できるよう ， 日頃から 政治や経済の新

し い知識の獲得に努力する姿勢を育成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

政治経済学科　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

刑
事

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

刑
事

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

行
政

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

ア
ジ

ア
政

治
論

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

地
域

研
究

(D
P
 2

, 
4
, 
6
)

地
方

自
治

論
Ⅰ

(D
P
 2

, 
4
)

地
方

自
治

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
)

  
物

権
 ・

 担
保

物
権

法

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］

A
Ⅰ

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］

Ａ
Ⅱ

(D
P
 2

)

民
法

総
則

(D
P

 2
)

地
方

自
治

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

商
法

Ⅰ
（
会

社
法

）

(D
P
 2

)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
3
年

）

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
4
年

）

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

経
済

演
習

Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

経
済

演
習

Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

1
年

2
年

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ

(D
P
 2

, 
3
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ

(D
P

 3
, 
4
)

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

後
期

現
代

政
治

理
論

(D
P

 1
, 
3
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

国
際

経
済

論
Ⅱ

(D
P
 2

, 
3
, 
4
, 
5
, 
8
)

前
期

後
期

前
期

公
共

選
択

論

(D
P

 2
, 
4
)

日
本

政
治

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

ア
メ

リ
カ

政
治

論

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
政

治
論

Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

日
本

政
治

論
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
)

西
洋

政
治

史
Ⅰ

(D
P

 2
, 
3
, 
4
, 
6
, 
8
)

前
期

後
期

3
年

前
期

比
較

政
治

学

(D
P

 2
, 
3
, 
4
)

4
年

比
較

政
党

論

(D
P
 2

, 
3
, 
4
)

後
期

政
治

哲
学

Ⅰ

(D
P
 1

, 
3
, 
8
)

政
治

哲
学

Ⅱ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

国
際

金
融

論
Ⅰ

(D
P
 2

, 
3
, 
4
, 
5
, 
8
)

国
際

関
係

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

民
法

Ⅵ
（
親

族
法

）

(D
P

 2
)

民
法

Ⅶ
（
相

続
法

）

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］

B
Ⅰ

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］

B
Ⅱ

(D
P

 2
)

国
際

金
融

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
8
)

国
際

関
係

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
)

ア
メ

リ
カ

経
済

論

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
経

済
論

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

ア
ジ

ア
経

済
論

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

計
量

政
治

学
(D

P
 3

, 
4
, 
5
)

平
和

学

(D
P
 3

, 
4
, 
5
, 
6
)

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
政

治
論

Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
6
)

政
治

学
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

経
済

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

経
済

学
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

西
洋

政
治

史
Ⅱ

(D
P

 2
, 
3
, 
4
, 
6
, 
8
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ

(D
P
 2

, 
3
)

国
際

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

国
際

政
治

学
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

国
際

経
済

論
Ⅰ

(D
P

 2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
8
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ

(D
P

 3
, 
4
)

国
際

関
係

論
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
)

国
際

関
係

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
)

政
治

学
原

論

(D
P
 1

, 
3
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

行
政

学
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

行
政

学
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

法
学

Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

憲
法

Ａ
（
人

権
）

(D
P

 1
, 
2
)

憲
法

Ｂ
（
統

治
機

構
）

(D
P
 1

, 
2
)

政
治

経
済

研
究

入
門

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

Ａ
 国

際
政

治
経

済
コ

ー
ス

　
履

修
系

統
図

リ
ー

ガ
ル

・
マ

イ
ン

ド
を

備
え

た
う

え
で

，
政

治
現

象
や

経

済
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る

。

G
l
o
b
a
l
な

政
治

経
済

現
象

と
そ

の
諸

問
題

を
自

ら
読

み
解

き
，

そ
の

解
決

策
を

研
究

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

G
l
o
b
a
l
な

政
治

経
済

現
象

を
日

本
の

問
題

点
を

踏
ま

え
て

考

察
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

G
l
o
b
a
l
な

政
治

経
済

現
象

を
L
o
c
a
l
な

視
点

か
ら

考
察

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

科
目

群
の

学
修

・
教

育
目

標

政
治

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
政

治
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る

。

経
済

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
経

済
現

象

を
読

み
解

く
こ

と
が

で
き

る
。

G
l
o
b
a
l
な

政
治

経
済

現
象

を
客

観
的

に
理

解
し

，
論

理
的

に

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

R
e
g
i
o
n
a
l
レ

ベ
ル

の
政

治
現

象
と

経
済

現
象

に
関

す
る

知
識

に
基

づ
い

て
，

G
l
o
b
a
l
な

政
治

経
済

現
象

を
多

角
的

に
捉

え

る
こ

と
が

で
き

る
。

債
権

法
各

論

(D
P
 2

)

債
権

法
総

論

(D
P

 2
)

行
政

法
Ⅱ

(D
P
2
)

地
方

自
治

法
Ⅰ

(D
P

 2
)
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政
治

経
済

演
習

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

経
済

演
習

Ⅱ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

4
年

行
政

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
3
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
4
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

商
法

Ⅰ
（
会

社
法

）
(D

P
 2

)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
B

Ⅱ
(D

P
 2

)
国

際
関

係
法

［
公

法
系

］
B

Ⅰ
(D

P
 2

)

民
法

Ⅵ
（
親

族
法

）
(D

P
 2

)
民

法
Ⅶ

（
相

続
法

）
(D

P
 2

)

債
権

法
各

論
(D

P
 2

)
債

権
法

総
論

(D
P

 2
)

前
期

政
治

制
度

論
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

政
治

社
会

学
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

政
治

哲
学

Ⅰ
(D

P
 1

, 
3
, 
8
)

政
治

哲
学

Ⅱ
(D

P
 1

, 
3
, 
8
)

経
済

史
(D

P
 2

, 
3
)

計
量

政
治

学
(D

P
 3

, 
4
, 
5
)

後
期

国
際

関
係

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

国
際

関
係

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
)

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

国
際

関
係

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
)

国
際

関
係

論
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
)

経
済

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

学
原

論
(D

P
 1

, 
3
)

公
共

選
択

論
(D

P
 2

, 
4
)

日
本

政
治

経
済

研
究

(D
P

 2
, 
3
)

前
期

後
期

現
代

政
治

理
論

(D
P

 1
, 
3
)

経
済

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

国
際

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

日
本

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
Ａ

Ⅱ
(D

P
 2

)

日
本

政
治

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
8
)

日
本

政
治

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
8
)

国
際

政
治

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

後
期

地
方

自
治

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

立
法

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

日
本

政
治

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
)

国
会

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

日
本

政
治

思
想

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
)

地
方

自
治

論
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
)

地
方

自
治

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
A

Ⅰ
(D

P
 2

)

行
政

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

日
本

経
済

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

日
本

経
済

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
3
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
)

  
物

権
 ・

担
保

物
権

法
(D

P
 2

)

刑
事

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

刑
事

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

政
治

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
政

治
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る

。

経
済

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
経

済
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る

。

日
本

の
N
a
t
i
o
n
a
l
な

政
治

現
象

を
G
l
o
b
a
l
な

視
点

か
ら

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る

。

日
本

の
N
a
t
i
o
n
a
l
な

政
治

現
象

を
客

観
的

に
理

解
し

，
論

理
的

に
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

日
本

政
治

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

日
本

政
治

論
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
)

前
期

3
年

2
年

後
期

前
期

政
治

経
済

研
究

入
門

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

リ
ー

ガ
ル

・
マ

イ
ン

ド
を

備
え

た
う

え
で

，
政

治
現

象
や

経
済

現
象

を
読

み
解

く
こ

と
が

で
き

る
。

日
本

の
N
a
t
i
o
n
a
l
な

政
治

現
象

と
そ

の
諸

問
題

を
自

ら
読

み
解

き
，

そ
の

解
決

策
を

研
究

す
る

。

科
目

群
の

学
修

・
教

育
目

標

Ｂ
 日

本
政

治
経

済
コ

ー
ス

　
履

修
系

統
図

日
本

の
N
a
t
i
o
n
a
l
な

政
治

現
象

を
L
o
c
a
l
の

視
点

か
ら

考
察

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

地
方

自
治

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

行
政

学
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

行
政

学
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

1
年

法
学

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

民
法

総
則

(D
P

 2
)

憲
法

Ａ
（
人

権
）

(D
P

 1
, 
2
)

憲
法

Ｂ
（
統

治
機

構
）

(D
P

 1
, 
2
)
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

政
治

経
済

演
習

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

経
済

演
習

Ⅱ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

制
度

論
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

政
治

社
会

学
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

行
政

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

憲
法

Ａ
（
人

権
）

(D
P

 1
, 
2
)

憲
法

Ｂ
（
統

治
機

構
）

(D
P

 1
, 
2
)

地
方

財
政

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

公
共

選
択

論
(D

P
 2

, 
4
)

計
量

政
治

学
(D

P
 3

, 
4
, 
5
)

地
方

財
政

論
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

経
済

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

行
政

学
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

財
政

学
Ⅰ

(D
P

 3
, 
4
)

地
域

開
発

論
(D

P
 2

, 
4
, 
5
)

教
育

行
政

学
(D

P
 1

, 
2
, 
6
, 
7
, 
8
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

前
期

後
期

国
会

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
)

刑
事

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

刑
事

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

日
本

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
)

立
法

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

政
治

学
原

論
(D

P
 1

, 
3
)

現
代

政
治

理
論

(D
P

 1
, 
3
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
B

Ⅱ
(D

P
 2

)

産
業

立
地

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
, 
5
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

財
政

学
Ⅱ

(D
P

 3
, 
4
)

日
本

政
治

経
済

研
究

(D
P

 2
, 
3
, 
4
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
3
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
4
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

2
年

3
年

4
年

前
期

後
期

前
期

後
期

公
共

経
済

学
Ⅱ

(D
P

 4
, 
5
)

商
法

Ⅰ
（
会

社
法

）
(D

P
 2

)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
B

Ⅰ
(D

P
 2

)

地
方

自
治

論
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
)

地
方

自
治

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
)

国
際

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

国
際

政
治

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

経
済

政
策

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
, 
5
)

地
域

社
会

が
直

面
す

る
諸

問
題

を
自

ら
読

み
解

き
，

そ
の

解
決

策
を

研
究

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

Ｃ
 地

方
行

財
政

コ
ー

ス
　

履
修

系
統

図

科
目

群
の

学
修

・
教

育
目

標

政
治

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
政

治
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る
。

経
済

学
の

基
本

的
な

知
識

や
考

え
方

を
用

い
て

，
経

済
現

象
を

読
み

解
く

こ
と

が
で

き
る
。

地
方

行
財

政
が

直
面

す
る

諸
問

題
を

把
握

・
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

L
o
c
a
l
な

現
象

を
客

観
的

に
理

解
し

，
論

理
的

に
説

明
す
る

こ
と

が
で

き
る

。

行
政

学
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

1
年

前
期

後
期

政
治

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

日
本

政
治

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

日
本

政
治

論
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
)

経
済

学
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

L
o
c
a
l
な

現
象

を
G
l
o
b
a
l
な

視
点

か
ら

考
察

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

地
方

行
財

政
の

抱
え

る
諸

問
題

を
日

本
の

N
a
t
i
o
n
a
l
な

政
治

現
象

を
踏

ま
え

た
う

え
で

考
察

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

リ
ー

ガ
ル

・
マ

イ
ン

ド
を

備
え

た
う

え
で

，
政

治
現

象
や

経
済

現
象

を
読

み
解

く
こ

と
が

で
き

る
。

日
本

政
治

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
A

Ⅰ
(D

P
 2

)

法
学

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

行
政

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

政
治

経
済

研
究

入
門

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

債
権

法
各

論
(D

P
 2

)
債

権
法

総
論

(D
P

 2
)

民
法

総
則

(D
P

 2
)

  
物

権
 ・

担
保

物
権

法
(D

P
 2

)

地
方

自
治

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

地
方

自
治

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

民
法

Ⅵ
（
親

族
法

）
(D

P
 2

)
民

法
Ⅶ

（
相

続
法

）
(D

P
 2

)

日
本

政
治

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
8
)

日
本

政
治

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
8
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
Ａ

Ⅱ
(D

P
 2

)

日
本

政
治

思
想

史
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
)

地
方

行
財

政
研

究
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

公
共

経
済

学
Ⅰ

(D
P

 4
, 
5
)
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比
較

政
治

学
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

比
較

政
党

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

公
共

選
択

論
(D

P
 2

, 
4
)

計
量

政
治

学
(D

P
 3

, 
4
, 
5
)

政
治

学
Ⅰ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

学
Ⅱ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

学
原

論
(D

P
 1

, 
3
)

現
代

政
治

理
論

(D
P

 1
, 
3
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
3
, 
8
)

西
洋

政
治

思
想

史
Ⅱ

(D
P
 1

, 
3
, 
8
)

刑
事

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
4
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
（
3
年

）
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

刑
事

法
Ⅱ

(D
P
 2

)
商

法
Ⅰ

（
会

社
法

）
(D

P
 2

)

政
治

経
済

研
究

入
門

(D
P

 1
, 
2
, 
3
, 
4
)

政
治

経
済

演
習

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

政
治

経
済

演
習

Ⅱ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
, 
7
, 
8
)

民
法

Ⅵ
（
親

族
法

）
(D

P
 2

)
民

法
Ⅶ

（
相

続
法

）
(D

P
 2

)

4
年

後
期

前
期

後
期

計
量

経
済

学
(D

P
 3

, 
4
, 
5
)

地
方

財
政

論
Ⅰ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

地
方

財
政

論
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

公
共

経
済

学
Ⅰ

(D
P

 4
, 
5
)

公
共

経
済

学
Ⅱ

(D
P
 4

, 
5
)

3
年

行
政

法
Ⅱ

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
B

Ⅱ
(D

P
 2

)

政
治

哲
学

Ⅰ
(D

P
 1

, 
3
, 
8
)

政
治

哲
学

Ⅱ
(D

P
 1

, 
3
, 
8
)

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

民
法

総
則

(D
P

 2
)

  
物

権
 ・

担
保

物
権

法
(D

P
 2

)

地
方

自
治

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

地
方

自
治

法
Ⅱ

(D
P
 2

)

1
年

2
年

政
治

社
会

学
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

日
本

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

経
済

思
想

史
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
)

財
政

学
Ⅱ

(D
P

 3
, 
4
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅱ
(D

P
 3

, 
4
)

憲
法

Ａ
（
人

権
）

(D
P
 1

, 
2
)

憲
法

Ｂ
（
統

治
機

構
）

(D
P
 1

, 
2
)

法
学

Ⅰ
(D

P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

行
政

法
Ⅰ

(D
P

 2
)

国
際

関
係

法
［
公

法
系

］
A

Ⅰ
(D

P
 2

)
国

際
関

係
法

［
公

法
系

］
Ａ

Ⅱ
(D

P
 2

)
国

際
関

係
法

［
公

法
系

］
B

Ⅰ
(D

P
 2

)

行
政

学
Ⅱ

(D
P

 2
, 
4
, 
5
)

立
法

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

選
挙

制
度

論
(D

P
 2

, 
3
, 
4
)

マ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

政
治

制
度

論
(D

P
 1

, 
2
, 
3
)

経
済

学
Ⅰ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

経
済

学
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
, 
3
, 
4
)

日
本

政
治

論
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
)

日
本

政
治

論
Ⅱ

(D
P
 1

, 
2
)

経
済

思
想

史
Ⅰ

(D
P

 1
, 
2
, 
3
)

財
政

学
Ⅰ

(D
P
 3

, 
4
)

政
治

過
程

論
(D

P
 2

, 
3
)

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
(D

P
 2

, 
3
)

G
l
o
b
a
l
な

政
治

現
象

を
研

究
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

L
o
c
a
l
な

政
治

現
象

を
研

究
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

リ
ー

ガ
ル

・
マ

イ
ン

ド
を

備
え

た
う

え
で

，
政

治
現

象
や

経
済

現
象

を
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新聞学科専門科目の学修（ 基本と なる履修モデル）

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 32単位

Ⅵ群
専門展開科目　 Ⅰ類 20単位

　 　 　 　 　 　 　 Ⅱ類 12単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ〜Ⅶ群の中から 選択する科目 10単位

新聞学科は，「 平和国家と し て又， 文化国家と し て更正する 日本の現状及将来に

と っ て， 新聞の担う 使命の重大さ に鑑み， 新聞に関する科学的研究と 新聞人と し て

活躍せんと する人材の育成を主眼と する」 と いう 社会的使命に基づいて， 1947（ 昭

和22） 年に設置さ れまし た。 時代の変遷に伴い， 研究・ 教育の対象と するメ ディ ア

は当初想定さ れていた新聞のみなら ず出版物やテレビなどマス・ メ ディ ア全体， 広

義のメ ディ アに大きく 拡張し ています。 し かし ながら ， その社会的使命はいさ さ か

も 揺ら ぐ こ と なく 追求さ れ， むし ろ 拡大・ 深化し ています。 70年余の年月を 経て，

新聞学科は伝統的なマス・ メ ディ アの世界で活躍するジャ ーナリ スト ， メ ディ ア人

養成は言う に及ばず， 広く 社会と メ ディ アについての総合的理解を踏まえたコ ミ ュ

ニケータ ーの養成を も 視野に入れて いま す。 し たがっ て， 設置し て いる 科目は

ジャ ーナリ スト やメ ディ ア人養成のための理論， 演習的な科目だけではあり ませ

ん。 メ ディ ア間の境界を 越えて融合現象を 示し 始めた伝統的メ ディ ア （ マス・ メ

ディ ア） やデジタ ル化によ っ て急速に発展し 続けている 双方向性を 持っ た情報メ

ディ ア（ マルチ・ メ ディ アなど）， さ ら にそれら を つなぐ 役割を 持つ広報や広告の

機能や役割をアッ プ・ ト ゥ ー・ デート に理解でき る科目が設置さ れています。

新聞学科のカ リ キュ ラ ムでは， 1 年次には必修科目の中でも ，「 新聞学入門」「 新

聞学基礎」「 コ ミ ュ ニケーショ ン論」「 メ ディ アの世界」 など， 導入的・ 概論的な科

目から 履修するこ と になり ます。 そし て 2 年次以降では， より 専門性の高い科目を

個々の学生の目標に合わせて履修でき るよう に， 選択必修科目を組み合わせて学修

する 構成と なっ ています。 近年のメ ディ ア環境・ 情報環境は， たと えば「 放送通

信」 と いう よ う に， メ ディ アやコ ン テン ツ などが複雑に絡み合い， 融合し ， 連携，

連関し ています。 そのため， ジャ ーナリ ズムやメ ディ アを 多角的に学ぶ必要があ

り ， 学修すべき 科目の組み合わせは， 個々の学生の将来の目標によ っ て異なり ま

す。 し たがっ て， 2 年次から 始まる よ う なコ ース等の設定はあり ません。 ただし ，

「 目標」 と いっ ても 具体的なイ メ ージが持ち にく いかも し れませんので， 第 3 学期

（ 2 年生前学期） の全体ガイ ダン スの際に， 想定さ れる 進路に関連づけた履修計画

案を複数提示し ています。 こ れら は目安で， 拘束するも のではあり ません。 こ れら

の履修計画案を参考にし ながら ， 一人一人の目標に応じ て， 将来的に有益になるで

あろう 科目を選択するこ と で， 自分にと っ て最適なカ リ キュ ラ ムを作るこ と になり

ます。 履修計画に悩んだ場合には， メ ディ ア・ テク スト の基礎の担当教員やゼミ

ナールの担当教員に相談するこ と を勧めます。

１． 新聞学科の卒業に必要な

最低単位数

２． 新聞学科の目的

３． 新聞学科の特色
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1 つの学期において履修できる単位数の上限は23単位です。

⑴　 第 1 学期（ 1 年生前学期）

Ⅰ群は「 自主創造の基礎 1 」 が必修になっ ています。 こ れは法学部だけではな

く ， 日本大学の全学部の初年次教育科目と し て位置づけら れている科目で， 必ず

履修し なければいけません。

Ⅱ群は， 2 科目 4 単位を 履修し ます。 Ⅱ群では皆さ んの将来の目標や関心に

あっ た科目を選んでく ださ い。 例えば， マスコ ミ 関連企業への就職を志望する学

生は，「 文章表現演習Ⅰ」 を選択し ます。

Ⅲ群は， 必修外国語（ 英語） から 2 科目 2 単位， 選択必修外国語（ 独・ 仏・

中） の中から 1 カ 国語を選んで 2 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅳ群は， 体育・ 健康科目 1 科目 1 単位が必修です。

Ⅴ群は，「 メ ディ アの世界」「 新聞学入門」「 コ ミ ュ ニケーショ ン論」「 メ ディ ア

と 歴史」 が必修です。

Ⅵ群で は， Ⅱ類の「 憲法Ａ 」 が必修で す。 ま た， 選択必修と し て「 法学Ⅰ」

「 政治学Ⅰ」「 行政学Ⅰ」「 経済学Ⅰ」「 経営学Ⅰ」 の中から 1 つを選んで履修し ま

す。

Ⅶ群には第 1 学期の配当科目はあり ません。

⑵　 第 2 学期（ 1 年生後学期）

Ⅰ群は，「 自主創造の基礎 2 」 が必修です。

Ⅱ群は， 2 科目 4 単位を 履修し ます。 Ⅱ群では皆さ んの将来の目標や関心に

あっ た科目を選んでく ださ い。 例えば， マスコ ミ 関連企業への就職を志望する学

生は，「 文章表現演習Ⅱ」 を選択し ます。

Ⅲ群は， 必修外国語（ 英語） から 2 科目 2 単位， 選択必修外国語（ 独・ 仏・

中） の中から 1 カ 国語を選んで 2 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅳ群は， 体育・ 健康科目 1 科目 1 単位が必修です。

Ⅴ群は，「 メ ディ ア・ テク スト の基礎」「 新聞学基礎」「 コ ミ ュ ニケーショ ン と

イ ンタ ーネッ ト 」「 日本ジャ ーナリ ズム史Ⅰ」 が必修です。

Ⅵ群は， Ⅰ類の「 社会調査」 を 履修する こ と が可能です（「 社会調査」 を 履修

する場合は， Ⅱ群の履修科目を 1 科目減ら すこ と で履修上限23単位の範囲におさ

めます）。 Ⅱ類の「 憲法Ｂ 」 が必修です。 また， 選択必修と し て「 法学Ⅱ」「 政治

学Ⅱ」「 行政学Ⅱ」「 経済学Ⅱ」「 経営学Ⅱ」 の中から ， 前学期に履修し た科目と

対応するも のを履修し ます。

Ⅶ群には第 2 学期の配当科目はあり ません。

なお， 専門科目の履修について相談し たいこ と がある 場合は，「 メ ディ ア・ テ

ク スト の基礎」 のク ラ スを担当する教員に相談し てく ださ い。

⑶　 第 3 学期（ 2 年生前学期）

Ⅱ群は， 2 科目 4 単位を履修し ます。 皆さ んの将来の目標や関心にあっ た科目

を選択し ます。

Ⅲ群は， 必修外国語（ 英語） から 2 科目 2 単位， 選択必修外国語（ 独・ 仏・

中） の中から 1 カ 国語を選んで 1 科目 1 単位を履修し ます。

Ⅴ群は，「 ニュ ース英語Ⅰ」「 ジャ ーナリ ズム論Ａ （ ないし は， ジャ ーナリ ズム

論Ｂ ）」「 マス・ コ ミ ュ ニケーショ ン 論」「 メ ディ アと 法Ⅰ（ または， 映像ジャ ー

ナリ ズム論）」 が必修です。

４． 新聞学科の学修
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Ⅵ群では， まずⅠ類①〜⑥の区分から 1 科目ずつ選択し ていきます。 第 3 学期

では， 3 つの区分から 3 科目 6 単位を履修し ます。 Ⅱ類では， 第 1 学期と 第 2 学

期で選択し た科目に対応する「 ①法学系」「 ②政治学・ 行政学系」「 ③経済学・ 経

営学系」 の中から ， 1 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅶ群には第 3 学期の配当科目はあり ません。

なお， 第 2 学期までの必修科目のう ち 単位を 修得でき なかっ たも のがあれば，

なるべく 早く 再履修を済ませてく ださ い。

⑷　 第 4 学期（ 2 年生後学期）

Ⅱ群は， 2 科目 4 単位を履修し ます。 皆さ んの将来の目標や関心にあっ た科目

を選択し ます。

Ⅲ群は， 必修外国語（ 英語） から 2 科目 2 単位， 選択必修外国語（ 独・ 仏・

中） の中から 1 カ 国語を選んで 1 科目 1 単位を履修し ます。

Ⅴ群は，「 ニュ ース英語Ⅱ」「 ジャ ーナリ ズム論Ｂ （ ないし は， ジャ ーナリ ズム

論Ａ ）」「 メ ディ ア・ コ ミ ュ ニケーショ ン 論」「 映像ジャ ーナリ ズム論（ または，

メ ディ アと 法Ⅰ）」 が必修です。

Ⅵ群は， Ⅰ類①〜⑥の区分のう ち， 第 3 学期で選択し なかっ た残り の 3 区分か

ら 3 科目 6 単位を履修し ます。 Ⅱ類では， 第 1 学期から 第 3 学期で選択し た科目

に対応する「 ①法学系」「 ②政治学・ 行政学系」「 ③経済学・ 経営学系」 の中か

ら ， 1 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅶ群には第 3 学期の配当科目はあり ません。

なお， 第 3 学期までの必修科目のう ち 単位を 修得でき なかっ たも のがあれば，

なるべく 早く 再履修を済ませてく ださ い。

また， 第 4 学期中（ 11月頃） に， ゼミ ナールの入室試験が行われます。 自分の

関心のある 領域を 担当し ている 教員のゼミ ナールの入室試験を 受けてく ださ い。

ゼミ ナールに入室し た人は， 以後の履修相談はゼミ の指導教員に行っ てく ださ

い。

⑸　 第 ５学期（ 3 年生前学期）

Ⅰ群は，1 科目 2 単位を履修し ます。「 キャ リ ア・ ディ ベロッ プメ ント 」 や「 イ

ンタ ーンシッ プ」 など， 皆さ んの将来の目標や関心にあっ た科目を選択し ます。

Ⅱ群は， 1 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅵ群は， Ⅰ類の中から 2 科目 4 単位を履修し ます。

Ⅶ群は， ゼミ ナールに入室し ていない学生は，「 新聞学演習Ⅰ」 を履修し ます。

なお， 第 4 学期までの必修科目のう ち 単位を 修得でき なかっ たも のがあれば，

なるべく 早く 再履修を済ませてく ださ い。

⑹　 第 6 学期（ 3 年生後学期）

Ⅱ群は， 1 科目 2 単位を履修し ます。

Ⅵ群は， Ⅰ類の中から 2 科目 4 単位を履修し ます。

Ⅶ群は， ゼミ ナールに入室し ていない学生は， 前学期に履修登録し た「 新聞学

演習Ⅰ」 を引き 続き 履修し ます。

Ⅰ〜Ⅵ群の中で卒業に必要な単位を修得でき なかっ たも のがないか確認し ， 再

履修が必要なも のは早めに履修し てく ださ い。 なお， 就職活動などに使用する

「 卒業見込証明書」 を 取得する ためには， 第 6 学期が終了し た時点で88単位を 修
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得し ている必要があり ます。

⑺　 第 7 学期（ 4 年生前学期） および第 8 学期（ 4 年生後学期）

Ⅶ群において， ゼミ ナールに所属し ている学生はゼミ ナール論文の提出にむけ

て各自の研究を行います。 ゼミ ナールに所属し ていない学生は，「 新聞学演習Ⅱ」

を履修し ます。

4 年生は「 履修下限単位数」 が定めら れており ， 卒業に必要な単位を満たし て

いる場合でも ， 前学期と 後学期それぞれ 4 単位以上を履修し なければいけません

（ ゼミ ナールの単位は「 履修下限単位数」 には含まれない）。

Ⅰ〜Ⅵ群の中で卒業に必要な単位を修得でき なかっ たも のがないか確認し ， 再

履修が必要なも のは必ず履修し てく ださ い。

＜参考＞　 上記の履修モデルによる学年別の修得単位数

科目群
1 年生 2 年生 3 年生 4 年生

卒業単位
前 後 前 後 前 後 前 後

Ⅰ群　 共通科目 2 2 2 6 単位

Ⅱ群　 総合科目 4 4 4 4 2 2 20単位

Ⅲ群
必修外国語 2 2 2 2 8 単位

選択必修外国語 2 2 1 1 6 単位

Ⅳ群　 体育・ 健康科目 1 1 2 単位

Ⅴ群　 専門基幹科目 8 8 8 8 32単位

Ⅵ群　
専門展開科目　 Ⅰ類 6 6 4 4 20単位

　 　 　 　 　 　 　 Ⅱ類 4 4 2 2 12単位

Ⅶ群　 専門演習関連科目 2 2 2 2 8 単位

Ⅰ〜Ⅶ群の中から 選択する科目 ⑷ ⑵ ⑵ ⑵ 10単位

23 23 23 23 14 10 4 4 124単位

※　 こ のモデルは， あく まで卒業に必要な最低単位数であり ， 3 年生および 4 年生において

は， 各自のゼミ ナール論文のテーマや進路に合わせて専門科目や総合科目等を 補っ ていく

こ と が望まし い。



− 101−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 新聞学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
類

新聞学入門 2 ◎ Ⅴ群より ， 必修科目32

単位を修得し なければ

なら ない。

新聞学基礎 2 ◎

Ⅱ
　
類

メ ディ アの世界 2 ◎

メ ディ ア・ テク スト の基礎 2 ◎

ニュ ース英語Ⅰ 2 ◎

ニュ ース英語Ⅱ 2 ◎

Ⅲ
　
類

コ ミ ュ ニケーショ ン論 2 ◎

コ ミ ュ ニケーショ ンと イ ンタ ーネッ ト 2 ◎

メ ディ アと 歴史 2 ◎

日本ジャ ーナリ ズム史Ⅰ 2 ◎

ジャ ーナリ ズム論Ａ 2 ◎

ジャ ーナリ ズム論Ｂ 2 ◎

マス・ コ ミ ュ ニケーショ ン論 2 ◎

メ ディ ア・ コ ミ ュ ニケーショ ン論 2 ◎

映像ジャ ーナリ ズム論 2 ◎

メ ディ アと 法Ⅰ 2 ◎

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

①

文章作法 2 ○ Ⅰ類より ， ①〜⑥の区

分から 選択必修科目各

2 単位以上， 計20単位

以上を修得し なければ

なら ない。

社会調査 2 ○

メ ディ ア調査 2 ○

②

メ ディ アと 社会 2 ○

メ ディ アと 文化 2 ○

情報の科学Ⅰ 2 ○

政治コ ミ ュ ニケーショ ン 2 ○

③

東アジア・ メ ディ ア研究 2 ○

グロ ーバル・ コ ミ ュ ニケーショ ン 2 ○

地域社会と メ ディ ア 2 ○

④

外国ジャ ーナリ ズム史 2 ○

メ ディ ア史 2 ○

日本ジャ ーナリ ズム史Ⅱ 2 ○

⑤

ジャ ーナリ ズム倫理Ⅰ 2 ○

メ ディ アと 法Ⅱ 2 ○

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ 2 ○

⑥

メ ディ ア産業 2 ○

出版研究 2 ○

広告広報研究 2 ○

放送研究 2 ○

コ ンテンツ・ ビジネス 2 ○

情報の科学Ⅱ 2 ●

ジャ ーナリ ズム倫理Ⅱ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ 2 ●

新聞学特論A 2 ●

新聞学特論B 2 ●

新聞学特論C 2 ●

新聞学原書研究 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅱ
　
類

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎ Ⅵ群Ⅱ類より ， 必修科

目 4 単位， ①法学系，

②政治学系， ③経済学

系のいずれか一つの区

分において， 選択必修

科目から 4 単位以上，

計12単位以上を履修し

なければなら ない。

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

①
法
学
系

法学Ⅰ 2 ○

法学Ⅱ 2 ○

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事訴訟法Ⅰ 4 ●

民法総則 2 ●

物権・ 担保物権法 2 ●

民事訴訟法Ⅰ 4 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

法情報学Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ●

②
政
治
学
系

政治学Ⅰ 2 ○

政治学Ⅱ 2 ○

行政学Ⅰ 2 ○

行政学Ⅱ 2 ○

政治学原論 2 ●

現代政治理論 2 ●

国際政治学Ⅰ 2 ●

国際政治学Ⅱ 2 ●

アジア政治論 2 ●

日本政治論Ⅰ 2 ●

日本政治史Ⅰ 2 ●

立法過程論 2 ●

地方自治論Ⅰ 2 ●

行政広報論 2 ●

③
経
済
学
系

経済学Ⅰ 2 ○

経済学Ⅱ 2 ○

経営学Ⅰ 2 ○

経営学Ⅱ 2 ○

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

マーケティ ング論Ⅰ 2 ●

国際マーケティ ング論Ⅰ 2 ●

コ ーポレ ート ・ フ ァ イ ナン ス論Ⅰ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

新聞学演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

新聞学演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 72単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 10単位以上を修得し なければ

なら ない。
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-1 〕

社会人と し て必要な教養と 社会科学の知識

を修得し ， 法令遵守の精神と 高い倫理観に

基づいて， 自ら の使命・ 役割を果たすこ と

ができ る。

〔 CP-1 〕

「 ジャ ーナリ ズム」「 メ ディ ア」「 コ ミ ュ ニケーショ ン」 を めぐ

る学問（ 以下，「 新聞学」 と いう ） に係る専門的な知識を 学ぶ

力を養成し ， 規範と 高い倫理観に基づいて情報を取り 扱う こ と

ができ る人材を育成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-2 〕

日本及び世界の法， 政治， 行政， 経済及び

ジャ ーナリ ズムの仕組みと ， それが直面し

ている問題を理解し ， 説明するこ と ができ

る。  

〔 CP-2 〕

日本及び世界における新聞学に係る諸問題を理解し ， 説明する

こ と ができる人材を育成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論理的， 科

学的， 合理的かつ批判的な考察を 通じ て，

新たな「 知」 の創造に寄与するこ と ができ

る。

〔 CP-3 〕

社会を客観的かつ批判的に捉えて考察し ， 論理的に結論を導き

出す力を養成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに自ら 積極

的にかかわる中で， 事象を注意深く 観察し

て問題を発見し ， 解決策を提案するこ と が

でき る。

〔 CP-4 〕

自ら 問題を発見し ， 問題に対する解決策を考え， 積極的に提案

するこ と ができ る人材を育成する。

挑戦力 〔 DP-５〕

法規範をはじ めと する社会システムに関す

る専門的知識を基に， あき ら めない気持ち

をも っ て， より 良い社会・ 共同体の創造に

果敢に挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕

新聞学に係る専門的な知識を基に， 率先し てより 良い社会の構

築に寄与し よう と する人材を育成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれた他者の

気質， 感性及び価値観を理解・ 尊重し ， 社

会・ 共同体の中で積極的にコ ミ ュ ニケー

ショ ンを実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と

ができ る。

〔 CP-6 〕

他者を尊重し ， ジャ ーナリ ズムやメ ディ アに係る現場など， 実

社会において適切なコ ミ ュ ニケーショ ンを実践するこ と ができ

る人材を育成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動において，

より 良い成果を上げるために， お互いを尊

重し ， 自ら すすんで 協働する と と も に，

リ ーダーと し て協働者の力を引き 出し ， そ

の活躍を支援するこ と ができる。

〔 CP-7 〕

あら ゆる場面において， 率先し てリ ーダーシッ プを 発揮し て，

より 良い成果をあげるよう 尽力するこ と ができる人材を育成す

る。

ジャ ーナリ ズムやメ ディ アに係る現場などの実社会において，

自ら すすんで協働するこ と ができ る力を養成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を謙虚に受け止め， 自己の

活動がより 良い社会・ 共同体の創造に貢献

する こ と がで き たかを 振り 返る こ と によ

り ， 生涯にわたり ， 社会人と し ての自己を

高めるこ と ができ る。

〔 CP-8 〕

自ら 行動すべき こ と を計画し 実践するこ と ができ ， 自ら の行動

を振り 返るこ と で， 自己目標を実現し よう と たゆまずに努力す

るこ と ができ る人材を育成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針
〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

新聞学科　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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科
目

群
の

学
修

・
教

育
目

標

前
期

後
期

1
年

2
年

前
期

後
期

3
年

前
期

後
期

4
年

前
期

後
期

＜
基

礎
系

＞

文
章

の
書

き
方

，
ニ

ュ
ー

ス
英

語
，

調
査

技
法

，
社

会
科

学
の

基
礎

を
含

め
，

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
・

メ
デ

ィ
ア

を
学

ぶ
た

め
の

基
礎

を
つ

く
る

。

＜
理

論
系

＞

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
・

メ
デ

ィ
ア

に
関

す
る

理
論

お
よ

び
理

論
的

側
面

か
ら

み
た

現
象

に
つ

い
て

学
修

す
る

。

＜
歴

史
系

＞

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
や

メ
デ

ィ
ア

の
成

立
，

発
展

過
程

を
歴

史
的

な
側

面
か

ら
学

修
す

る
。

＜
制

度
系

＞

産
業

や
法

制
度

な
ど

，
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ズ
ム

や
メ

デ
ィ

ア
に

関
す

る
制

度
的

側
面

に
関

し
て

学
修

す
る

。

＜
新

聞
学

に
係

る
周

辺
領

域
＞

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
・

メ
デ

ィ
ア

に
関

す
る

考
察

を
深

め
る

た
め

の
足

が
か

り
と

な
る

社
会

科
学

の
デ

ィ
シ

プ
リ

ン
を

学
修

す
る

。
　

メ
デ

ィ
ア

の
世

界

新
聞

学
入

門
新

聞
学

基
礎

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
論

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
と

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

社
会

調
査

メ
デ

ィ
ア・

テ
ク

ス
ト

の
基

礎
文

章
作

法

メ
デ

ィ
ア

調
査

メ
デ

ィ
ア・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
論

政
治

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

地
域

社
会

と
メ

デ
ィ

ア

メ
デ

ィ
ア

と
文

化

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
論

A
/B

情
報

の
科

学
Ⅱ

東
ア

ジ
ア

・
メ

デ
ィ

ア
研

究

映
像

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
論

メ
デ

ィ
ア

と
法

Ⅰ

メ
デ

ィ
ア

産
業

メ
デ

ィ
ア

と
法

Ⅱ

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
倫

理
Ⅰ

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
倫

理
Ⅱ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
政

策
Ⅰ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
政

策
Ⅱ

放
送

研
究

広
告

広
報

研
究

出
版

研
究

コ
ン

テ
ン

ツ
・

ビ
ジ

ネ
ス

憲
法

A
憲

法
B

ニ
ュ

ー
ス

英
語

Ⅰ

マ
ス・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
論

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
論

A
/
B

メ
デ

ィ
ア

と
社

会

情
報

の
科

学
Ⅰ

グ
ロ

ー
バ

ル・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョン

ニ
ュ

ー
ス

英
語

Ⅱ

メ
デ

ィ
ア

史

日
本

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
史

Ⅱ

外
国

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ズ

ム
史

メ
デ

ィ
ア

と
歴

史
日

本
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ズ
ム
史

Ⅰ

法
学

Ⅰ
法

学
Ⅱ

政
治

学
Ⅰ

政
治

学
Ⅱ

行
政

学
Ⅰ

行
政

学
Ⅱ

経
済

学
Ⅰ

経
済

学
Ⅱ

経
営

学
Ⅰ

経
営

学
Ⅱ

刑
事

法
Ⅰ

/刑
事

訴
訟

法
Ⅰ

/民
法

総
則

/物
権

・
担

保
物

権
法

/民
事

訴

訟
法

Ⅰ
/商

法
Ⅰ（

会
社

法
）/

法
情

報
学

Ⅰ
/知

的
財

産
権

法
D（

著
作

権
）

政
治

学
原

論
/現

代
政

治
理

論
/国

際
政

治
学

Ⅰ・
Ⅱ

/ア
ジ

ア
政

治
論

/日
本

政
治

論
Ⅰ

/日
本

政
治

史
Ⅰ

/立
法

過
程

論
/地

方
自

治
論

Ⅰ
/行

政
広

報
論

ミ
ク

ロ
経

済
学

Ⅰ
/マ

ク
ロ

経
済

学
Ⅰ

/国
際

経
済

論
Ⅰ・

Ⅱ
/マ

ー
ケ

テ
ィ

ン

グ
論

Ⅰ
/国

際
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
Ⅰ

/コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

論
Ⅰ

新
聞

学
特

論
A

/B
/C

新
聞

学
特

論
A

/B
/C

新
聞

学
特

論
A

/B
/C

新
聞

学
原

書
研

究

【
第

５
セ

メ
ス

タ
ー

以
降

の
履

修
に

関
す

る
注

意
】

　
以

下
に

示
す

＜
専

門
演

習
系

＞
の

単
位

を
修

得
す

る
ほ

か
，

自
ら

の
研

究
計

画
お

よ
び

就
職

（
進

路
）

に
必

要
な

「
知

識
・

技
能

・
態

度
」

を
身

に
つ

け
る

た
め

に
，

Ⅵ
群

の
専

門
展

開
科

目
（

必
要

に
応

じ
て

総
合

科
目

や
他

学
科

の
専

門
科

目
）

を
選

択
す

る
こ

と
。

な
お

，
第

５
セ

メ
ス

タ
ー

以
降

に
は

，
よ

り
専

門
的

な
内

容
を

扱
う

新
聞

学
特

論
や

，
大

学
院

進
学

や
留

学
を

目
指

す
学

生
向

け
に

新
聞

学
原

書
研

究
が

展
開

さ
れ

る
。

＜
専

門
演

習
系

＞

第
５

セ
メ

ス
タ

ー
（

３
年

次
前

期
）

以
降

，
専

門
演

習
関

連
科

目
（

Ⅶ
群

）
に

お
い

て
次

の
①

②
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

。

①
学

修
目

標
お

よ
び

進
路

に
あ

わ
せ

て
，

専
任

教
員

に
よ

る
２

年
間

継
続

の
ゼ

ミ
ナ

ー
ル

を
選

択
し

，
ゼ

ミ
ナ

ー
ル

論
文

を
提

出
す

る
。

②
学

修
目

標
お

よ
び

進
路

に
あ

わ
せ

て
，

新
聞

学
演

習
Ⅰ

・
Ⅱ

を
選

択
し

た
上

で
，

当
該

授
業

内
に

お
い

て
ゼ

ミ
ナ

ー
ル

論
文

に
相

当
す

る
リ

サ
ー

チ
・

ペ
ー

パ
ー

を
提

出
す

る
。

新
聞

学
演

習
Ⅰ

新
聞

学
演

習
Ⅱ

ゼ
ミ

ナ
ー

ル

新
聞

学
科

　
履

修
系

統
図
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経営法学科専門科目の学修

【 ビジネス法コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 34単位

Ⅵ群 専門展開科目 36単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 4 単位

【 国際法務コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 36単位

Ⅵ群 専門展開科目 36単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 2 単位

【 知的財産コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 34単位

Ⅵ群 専門展開科目 38単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 2 単位

世界的な国際取引の進展と 情報化技術の著し い発展によっ て， 経済のグローバル

化が急速に進んでいます。 経済のグローバル化が， ビジネス活動に大き な変革をも

たら し ている こ と から ， 我が国の企業には， Ｍ＆Ａ （ 企業の合併・ 買収）， コ ン プ

ラ イ アン ス（ 企業活動における 法令遵守）・ コ ーポレ ート ガバナン ス（ 企業統治），

知的財産の保護， 海外販売・ 製造拠点の設置等の様々な問題への的確かつ迅速な対

応が求めら れています。

こ のよう な社会情勢の変化の実態を受け， 大学の法学教育の場においても ， 時代

の要請に応えるこ と が出来る人材の育成が求めら れています。 そこ で， 経営法学科

では， 高度な職業意識や専門的な能力と 同時に， 高い倫理観と 優れた人格を兼ね備

えた人材の育成に必要な教育システムを提供するこ と によっ て， 時代の変化を読み

取り ， 企業が直面する様々な問題に適切に対応できるグローバルな企業人の養成が

重要であると 考え， それに対応し た専門科目のカ リ キュ ラ ムが構成さ れています。

１． 経営法学科の卒業に必要

な最低単位数

２． 経営法学科の目的
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1 ） 特色

経営法学科では， 学生の皆さ んがキャ リ ア・ デザイ ン（ 将来設計） に合わせて

体系的な学修ができ るよう に 3 コ ース制が導入さ れています。 つまり ， 経営法学

科の学生の皆さ んは， 1 年次の間に自分の未来像を具体的に描き， その未来像に

到達するために， 2 年次より ， 所定の手続に従っ て「 ビジネス法コ ース」・「 国際

法務コ ース」・「 知的財産コ ース」 の中から いずれかのコ ースを選択し なければな

り ません。 各コ ースには， 希望する将来の進路に合わせて適切な種々の科目が配

置さ れています。 選択し たコ ースは 3 年次に変更するこ と も できますが， 1 年次

の間に自己の将来を考えし っ かり と し たキャ リ ア・ デザイ ンを描いた上で， 慎重

にコ ースを選択し ても ら いたいと 思います。

経営法学科の各コ ースは， 時代の要請に対応でき る人材を養成するために， 以

下の観点から カ リ キュ ラ ムが編成さ れています。

①　 国内外の企業や組織間の取引および人的交流に関わるシステムの理解と 法知

識の修得

②　 企業が果たすべき 社会的責任の拡大化および国際化における経営・ 金融に関

するシステムの理解と 法知識の修得

③　 近年の知的財産の重要性に対応し ， 知的財産の創造・ 保護・ 活用システムの

理解と 法知識の修得

④　 国際的企業取引における紛争の処理および事前的紛争予防の法的手法並びに

Ｍ＆Ａ （ 企業買収） 等に関する事象， アメ リ カ 企業改革法やコ ーポレ ート ・ ガ

バナンスなどについての理解と 法知識の修得

⑤　 専門科目の英語での講義の理解， 英語での質疑など国際的感覚の向上

大学において学問をなし う る期間は， 実質的にはわずか 3 年余であるこ と を忘

れてはいけません。 3 年次の後半よ り ， 否応なく 激烈な就職戦線に押し 出さ れ，

また国家試験などの準備も 終盤に至るのが現実です。 それ故， 短期間で体系的か

つ効率的に科目を修め， 本学科で学ぶ目的を実現するためにも ， 自ら が強い決意

で達成度の高い学修を心がける必要があり ます。

2 ） 3 コ ース制

経営法学科に設置さ れている 3 コ ースには， 以下のよ う に， それぞれ独自の

「 コ ース目標」 と 「 主な進路目標」 が示さ れています。 それら を 参考にし て， 自

己の進路に最も 適し たコ ースを選択し て欲し いと 思います。

⑴　 ビジネス法コ ース

コ ー ス 目 標： 経営・ 金融のシステムの理解と 法知識の修得を目指す。

主な進路目標：  企業における 法務部門を 中心と し た様々なセク ショ ン のス

タ ッ フ ， 中小企業の経営者， 経営コ ンサルタ ント ， 経営・ 証

券アナリ スト ， さ ら に， 公認会計士， 税理士， 中小企業診断

士， 社会保険労務士などの資格取得， 国税専門官その他の公

務員など。

ビジネス法コ ースは， 様々な企業で必要と さ れる法律や企業リ スク に関する

専門知識のみなら ず， 企業会計やマーケティ ング， フ ァ イ ナンス等を学ぶこ と

によ っ て， 企業経営にかかわる 法知識のプ ロ を 目指す皆さ んのコ ース です。

従っ て， 将来の進路と し て， 法務部門を中心と し た企業のスタ ッ フ や中小企業

の経営者だけでなく ， 公認会計士， 税理士や中小企業診断士などの資格が必要

と さ れる職業や国税専門官などの公務員を目指す皆さ んに適し ています。

こ のコ ースには， 学生皆さ んの将来のビジネス・ キャ リ アの形成に役立つよ

う に配慮し ， ビジネスの現場で必要と さ れる法的知識を得るこ と ができる「 民

３． 経営法学科の特色と 学修

1 ． 経営法学科の特色
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法Ⅰ（ 民法総則）」 や「 商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ）」 などの法律学系統の科目およ び，

経営・ 金融のシステムの知識の修得を目指し て，「 簿記論Ⅰ・ Ⅱ」「 マーケティ

ン グ論Ⅰ・ Ⅱ」「 会計学Ⅰ・ Ⅱ」「 コ ーポレ ート ・ ガバナン ス論Ⅰ・ Ⅱ」「 コ ー

ポレ ート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ・ Ⅱ」 と いっ た経営学系統の科目など， 多様な科

目が配置さ れています。

⑵　 国際法務コ ース

コ ー ス 目 標：  国際的な企業で活躍するために必要な法的知識の修得を目指

す。

主な進路目標：  外資系企業， 商社， 国際物流， 航空， 海外赴任を含む日本企業

の国際事業セクショ ンにおける国際法務や外国取引の担当者， 国

際弁護士， 海外大学院進学， 通関士及び国際的団体職員など。

国際法務コ ースは， 国際取引， 国際契約， 国際民事紛争処理などについての

深い法知識を修得するこ と で， 国際的な企業の法務担当者と し て活躍でき る力

を身につけ， 日本を越えてグローバルなビジネスの場で働く こ と を目指す皆さ

んのために設置さ れたコ ースです。 従っ て， 将来， 外資系企業， 商社， 国際物

流会社， 航空を目指す皆さ ん， 国際的に取引を行う 日本企業において海外赴任

者， 国際法務担当者や外国取引担当者と し て活躍する 希望を 持っ ている 皆さ

ん， 通関士， 海外のビジネス・ スク ールやロー・ スク ールへの留学を経て国際

企業人や国際弁護士と なるこ と を目指す皆さ ん， 更に国際連合や赤十字及び国

際的Ｎ Ｇ Ｏ などの国際的団体及び政府系の国際協力団体において活躍するこ と

を目標と し た皆さ んなどに適し たコ ースです。

こ のコ ースには，「 民法Ⅰ（ 民法総則）」 や「 商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ）」「 民事訴訟

法Ⅰ」 などの我が国における基礎的な法律系統の科目だけでなく ， 国際的に活

躍でき る ビ ジネス・ キャ リ アを 形成する ために必要な基礎的科目と し て，「 法

律外国語Ａ Ⅰ・ Ⅱ」「 国際取引法Ａ Ⅰ・ Ⅱ」「 国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ・ Ⅱ」，

及び「 外国法Ａ （ 英米） Ⅰ」 や「 外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ Ｕ ） Ⅰ・ Ⅱ」 などの外国

法科目， さ ら に， 国際取引や国際的紛争の処理に関するより 深い知識を得るた

めの科目と し て，「 国際契約法Ⅰ・ Ⅱ」「 国際民事紛争処理法」「 国際仲裁」 な

どが配置さ れています。 なお， こ れら の専門科目の一部については， 英語での

講義の受講及び質疑を行う こ と も 予定し ています。

⑶　 知的財産コ ース

コ ー ス 目 標：  特許や著作権などの知的財産制度の理解と 法知識の修得を目

指す。

主な進路目標：  企業の知的財産部や法務部内スタ ッ フ または知的財産業務担

当者， 弁理士， 公務員など。

知的財産コ ースは， 近年その重要性が強く 認識さ れている特許や著作権など

の知的財産の創造・ 保護・ 活用システムの理解と 知識を修得し たスペシャ リ ス

ト を育成するこ と を目的と するコ ースです。 し たがっ て， 企業の知的財産部や

法務部内のスタ ッ フ と し て， または知的財産業務担当者と し て活躍するこ と を

目指す皆さ ん， および， 特許や商標などに関する登録出願の代理または鑑定な

どを業と する国家資格である弁理士を目指す皆さ んに適し たコ ースです。 さ ら

に， 知的財産に関わる専門知識と 実務スキルを修得し 即戦力の知財専門家を目

指す皆さ んには， 日本大学大学院法学研究科私法学専攻知的財産コ ースへの進

学の道も あり ます。

こ のコ ースには，「 民法Ⅰ（ 民法総則）」「 商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ）」「 民事訴訟法

Ⅰ」 などの法律系統科目の他に， 知的財産の基礎科目と し て，「 知的財産法Ａ
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（ 特許・ 実用新案） Ⅰ・ Ⅱ」「 知的財産法Ｂ （ 意匠）」「 知的財産法Ｃ （ 商標・ 不

正競争）」「 知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ・ Ⅱ」 など， また， その展開科目である

「 知的財産英語」「 知的財産政策」「 イ ノ ベーショ ン と 知的財産」 など， さ ら に

は， 最先端技術を法文系の学生でも わかり やすく 学ぶこ と ができ る「 産業技術

と 知財Ａ （ Ｉ Ｃ Ｔ ・ コ ン テン ツ） Ⅰ・ Ⅱ」「 産業技術と 知財Ｄ （ エレ ク ト ロ ニ

ク ス）」 などの科目が配置さ れています。 また， 資格試験に対応し た科目と し

て，「 知的財産管理技能検定」「 ビジネス著作権検定」 も 配置さ れています。

1 ） 卒業に必要な単位数と 学年履修単位数

卒業に必要と なる単位数と 学年履修上限・ 下限単位数は， 22頁に掲載さ れてい

る表の通り です。 こ れは， 3 コ ースに共通し ています。 また， 総合科目や外国語科

目等が配置さ れているⅠ群〜Ⅳ群までの卒業に必要な最低単位数についても ，「 ビ

ジネス法」・「 国際法務」・「 知的財産」 の 3 コ ースに共通し ています。 し かし ， 経

営法学科の専門科目が配置さ れているⅤ群〜Ⅵ群については， 所属するコ ースに

よっ て条件が異なり ますので（ 10５頁の表を 参照）， 留意し て履修計画を立てる必

要があり ます。 そのためには， 1 年次にし っ かり と し たキャリ ア・ デザインを描き，

2 年次以降において， そのデザインを実現するために必要な科目をより 効果的に学

修するこ と ができるよう に考えながら 適切に選択履修するこ と が肝要になり ます。

なお， 取得単位の合計が卒業に必要と さ れる124単位以上であっ ても ， Ⅰ群〜

Ⅶ群中に定めら れている必要最低単位数を取得し ていなければ卒業は認めら れま

せんので， 注意し なければなり ません。

※ゼミ ナール（ 8 単位） は， 学年の履修登録の上限単位数・ 下限単位数に算入

さ れません。

2 ） 各学年における履修方法

以下に述べる学修の指針は， 各年次に履修すべき 科目の目安です。 こ れを参考

にし て， 自ら が描いたキャ リ ア・ デザイ ンの実現に最も 適し た科目を選択し て欲

し いと 思います。

⑴　 1 年次における履修

1 年次における履修単位数の上限（ 前学期・ 後学期各23単位） に留意し つつ，

2 年次以降に希望する進路コ ースやキャ リ ア・ デザイ ンをも 考慮し て履修計画

を立ててく ださ い。 コ ース選択は 2 年次に行われますが， 入学当初より 既に選

択するコ ースを決めている学生の皆さ んに配慮し て， 各コ ースと も にⅤ群・ Ⅵ

群の専門科目中の幾つかの科目について 1 年次から 選択できるよう に配置さ れ

ています。 そのよう な皆さ んは， 専門科目を 1 年次から 積極的に履修するこ と

を薦めます。 ただし ， 選択するコ ースが決まっ ていない場合であっ ても ， その

よう な専門科目を 2 年次以降に履修し ても ， 余裕を持っ て 4 年間で卒業単位が

取得できるよう に科目は配置さ れているので安心し てく ださ い。

外国語のなかでも 特に英語は，「 ビジネス社会における世界共通語」 と さ れ，

国際化が一層進展し つつある現代においてはその能力が必要不可欠と なり つつ

あり ます。 単位取得のためと いう 消極的な態度ではなく ， それを駆使し て実社

会で役立てら れるよう 真剣に学修する必要があり ます。 さ ら に， 英語のT OEIC

やT OE F Lなどの高いスコ アを 武器にし て就職活動を行い， 希望の会社に入社

を果たし た者は少なく あり ません。 描いたキャ リ ア・ デザイ ンを実現するため

にも ， 大学 4 年間を通じ てでき るだけ多く の同一外国語科目を計画的・ 継続的

に履修するこ と が求めら れます。 特に国際法務コ ースに進むこ と を希望する皆

さ んは「 T OE I C」，「 Com m un ication」 を中心に， 海外のビジネス・ スク ール

2 ． 経営法学科の学修
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やロー・ スク ールヘの留学を目指す皆さ んはT OE F L等のスコ アが重要と なり

ますので，「 T OEFL」「 英検／IELT S」 を中心に履修し て欲し いと 思います。

経営法学科の専門科目は， Ⅴ群〜Ⅶ群の中に展開さ れています。 その中でも

Ⅴ群には， 2 年次以降の専門科目を 学修する 為の基礎と なる 科目が配置さ れ，

その多く は必修科目と なっ ていますので， できるだけ低学年次に履修するこ と

を 薦めます。「 基礎経営法学」 は， 4 年間で学修する こ と ができ る 様々な専門

科目について， その内容を体系的に概説するも ので， 経営法学科の全教員がオ

ムニバスで担当し ます。 1 年次の前期と 後期に設置さ れますので， そのどちら

か一方を履修し ，2 年次進級の際に行われるコ ース選択の参考にし てく ださ い。

また， Ⅵ群のⅢ・ Ⅴ類にも 1 年次から 学修できる科目がいく つか配置さ れてい

ますので， それら の科目を履修するこ と も 可能です。

専門科目について 1 年次にどの科目を履修するのが望まし いかは， 2 年次以

降にどのコ ースに進むのかによっ て異なり ます。 どのコ ースに進路をと るかま

だ決めていない場合には，「 基礎経営法学」 の他にどのコ ースにおいても 必修

科目と し て共通に配置さ れている 法律学系の基礎科目である 「 法学Ⅰ・ Ⅱ」

「 憲法Ａ （ 人権）・ Ｂ （ 統治機構）」「 民法Ⅰ（ 民法総則）」， 経営学系の基礎科目

である「 経営学Ⅰ・ Ⅱ」 の科目の中から 履修するこ と を強く 薦めます。 既に 1

年次の履修登録の時点でどのコ ースに進むかを決めている皆さ んは， Ⅴ群の中

の 1 年次から 選択できる各コ ース別の科目を積極的に履修すると よいと 思いま

す。 と く に， ビジネス法コ ースでは「 マーケティ ング論Ⅰ・ Ⅱ」 が， 国際法務

コ ースでは「 国際取引法Ａ Ⅰ・ Ⅱ」「 法律外国語Ａ Ⅰ・ Ⅱ」 が， 知的財産コ ー

スでは「 知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ・ Ⅱ」 が必修科目と なっ ています

ので， 1 年次においては， こ れら の科目を中心に， 8 〜10科目（ 16単位〜20単

位） 程度を履修するこ と を薦めます。 また， Ⅵ群Ⅰ類〜Ⅵ類の中の 1 年次から

選択でき る科目の中で興味のあるも のを履修するのも 良いと 思います。

⑵　 2 年次における履修

2 年次の前学期の履修登録に際し て，「 ビ ジネス法」，「 国際法務」「 知的財

産」 のいずれかにコ ース登録をし なければなり ません。 Ⅴ群〜Ⅵ群の専門科目

の本格的な履修は， こ の 2 年次から と なり ますので， 履修上限単位数（ 各学期

23単位） を考慮に入れながら ， 以下の説明を参考にし て科目を慎重に選択履修

し てく ださ い。 また， 1 年次に取得できなかっ た単位を再度履修し なければな

ら ないこ と にも 留意し なければいけません。

なお， 3 年次から 開始さ れるゼミ ナールの選択が 2 年次の11月下旬に行われ

る ので， その前に教務課から 出さ れる 案内に注目し てく ださ い。 ゼミ ナール

は， 少人数のク ラ ス編成で特定の専門分野について深く 掘り 下げて研究を行う

も ので， 大学における 学修の中心を なすも のと いえます。 就職活動や将来の

キャ リ ア・ パス（ 職業経路） の形成に影響を与えるこ と も 少なく あり ませんの

で， 是非いずれかのゼミ ナールに入室し て， 積極的に専門的研究を行っ て欲し

いと 思います。 また， 多く のゼミ ナールが入室試験の際に 2 年次前学期までの

成績を参考にし ていると いわれていますので， 単位を取り こ ぼすこ と がないよ

う に注意し てく ださ い。 なお， 早期卒業が認めら れる場合は， ゼミ ナールを 2

年次から 履修するこ と が認めら れています。

Ⅰ群〜Ⅳ群の必要最低単位は， 2 年次においてその取得を済ませておいてく

ださ い。 また， 外国語能力を高め就職を有利にし よう と 考える皆さ ん， 国際法

務コ ースの皆さ ん及び海外留学を希望する皆さ んは， 外国語の修得には「 継続

するこ と 」 が非常に大切であるこ と を肝に銘じ ， 必要単位数にこ だわら ないで
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2 年次生以降も 特に必修外国語（ 英語） を積極的に履修し て欲し いと 思います。

次に， Ⅴ群〜Ⅵ群の専門科目についてです。 Ⅴ群の学科専門基幹科目につい

ては， でき るだけ 2 年次のう ちに履修条件を満たすよう にし てく ださ い。 Ⅵ群

（ 専門展開科目） は， Ⅰ類〜Ⅵ類に区分さ れています。 その中のⅠ・ Ⅴ類には

各コ ース共通に重要と なる 専門展開科目が配置さ れ， Ⅱ類はビ ジネス法コ ー

ス， Ⅲ類は国際法務コ ース， Ⅳ類は知的財産コ ースの学生を対象にし た専門科

目が配置さ れています。 こ れら の類においては， 所属するコ ースにより 修得に

必要な単位数が異なり ， 各コ ースが定める履修条件を充足し ていないと ， 卒業

に必要な単位数124を取得し ていても ， 卒業できませんので， 注意し て下さ い。

Ⅵ類の科目については， 2 年次においては， 余裕があれば履修すると 良いでし ょ

う 。 以下の各コ ースの説明を参考にし て， Ⅴ群（ 専門基幹科目） と Ⅵ群（ 専門展

開科目） から は，2 年次のう ちに 8 科目16単位以上を履修し て欲し いと 思います。

なお， Ⅴ群〜Ⅶ群専門科目の中には， 必修科目， 選択必修科目， 選択科目の

3 種があり ， 必修科目は必ず修得し なければなら ず， 選択必修科目は一定の科

目の中から 指定さ れた単位以上を修得し なければなら ないこ と に留意する必要

があり ます。

〔 ビジネス法コ ース〕

Ⅴ群と Ⅵ群のⅠ類， Ⅱ類， Ⅴ類を 中心に， 各類の必要単位数を 勘案し なが

ら ， 基礎的な科目から 履修するこ と が望まし いと 言えます。 加えて， 特にⅤ群

及びⅥ群のⅠ類， Ⅱ類と Ⅴ類の中には， 企業で活躍するのに必要と なる法的専

門知識や企業経営に関する専門知識を得るこ と ができ るよう に様々な科目が配

置さ れていますので， 既にキャ リ ア・ デザイ ンを描いている皆さ んは， それに

基づいて科目を選択し 履修するこ と が求めら れます。 例えば， 企業の法務セク

ショ ン を 希望する 皆さ んは，「 民法Ⅳ（ 債権法総論）」「 民法Ⅴ（ 債権法各論）」

「 民事訴訟法Ⅰ」「 企業法務Ⅰ・ Ⅱ」「 コ ーポレ ート ・ ガバナン ス論Ⅰ・ Ⅱ」 な

どの中から ， 公認会計士を 目指す皆さ んは，「 会計学Ⅰ・ Ⅱ」「 簿記論Ⅰ・ Ⅱ」

「 財務会計論Ⅰ・ Ⅱ」「 監査論Ⅰ・ Ⅱ」 などから 履修すると いう 具合です。 も ち

ろ ん， Ⅴ群と Ⅵ群のⅢ類やⅣ類中の科目も 選択するこ と が可能なので， 積極的

に履修し て欲し いと 思います。 たと えば， 現在の様に国際化が進展し ， 知的財

産権の重要性が認識さ れる 状況においては， Ⅴ群の「 国際取引法Ａ Ⅰ・ Ⅱ」，

Ⅵ群Ⅲ類の「 国際取引法Ｂ Ⅰ・ Ⅱ」 またⅤ群の「 知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新

案） Ⅰ・ Ⅱ」「 知的財産法Ｂ （ 意匠）」「 知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争）」「 知

的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ・ Ⅱ」 など が取り 扱う 知識は企業だけでなく 個人に

と っ ても 不可欠なも のと なっ ているから です。

〔 国際法務コ ース〕

Ⅴ群と Ⅵ群のⅠ類， Ⅲ類， Ⅴ類を 中心に， 各類の必要単位数を 勘案し なが

ら ， 基礎的な科目から 履修する こ と が求めら れます。 特にⅥ群Ⅲ類の中には，

国際取引や国際契約等についての法知識を修得し ， 国際的な企業の法務担当者

と し て活躍できる力を身につけるこ と ができ るよう に配慮さ れた科目が設置さ

れています。 Ⅴ群の「 商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ）」「 民事訴訟法Ⅰ」「 国際関係法〔 私

法系〕 Ａ Ⅰ・ Ⅱ」 が 2 年次から 履修でき る必修科目と なり ます。 1 年次から 履

修できる必修科目の「 国際取引法Ａ Ⅰ・ Ⅱ」 などと と も に， でき るだけ必修科

目は 2 年次のう ち に履修する よ う にし てく ださ い。 また， Ⅵ群のⅢ類の中で

は，「 国際契約法Ⅰ」「 国際取引法Ｂ Ⅰ・ Ⅱ」 の他に「 国際経済法Ⅰ・ Ⅱ」 や

「 外国法Ａ （ 英米） Ⅰ・ Ⅱ」「 外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ Ｕ ） Ⅰ・ Ⅱ」「 外国法Ａ （ ア

ジア）・ Ｂ （ アジア）」 が基礎科目と いえます。 Ⅴ類の「 国際マーケティ ング論



− 111−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

Ⅰ・ Ⅱ」 はグローバル企業経営と も 重なる科目です。 また， 外国語の継続的学

修と 法律英語に慣れる と いう 観点から，「 法律外国語Ｂ Ⅰ・ Ⅱ」 も 積極的に履

修し て欲し いと 思います。 も ちろ ん， Ⅱ類・ Ⅳ類・ Ⅴ類の科目も 選択履修する

こ と が可能です。 たと えば， Ⅱ類の「 企業法務Ⅰ・ Ⅱ」「 経済行政法Ⅰ・ Ⅱ」

「 経済法Ⅰ・ Ⅱ」 などや， Ⅳ類の「 知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ・ Ⅱ」 は， 国

際取引を学修する上でも 必要と なる基礎的な知識を提供し てく れます。

〔 知的財産コ ース〕

Ⅴ群と Ⅵ群のⅠ類， Ⅳ類， Ⅴ類を中心に， 各類の必要単位数を勘案し ながら，

基礎的な科目から 履修すること が求められます。 特にⅤ群と Ⅵ群のⅣ類の中には，

特許や著作権などの知的財産のスペシャ リ スト と し て活躍するための準備に必

要な科目が多く 設置さ れています。 Ⅴ群の中には， 必修科目と し て「 知的財産

法Ｂ （ 意匠）」「 知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争）」「 知的財産法Ｄ （ 著作権）

Ⅰ・ Ⅱ」 などが設置さ れていますので，2 年次のう ちに履修すべき です。 また，

Ⅵ群のⅤ類の中には選択必修科目が少なく ないので， こ れら のう ち 2 〜 4 科目

（ 4 〜 8 単位） を 2 年次のう ち に選択履修する こ と を 薦めます。 も ち ろ ん， Ⅴ

群やⅥ群のⅡ類やⅢ類中の科目も 選択履修するこ と が可能です。 たと えば， 近

年の知的財産に関するグローバルな問題に対応でき る知識を深めるために， Ⅴ

群の「 国際取引法Ａ Ⅰ・ Ⅱ」「 国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ・ Ⅱ」， Ⅵ群のⅡ類の

「 経済行政法Ⅰ・ Ⅱ」「 経済法Ⅰ・ Ⅱ」 やⅢ類の「 国際取引法Ｂ Ⅰ・ Ⅱ」 などを

学ぶこ と は， 知的財産法を学修する上で大いに参考になる科目です。

⑶　 3 年次における履修

3 年次においては， 2 年次までに履修し なかっ た専門的な科目を中心に， 履

修上限単位数（ 各学期23単位） 内で履修するこ と になり ますが， 1 年次と 2 年

次において単位を修得するこ と ができ なかっ たⅠ群〜Ⅳ群の科目は， でき るだ

け 3 年次のう ちに単位の修得を済ませてく ださ い。 また， 外国語は， その修得

には「 継続性」 が重要であるこ と ， T OE ICやT OEF Lなどの高いスコ アが就職

に非常に有利に働く こ と を 考慮すると ， 3 年次においても Ⅲ群から 外国語 4 単

位程度を 履修する こ と が望まし いと 考えます。 特に国際法務コ ースの学生は

「 T OE I C」「 Com m un ication」 を 中心に， ま た， 留学を 希望し て いる 学生は

「 T OE F L」「 英検／I E LT S」 その他の留学先国の外国語の科目を， 必要単位数

にこ だわら ないで積極的に履修すべきです。

Ⅴ群と Ⅵ群から は， コ ースにより 異なり ますが， 70〜72単位の修得が求めら

れています。 3 年次においては， 所属するコ ースと 描いているキャ リ ア・ デザ

イ ンを考慮し つつ， その中の少なく と も 16科目32単位以上を履修するこ と が必

要になり ます。 属するコ ースによっ て必修科目や選択必修科目が異なり ， Ⅴ群

と Ⅵ群の各類における必要単位数と 履修方法にも 違いがあるこ と に留意し て慎

重に履修計画を立てて欲し いと 思います。

3 年次から 専門的研究を 行う ゼミ ナール（ 8 単位） が開始さ れます。 ゼミ

ナールは， 大学における最も 中心をなす科目であるため， 積極的に参加すべき

です。 なお， ゼミ ナールは， 2 年間継続し て履修し ， 4 年次の終了時に論文を

提出し ， 審査に合格するこ と によっ てその単位が認定さ れるこ と に留意する必

要があり ます。

⑷　 4 年次における履修

経営法学科では， 3 年次までで卒業要件を満たすに必要な単位を修得するこ

と が可能です。 し かし ， 4 年次には下限単位数（ 8 単位） が設けら れているの

で， 少なく と も それ以上の単位数を 履修し なければなり ません。 なお， ゼミ
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ナールは， 履修登録の上限単位数・ 下限単位数に算入さ れないため， その履修

の有無にかかわら ず， 少なく と も 8 単位以上履修し なければなら いこ と に留意

する必要があり ます。

4 年次では， こ れまでに学んだコ ースについて再検討し ， 自ら が描いたキャ

リ ア・ デザイ ンにも と づき ， より 一層専門性を高めるための系統だっ た学問を

さ ら に深めるこ と が必要です。

⑸　 Ⅶ群（ 専門演習関連科目） の履修について

Ⅶ群には， 専門演習科目が設置さ れています。 ゼミ ナールは 3 ・ 4 年次の 2

年間連続し て特定の専門分野について学修するも のです。 将来のキャ リ ア・ パ

スにも 大き な影響を与える可能性があり ますので， 是非， 何ら かのゼミ ナール

に入室し てく ださ い。 なお， 他学科内に設置さ れている専門科目のゼミ ナール

への参加も 認めら れています。 ゼミ ナールを履修し ない場合は， それに代わる

科目と し て，「 経営法学演習Ⅰ・ Ⅱ」 を 履修し なければなり ません。 学部要覧

上の記述は， 単に「 経営法学演習Ⅰ」「 経営法学演習Ⅱ」 と なっ ていますが，

そこ には「 経営法学演習Ⅰ（ ビ ジネス・ ロ ー文献講読Ⅰ）」「 経営法学演習Ⅰ

（ サイ バー法Ⅰ）」「 経営法学演習Ⅰ（ 起業の経営と 法Ⅰ）」「 経営法学演習Ⅰ

（ ビジネス・ キャ リ ア演習）」 など複数の科目が設置さ れていますので， シラ バ

ス上で確認の上， 慎重に選択し た上で履修し てく ださ い。

⑹　「 スタ ート アッ プ・ ビジネス・ サポート （ Ｓ Ｂ Ｓ ： 起業支援）」 プログラ ムに

ついて

経営法学科では「 スタ ート アッ プ・ ビ ジネス・ サポート （ Ｓ Ｂ Ｓ ： 起業支

援）」 プロ グラ ムを 実施し ています。 同プロ グラ ムは， 将来， 起業家を 目指す

学生に対し て， 起業に必要と さ れる経営と 法律に関する知識を提供するこ と を

目的と する 支援プ ロ グラ ムで， Ⅶ群の「 経営法学演習Ⅰ」「 経営法学演習Ⅱ」

の中に設置さ れる科目である「 経営法学演習Ⅰ（ 起業の経営と 法Ⅰ）」「 経営法

学演習Ⅱ（ 起業の経営と 法Ⅱ）」 の履修者を 対象に行っ ています。 将来， 起業

するこ と を考えている者だけでなく ， 家業を継いで経営者と なるこ と を目指し

ている者も こ れら の科目を履修し ， 支援プログラ ムに参加し てく ださ い。

123頁にある 履修系統図は， 経営法学科の履修に必要な専門科目を， 科目群の特

徴ごと に示し たも のです。 所属コ ースの選択や， 所属コ ース決定後のコ ース内の履

修すべき 専門科目の選択の際のみなら ず， キャ リ アをデザイ ンすると き にも 役立つ

よう になっ ています。

経営法学科の皆さ んは， 他の学科に配置さ れている専門科目も 履修するこ と がで

き ます。 専門知識を身につけ， 学際的考察を可能にするためにも ， 積極的にこ う し

た制度を利用すべきです。 他学科の専門科目の取得単位は， ビジネス法コ ースは 4

単位， 国際法務コ ースは 2 単位， 知的財産コ ースは 2 単位を限度と し て卒業単位に

含めるこ と ができ ます。

なお， 他学科設置科目の中には， 経営法学科学生にと っ て履修が望まし い専門科

目（「 民事執行・ 保全法」，「 経済刑法Ⅰ・ Ⅱ」，「 国際関係論Ⅰ・ Ⅱ」 等） があり ます。

日本大学には学部間の相互履修制度があり ます。 経営法学科の学生で経済学・ 会

計学関連の科目をより 幅広く 学修するこ と を希望する場合には， こ の制度を活用し

て欲し いと 思います。

3 ． 専門科目履修系統図

4 ．  他学科の専門科目の履修

について

５．  他学部の相互履修制度に

ついて
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目
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合
科
目

外
国
語
科
目
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科
目
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程

Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 経営法学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 ビジネス法コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

─

法学Ⅰ 2 ◎ 必 修 科 目30単 位 を 含

め， 計34単位以上を修

得し な け ればな ら な

い。

法学Ⅱ 2 ◎

基礎経営法学 2 ◎

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ◎

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ◎

民事訴訟法Ⅰ 4 ◎

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際取引法Ａ Ⅰ 2 ●

国際取引法Ａ Ⅱ 2 ●

法律外国語Ａ Ⅰ 1 ●

法律外国語Ａ Ⅱ 1 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅱ 2 ●

経営学Ⅰ 2 ◎

経営学Ⅱ 2 ◎

マーケティ ング論Ⅰ 2 ◎

マーケティ ング論Ⅱ 2 ◎

簿記論Ⅰ 2 ●

簿記論Ⅱ 2 ●

会計学Ⅰ 2 ●

会計学Ⅱ 2 ●

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ● Ⅰ類よ り , 8 単位以上

を修得し なければなら

ない。

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

民事執行・ 保全法 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

Ⅱ
　
類

労働法Ⅰ 2 ● Ⅱ類より ， 8 単位以上

を修得し なければなら

ない。

労働法Ⅱ 2 ●

企業法務Ⅰ 2 ●

企業法務Ⅱ 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅱ
　
類

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

金融商品取引法Ⅰ 2 ●

金融商品取引法Ⅱ 2 ●

金融法Ⅰ 2 ●

金融法Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

税法ⅡＡ （ 所得税法） 2 ●

税法ⅡＢ （ 法人税法） 2 ●

税法ⅢＡ （ 資産税法） 2 ●

税法ⅢＢ （ 消費・ 諸税法） 2 ●

倒産法Ⅰ 2 ●

倒産法Ⅱ 2 ●

消費者法 2 ●

Ⅲ
　
類

外国法Ａ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ アジア） 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ アジア） 2 ●

国際契約法Ⅰ 2 ●

国際契約法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

国際経済法Ⅰ 2 ●

国際経済法Ⅱ 2 ●

国際取引法Ｂ Ⅰ 2 ●

国際取引法Ｂ Ⅱ 2 ●

国際税法Ⅰ 2 ●

国際税法Ⅱ 2 ●

国際民事紛争処理法 2 ●

国際仲裁 2 ●

法律外国語Ｂ Ⅰ 1 ●

法律外国語Ｂ Ⅱ 1 ●

Ⅳ
　
類

知的財産管理技能検定 2 ●

ビジネス著作権検定 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅱ 2 ●

知的財産政策 2 ●

産学連携と 知的財産 2 ●

イ ノ ベーショ ンと 知的財産 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅰ 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅱ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅳ
　
類

産業技術と 知財Ｂ （ 機械・ エネルギー） 2 ●

産業技術と 知財Ｃ （ バイ オ・ 環境化学） 2 ●

産業技術と 知財Ｄ （ エレ ク ト ロ ニク ス） 2 ●

知的財産英語 2 ●

Ⅴ
　
類

国際マーケティ ング論Ⅰ 2 ● Ⅴ類よ り , 20単位以上

を修得し なければなら

ない。

国際マーケティ ング論Ⅱ 2 ●

組織論Ⅰ 2 ●

組織論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅱ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

流通システム論Ⅰ 2 ●

流通システム論Ⅱ 2 ●

経営戦略論Ⅰ 2 ●

経営戦略論Ⅱ 2 ●

多国籍企業論Ⅰ 2 ●

多国籍企業論Ⅱ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅰ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅱ 2 ●

財務会計論Ⅰ 2 ●

財務会計論Ⅱ 2 ●

監査論Ⅰ 2 ●

監査論Ⅱ 2 ●

管理会計論Ⅰ 2 ●

管理会計論Ⅱ 2 ●

原価計算論Ⅰ 2 ●

原価計算論Ⅱ 2 ●

Ⅵ
類

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ 2 ●

人的資源管理論Ⅰ 2 ●

人的資源管理論Ⅱ 2 ●

労働事情 2 ●

経営情報システム論Ⅰ 2 ●

経営情報システム論Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

経営法学演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

経営法学演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 78単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 4 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 経営法学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 国際法務コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

─

法学Ⅰ 2 ◎ 必修科目を含め， 計36

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

法学Ⅱ 2 ◎

基礎経営法学 2 ◎

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ◎

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ◎

民事訴訟法Ⅰ 4 ◎

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ 2 ◎

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅱ 2 ◎

国際取引法Ａ Ⅰ 2 ◎

国際取引法Ａ Ⅱ 2 ◎

法律外国語Ａ Ⅰ 1 ◎

法律外国語Ａ Ⅱ 1 ◎

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅱ 2 ●

経営学Ⅰ 2 ◎

経営学Ⅱ 2 ◎

マーケティ ング論Ⅰ 2 ●

マーケティ ング論Ⅱ 2 ●

簿記論Ⅰ 2 ●

簿記論Ⅱ 2 ●

会計学Ⅰ 2 ●

会計学Ⅱ 2 ●

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ● Ⅰ類より ， 10単位以上

を修得し なければなら

ない。

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

民事執行・ 保全法 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

Ⅱ
　
類

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●

企業法務Ⅰ 2 ●

企業法務Ⅱ 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅱ
　
類

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

金融商品取引法Ⅰ 2 ●

金融商品取引法Ⅱ 2 ●

金融法Ⅰ 2 ●

金融法Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

税法ⅡＡ （ 所得税法） 2 ●

税法ⅡＢ （ 法人税法） 2 ●

税法ⅢＡ （ 資産税法） 2 ●

税法ⅢＢ （ 消費・ 諸税法） 2 ●

倒産法Ⅰ 2 ●

倒産法Ⅱ 2 ●

消費者法 2 ●

Ⅲ
　
類

外国法Ａ （ 英米） Ⅰ 2 ● Ⅲ類より ， 16単位以上

を修得し なければなら

ない。

外国法Ａ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ アジア） 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ アジア） 2 ●

国際契約法Ⅰ 2 ●

国際契約法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

国際経済法Ⅰ 2 ●

国際経済法Ⅱ 2 ●

国際取引法Ｂ Ⅰ 2 ●

国際取引法Ｂ Ⅱ 2 ●

国際税法Ⅰ 2 ●

国際税法Ⅱ 2 ●

国際民事紛争処理法 2 ●

国際仲裁 2 ●

法律外国語Ｂ Ⅰ 1 ●

法律外国語Ｂ Ⅱ 1 ●

Ⅳ
　
類

知的財産管理技能検定 2 ●

ビジネス著作権検定 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅱ 2 ●

知的財産政策 2 ●

産学連携と 知的財産 2 ●

イ ノ ベーショ ンと 知的財産 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅰ 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅱ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅳ
　
類

産業技術と 知財Ｂ （ 機械・ エネルギー） 2 ●

産業技術と 知財Ｃ （ バイ オ・ 環境化学） 2 ●

産業技術と 知財Ｄ （ エレ ク ト ロ ニク ス） 2 ●

知的財産英語 2 ●

Ⅴ
　
類

国際マーケティ ング論Ⅰ 2 ● Ⅴ類より ， 10単位以上

を修得し なければなら

ない。

国際マーケティ ング論Ⅱ 2 ●

組織論Ⅰ 2 ●

組織論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅱ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

流通システム論Ⅰ 2 ●

流通システム論Ⅱ 2 ●

経営戦略論Ⅰ 2 ●

経営戦略論Ⅱ 2 ●

多国籍企業論Ⅰ 2 ●

多国籍企業論Ⅱ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅰ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅱ 2 ●

財務会計論Ⅰ 2 ●

財務会計論Ⅱ 2 ●

監査論Ⅰ 2 ●

監査論Ⅱ 2 ●

管理会計論Ⅰ 2 ●

管理会計論Ⅱ 2 ●

原価計算論Ⅰ 2 ●

原価計算論Ⅱ 2 ●

Ⅵ
　
類

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ 2 ●

人的資源管理論Ⅰ 2 ●

人的資源管理論Ⅱ 2 ●

労働事情 2 ●

経営情報システム論Ⅰ 2 ●

経営情報システム論Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

経営法学演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

経営法学演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 80単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 2 単位以上を修得し なければ

なら ない。



− 119−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 経営法学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 知的財産コ ース】

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

─

法学Ⅰ 2 ◎ 必修科目を含め， 計34

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

法学Ⅱ 2 ◎

基礎経営法学 2 ◎

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ◎

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

民事訴訟法Ⅰ 4 ◎

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

国際取引法Ａ Ⅰ 2 ●

国際取引法Ａ Ⅱ 2 ●

法律外国語Ａ Ⅰ 1 ●

法律外国語Ａ Ⅱ 1 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ◎

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ◎

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ◎

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ◎

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅰ 2 ◎

知的財産法Ｄ （ 著作権） Ⅱ 2 ◎

経営学Ⅰ 2 ◎

経営学Ⅱ 2 ◎

マーケティ ング論Ⅰ 2 ●

マーケティ ング論Ⅱ 2 ●

簿記論Ⅰ 2 ●

簿記論Ⅱ 2 ●

会計学Ⅰ 2 ●

会計学Ⅱ 2 ●

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ● Ⅰ類より ， 8 単位以上

を修得し なければなら

ない。

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

民事執行・ 保全法 4 ●

刑事法Ⅰ 2 ●

刑事法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

Ⅱ
　
類

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●

企業法務Ⅰ 2 ●

企業法務Ⅱ 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●



− 120−

区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅱ
　
類

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

金融商品取引法Ⅰ 2 ●

金融商品取引法Ⅱ 2 ●

金融法Ⅰ 2 ●

金融法Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

税法ⅡＡ （ 所得税法） 2 ●

税法ⅡＢ （ 法人税法） 2 ●

税法ⅢＡ （ 資産税法） 2 ●

税法ⅢＢ （ 消費・ 諸税法） 2 ●

倒産法Ⅰ 2 ●

倒産法Ⅱ 2 ●

消費者法 2 ●

Ⅲ
　
類

外国法Ａ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ａ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ａ （ アジア） 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 英米） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅰ 2 ●

外国法Ｂ （ 独仏・ Ｅ U） Ⅱ 2 ●

外国法Ｂ （ アジア） 2 ●

国際契約法Ⅰ 2 ●

国際契約法Ⅱ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 私法系〕 Ｂ Ⅱ 2 ●

国際経済法Ⅰ 2 ●

国際経済法Ⅱ 2 ●

国際取引法BⅠ 2 ●

国際取引法Ｂ Ⅱ 2 ●

国際税法Ⅰ 2 ●

国際税法Ⅱ 2 ●

国際民事紛争処理法 2 ●

国際仲裁 2 ●

法律外国語Ｂ Ⅰ 1 ●

法律外国語Ｂ Ⅱ 1 ●

Ⅳ
　
類

知的財産管理技能検定 2 ● Ⅳ類より ， 16単位以上

を履修し なければなら

ない。

ビジネス著作権検定 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ｅ （ 関連条約） Ⅱ 2 ●

知的財産政策 2 ●

産学連携と 知的財産 2 ●

イ ノ ベーショ ンと 知的財産 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅰ 2 ●

産業技術と 知財Ａ （ ICT ・ コ ンテンツ） Ⅱ 2 ●
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区分

授　 業　 科　 目 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅳ
　
類

産業技術と 知財Ｂ （ 機械・ エネルギー） 2 ●

産業技術と 知財Ｃ （ バイ オ・ 環境化学） 2 ●

産業技術と 知財Ｄ （ エレ ク ト ロ ニク ス） 2 ●

知的財産英語 2 ●

Ⅴ
　
類

国際マーケティ ング論Ⅰ 2 ● Ⅴ類より ， 14単位以上

を修得し なければなら

ない。

国際マーケティ ング論Ⅱ 2 ●

組織論Ⅰ 2 ●

組織論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ ガバナンス論Ⅱ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

流通システム論Ⅰ 2 ●

流通システム論Ⅱ 2 ●

経営戦略論Ⅰ 2 ●

経営戦略論Ⅱ 2 ●

多国籍企業論Ⅰ 2 ●

多国籍企業論Ⅱ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅰ 2 ●

イ ノ ベーショ ン・ マネジメ ント Ⅱ 2 ●

財務会計論Ⅰ 2 ●

財務会計論Ⅱ 2 ●

監査論Ⅰ 2 ●

監査論Ⅱ 2 ●

管理会計論Ⅰ 2 ●

管理会計論Ⅱ 2 ●

原価計算論Ⅰ 2 ●

原価計算論Ⅱ 2 ●

Ⅵ
　
類

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ 2 ●

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ 2 ●

人的資源管理論Ⅰ 2 ●

人的資源管理論Ⅱ 2 ●

労働事情 2 ●

経営情報システム論Ⅰ 2 ●

経営情報システム論Ⅱ 2 ●
Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

経営法学演習Ⅰ 4 ○ Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

経営法学演習Ⅱ 4 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 80単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 2 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識
に基づく 高い倫理
観

〔 DP-1 〕
社会人と し て必要な教養と 社会科
学の知識を修得し ， 法令遵守の精
神と 高い倫理観に基づいて， 自ら
の使命・ 役割を果たすこ と ができ
る。

〔 CP-1 〕
・ 社会における法と 企業の役割を理解し 説明するこ と ができ る力を養成す

る。
・ 日本大学の学則に従っ て学生生活を 過ごすこ と ができ る 人材を 育成す

る。
・ 適切な言葉遣い， 態度， 行動をと るこ と ができる人材を育成する。
・ 他者の人格を尊重し ， 常に敬意を払っ て接するこ と ができ る人材を育成

する。

日本及び世界の社
会システムを理解
し 説明する力

〔 DP-2 〕
日本及び世界の法， 政治， 行政，
経済及びジャ ーナリ ズムの仕組み
と ， それが直面し ている問題を理
解し ， 説明するこ と ができ る。  

〔 CP-2 〕
・ 国内外の経営活動・ 企業活動の現状を理解し ， 経営と 法の視点から それ

ら の内容を分析し 説明するこ と ができる力を養成する。
・ 情報収集により 得た新し い知見を基に， 国内外の経営活動・ 企業活動を

めぐ る社会的問題について， 説明するこ と ができ る力を養成する。
・ 国内外の裁判手続及び裁判外紛争解決手段に関する基本的知識を身につ

け説明するこ と ができ る力を養成する。

論理的・ 批判的思
考力

〔 DP-3 〕
社会科学の基礎的知識を基に， 論
理的， 科学的， 合理的かつ批判的
な考察を通じ て， 新たな「 知」 の
創造に寄与するこ と ができ る。

〔 CP-3 〕
・ 国内外の経営活動・ 企業活動に必要な基礎的知識を 積極的に身につけ，

論理的かつ批判的に評価するこ と ができ る力を養成する。
・ 国内外の経営活動・ 企業活動に関する倫理的問題を把握し ， 倫理的原則

に基づいてビジネスプラ ンを立案するこ と ができ る力を養成する。
・ 常に学問に対し て前向き な姿勢を忘れず， 生涯にわたり 向上を図るこ と

ができ る人材を育成する。
・ 国内外の経営活動・ 企業活動の基礎的知識を身につけ， 新たな知見と イ

ノ ベーショ ンを生みだすこ と ができ る力を養成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕
社会・ 共同体のさ まざまな営みに
自ら 積極的にかかわる中で， 事象
を 注意深く 観察し て 問題を 発見
し ， 解決策を提案するこ と ができ
る。

〔 CP-4 〕
・ 国内外の経営活動・ 企業活動における経営と 法に関する体系的知識を修

得し ， 実務的観点に立っ て問題を解決するこ と ができ る力を養成する。
・ 国内外の経営活動・ 企業活動における経営と 法に関する基礎的知識に基

づいて， 事業が直面し う る問題点を評価し ， その改善計画を立案するこ
と ができ る力を養成する。

・ 国内外の経営活動・ 企業活動における経営と 法に関する情報を収集・ 分析
し ，得ら れた情報をも と に問題点を抽出するこ と ができる力を養成する。

・ 国内外の経営活動・ 企業活動について，経営と 法の視点から みた問題点
に共通する事象を抽出・ 発見し ， 列挙するこ と ができ る力を養成する。

挑戦力 〔 DP-５〕
法規範をはじ めと する社会システ
ムに関する専門的知識を基に， あ
き ら めない気持ちをも っ て， より
良い社会・ 共同体の創造に果敢に
挑戦するこ と ができ る。

〔 CP-５〕
・ 最新の国内外の経営活動・ 企業活動における問題点に関する知識を修得

し ， 未来を見据え自ら が取り 組むべき課題を探求するこ と ができる力を
養成する。

コ ミ ュ ニケーショ
ン力

〔 DP-6 〕
多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれ
た他者の気質， 感性及び価値観を
理解・ 尊重し ， 社会・ 共同体の中
で積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを
実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と
ができ る。

〔 CP-6 〕
・ 国内外の経営活動・ 企業活動に参加し た際に直面する課題について， ど

のよう に対応すべきかを具体的に述べ， 実践するこ と ができ る人材を育
成する。

・ 世界に発信でき る語学力を身につけ， コ ミ ュ ニケーショ ン能力を高める
こ と ができる力を養成する。

・ 国内外の経営活動・ 企業活動の発展に貢献するこ と の必要性を 理解し ，
自ら の考えを述べるこ と ができ る力を養成する。

リ ーダーシッ プ・
協働力

〔 DP-7 〕
社会・ 共同体のさ まざまな活動に
おいて， より 良い成果を上げるた
めに， お互いを尊重し ， 自ら すす
んで協働すると と も に， リ ーダー
と し て協働者の力を引き 出し ， そ
の活躍を支援するこ と ができ る。

〔 CP-7 〕
・ 国内外の経営活動・ 企業活動における協働プロジェ ク ト を実践するため

に， 外部の協働事業者と の信頼関係を形成するこ と ができ る力を養成す
る。

・ 経営強化と 予防法務に貢献する者と し て， 幅広い教養と 豊かな感性を身
につけるこ と ができる人材を育成する。

省察力 〔 DP-8 〕
他者から の評価を 謙虚に受け止
め， 自己の活動がより 良い社会・
共同体の創造に貢献するこ と がで
き たかを振り 返るこ と により ， 生
涯にわたり ， 社会人と し ての自己
を高めるこ と ができ る。

〔 CP-8 〕
・ 他者や専門職から の助言を受け容れ， 自己学習への意欲を高め， 生涯に

わたっ て向上を図るこ と の必要性と 方法を説明するこ と ができ る力を養
成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針

〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

経営法学科　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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発
展

的
な

内
容

ま
で

包
括

的
に

学
ぶ

こ
と

で
，

ビ
ジ

ネ
ス

の
現

場
に

お
け

る
問

題
を

発
見

し
，

そ
の

解
決

策
を

探
る

能
力

を
養

う
こ

と
が

で
き

る
。

社
会

政
策

論
や

，
IT

，
金

融
，

国
内

外
の

経
済

，
メ

デ
ィ

ア
な

ど
に

つ
い

て
学

ぶ
領

域
。

い
ず

れ
も

現
代

の
企

業
経

営
に

深
く

影
響

す
る

科
目

群
で

あ
る

。
ビ

ジ
ネ

ス
の

現
場

で
必

要
と

な
る

情
報

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

知
識

，
リ

サ
ー

チ
ス

キ
ル

，
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

力
を

身
に

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

国
際

取
引

法
を

中
心

に
国

際
法

務
に

関
連

す
る

専
門

科
目

を
学

ぶ
領

域
。

国
際

法
務

コ
ー

ス
に

お
い

て
履

修
の

軸
と

な
る

科
目

群
で

あ
る

。
様

々
な

国
・

地
域

の
法

を
中

心
に

国
際

取
引

に
つ

い
て

幅
広

い
知

識
を

身
に

つ
け

，
国

境
を

越
え

た
法

律
問

題
を

理
解

・
解

決
す

る
た

め
の

紛
争

解
決

手
段

，
さ

ら
に

は
グ

ロ
ー

バ
ル

な
ビ

ジ
ネ

ス
の

現
場

に
お

け
る

問
題

の
発

見
・

解
決

の
た

め
の

専
門

知
識

を
身

に
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。

知
的

財
産

法
を

中
心

と
す

る
専

門
科

目
を

学
ぶ

領
域

。
知

的
財

産
コ

ー
ス

に
お

い
て

履
修

の
軸

と
な

る
科

目
群

で
あ

る
。

今
日

の
企

業
経

営
に

お
い

て
重

要
視

さ
れ

る
知

的
財

産
に

関
す

る
法

律
や

実
務

を
重

点
的

に
学

修
す

る
こ

と
で

，
ビ

ジ
ネ

ス
に

お
け

る
知

的
財

産
戦

略
の

問
題

を
発

見
し

，
解

決
す

る
た

め
の

力
を

養
う

こ
と

が
で

き
る

。

六
法

お
よ

び
そ

の
他

の
法

律
を

学
ぶ

領
域

。
経

営
法

学
科

に
お

け
る

学
び

の
基

本
と

な
る

知
識

を
身

に
つ

け
る

こ
と

が
で

き
る

科
目

群
で

あ
る

。
日

本
の

主
要

な
法

の
体

系
を

学
ぶ

こ
と

で
，

日
本

社
会

に
お

け
る

企
業

経
営

の
あ

り
方

を
理

解
し

，
ま

た
背

後
に

潜
む

問
題

を
発

見
す

る
た

め
の

基
礎

力
を

養
う

こ
と

が
で

き
る

。
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Ⅰ
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Ⅱ
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Ⅱ
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公共政策学科専門科目の学修

【 行政職課程】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 26単位

Ⅵ群 専門展開科目 44単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 10単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 2 単位

【 公安・ 自治体コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 26単位

Ⅵ群 専門展開科目 40単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 8 単位

【 公共・ 公益マネジメ ント コ ース】

卒業に必要な最低単位数 124単位

Ⅰ群 共通科目 6 単位

Ⅱ群 総合科目 20単位

Ⅲ群
必修外国語 8 単位

選択必修外国語 6 単位

Ⅳ群 体育・ 健康科目 2 単位

Ⅴ群 専門基幹科目 26単位

Ⅵ群 専門展開科目 40単位

Ⅶ群 専門演習関連科目 8 単位

Ⅰ群から Ⅶ群までの中から 選択する科目 8 単位

現代社会においては， 時代が直面し ている課題を適切に把握・ 認識し ， その対応

策を構築， 評価できる高度な能力が， 公務員および民間企業で働く 者に広く 求めら

れています。 公共政策学科で取り 扱う 公共の概念は， いわゆる「 新し い公共」 の概

念です。 今日，「 公共」 概念の拡大， 官民の役割分担・ 領域の変化， Ｎ Ｐ Ｏ を はじ

めと する公共部門で活躍する新し いアク タ ーの登場や民間セク タ ーの台頭， 諸種の

アク タ ー間での新たなネッ ト ワーク の構築などと いっ た社会システムの変容が見ら

れます。

そこ で， 公共政策学科では， 公共政策学に加え行政学， 法律学， 政治学， 経済学

の知識を基礎と し て， 公共に関わる分野， 国および地方自治体の機能， 政策の分析

方法・ 技法に関する知識・ 理解の上に， 公共政策の立案や政策の効果を分析する能

１． 公共政策学科の卒業に必

要な最低単位数

２． 公共政策学科の目的
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共
通
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国
語
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育
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法
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政
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営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

力を養成し ます。 すでに公務員をはじ めと し て， さ まざまな分野における公共政策

に係る優秀な人材を多数輩出し ています。 こ れら の高い実績を踏まえ， 公共政策学

科は将来， 国およ び地方の行政組織で活躍する 公務員， 民間企業や「 新し い公共」

の担い手と なる諸団体（ Ｎ Ｐ Ｏ 法人， 福祉団体， 学校・ 教育機関などの非営利団体

や民間企業） でリ ーダーシッ プを発揮でき る人材を引き 続き養成， 輩出し ていき ま

す。

公共政策学科では， 政治・ 外交と いっ た「 国家レベル」 から 福祉と いっ た「 生活

レ ベル」 まで， 幅広い視野で社会を分析し ， 行政学， 法律学， 政治学， 経済学の視

点から 問題を提起し ， 解決し う る能力を涵養し ます。

国家公務員については， 法律の知識を基礎に政策形成能力を身に付けながら ， 各

省庁の幹部職員， 地方出先機関の幹部職員と し て活躍でき る人材を育成し ていき ま

す。

地方公務員については， 地方分権が進展するなかで， こ れまでにも 増し て地域に

おける課題を的確にと ら え， こ れを政策に高め， 主体的に実践するこ と が求めら れ

ます。 こ のよう な状況の下で法律学の知識を基礎に政策形成能力・ 政策遂行能力を

有し て， 地方自治体の幹部職員と し て活躍する こ と のでき る 人材を 育成し ていま

す。

民間企業や諸団体に関し ては， 各分野の公共政策の意義を的確にと ら えると と も

に， 当該政策を最も 効率的に実践するこ と のでき る人材を育成し ています。

上に掲げたよう な人材の育成のために， 公共政策学科では， 行政学， 法律学， 政

治学， 経済学関連の専門講義科目のほか， 演習科目， 行政実務演習科目等を 開講

し ， き めこ まかな教育を 基本に， 実務に直結する 政策形成能力を 有し た学士（ 法

学） を養成する科目群を配当し ています。

配当科目は以下のよう な考え方で構成さ れています。

Ⅴ群Ⅰ・ Ⅱ類では， 公務員， 公共に関わる民間企業および非営利団体等の職員と

し て， 必須と なる基幹的知識を修得するため， 各コ ースに必修科目・ 選択必修科目

を設置し 体系的な知識の修得に配慮し ています。 具体的には， 基幹的必修科目と 選

択必修科目， さ ら にその他の選択科目でカ リ キュ ラ ムを構成し ています。

「 公安・ 自治体コ ース」 や「 公共・ 公益マネジメ ン ト コ ース」 では， 公共政策に

関する 総合的視点や， 関心に応じ て幅広く 学修する 機会を 提供する こ と を 重視し，

「 行政職課程」 に比べて， 必修科目数を やや少なく し ています。 一方，「 行政職課

程」 においては， より 専門性に特化すると いう 観点から ， 行政関連の諸科目を必修

あるいは選択必修と し て， 体系的なカ リ キュ ラ ムを構成し ています。

Ⅵ群Ⅰ・ Ⅱ類では， 政策に関する知識の修得と 応用能力を修得するために， さ ま

ざまな分野の政策に関する科目を配当し ています。 いずれも 選択必修科目あるいは

選択科目と し て， 学生の関心に応じ た履修を可能にし ています。

Ⅵ群Ⅲ類では， 政治学および経済学に関する科目を配当し ています。

Ⅵ群Ⅳ類では， 法律学に関する科目を配当し ていますが， 公安関係や厚生労働行

政に職を求める学生のニーズに応えて， その関連科目を配当し ています。

Ⅶ群では， より 高い専門能力や応用能力を修得するために演習科目， 行政実務演

習， ゼミ ナールを配当し ています。

３． 公共政策学科の学修
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 公共政策学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 行政職課程】

区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

行政学Ⅰ 2 ◎ Ⅰ類より ， 必修科目 4

単位を含め， 計 8 単位

以上を修得し なければ

なら ない。

行政学Ⅱ 2 ◎

経営学Ⅰ 2 ●

経営学Ⅱ 2 ●

政治学Ⅰ 2 ●

政治学Ⅱ 2 ●

経済学Ⅰ 2 ●

経済学Ⅱ 2 ●

法学Ⅰ 2 ●

Ⅱ
　
類

公共政策論 2 ◎ Ⅱ類より ， 必修科目 4

単位， 選択必修科目か

ら 8 単位を含め， 計18

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

公共政策基礎演習 2 ◎

地方自治論Ⅰ 2 ○

地方自治論Ⅱ 2 ○

社会保障論Ⅰ 2 ●

社会保障論Ⅱ 2 ●

社会政策論Ⅰ 2 ●

社会政策論Ⅱ 2 ●

現代行政論Ⅰ 2 ●

現代行政論Ⅱ 2 ●

会計学Ⅰ 2 ●

会計学Ⅱ 2 ●

人的資源管理論Ⅰ 2 ●

人的資源管理論Ⅱ 2 ●

経営情報システム論Ⅰ 2 ●

経営情報システム論Ⅱ 2 ●

行政管理論 2 ○

行政組織論 2 ○

行政広報論 2 ○

政策過程論 2 ○

政策評価論 2 ○

政策法務論 2 ○

比較行政論 2 ○

公務員制度論 2 ○

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論 2 ○

福祉契約論 2 ○

公共経営論 2 ○

経営管理論 2 ●

経営組織論 2 ●

社会情報システム論 2 ○

労働事情 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ●

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

福祉政策 2 ● Ⅰ類より ， 10単位以上

を修得し なければなら

ない。

教育政策 2 ●

都市政策 2 ●

地域政策 2 ●

環境政策 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

農業政策 2 ●

警察政策 2 ●

情報通信政策 2 ●

運輸政策 2 ●

観光政策 2 ●

防衛政策 2 ●

消防政策 2 ●

Ⅱ
　
類

行政管理研究 2 ○ Ⅱ類より ， 選択必修科

目から 2 単位以上を含

め， 計 8 単位以上を修

得し な け ればな ら な

い。

行政組織研究 2 ○

行政広報研究 2 ○

社会情報システム研究 2 ○

経営分析論 2 ●

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ●

犯罪心理学 2 ●

政策研究 2 ●

西洋社会福祉事業史 2 ●

日本社会福祉事業史 2 ●

Ⅲ
　
類

政治学原論 2 ● Ⅲ類より ， 14単位以上

を修得し なければなら

ない。

現代政治理論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

西洋政治思想史Ⅰ 2 ●

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治史Ⅰ 2 ●

日本政治史Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

政治制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国際政治学Ⅰ 2 ●

国際政治学Ⅱ 2 ●

国際関係論Ⅰ 2 ●

国際関係論Ⅱ 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ●



− 128−

区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

地方財政論Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

Ⅳ
　
類

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎ Ⅳ類より ， 必修科目 4

単位を含め， 計12単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●

刑法Ⅰ 4 ●

刑法Ⅱ 4 ●

刑事政策Ⅰ 2 ●

刑事政策Ⅱ 2 ●

少年法Ⅰ 2 ●

少年法Ⅱ 2 ●

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ●

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ●

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

社会保障法Ⅰ 2 ●

社会保障法Ⅱ 2 ●

法医学Ⅰ 2 ●

法医学Ⅱ 2 ●

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

行政実務演習 2 ◎ Ⅶ群より ， 必修科目 2

単位を含め， 計10単位

以上を修得し なければ

なら ない。

公共政策実践演習Ⅰ 2 ○

公共政策実践演習Ⅱ 2 ○

公共政策応用演習Ⅰ 2 ○

公共政策応用演習Ⅱ 2 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 80単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 2 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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⑴　 行政職課程の選択指針

行政職課程は， より 難関な公務員試験に合格し ， 将来幹部職員と し て職に就こ う と する学生の皆さ んを対象と す

る特別な課程です。

行政職課程は， 国家公務員総合職試験， 地方公務員上級試験等の合格を目標と する学生に対し ， 試験合格のみな

ら ず， 採用後も 有益と なり 得る知識の修得を目的と し ています。 すなわち， 法律学の基礎知識と と も に， 政策形成

能力を持ち， 公共の課題を解決する手法・ 手続をめぐ る法務に精通し ， 制度設計に関する能力をも 備えた人材を養

成するこ と を目的と し ています。

一口に公務員と いっ ても その種類は多く ， また試験内容も 異なるので， 自ら が志望する公務員の仕事の内容， 給

与（ 俸給）， 勤務地， 勤務条件等の諸条件を 詳細に調べ， 職種を決定し ， 自分が志望する試験の準備のため， 1 年

次より 計画的に勉強をすすめていく こ と が必要と なり ます。 参考までに， 行政職課程の学生に関係する主な公務員

試験は次のと おり です。

国家公務員総合職（ 政治・ 国際， 法律， 経済， 教養） 各都道府県上級（ Ⅰ類）

国家公務員一般職（ 行政） 政令指定都市大卒程度

衆議院事務局Ⅰ種・ Ⅱ種 参議院事務局Ⅰ種・ Ⅱ種

国立国会図書館職員Ⅰ種・ Ⅱ種 裁判所事務官Ⅰ種・ Ⅱ種

なる べく 早い段階で試験内容（ 基礎能力試験， 専門試験多肢選択式・ 記述式， 試験科目等） や合格水準を 熟知

し ， 試験対策をおこ なう こ と が合格への近道です。 そのためには， 1 年次に， 総合科目や外国語， 専門基幹科目で

ある公共政策論， 行政学， それに憲法Ａ ・ Ｂ などいく つかの専門科目を履修し ， 教養科目および専門科目の基礎学

力を身につけるこ と が必要です。 2 年次以降は， 行政科目を中心に法律， 政治， 経済の各科目を履修し ， 試験に合

格でき る実力と ， 公務員と し ての資質や応用力を養う こ と も 求めら れます。 Ⅴ群Ⅰ類では， 行政学を必ず履修する

ほか行政系科目等の理論を修得し ます。 Ⅱ類では， 公共政策論， 公共政策基礎演習（ コ ースごと に指定さ れている

時限） を必ず履修し ， 関心のある選択必修科目を履修する必要があり ます。 また， Ⅵ群Ⅰ類の各種政策系科目やⅡ

類の各種研究科目などを履修し ， Ⅶ群の演習科目で専門性を深めます。 Ⅲ類およびⅣ類の政治・ 経済系の科目や法

律系の科目についても ， 受験する公務員試験や， 自ら の学問関心に合わせて履修すると よいでし ょ う 。 3 年次に，

必修科目である行政実務演習で現場体験するこ と は， 職業意識や採用試験の合格へのモチベーショ ンを高めるう え

で有効です。 そのほか， 3 年次には専門科目の応用力を身に付けるのに役に立つゼミ ナールがはじ まり ます。 ゼミ

ナールの入室試験は， 例年 2 年次の11月に実施さ れるので， それまでに自分の専攻し たい分野を考えておく こ と も

必要なこ と です。

また， 政経研究所には行政科研究室が設置さ れ， 入室登録し た学生に年間を通じ て受験指導を 実施し ています。

加えて， 法学部や大学本部それぞれが公務員試験課外講座を開設し ているので大いに利用すべき でし ょ う 。

次に行政職課程の学生のための専門科目履修モデルを掲げておきますので， 専門科目履修時に参考と し てく ださ

い。 なお， 各学年の履修登録においては， 履修上限単位数（ 各学期23単位， 各学年46単位） が定めら れている の

で， 履修モデルに掲げた科目のなかから 上限単位数の範囲内で適宜選択するこ と になり ます。



− 131−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

〈 参考〉

国家公務員総合職受験モデル（ 専門試験： 政治・ 国際）

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

公共政策論

法学Ⅰ

政治学Ⅰ・ Ⅱ

経済学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

経営学Ⅰ・ Ⅱ

公共政策基礎演習

行政学Ⅰ・ Ⅱ

心理学Ⅰ・ Ⅱ

教育学Ⅰ・ Ⅱ

社会政策論Ⅰ・ Ⅱ

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

公務員制度論

社会情報システム論

政治学原論

マク ロ経済学Ⅰ

行政法Ⅰ

民法Ⅰ

民法Ⅱ

民法Ⅳ

民法Ⅴ

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

行政管理論

行政組織論

政策過程論

行政法Ⅱ

地方自治法Ⅰ・ Ⅱ

行政実務演習

行政広報論

比較行政論

地域政策

ゼミ ナール， 公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

公務員試験受験科目に応じ て 2 ， 3 年次で選択履修

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ， 政治哲学， 日本政治思想史Ⅰ・ Ⅱ， 西洋政

治思想史Ⅰ・ Ⅱ， 国際文化論， 国際政治学Ⅰ・ Ⅱ， 国際関係論

Ⅰ・ Ⅱ， 経済思想史Ⅰ・ Ⅱ， 経済史， 財政学Ⅰ・ Ⅱ， 公共経済

学Ⅰ・ Ⅱ， 国際経済論Ⅰ・ Ⅱ， 国際金融論Ⅰ・ Ⅱ， 経済政策

論， 国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ， Ａ Ⅱ

第 1 次試験

・ 基礎能力試験（ 多肢選択式）

知能分野27題： 文章理解⑪， 判断・ 数的推理（ 資料解釈を含む。） ⑯

知識分野13題： 自然・ 人文・ 社会⑬（ 時事を含む。）

・ 専門試験（ 多肢選択式）

48題出題　 40題解答

必須問題： 政治学・ 国際関係⑩， 憲法・ 行政法⑩， 民法（ 担保物権， 親族及び相続を除く 。） ③， 経済学・ 財政学⑥， 経済政策③

の計32題

選択問題： 次の選択Ａ ， Ｂ （ 各 8 題） から 一つを選択。 選択Ａ 　 政治学・ 行政学⑧， 選択Ｂ 　 国際関係・ 国際法⑧

第 2 次試験

専門試験（ 記述式）

選択問題　 3 題： 次の 6 科目から 3 科目選択

政治学， 行政学， 憲法， 国際関係， 国際法， 公共政策（ 2 題）

（ 注）　 公共政策を含む選択をする場合にあっ ては， 2 科目又は 3 科目

政策論文試験

人物試験

＊　 なお， 試験科目は変更さ れるこ と があるので， 人事院の発表に注意する必要がある。
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地方公務員上級試験等受験モデル

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

公共政策論

法学Ⅰ

政治学Ⅰ・ Ⅱ

経済学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

経営学Ⅰ・ Ⅱ

公共政策基礎演習

行政学Ⅰ・ Ⅱ

心理学Ⅰ・ Ⅱ

教育学Ⅰ・ Ⅱ

公務員制度論

政治学原論

日本政治史Ⅰ・ Ⅱ

西洋政治史Ⅰ・ Ⅱ

国際文化論

マク ロ経済学Ⅰ

経済史

刑法Ⅰ

行政法Ⅰ

民法Ⅰ

民法Ⅱ

民法Ⅳ

商法Ⅰ

税法Ⅰ

知的財産権法Ａ Ⅰ

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

政策法務論

政策評価論

行政管理論

行政組織論

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

社会政策論Ⅰ・ Ⅱ

地域政策

公共経済学Ⅰ・ Ⅱ

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ

社会情報システム論

国際政治学Ⅰ・ Ⅱ

国際関係論Ⅰ・ Ⅱ

財政学Ⅰ・ Ⅱ

国際経済論Ⅰ・ Ⅱ

行政法Ⅱ

地方自治法Ⅰ・ Ⅱ

民法Ⅲ

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ

行政実務演習

行政広報論

比較行政論

労働事情

人的資源管理論Ⅰ・ Ⅱ

地方財政論Ⅰ・ Ⅱ

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論

ゼミ ナール， 公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

試験科目については受験する都道府県， 政令指定都市の人事委員会の発表に注意する必要がある。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 公共政策学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 公安・ 自治体コ ース】

区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

行政学Ⅰ 2 ○ Ⅰ類より ， 選択必修科

目 4 単位を含め， 計 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

行政学Ⅱ 2 ○

経営学Ⅰ 2 ○

経営学Ⅱ 2 ○

政治学Ⅰ 2 ●

政治学Ⅱ 2 ●

経済学Ⅰ 2 ●

経済学Ⅱ 2 ●

法学Ⅰ 2 ●

Ⅱ
　
類

公共政策論 2 ◎ Ⅱ類より ， 必修科目 4

単位， 選択必修 8 単位

を含め， 計18単位以上

を修得し なければなら

ない。

公共政策基礎演習 2 ◎

地方自治論Ⅰ 2 ○

地方自治論Ⅱ 2 ○

社会保障論Ⅰ 2 ○

社会保障論Ⅱ 2 ○

社会政策論Ⅰ 2 ○

社会政策論Ⅱ 2 ○

現代行政論Ⅰ 2 ○

現代行政論Ⅱ 2 ○

会計学Ⅰ 2 ○

会計学Ⅱ 2 ○

人的資源管理論Ⅰ 2 ○

人的資源管理論Ⅱ 2 ○

経営情報システム論Ⅰ 2 ○

経営情報システム論Ⅱ 2 ○

行政管理論 2 ●

行政組織論 2 ●

行政広報論 2 ●

政策過程論 2 ●

政策評価論 2 ●

政策法務論 2 ●

比較行政論 2 ●

公務員制度論 2 ●

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論 2 ●

福祉契約論 2 ●

公共経営論 2 ○

経営管理論 2 ○

経営組織論 2 ○

社会情報システム論 2 ○

労働事情 2 ○

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ○

Ⅵ
群（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

福祉政策 2 ● Ⅰ類より ， 選択必修科

目 4 単位を含め， 計10

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

教育政策 2 ●

都市政策 2 ○

地域政策 2 ○
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

環境政策 2 ●

農業政策 2 ●

警察政策 2 ○

情報通信政策 2 ●

運輸政策 2 ●

観光政策 2 ●

防衛政策 2 ●

消防政策 2 ○

Ⅱ
　
類

行政管理研究 2 ● Ⅱ類より ， 選択必修 2

単位を含め， 計 8 単位

以上を修得し なければ

なら ない。

行政組織研究 2 ●

行政広報研究 2 ●

社会情報システム研究 2 ○

経営分析論 2 ○

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ○

犯罪心理学 2 ●

政策研究 2 ●

西洋社会福祉事業史 2 ●

日本社会福祉事業史 2 ●

Ⅲ
　
類

政治学原論 2 ● Ⅲ類より ， 12単位以上

を修得し なければなら

ない。

現代政治理論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

西洋政治思想史Ⅰ 2 ●

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治史Ⅰ 2 ●

日本政治史Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

政治制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国際政治学Ⅰ 2 ●

国際政治学Ⅱ 2 ●

国際関係論Ⅰ 2 ●

国際関係論Ⅱ 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●

公共経済学Ⅱ 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

地方財政論Ⅰ 2 ●

地方財政論Ⅱ 2 ●

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

Ⅳ
　
類

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎ Ⅳ類より ， 必修科目 4

単位を含め， 計10単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●

刑法Ⅰ 4 ●

刑法Ⅱ 4 ●

刑事政策Ⅰ 2 ●

刑事政策Ⅱ 2 ●

少年法Ⅰ 2 ●

少年法Ⅱ 2 ●

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ●

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ●

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

社会保障法Ⅰ 2 ●

社会保障法Ⅱ 2 ●

法医学Ⅰ 2 ●

法医学Ⅱ 2 ●

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

行政実務演習 2 ● Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

公共政策実践演習Ⅰ 2 ○

公共政策実践演習Ⅱ 2 ○

公共政策応用演習Ⅰ 2 ○

公共政策応用演習Ⅱ 2 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 74単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 8 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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⑵　 公安・ 自治体コ ースの選択指針

公安・ 自治体コ ースの目的は， 公共政策を客観的に評価・ 分析し ， 活用・ 応用でき る能力を備えた， 実務に強い

人材を育成するこ と です。

本コ ースは， 地方自治体の職員（ 警察官， 消防官， 教員も 含む） をはじ めと し た地域社会のリ ーダーと し て活躍

できる人材を育成し ます。

し たがっ て， 本コ ースでは特定の領域に限定さ れず， 多様な分野を学ぶこ と が可能です。 幅広い知識と 視野を身

につけるため， 専門科目履修表のと おり 公共政策学科には行政から 経営， 政治， 経済， 法律など広範な分野に及ぶ

多彩な科目が開講さ れていますが， 本コ ースの学生は比較的自由に履修科目を選択でき ます。

こ れら の中から ， 学生自身が興味のある分野， 専門と し たい領域を絞り 込み， 主体的に履修科目を構成でき るの

が特長と いえます。 たと えば， 公安， 労働， 教育， 環境， まちづく り ， 国際など専門分野にでき る領域は数多く あ

り ます。

第 1 学年では， 総合科目や外国語のほか， 一部の専門科目を履修し ながら 教養を高め， 基礎能力を身につけてお

き ， 第 2 学年以降で， 行政あるいは経営， 政治， 経済， 法律の各科目を履修するこ と によっ て， 本格的に専門的能

力を高めていき ます。 ある程度の専門分野が絞り 込めたら ， あるいは専門領域を絞り 込むために， Ⅵ群Ⅰ類の各種

政策系科目やⅡ類の研究科目を履修し ， Ⅶ群の演習科目で専門性を深めます。 さ ら に関連するゼミ ナールに入室し

て， 応用力を みがく こ と も 必要です。 また， 国や地方自治体での行政実務演習（ イ ン タ ーン シッ プ， ボラ ン ティ

ア） も 役に立ちます。

なお， 公務員と し て公共の分野で活躍するためには， 地方自治法はも ちろん， 憲法， 民法， 商法， 労働法などの

法律知識（ Ⅵ群Ⅳ類） が不可欠であるこ と を忘れてはなり ません。 こ れが， 法学部に公共政策学科が設置さ れた理

由です。 また， 今後は民間の経営管理手法が，「 新し い公共」 分野においても 確実に重視さ れます。 行政管理のほ

か， 経営管理的能力， 計数能力， 語学力， 情報リ テラ シーなどについて幅広く 学修し ， 身につける必要があるこ と

も ， 履修にあたっ て認識すべき です。 こ う し て 4 年間の充実し た学生生活により ， 視野の広い国際感覚にも あふれ

た人材に成長するこ と が期待さ れます。

次に， 公安・ 自治体コ ースの専門科目履修モデルを掲げておく ので， 参考にし てく ださ い。 なお，「 標準モデル」

については科目をやや多く 提示し てあり ます。 履修登録にあたっ ては， 専門科目以外も 含めた履修上限単位数（ 各

学期23単位， 各学年46単位） の範囲内で， 時間割表上の可能性も 考慮し ながら 選択する必要があり ます。
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〈 参考〉

公安・ 自治体コ ース標準モデル

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

公共政策論

公共政策基礎演習

法学Ⅰ

経済学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

経営学Ⅰ・ Ⅱ

憲法Ａ ・ Ｂ

行政学Ⅰ・ Ⅱ

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ

会計学Ⅰ・ Ⅱ

公共経営論

経営管理論

経営組織論

社会情報システム論

労働事情

○○政策（ Ⅵ群Ⅰ類の各種政策科目）

経済史

財政学Ⅰ・ Ⅱ

地方自治法Ⅰ・ Ⅱ

民法Ⅰ

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

社会政策論Ⅰ・ Ⅱ

人的資源管理論Ⅰ・ Ⅱ

政策過程論

政策評価論

経営情報システム論Ⅰ・ Ⅱ

経営分析論

○○政策（ Ⅵ群Ⅰ類の各種政策科目）

公共経済学Ⅰ・ Ⅱ

商法Ⅰ

労働法Ⅰ・ Ⅱ

政策研究

公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

政策法務論

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論

○○政策（ Ⅵ群Ⅰ類の各種政策科目）

地方財政論Ⅰ・ Ⅱ

国際経済論Ⅰ・ Ⅱ

経済政策論

経済行政法Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

警察官受験モデル

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

公共政策論

公共政策基礎演習

法学Ⅰ

政治学Ⅰ・ Ⅱ

経済学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

憲法Ａ ・ Ｂ

行政学Ⅰ・ Ⅱ

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

政策過程論

社会情報システム論

都市政策

政治学原論

行政法Ⅰ

地方自治法Ⅰ・ Ⅱ

刑法Ⅰ

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

人的資源管理論Ⅰ・ Ⅱ

行政管理論

行政組織論

政策評価論

少年法Ⅰ・ Ⅱ

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論

地域政策

警察政策

刑法Ⅱ

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ

政策研究

刑事政策Ⅰ・ Ⅱ

公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

行政広報論

地方財政論Ⅰ・ Ⅱ

経済行政法Ⅰ・ Ⅱ

法医学Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

市町村職員受験モデル

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

公共政策論

公共政策基礎演習

法学Ⅰ

政治学Ⅰ・ Ⅱ

経済学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

憲法Ａ ・ Ｂ

行政学Ⅰ・ Ⅱ

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

政策過程論

公共経営論

社会情報システム論

都市政策

地域政策

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ

行政法Ⅰ

地方自治法Ⅰ・ Ⅱ

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

社会政策論Ⅰ・ Ⅱ

人的資源管理論Ⅰ・ Ⅱ

行政管理論

行政組織論

政策評価論

政策法務論

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論

環境政策

観光政策

行政法Ⅱ

政策研究

行政実務演習

公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

行政広報論

地方財政論Ⅰ・ Ⅱ

経済政策論

経済行政法Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

こ のモデルは市役所レベルの試験を想定し ているが， 各地方自治体によっ て試験の内容は異なるので， 受験希望の自治体に問い合

わせる必要がある。
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Ⅴ・ Ⅵ・ Ⅶ群　 公共政策学科専門科目履修表（ ◎印＝必修科目　 ○印＝選択必修科目　 ●印＝選択科目）

【 公共・ 公益マネジメ ント コ ース】

区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅴ
群
（
専
門
基
幹
科
目
）

Ⅰ
　
類

行政学Ⅰ 2 ○ Ⅰ類より ， 必修科目 2

単位， 選択必修 2 単位

を含め， 計 8 単位以上

を修得し なければなら

ない。

行政学Ⅱ 2 ○

経営学Ⅰ 2 ◎

経営学Ⅱ 2 ○

政治学Ⅰ 2 ●

政治学Ⅱ 2 ●

経済学Ⅰ 2 ●

経済学Ⅱ 2 ●

法学Ⅰ 2 ●

Ⅱ
　
類

公共政策論 2 ◎ Ⅱ類より ， 必修科目 4

単位， 選択必修科目 8

単位を含め， 計18単位

以上を修得し なければ

なら ない。

公共政策基礎演習 2 ◎

地方自治論Ⅰ 2 ○

地方自治論Ⅱ 2 ○

社会保障論Ⅰ 2 ○

社会保障論Ⅱ 2 ○

社会政策論Ⅰ 2 ○

社会政策論Ⅱ 2 ○

現代行政論Ⅰ 2 ○

現代行政論Ⅱ 2 ○

会計学Ⅰ 2 ○

会計学Ⅱ 2 ○

人的資源管理論Ⅰ 2 ○

人的資源管理論Ⅱ 2 ○

経営情報システム論Ⅰ 2 ○

経営情報システム論Ⅱ 2 ○

行政管理論 2 ●

行政組織論 2 ●

行政広報論 2 ●

政策過程論 2 ●

政策評価論 2 ●

政策法務論 2 ●

比較行政論 2 ●

公務員制度論 2 ●

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論 2 ○

福祉契約論 2 ○

公共経営論 2 ○

経営管理論 2 ○

経営組織論 2 ○

社会情報システム論 2 ○

労働事情 2 ○

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅰ 2 ○

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

福祉政策 2 ● Ⅰ類より ， 10単位以上

修得をし なければなら

ない。

教育政策 2 ●

都市政策 2 ●

地域政策 2 ●

環境政策 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅰ
　
類

農業政策 2 ●

警察政策 2 ●

情報通信政策 2 ●

運輸政策 2 ●

観光政策 2 ●

防衛政策 2 ●

消防政策 2 ●

Ⅱ
　
類

行政管理研究 2 ● Ⅱ類より ， 選択必修科

目 2 単位を含め， 計 8

単位以上を修得し なけ

ればなら ない。

行政組織研究 2 ●

行政広報研究 2 ●

社会情報システム研究 2 ○

経営分析論 2 ○

コ ーポレート ・ フ ァ イ ナンス論Ⅱ 2 ○

犯罪心理学 2 ●

政策研究 2 ●

西洋社会福祉事業史 2 ●

日本社会福祉事業史 2 ●

Ⅲ
　
類

政治学原論 2 ● Ⅲ類より ， 12単位以上

を修得し なければなら

ない。

現代政治理論 2 ●

政治哲学Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅰ 2 ●

日本政治思想史Ⅱ 2 ●

西洋政治思想史Ⅰ 2 ●

西洋政治思想史Ⅱ 2 ●

日本政治史Ⅰ 2 ●

日本政治史Ⅱ 2 ●

西洋政治史Ⅰ 2 ●

西洋政治史Ⅱ 2 ●

政治制度論 2 ●

政治過程論 2 ●

日本政治過程論 2 ●

国際政治学Ⅰ 2 ●

国際政治学Ⅱ 2 ●

国際関係論Ⅰ 2 ●

国際関係論Ⅱ 2 ●

国際関係史Ⅰ 2 ●

国際関係史Ⅱ 2 ●

ミ ク ロ経済学Ⅰ 2 ●

マク ロ経済学Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅰ 2 ●

経済思想史Ⅱ 2 ●

経済史 2 ●

財政学Ⅰ 2 ●

財政学Ⅱ 2 ●

公共経済学Ⅰ 2 ●

公共経済学Ⅱ 2 ●

地方財政論Ⅰ 2 ●

地方財政論Ⅱ 2 ●



− 141−

共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅵ
群
（
専
門
展
開
科
目
）

Ⅲ
　
類

国際経済論Ⅰ 2 ●

国際経済論Ⅱ 2 ●

国際金融論Ⅰ 2 ●

国際金融論Ⅱ 2 ●

経済政策論 2 ●

Ⅳ
　
類

憲法Ａ （ 人権） 2 ◎ Ⅳ類より ， 必修科目 4

単位を含め， 計10単位

以上を修得し なければ

なら ない。

憲法Ｂ （ 統治機構） 2 ◎

行政法Ⅰ 4 ●

行政法Ⅱ 4 ●

地方自治法Ⅰ 2 ●

地方自治法Ⅱ 2 ●

刑法Ⅰ 4 ●

刑法Ⅱ 4 ●

刑事政策Ⅰ 2 ●

刑事政策Ⅱ 2 ●

少年法Ⅰ 2 ●

少年法Ⅱ 2 ●

民法Ⅰ（ 民法総則） 4 ●

民法Ⅱ（ 物権法） 2 ●

民法Ⅲ（ 担保物権法） 2 ●

民法Ⅳ（ 債権法総論） 4 ●

民法Ⅴ（ 債権法各論） 4 ●

民法Ⅵ（ 親族法） 2 ●

民法Ⅶ（ 相続法） 2 ●

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） 4 ●

商法Ⅲ（ 商取引法） 2 ●

商法Ⅳ（ 支払システム法） 2 ●

商法Ⅴ（ 保険法） 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅰ 2 ●

国際関係法〔 公法系〕 Ａ Ⅱ 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） 2 ●

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） 2 ●

経済行政法Ⅰ 2 ●

経済行政法Ⅱ 2 ●

経済法Ⅰ 2 ●

経済法Ⅱ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅰ 2 ●

知的財産法Ａ （ 特許・ 実用新案） Ⅱ 2 ●

知的財産法Ｂ （ 意匠） 2 ●

知的財産法Ｃ （ 商標・ 不正競争） 2 ●

社会保障法Ⅰ 2 ●

社会保障法Ⅱ 2 ●

法医学Ⅰ 2 ●

法医学Ⅱ 2 ●

労働法Ⅰ 2 ●

労働法Ⅱ 2 ●
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区分

科目名称（ 新セメ ） 単位

履 修 開 始 年 次

履　 修　 方　 法
群 類

1 年

前期

1 年

後期

2 年

前期

2 年

後期

3 年

前期

3 年

後期

4 年

前期

4 年

後期

Ⅶ
群
（
専
門
演
習
関
連
科
目
）

─

行政実務演習 2 ● Ⅶ群より ， 選択必修科

目 8 単位以上を修得し

なければなら ない。

公共政策実践演習Ⅰ 2 ○

公共政策実践演習Ⅱ 2 ○

公共政策応用演習Ⅰ 2 ○

公共政策応用演習Ⅱ 2 ○

ゼミ ナール 8 ○

備考
上記の履修方法により 修得し なければなら ない単位（ 74単位） の他， Ⅰ群から Ⅶ群より 8 単位以上を修得し なければ

なら ない。
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⑶　 公共・ 公益マネジメ ント コ ースの選択指針

公共・ 公益マネジメ ント コ ースは， 人々の労働・ 生活・ 福祉・ 教育等の分野に注目し ， 社会問題と し て発生する

諸事情について分析， 研究する と と も に， 社会全体の利益に貢献でき る 人材を 育成する こ と を 目的と し ています。

本コ ースは， 福祉やイ ンフ ラ （ 鉄道・ ガス・ 電気・ 通信・ 金融等） をはじ めと し た社会貢献を行う 分野で将来の指

導層が輩出さ れるこ と を期待し て設立さ れているのです。

公共・ 公益マネジメ ント コ ースの履修者は， イ ンフ ラ を担う 民間企業や国家公務員， 地方公務員の社会サービスを

担当する部署において， その能力を遺憾なく 発揮するこ と が期待さ れます。 また同時に刑務官や更生・ 矯正施設職

員， さ ら に就労支援機関， 団体などの， 公務を遂行する， いわゆる司法福祉スタ ッ フ と し て活躍するこ と も 期待さ れ

ています。 も ちろん医療， 社会福祉法人の経営者やそのスタ ッ フ と し て， また医療福祉Ｎ Ｐ Ｏ やその他の非営利団体

のリ ーダーと し ての活躍も 期待さ れます。

そのほかにも 履修によっ て得ら れた医療， 年金， 福祉等の専門的知識と 技法を 基礎にし て生命保険， 個人年金，

なら びに民間医療保険等を取り 扱う 金融・ 保険業のスタ ッ フ と し ての活躍が期待でき るなど， 対人社会サービスの

知識が生かせる範囲は広いのです。 本コ ースはできるだけ少人数で， コ ースに集う 仲間同士が連帯し ， 緊密な関係

のも と で互いを高めながら 学業を遂行できるよう に設定さ れているほか， 福祉・ 社会政策に関連し た科目も 履修で

き るよう に配慮さ れています。 まず第一に， 法学部学生と し て基本的に求めら れる法律の知識を修得する必要があ

り ます。 すなわちⅥ群Ⅳ類と し て第 1 年次に憲法， 民法を履修し ます。 2 年次以降は， 法学部と し て提供する専門

的かつ幅広い各法律科目の履修が求めら れます。 特に本コ ースにおいては社会保障法， 法医学および労働法等の履

修が望まれます。

次にⅤ群Ⅱ類において， 本コ ースの基本的認識と 専門性を深めるために， 第 1 年次に社会保障論Ⅰ・ Ⅱ， 社会政策

論Ⅰ・ Ⅱのう ちから 1 科目を選択必修するこ と と し ています。 公務員を希望する学生の皆さ んにと っ て， 社会保障

論， 社会政策論は社会福祉主事任用資格を得るための指定科目です。 さ ら に 2 年次以降では，「 新し い公共」 をマス

タ ーし ， こ の分野で指導的役割を果たすための経営・ 管理手法を身につけるため， ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論， その

他経営に関する専門的科目などを履修するこ と と し ています。

Ⅵ群Ⅰ類では福祉政策をはじ め都市政策， 環境政策， 教育政策など公共政策学科と し て独自に用意さ れた専門的

政策関連の科目を選択し て履修するこ と がが求めら れています。

Ⅵ群Ⅲ類は， 政治およ び経済の専門科目で， こ れも 法学部なら ではの専門的かつ豊富な科目が用意さ れていま

す。

Ⅶ群には行政実務演習， 公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ， 公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ， ゼミ ナールがあり ます。 また本コ ー

スの専門性をさ ら に高めるためにも， ゼミ ナールに入室し て薫陶を受けるこ と はも ち ろ ん， イ ン タ ーンシッ プやそ

の他の演習にも 果敢に挑戦し て， 自ら の能力を鍛えていただきたいと 思います。

〈 参考〉

社会保険労務士受験モデル（ ３年次より 受験可能）

1 　 年 2 　 年 3 　 年 4 　 年

憲法Ａ ・ Ｂ

民法Ⅰ

社会政策論Ⅰ・ Ⅱ

経営学Ⅰ・ Ⅱ

現代行政論Ⅰ・ Ⅱ

地方自治論Ⅰ・ Ⅱ

行政学Ⅰ・ Ⅱ

公共政策基礎演習

社会保障論Ⅰ・ Ⅱ

労働法Ⅰ・ Ⅱ

税法Ⅰ

社会保障法Ⅰ・ Ⅱ

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論

経営情報システム論Ⅰ・ Ⅱ

西洋社会福祉事業史

日本社会福祉事業史

公共政策実践演習Ⅰ・ Ⅱ

福祉政策

労働事情

経営管理論

都市政策

法医学Ⅰ・ Ⅱ

公共政策応用演習Ⅰ・ Ⅱ

ゼミ ナール

ゼミ ナール

経営分析論
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卒業の認定に関する方針

教育課程の編成及び実施に関する方針構成要素

（ コ ンピテンス）
能力（ コ ンピテンシー）

豊かな教養・ 知識に

基づく 高い倫理観

〔 DP-1 〕

社会人と し て必要な教養と 社会科

学の知識を修得し ， 法令遵守の精

神と 高い倫理観に基づいて， 自ら

の使命・ 役割を果たすこ と ができ

る。

〔 CP-1 〕

・ 現代社会における， 公的セク タ ー， 私的セク タ ーの役割を理解し 説明

する能力を育成する。

・ 公共空間で活躍でき る教養と 総合的な社会科学の知識を有し ， 自ら の

役割を果たすこ と のでき る人材（ 公務員， 公益法人職員， 公益関係民

間企業職員等。 以下同じ ） を養成する。

日本及び世界の社会

システムを理解し 説

明する力

〔 DP-2 〕

日本及び世界の法， 政治， 行政，

経済及びジャ ーナリ ズムの仕組み

と ， それが直面し ている問題を理

解し ， 説明するこ と ができ る。

〔 CP-2 〕

・ 日本及び世界の法， 政治， 経済， 行政， の仕組みと ， それら が直面し

ている問題の表面的なこ と だけでなく ， 本質面を理解し ， 説明するこ

と ができる能力を育成する。

論理的・ 批判的思考

力

〔 DP-3 〕

社会科学の基礎的知識を基に， 論

理的， 科学的， 合理的かつ批判的

な考察を通じ て， 新たな「 知」 の

創造に寄与するこ と ができ る。

〔 CP-3 〕

・ 公共政策に関する基礎的知識及び政策分析のスキルを 基に， 論理的，

合理的かつ多面的な考察を通じ て新たな知見を構築し ， 社会と 人々の

ために当該知見を提供するこ と ができ る能力を育成する。

・ 政策形成に必要な基礎的知識を身につけ， 論理的かつ批判的にそれら

のプロセスや政策効果を評価するこ と ができる人材を養成する。

問題発見・ 解決力 〔 DP-4 〕

社会・ 共同体のさ まざまな営みに

自ら 積極的にかかわる中で， 事象

を 注意深く 観察し て 問題を 発見

し ， 解決策を提案するこ と ができ

る。

〔 CP-4 〕

・ 現代社会を深く 観察し ， 問題を発見し ， 公共政策に関する知見をいか

し て立法行為などの解決策を示すこ と ができる人材を養成する。

・ 公共領域に関する体系的知識を修得し ， 問題を構造化する能力を育成

する。

・ 現代行政に関する情報を収集・ 分析し ， 得ら れた情報をも と に問題点

を抽出するこ と ができ る能力を育成する。

・ 公共政策の視点から みた現代社会の問題点に共通する事象を抽出・ 発

見し ， 列挙するこ と ができる。

挑戦力 〔 DP-5 〕

法規範をはじ めと する社会システ

ムに関する専門的知識を基に， あ

きら めない気持ちをも っ て， より

良い社会・ 共同体の創造に果敢に

挑戦するこ と ができる。

〔 CP-5 〕

・ 社会システムに関する専門的知識を基に， 社会変動に応じ たより 良い

公共の創造と 社会システムの構築に寄与するこ と に挑戦するこ と がで

き る人材を養成する。

コ ミ ュ ニケーショ ン

力

〔 DP-6 〕

多様な伝統・ 文化・ 環境に育まれ

た他者の気質， 感性及び価値観を

理解・ 尊重し ， 社会・ 共同体の中

で積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを

実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と

ができ る。

〔 CP-6 〕

・ 他者や社会の多様な価値観と その変化を理解し ， 社会・ 共同体の中で

積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを実践し ， 自ら の考えを伝えるこ と がで

き る人材を養成する。

・ 現代社会の問題を 理解し 解決する ために， 国内外においてコ ミ ュ ニ

ケーショ ンがと れる語学力と 交渉力を育成する。

リ ーダーシッ プ・ 協

働力

〔 DP-7 〕

社会・ 共同体のさ まざまな活動に

おいて， より 良い成果を上げるた

めに， お互いを尊重し ， 自ら すす

んで協働すると と も に， リ ーダー

と し て協働者の力を引き 出し ， そ

の活躍を支援するこ と ができる。

〔 CP-7 〕

・ 公共領域の課題の解決のために， 解決策ごと に様々なアク タ ーと 協働

し て問題の解決に向けて行動計画を作成し ， 行動するこ と ができ る人

材を養成する。

・ 公共領域における公私協働を実践するために， 協働の相手と の信頼関

係を構築でき る人材を養成する。

・ 新し い公共領域に貢献する者と し て， 幅広い教養と 豊かな感性を身に

つけた人材を養成する。

省察力 〔 DP-8 〕

他者から の評価を 謙虚に受け止

め， 自己の活動がより 良い社会・

共同体の創造に貢献するこ と がで

きたかを振り 返るこ と により ， 生

涯にわたり ， 社会人と し ての自己

を高めるこ と ができる。

〔 CP-8 〕

・ 多面的な意見を 客観的に受け入れ， 自己の活動がよ り 良い社会， コ

ミ ュ ニティ の創造に貢献し たかを振り 返るこ と により ， 社会人と し て

自己研鑽を続ける人材を養成する。

・ 生涯にわたっ て自己の能力の向上を図り ， 社会での役割を説明するこ

と ができる人材を養成する。

〔 Ｃ Ｐ 〕 カ リ キュ ラ ム・ ポリ シー： 教育課程の編成及び実施に関する方針
〔 Ｄ Ｐ 〕 ディ プロマ・ ポリ シー： 卒業の認定に関する方針

公共政策学科　 教育課程の編成及び実施に関する方針
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共
通
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目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
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科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

社会福祉系 社会福祉系

社会保障論Ⅰ → 社会保障論Ⅱ

福祉契約論

社会保障法Ⅰ

社会政策論Ⅰ → 社会政策論Ⅱ 社会保障法Ⅱ

行政系
行政系

現代行政論Ⅰ → 現代行政論Ⅱ 行政組織論 → 行政組織研究

比較行政論

行政学Ⅰ → 行政学Ⅱ 行政管理論 → 行政管理研究 行政広報研究

地方自治論Ⅰ 地方自治論Ⅱ 公務員制度論

行政広報論

行政実務演習

経営系 経営系

公共経営論 → ソーシャル・キャピタル論

経営管理論 会計学Ⅱ

経営組織論 → 人的資源管理論Ⅰ → 人的資源管理論Ⅱ

経営学Ⅰ → 経営学Ⅱ 経営分析論 経営情報システム論Ⅰ

会計学Ⅰ 社会情報システム論 → 経営情報システム論Ⅱ

社会情報システム研究

政策系 政策系

公共政策論 政策過程論 → 政策評価論

公共政策基礎演習 ↕

都市政策

地域政策

環境政策

農業政策

警察政策 政策研究

情報通信政策

運輸政策

観光政策

防衛政策

消防政策

政治系 政治系

政治学Ⅰ → 政治学Ⅱ 政治学原論 政治過程論 日本政治過程論

現代政治理論 政治制度論 政治哲学Ⅰ

日本政治思想史Ⅰ 日本政治思想史Ⅱ

西洋政治思想史Ⅰ 西洋政治思想史Ⅱ 国際関係史Ⅰ 国際関係史Ⅱ

日本政治史Ⅰ 日本政治史Ⅱ

西洋政治史Ⅰ 西洋政治史Ⅱ

国際政治学Ⅰ 国際政治学Ⅱ

国際関係論Ⅰ 国際関係論Ⅱ

刑法Ⅰ 刑法Ⅱ 法医学Ⅰ

少年法Ⅰ 少年法Ⅱ 法医学Ⅱ

刑事政策Ⅰ 刑事政策Ⅱ

知的財産法AⅠ

民法Ⅰ 民法Ⅱ 民法Ⅳ 知的財産法AⅡ

民法Ⅴ 知的財産法B

民法Ⅵ 知的財産法C

民法Ⅲ

商法Ⅰ 民法Ⅶ

商法Ⅲ

商法Ⅳ

国際関係法AⅠ 国際関係法AⅡ 商法Ⅴ

税法Ⅰ（基礎理論Ⅰ） → 税法Ⅰ（基礎理論Ⅱ）

経済行政法Ⅰ → 経済行政法Ⅱ

経済法Ⅰ → 経済法Ⅱ

地方自治法Ⅰ → 地方自治法Ⅱ

法律系
西洋社会福祉事業史 → 公共政策実践演習Ⅰ 労働法ⅠⅡ
日本社会福祉事業史 公共政策実践演習Ⅱ

公共政策応用演習Ⅰ 公共政策応用演習Ⅱ
行政法Ⅱ

政策法務論

心理学Ⅰ　→　心理学Ⅱ 犯罪心理学

労働事情

国際経済論Ⅰ → 国際経済論Ⅱ 国際金融論Ⅰ 国際金融論Ⅱ

ミクロ経済学Ⅰ

マクロ経済学Ⅰ

経済系
経済学Ⅰ → 経済学Ⅱ 経済史 → 経済思想史Ⅰ → 経済思想史Ⅱ

経済政策論 政策研究 公共経済学Ⅰ → 公共経済学Ⅱ

財政学Ⅰ → 財政学Ⅱ 地方財政論Ⅰ 地方財政論Ⅱ

ゼミナール

公共政策及び政
策形成過程の理
論と実態を学ぶ
ことで，その意
義や問題，課題
について理解す
ることを目標と
する。

公共政策学科 履修系統図

1年次 2年次 3年次・4年次

学修
教育目標

到達目標：現代社会の抱える本質的課題を発⾒できる。 到達目標：新しい公共空間での公共セクター，⺠間セクターの役割・使命を認識・理解できる。

3年次 到達目標：課題解決のために解決策・政策を自ら考えること
ができる。また，政策の評価をすることができる。
4年次 到達目標：課題の解決に向けて自らの行動計画を策定し，行
動できる。

福祉の理念の理解
と公共政策を通じ
た問題解決のため
の道筋を示すこと
ができる。

福祉政策

教育政策

社会変動になかで
国及び地方の行政
の在り方を理解
し，その課題を把
握できる。

新しい公共の分
野における行政
と企業の経営に
関わる理論と実
際を理解でき
る。

現代経済におけ
る新しい公共の
理論と実際を理
解できる。

現代政治の課題
と本質を理解
し，新しい公共
の理論のもとで
その解決策を示
すことができ
る。

新しい公共の分
野で活躍するた
めの基本的な法
律の知識を体系
的に備え，それ
を適用できる。

法学Ⅰ
憲法A　憲法B 行政法Ⅰ

キャリア入門

公共政策学科　 履修系統図
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本学部では， 各分野の専任教員がゼミ ナールを担当し ています。 指導教員の専攻領域と 関連し て， ３・ ４年次生を

対象に ２年間， 徹底し た個人指導がなさ れています。 所属学生も １学年１５名前後と 比較的少人数に限定さ れ， その指

導教育を通じ て形成さ れる人間関係は， 学問的共同体と 呼ぶにふさ わし いも のです。 大学教育の中で， こ のゼミ ナー

ルの存在は貴重だと いえまし ょ う 。

１　 履修期間・ 成績について

ゼミ ナールは ３年次から 開講さ れ， ４年次にかけて， ２年間継続し て履修し ， ４年次の後学期の成績と し て， はじ

めて ８単位が与えら れます。

２　 入室試験について

ゼミ ナールは原則と し て， 学科やコ ースなどに関係なく 応募するこ と ができます。 たと えば法律学科の学生が政治

経済学系のゼミ ナールや新聞学系のゼミ ナールに参加するこ と も 可能です。 ゼミ ナールへの入室試験の要領は， 次の

通り です。

①　 原則と し て ２年次の１１月（ 予定） にゼミ ナール入室試験を行います。 ゼミ ナール入室試験の詳細は， 教務課ゼ

ミ ナール掲示板及び法学部ポータ ルシステムで告知し ます。

② ２つ以上のゼミ ナールに同時に応募するこ と はでき ません。 なお、 定員に余裕がある場合は ２次募集を行う こ と

も あるので、 告知には十分注意し てく ださ い。

③　 ゼミ ナールに入室を許可さ れた者は， ３年次より 開講時限にゼミ ナールの授業を受講するこ と になり ます。

④　 ゼミ ナールの実施方法は， ゼミ ナールごと の特徴があっ て一定ではあり ません。 開講時限における指導教員の

直接指導のほか， サブゼミ ナールや大学のセミ ナーハウスにおけるゼミ ナール合宿なども 実施さ れています。

３　 ゼミ ナール前学期単位認定制度について

ゼミ ナールは ３年次， ４年次の ２年間継続し て学修し ， 最終的にゼミ ナール論文を作成し ます。 通常， ４年次の後

学期末に論文を提出するこ と と なっ ていますが， 留学等により ， 論文が提出でき なかっ た場合， 修業年数が ４年を超

える学生を対象に， 前学期にも 「 ゼミ ナール」 の単位認定が出来る制度を導入し ています。

手続き 等の詳細については， ポータ ルシステム等により 周知いたし ますので， それに従い手続をし てく ださ い。

ゼミ ナール数（ 令和 ３年度　 募集予定）

【 第一部】 【 第二部】

専攻 ゼミ ナール数 専攻 ゼミ ナール数

法律学系 ４7 法律学系 ３１

政治学系 ２４ 政治学系 １

経済学系 7

新聞学系 １0

社会文化学系 １7

※社会文化学系ゼミ ナールは令和 ４年度より 開講予定

ゼミ ナール
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教職課程の履修について

教職課程と は，『 教育職員免許法』 に基づく 免許状を取得し て， 教育職員（ 教諭）

と なる資格を得るための課程です。

教育職員免許状を 取得する ためには，『 教育職員免許法』 およ び同法関係法に基

づく 「 教育の基礎的理解に関する 科目等」「 教科及び教科の指導法に関する 科目」

等について， それぞれ所定の科目の単位を修得し なければなり ません。 よっ て， 卒

業要件の修得単位数を超える単位数を修得し なければなら ないので， 卒業に支障の

ないよう に熟慮のう え綿密な計画を立ててく ださ い。 なお， 原則， ３年次以降から

教職課程を履修するこ と はでき ません。

また， 基礎資格と し て「 学士の学位を 有する こ と 」 が必要と なり ます。 従っ て，

教職課程の所定の単位を修得し ても ， 大学を卒業し なければ免許状の取得はでき ま

せん。

法学部において取得でき る免許状の種類は以下の表⑴のと おり です。

（ 令和 ２年度現在）

表⑴ 免許状の種類 教　 　 科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社　 　 会

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 地理歴史

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 公　 　 民

近年の教育界の動向を考えて， 上記三種の免許状すべてを取得するこ と を勧めま

す。

※経営法学科の学生は高校（ 地理歴史） は取得でき ません。

教育職員免許状取得に必要な単位数は以下の表⑵のと おり です。

表⑵　 単位修得要件

区分 免許法施行規則に規定さ れた科目
中一種

（ 社会）

高一種

（ 地歴）

高一種

（ 公民）
履修科目

①
免許法施行規則

第６６条の ６に定める科目

日本国憲法 ２単位

表⑶を参照
体育 ２単位

外国語コ ミ ュ ニケーショ ン ２単位

情報機器の操作 ２単位

②
教育の基礎的理解に関する

科目等
・ 教育の基礎的理解に関する科目等 ２８単位 ２４単位 ２４単位 表⑷を参照

③
教科及び教科の指導法に関

する科目

・ 教科に関する専門的事項
※

３６〜４６単位 ３２単位 ３２単位
表⑸を参照

・ 各教科の指導法 ８単位 ４単位 ４単位 表⑺を参照

修得するべき単位数
※

80〜90単位 68単位 68単位

　 ※学科により ， 修得するべき単位数が違います。 表⑸を参照し てく ださ い。

上記の表⑵は， 区分ごと に必要な単位数を記載し ています。 開講さ れている科目については， 次の①〜③に従っ て

履修をし てく ださ い。

教職課程の履修にあたっ て

1 ． 取得できる免許状

※

2 ． 単位の修得及び履修方法

について
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合
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①　 66条の 6 に定めら れた科目（ 共通科目・ 体育・ 健康科目・ 外国語科目・ 専門基幹科目　 など）

『 学部要覧』 に定める 履修方法により ， 表⑶の科目の単位を修得し なければなり ません。 修得し た単位は卒業所

要単位と し ても 認めら れます。 表⑶の科目の中には， 学科により 履修開始年次が異なっ たり ， 他学科の学生の履修

を認めない科目も あるので注意し てく ださ い。

表⑶

法令に規定さ れた科目 区分（ 群名） 法学部での開設科目名 単位数 履修方法

日本国憲法 共通科目 日本国憲法 ２ ２単位必修

体育 体育・ 健康科目

体育スポーツ実習Ａ １

２単位選択必修
体育スポーツ実習Ｂ １

体育スポーツ実習Ｃ ２

体育スポーツ健康演習 １

外国語

コ ミ ュ ニケーショ ン
外国語科目

Communication ⅠＡ １

同一種類の外国語

２単位選択必修

Communication ⅠＢ １

Communication ⅡＡ １

Communication ⅡＢ １

Communication ⅢＡ １

Communication ⅢＢ １

Communication ⅣＡ １

Communication ⅣＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅠＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅠＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅡＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅡＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅢＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 独） ⅢＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅠＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅠＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅡＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅡＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅢＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 仏） ⅢＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅠＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅠＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅡＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅡＢ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅢＡ １

コ ミ ュ ニケーショ ン（ 中） ⅢＢ １

情報機器の操作
共通科目

専門基幹科目

コ ンピュ ータ ・ リ テラ シー ２

２単位選択必修社会情報システム論 ２

経営情報システム論Ⅰ ２
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②　 教育の基礎的理解に関する 科目等

以下の表⑷に従い履修し 修得し なければなり ません。

なお， 表⑷のう ち， 一部の科目については， １0単位を限度に， 卒業に必要な単位に算入するこ と ができ ます。

表⑷　〔 ◎＝必修科目　 ●＝選択科目〕

免許法に規定さ れた科目区分等 法学部での開設科目名 単位数
学年

配当
中一種 高一種

中一種

及び

高一種

履修上限

単位数

卒業単位へ

の算入

・ 教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想
教育原論 ２ １ ◎ ◎ ◎

含まない

１0単位を 限

度に，「 Ⅰ群

から Ⅶ群ま

で の中から

選択する 科

目」 に 算入

する こ と が

できます。

・ 教職の意義及び教員の役割・ 職

務内容（ チーム学校運営への対応

を 含む。）

現代教職論 ２ １ ◎ ◎ ◎

・ 教育に関する 社会的， 制度的又

は経営的事項（ 学校と 地域と の連

携及び学校安全への対応を含む。）

教育制度論 ２ １ ◎ ◎ ◎

・ 幼児， 児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程
発達と 学習 ２ ２ ◎ ◎ ◎

・ 教育課程の意義及び編成の方法

（ カ リ キュ ラ ム・ マネジメ ン ト を 含

む。）

教育課程論 ２ １ ◎ ◎ ◎

・ 生徒指導の理論及び方法

・ 進路指導及びキャ リ ア 教育の理

論及び方法

生徒指導・ 進路指導論 ２ ２ ◎ ◎ ◎

・ 教育相談（ カ ウン セ リ ン グに関

する 基礎的な知識を 含む。） の理論

及び方法

教育相談 ２ ２ ◎ ◎ ◎

・ 特別の支援を 必要と する 幼児，

児童及び生徒に対する 理解
特別支援教育概論 １ ２ ◎ ◎ ◎

算入不可

・ 道徳の理論及び指導法 道徳教育の理論と 方法 ２ １ ◎ ● ◎

・ 総合的な学習の時間の指導法 特別活動・ 総合的な 学習の

時間の指導法
２ ３ ◎ ◎ ◎

・ 特別活動の指導法

・ 教育の方法及び技術（ 情報機器

及び教材の活用を含む。）
教育の方法・ 技術論 ２ １ ◎ ◎ ◎

・ 教育実習 ※ １　 教育実習事前・ 事後指導 １ ３・ ４ ◎ ◎ ◎

教育実習Ⅰ（ ３週間以上） ４ ４ ◎ − ◎

教育実習Ⅱ（ ２週間） ２ ４ − ◎ −

・ 教職実践演習 ※ ２　 教職実践演習（ 中・ 高） ２ ４ ◎ ◎ ◎

教育の基礎的理解に関する 科目等で修得する べき 単位数 28 24 28

※ １　「 教育実習事前・ 事後指導」 は， ３年次の事前指導（「 教育実習特別講座・ 指導」 数回実施） と ４年次の事後指導と で特別授

業と し て行われ， １単位が認定さ れます。

開講に関し ては， 別途教務課掲示板及びポータ ルシステムにて指示するので留意し てく ださ い。

※ ２　「 教職実践演習（ 中・ 高）」 は， 教員と し て必要な知識や技能等を 修得し たこ と を 確認するための科目であり ， ４年次の後期

に履修し 修得し なければなり ません。 また， こ の科目を履修するにあたっ ては，「 履修カ ルテ」 の作成が必要と なり ます。

③− 1 　 教科及び教科の指導法に関する 科目【 教科に関する 専門的事項】（ 学科別科目一覧）

取得する免許状の種類・ 教科別に， 次頁以降の各学科の表⑸により 教科必修科目， 教科選択必修科目を履修し 修

得し なければなり ません。

また， 免許状を取得するための科目は， 卒業要件の必修科目と は異なる場合も あるので，『 学部要覧』 を熟読し ，

卒業要件を充足するための必修科目等と 併せながら ， 無駄のないよう に履修し てく ださ い。

なお， 教職課程に関する科目の履修について， 時間割に組まれた必修科目と 履修時限が重複し た場合には， 卒業

所要科目である必修科目の履修を優先し てく ださ い。
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表⑸　 法律学科　〔 ◎＝必修科目　 ○＝選択必修科目　 ●＝選択科目〕

【 注意】 ガイ ダンス時やポータ ル等による通知の指示に従っ て履修し てく ださ い。

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 地理歴史 公民

日本史・ 外国
史

日本史

日本法制史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本法制史Ⅱ ２ ● 〇 −

日本史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

日本史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

外国史

東洋法制史Ⅰ ２ ● 〇 −

東洋法制史Ⅱ ２ ● 〇 −

西洋法制史Ⅰ ２ ● 〇 −

西洋法制史Ⅱ ２ ● 〇 −

法思想史Ⅰ ２ ● 〇 −

法思想史Ⅱ ２ ● 〇 −

東洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

東洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地 理 学（ 地 誌
を 含む。）

人文地理学・
自然地理学

人文地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

人文地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地誌
地誌学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

地誌学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

「 法律学，政治
学」

「 法律学（ 国際
法 を 含 む。），
政 治 学（ 国 際
政 治 を 含
む。）」

憲法Ⅰ（ 人権） ４ ◎ − ◎

憲法Ⅱ（ 統治機構） ４ ● − ○

民法Ⅰ（ 民法総則） ４ ◎ − ◎

民法Ⅱ（ 物権法） ２ ● − ○

民法Ⅲ（ 担保物権法） ２ ● − ○

民法Ⅳ（ 債権法総論） ４ ● − ○

民法Ⅴ（ 債権法各論） ４ ● − ○

民法Ⅵ（ 親族法） ２ ● − ○

民法Ⅶ（ 相続法） ２ ● − ○

刑法Ⅰ ４ ◎ − ◎

刑法Ⅱ ４ ● − ○

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ● − ○

商法Ⅱ（ 会社法Ⅱ） ４ ● − ○

商法Ⅲ（ 商取引法） ２ ◎ − ◎

商法Ⅳ（ 支払システム法） ２ ● − ○

商法Ⅴ（ 保険法） ２ ● − ○

民事訴訟法Ⅰ ４ ● − ○

民事訴訟法Ⅱ ２ ● − ○

刑事訴訟法Ⅰ ４ ● − ○

刑事訴訟法Ⅱ ４ ● − ○

民事執行・ 保全法 ４ ● − ○

法哲学Ⅰ ２ ● − ○

法哲学Ⅱ ２ ● − ○

ローマ法Ⅰ ２ ● − ○

ローマ法Ⅱ ２ ● − ○

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） ２ ● − ○

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） ２ ● − ○

税法ⅡＡ（ 所得税法） ２ ● − ○

税法ⅡＢ（ 法人税法） ２ ● − ○

税法ⅢＡ（ 資産税法） ２ ● − ○

税法ⅢＢ（ 消費・ 諸税法） ２ ● − ○

労働法Ⅰ ２ ● − ○

労働法Ⅱ ２ ● − ○

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅰ ２ ● − ◎

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅱ ２ ● − ◎

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 地理歴史 公民

「 法律学，政治
学」

「 法律学（ 国際
法 を 含 む。），
政 治 学（ 国 際
政 治 を 含
む。）」

国際関係法〔 公法系〕Ｂ Ⅰ ２ ● − ○

国際関係法〔 公法系〕Ｂ Ⅱ ２ ● − ○

比較憲法Ⅰ ２ ● − ○

比較憲法Ⅱ ２ ● − ○

地方自治法Ⅰ ２ ● − ○

地方自治法Ⅱ ２ ● − ○

国際関係法〔 私法系〕Ａ Ⅰ ２ ● − ○

国際関係法〔 私法系〕Ａ Ⅱ ２ ● − ○

国際関係法〔 私法系〕Ｂ Ⅰ ２ ● − ○

国際関係法〔 私法系〕Ｂ Ⅱ ２ ● − ○

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅰ ２ ● − ○

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅱ ２ ● − ○

知的財産法Ｂ（ 意匠） ２ ● − ○

知的財産法Ｃ（ 商標・ 不正競争） ２ ● − ○

知的財産法Ｄ（ 著作権）Ⅰ ２ ● − ○

知的財産法Ｄ（ 著作権）Ⅱ ２ ● − ○

知的財産法Ｅ（ 関連条約）Ⅰ ２ ● − ○

知的財産法Ｅ（ 関連条約）Ⅱ ２ ● − ○

経済法Ⅰ ２ ● − ○

経済法Ⅱ ２ ● − ○

倒産法Ⅰ ２ ● − ○

倒産法Ⅱ ２ ● − ○

刑事政策Ⅰ ２ ● − ○

刑事政策Ⅱ ２ ● − ○

経済刑法Ⅰ ２ ● − ○

経済刑法Ⅱ ２ ● − ○

経済行政法Ⅰ ２ ● − ○

経済行政法Ⅱ ２ ● − ○

少年法Ⅰ ２ ● − ○

少年法Ⅱ ２ ● − ○

外国法Ａ（ 英米）Ⅰ ２ ● − ○

外国法Ａ（ 英米）Ⅱ ２ ● − ○

外国法Ａ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅰ ２ ● − ○

外国法Ａ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅱ ２ ● − ○

外国法Ａ（ アジア） ２ ● − ○

外国法Ｂ（ 英米）Ⅰ ２ ● − ○

外国法Ｂ（ 英米）Ⅱ ２ ● − ○

外国法Ｂ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅰ ２ ● − ○

外国法Ｂ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅱ ２ ● − ○

外国法Ｂ（ アジア） ２ ● − ○

金融商品取引法Ⅰ ２ ● − ○

金融商品取引法Ⅱ ２ ● − ○

政治学原論 ２ ● − ○

現代政治理論 ２ ● − ○

社会保障法Ⅰ ２ ● − ○

社会保障法Ⅱ ２ ● − ○

「 社会学，経済
学」

「 社会学，経済
学（ 国 際 経 済
を 含む。）」

ミ ク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

マク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

国際経済論Ⅰ ２ ● − ◎

国際経済論Ⅱ ２ ● − ◎

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学」

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学，心
理学」

哲学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

哲学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

修得するべき 単位数 ４６ ３２ ３２

哲学概論Ⅰ， Ⅱま
た は倫理学概論
Ⅰ， Ⅱいずれかの
組み合わせ ２科目
４単位選択必修
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表⑸　 政治経済学科　〔 ◎＝必修科目　 ○＝選択必修科目　 ●＝選択科目〕

【 注意】 ガイ ダンス時やポータ ル等による通知の指示に従っ て履修し てく ださ い。

法令上の区分

科目名
単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会
地理
歴史

公民

日本史・ 外
国史

日本史

日本政治思想史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本政治思想史Ⅱ ２ ● 〇 −

日本政治史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本政治史Ⅱ ２ ● 〇 −

日本史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

日本史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

外国史

西洋政治思想史Ⅰ ２ ● 〇 −

西洋政治思想史Ⅱ ２ ● 〇 −

西洋政治史Ⅰ ２ ● 〇 −

西洋政治史Ⅱ ２ ● 〇 −

国際関係史Ⅰ ２ ● 〇 −

国際関係史Ⅱ ２ ● 〇 −

経済史 ２ ● 〇 −

東洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

東洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地 理 学（ 地
誌を 含む。）

人 文 地 理
学・ 自然地
理学

人文地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

人文地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地誌
地誌学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

地誌学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

「 法律学，政
治学」

「 法律学（ 国
際 法 を 含
む。）， 政治
学（ 国 際 政
治 を 含
む。）」

アメ リ カ 政治論 ２ ● − ○

公共選択論 ２ ● − ○

選挙制度論 ２ ● − ○

ヨ ーロ ッ パ政治論Ⅰ ２ ● − ○

ヨ ーロ ッ パ政治論Ⅱ ２ ● − ○

アジア政治論 ２ ● − ○

地域研究 ２ ● − ○

政治学原論 ２ ◎ − ◎

現代政治理論 ２ ◎ − ◎

政治哲学Ⅰ ２ ● − ○

政治哲学Ⅱ ２ ● − ○

政治制度論 ２ ● − ○

行政学Ⅰ ２ ● − ○

行政学Ⅱ ２ ● − ○

地方自治論Ⅰ ２ ● − ○

地方自治論Ⅱ ２ ● − ○

比較政治学 ２ ● − ○

国際政治学Ⅰ ２ ● − ◎

国際政治学Ⅱ ２ ● − ◎

日本政治論Ⅰ ２ ● − ○

日本政治論Ⅱ ２ ● − ○

憲法Ａ（ 人権） ２ ● − ○

法令上の区分

科目名
単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会
地理
歴史

公民

「 法律学，政
治学」

「 法律学（ 国
際 法 を 含
む。）， 政治
学（ 国 際 政
治 を 含
む。）」

憲法Ｂ（ 統治機構） ２ ● − ○

刑事法Ⅰ ２ ● − ○

刑事法Ⅱ ２ ● − ○

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅰ ２ ● − ○

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅱ ２ ● − ○

民法総則 ２ ● − ○

物権・ 担保物権法 ２ ● − ○

債権法総論 ２ ● − ○

債権法各論 ２ ● − ○

民法Ⅵ（ 親族法） ２ ● − ○

民法Ⅶ（ 相続法） ２ ● − ○

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ● − ○

立法過程論 ２ ● − ○

国会論 ２ ● − ○

地方自治法Ⅰ ２ ● − ○

地方自治法Ⅱ ２ ● − ○

「 社会学，経
済学」

「 社会学，経
済 学（ 国 際
経 済 を 含
む。）」

アメ リ カ 経済論 ２ ● − ○

ヨ ーロ ッ パ経済論 ２ ● − ○

アジア経済論 ２ ● − ○

地域開発論 ２ ● − ○

産業立地論 ２ ● − ○

ミ ク ロ 経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

マク ロ 経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

ミ ク ロ 経済学Ⅱ ２ ● − ○

マク ロ 経済学Ⅱ ２ ● − ○

経済思想史Ⅰ ２ ● − ○

経済思想史Ⅱ ２ ● − ○

日本経済論Ⅰ ２ ● − ○

日本経済論Ⅱ ２ ● − ○

財政学Ⅰ ２ ● − ○

財政学Ⅱ ２ ● − ○

公共経済学Ⅰ ２ ● − ○

公共経済学Ⅱ ２ ● − ○

国際経済論Ⅰ ２ ● − ◎

国際経済論Ⅱ ２ ● − ◎

国際金融論Ⅰ ２ ● − ○

国際金融論Ⅱ ２ ● − ○

地方財政論Ⅰ ２ ● − ○

地方財政論Ⅱ ２ ● − ○

経済政策論 ２ ● − ○

「 哲学，倫理
学，宗教学」

「 哲学，倫理
学，宗教学，
心理学」

哲学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

哲学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

修得する べき 単位数 ３６ ３２ ３２

哲学概論Ⅰ， Ⅱ
または倫理学概
論Ⅰ， Ⅱいずれ
かの組み合わせ
２科目 ４単位選
択必修
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表⑸　 新聞学科　〔 ◎＝必修科目　 ○＝選択必修科目　 ●＝選択科目〕

【 注意】 ガイ ダンス時やポータ ル等による通知の指示に従っ て履修し てく ださ い。

法令上の区分

科目名
単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会
地理
歴史

公民

日本史・ 外
国史

日本史

日本ジャ ーナリ ズム史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本ジャ ーナリ ズム史Ⅱ ２ ● 〇 −

日本政治史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

日本史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

外国史

外国ジャ ーナリ ズム史 ２ ● 〇 −

メ ディ ア史 ２ ● 〇 −

東洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

東洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地 理 学（ 地
誌を 含む。）

人 文 地 理
学・ 自然地
理学

人文地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

人文地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地誌
地誌学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

地誌学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

「 法律学，政
治学」

「 法律学（ 国
際 法 を 含
む。）， 政治
学（ 国 際 政
治 を 含
む。）」

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ● − 〇

刑事訴訟法Ⅰ ４ ● − 〇

民事訴訟法Ⅰ ４ ● − 〇

ジャ ーナリ ズム倫理Ⅰ ２ ● − 〇

憲法Ａ（ 人権） ２ ● − 〇

憲法Ｂ（ 統治機構） ２ ● − 〇

民法総則 ２ ● − 〇

物権・ 担保物権法 ２ ● − 〇

刑事法Ⅰ ２ ● − 〇

知的財産法Ｄ（ 著作権）Ⅰ ２ ● − 〇

日本政治論Ⅰ ２ ● − 〇

政治学原論 ２ ◎ − ◎

現代政治理論 ２ ◎ − ◎

国際政治学Ⅰ ２ ● − ◎

国際政治学Ⅱ ２ ● − ◎

地方自治論Ⅰ ２ ● − 〇

行政学Ⅰ ２ ● − 〇

行政学Ⅱ ２ ● − 〇

立法過程論 ２ ● − 〇

メ ディ アと 法Ⅰ ２ ● − 〇

メ ディ アと 法Ⅱ ２ ● − 〇

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ ２ ● − 〇

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ ２ ● − 〇

法令上の区分

科目名
単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会
地理
歴史

公民

「 社会学，経
済学」

「 社会学，経
済 学（ 国 際
経 済 を 含
む。）」

メ ディ アと 社会 ２ ● − 〇

メ ディ アと 歴史 ２ ● − 〇

メ ディ アと 文化 ２ ● − 〇

グローバル・ コミ ュニケーショ ン ２ ● − 〇

マス・ コミ ュニケーショ ン論 ２ ● − 〇

メ ディ ア・ コミ ュニケーショ ン論 ２ ● − 〇

コ ミ ュ ニケーショ ン 論 ２ ● − 〇

コミ ュ ニケーショ ンと インタ ーネッ ト ２ ● − 〇

地域社会と メ ディ ア ２ ● − 〇

コ ン テンツ ・ ビ ジネス ２ ● − 〇

新聞学特論Ａ ２ ● − 〇

新聞学特論Ｂ ２ ● − 〇

映像ジャ ーナリ ズム論 ２ ● − 〇

放送研究 ２ ● − 〇

東アジア・ メ ディ ア研究 ２ ● − 〇

ミ ク ロ 経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

マク ロ 経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

国際経済論Ⅰ ２ ● − ◎

国際経済論Ⅱ ２ ● − ◎

メ ディ ア産業 ２ ● − 〇

経営学Ⅰ ２ ● − 〇

経営学Ⅱ ２ ● − 〇

マーケティ ン グ論Ⅰ ２ ● − 〇

国際マーケティ ング論Ⅰ ２ ● − 〇

「 哲学，倫理
学，宗教学」

「 哲学，倫理
学，宗教学，
心理学」

哲学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

哲学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

修得する べき 単位数 ３６ ３２ ３２

哲学概論Ⅰ， Ⅱ
または倫理学概
論Ⅰ， Ⅱいずれ
かの組み合わせ
２科目 ４単位選
択必修
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共
通
科
目

総
合
科
目

外
国
語
科
目

体
育
実
技
科
目

法

　
　 律

政
治
経
済

新

　
　 聞

経

営

法

公
共
政
策

教
職
課
程

表⑸　 経営法学科　〔 ◎＝必修科目　 ○＝選択必修科目　 ●＝選択科目〕

【 注意】 ガイ ダンス時やポータ ル等による通知の指示に従っ て履修し てく ださ い。

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 公民

日本史・ 外国
史

日本史概論Ⅰ ２ ◎ −

日本史概論Ⅱ ２ ◎ −

東洋史概論Ⅰ ２ ◎ −

東洋史概論Ⅱ ２ ◎ −

西洋史概論Ⅰ ２ ◎ −

西洋史概論Ⅱ ２ ◎ −

地 理 学（ 地 誌
を含む。）

人文地理学概論Ⅰ ２ ◎ −

人文地理学概論Ⅱ ２ ◎ −

自然地理学概論Ⅰ ２ ◎ −

自然地理学概論Ⅱ ２ ◎ −

地誌学概論Ⅰ ２ ◎ −

地誌学概論Ⅱ ２ ◎ −

「 法律学，政治
学」

「 法律学（ 国際
法 を 含 む。），
政 治 学（ 国 際
政 治 を 含
む。）」

民法Ⅰ（ 民法総則） ４ ◎ ◎

民法Ⅱ（ 物権法） ２ ● 〇

民法Ⅲ（ 担保物権法） ２ ● 〇

民法Ⅳ（ 債権法総論） ４ ● 〇

民法Ⅴ（ 債権法各論） ４ ● 〇

民法Ⅵ（ 親族法） ２ ● 〇

民法Ⅶ（ 相続法） ２ ● 〇

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ● 〇

商法Ⅲ（ 商取引法） ２ ◎ ◎

商法Ⅳ（ 支払システム法） ２ ● 〇

商法Ⅴ（ 保険法） ２ ● 〇

民事訴訟法Ⅰ ４ ● 〇

民事執行・ 保全法 ４ ● 〇

憲法Ａ（ 人権） ２ ◎ ◎

憲法Ｂ（ 統治機構） ２ ◎ ◎

倒産法Ⅰ ２ ● 〇

倒産法Ⅱ ２ ● 〇

刑事法Ⅰ ２ ◎ ◎

刑事法Ⅱ ２ ◎ ◎

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） ２ ● 〇

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） ２ ● 〇

税法ⅡＡ（ 所得税法） ２ ● 〇

税法ⅡＢ（ 法人税法） ２ ● 〇

税法ⅢＡ（ 資産税法） ２ ● 〇

税法ⅢＢ（ 消費・ 諸税法） ２ ● 〇

企業法務Ⅰ ２ ● 〇

企業法務Ⅱ ２ ● 〇

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅰ ２ ● 〇

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅱ ２ ● 〇

知的財産法Ｂ（ 意匠） ２ ● 〇

知的財産法Ｃ（ 商標・ 不正競争） ２ ● 〇

知的財産法Ｄ（ 著作権）Ⅰ ２ ● 〇

知的財産法Ｄ（ 著作権）Ⅱ ２ ● 〇

知的財産法Ｅ（ 関連条約）Ⅰ ２ ● 〇

知的財産法Ｅ（ 関連条約）Ⅱ ２ ● 〇

知的財産政策 ２ ● 〇

産学連携と 知的財産 ２ ● 〇

イ ノ ベーショ ンと 知的財産 ２ ● 〇

労働法Ⅰ ２ ● 〇

労働法Ⅱ ２ ● 〇

経済行政法Ⅰ ２ ● 〇

経済行政法Ⅱ ２ ● 〇

経済法Ⅰ ２ ● 〇

経済法Ⅱ ２ ● 〇

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 公民

金融商品取引法Ⅰ ２ ● 〇

金融商品取引法Ⅱ ２ ● 〇

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅰ ２ ● ◎

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅱ ２ ● ◎

国際経済法Ⅰ ２ ● 〇

国際経済法Ⅱ ２ ● 〇

国際関係法〔 私法系〕Ａ Ⅰ ２ ● 〇

国際関係法〔 私法系〕Ａ Ⅱ ２ ● 〇

国際契約法Ⅰ ２ ● 〇

国際契約法Ⅱ ２ ● 〇

国際民事紛争処理法 ２ ● 〇

国際仲裁 ２ ● 〇

外国法Ａ（ 英米）Ⅰ ２ ● 〇

外国法Ａ（ 英米）Ⅱ ２ ● 〇

外国法Ａ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅰ ２ ● 〇

外国法Ａ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅱ ２ ● 〇

外国法Ａ（ アジア） ２ ● 〇

外国法Ｂ（ 英米）Ⅰ ２ ● 〇

外国法Ｂ（ 英米）Ⅱ ２ ● 〇

外国法Ｂ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅰ ２ ● 〇

外国法Ｂ（ 独仏・ Ｅ Ｕ ）Ⅱ ２ ● 〇

外国法Ｂ（ アジア） ２ ● 〇

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅰ ２ ● 〇

コ ミ ュ ニケーショ ン政策Ⅱ ２ ● 〇

「 社会学，経済
学」

「 社会学，経済
学（ 国 際 経 済
を 含む。）」

多国籍企業論Ⅰ ２ ● 〇

多国籍企業論Ⅱ ２ ● 〇

会計学Ⅰ ２ ● 〇

会計学Ⅱ ２ ● 〇

簿記論Ⅰ ２ ● 〇

簿記論Ⅱ ２ ● 〇

経営学Ⅰ ２ ● 〇

経営学Ⅱ ２ ● 〇

財務会計論Ⅰ ２ ● 〇

財務会計論Ⅱ ２ ● 〇

原価計算論Ⅰ ２ ● 〇

原価計算論Ⅱ ２ ● 〇

監査論Ⅰ ２ ● 〇

監査論Ⅱ ２ ● 〇

国際マーケティ ング論Ⅰ ２ ● 〇

国際マーケティ ング論Ⅱ ２ ● 〇

マーケティ ング論Ⅰ ２ ● 〇

マーケティ ング論Ⅱ ２ ● 〇

管理会計論Ⅰ ２ ● 〇

管理会計論Ⅱ ２ ● 〇

ミ ク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ ◎

マク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ ◎

国際経済論Ⅰ ２ ● ◎

国際経済論Ⅱ ２ ● ◎

国際金融論Ⅰ ２ ● 〇

国際金融論Ⅱ ２ ● 〇

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学」

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学，心
理学」

哲学概論Ⅰ ２ 〇 〇

哲学概論Ⅱ ２ 〇 〇

倫理学概論Ⅰ ２ 〇 〇

倫理学概論Ⅱ ２ 〇 〇

修得するべき単位数 ４６ ３２

哲学 概論 Ⅰ， Ⅱま
たは倫理学概論Ⅰ，
Ⅱい ずれかの組み
合 わ せ ２科 目 ４単
位選択必修
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表⑸　 公共政策学科　〔 ◎＝必修科目　 ○＝選択必修科目　 ●＝選択科目〕

【 注意】 ガイ ダンス時やポータ ル等による通知の指示に従っ て履修し てく ださ い。

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 地理歴史 公民

日本史・ 外国
史

日本史

日本史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

日本史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

日本政治史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本政治史Ⅱ ２ ● 〇 −

日本政治思想史Ⅰ ２ ● 〇 −

日本政治思想史Ⅱ ２ ● 〇 −

外国史

経済史 ２ ● 〇 −

西洋政治史Ⅰ ２ ● 〇 −

西洋政治史Ⅱ ２ ● 〇 −

西洋政治思想史Ⅰ ２ ● 〇 −

西洋政治思想史Ⅱ ２ ● 〇 −

国際関係史Ⅰ ２ ● 〇 −

国際関係史Ⅱ ２ ● 〇 −

東洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

東洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

西洋史概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地 理 学（ 地 誌
を 含む。）

人文地理学・
自然地理学

人文地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

人文地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

自然地理学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

地誌
地誌学概論Ⅰ ２ ◎ ◎ −

地誌学概論Ⅱ ２ ◎ ◎ −

「 法律学，政治
学」

「 法律学（ 国際
法 を 含 む。），
政 治 学（ 国 際
政 治 を 含
む。）」

行政組織論 ２ ● − 〇

行政管理論 ２ ● − 〇

政策過程論 ２ ● − 〇

行政広報論 ２ ● − 〇

比較行政論 ２ ● − 〇

福祉政策 ２ ● − 〇

教育政策 ２ ● − 〇

都市政策 ２ ● − 〇

地域政策 ２ ● − 〇

農業政策 ２ ● − 〇

警察政策 ２ ● − 〇

情報通信政策 ２ ● − 〇

運輸政策 ２ ● − 〇

観光政策 ２ ● − 〇

防衛政策 ２ ● − 〇

民法Ⅰ（ 民法総則） ４ ● − 〇

民法Ⅱ（ 物権法） ２ ● − 〇

民法Ⅲ（ 担保物権法） ２ ● − 〇

民法Ⅳ（ 債権法総論） ４ ● − 〇

民法Ⅴ（ 債権法各論） ４ ● − 〇

民法Ⅵ（ 親族法） ２ ● − 〇

民法Ⅶ（ 相続法） ２ ● − 〇

商法Ⅰ（ 会社法Ⅰ） ４ ● − 〇

商法Ⅲ（ 商取引法） ２ ● − 〇

商法Ⅳ（ 支払システム法） ２ ● − 〇

商法Ⅴ（ 保険法） ２ ● − 〇

刑法Ⅰ ４ ● − 〇

刑法Ⅱ ４ ● − 〇

憲法Ａ（ 人権） ２ ● − 〇

憲法Ｂ（ 統治機構） ２ ● − 〇

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅰ ２ ● − 〇

国際関係法〔 公法系〕Ａ Ⅱ ２ ● − 〇

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅰ） ２ ● − 〇

税法Ⅰ（ 基礎理論Ⅱ） ２ ● − 〇

経済行政法Ⅰ ２ ● − 〇

経済行政法Ⅱ ２ ● − 〇

経済法Ⅰ ２ ● − 〇

経済法Ⅱ ２ ● − 〇

法令上の区分
科目名

単
位
数

中学校 高校

中学校 高校 社会 地理歴史 公民

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅰ ２ ● − 〇

知的財産法Ａ（ 特許・ 実用新案）Ⅱ ２ ● − 〇

知的財産法Ｂ（ 意匠） ２ ● − 〇

知的財産法Ｃ（ 商標・ 不正競争） ２ ● − 〇

政治学原論 ２ ◎ − ◎

現代政治理論 ２ ◎ − ◎

行政学Ⅰ ２ ● − 〇

行政学Ⅱ ２ ● − 〇

公共政策論 ２ ● − 〇

地方自治論Ⅰ ２ ● − 〇

地方自治論Ⅱ ２ ● − 〇

現代行政論Ⅰ ２ ● − 〇

現代行政論Ⅱ ２ ● − 〇

国際政治学Ⅰ ２ ● − ◎

国際政治学Ⅱ ２ ● − ◎

政治哲学Ⅰ ２ ● − 〇

政治制度論 ２ ● − 〇

地方自治法Ⅰ ２ ● − 〇

地方自治法Ⅱ ２ ● − 〇

刑事政策Ⅰ ２ ● − 〇

刑事政策Ⅱ ２ ● − 〇

少年法Ⅰ ２ ● − 〇

少年法Ⅱ ２ ● − 〇

社会保障法Ⅰ ２ ● − 〇

社会保障法Ⅱ ２ ● − 〇

労働法Ⅰ ２ ● − 〇

労働法Ⅱ ２ ● − 〇

消防政策 ２ ● − 〇

「 社会学，経済
学」

「 社会学，経済
学（ 国 際 経 済
を 含む。）」

経営管理論 ２ ● − 〇

経営組織論 ２ ● − 〇

経営分析論 ２ ● − 〇

ソ ーシャ ル・ キャ ピタ ル論 ２ ● − 〇

ミ ク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

マク ロ経済学Ⅰ ２ ◎ − ◎

経済思想史Ⅰ ２ ● − 〇

経済思想史Ⅱ ２ ● − 〇

財政学Ⅰ ２ ● − 〇

財政学Ⅱ ２ ● − 〇

地方財政論Ⅰ ２ ● − 〇

地方財政論Ⅱ ２ ● − 〇

国際経済論Ⅰ ２ ● − ◎

国際経済論Ⅱ ２ ● − ◎

経済政策論 ２ ● − 〇

社会保障論Ⅰ ２ ● − 〇

社会保障論Ⅱ ２ ● − 〇

経営学Ⅰ ２ ● − 〇

経営学Ⅱ ２ ● − 〇

会計学Ⅰ ２ ● − 〇

会計学Ⅱ ２ ● − 〇

公共経済学Ⅰ ２ ● − 〇

公共経済学Ⅱ ２ ● − 〇

社会政策論Ⅰ ２ ● − 〇

社会政策論Ⅱ ２ ● − 〇

国際金融論Ⅰ ２ ● − 〇

国際金融論Ⅱ ２ ● − 〇

福祉契約論 ２ ● − 〇

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学」

「 哲 学， 倫 理
学，宗教学，心
理学」

哲学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

哲学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅰ ２ 〇 − 〇

倫理学概論Ⅱ ２ 〇 − 〇

修得するべき単位数 ３６ ３２ ３２

哲学概論Ⅰ， Ⅱま
た は 倫 理 学 概 論
Ⅰ， Ⅱいずれかの
組み合わせ ２科目
４単位選択必修
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③− 2 　 教科及び教科の指導法に関する 科目【 教科に関する 専門的事項】（ 概論系科目）

前出表⑸に掲げる科目のう ち教職課程の教科に関する専門科目（ 概論系科目） は， 以下の表⑹のと おり です。

表⑹

学 科 目 名 単位数 学年配当 履修上限単位数 卒業単位への算入

日 本 史 概 論 Ⅰ ２ ２

含まない 算入不可

日 本 史 概 論 Ⅱ ２ ２

東 洋 史 概 論 Ⅰ ２ ２

東 洋 史 概 論 Ⅱ ２ ２

西 洋 史 概 論 Ⅰ ２ ２

西 洋 史 概 論 Ⅱ ２ ２

人 文 地 理 学 概 論 Ⅰ ２ ２

人 文 地 理 学 概 論 Ⅱ ２ ２

自 然 地 理 学 概 論 Ⅰ ２ ２

自 然 地 理 学 概 論 Ⅱ ２ ２

地 誌 学 概 論 Ⅰ ２ ２

地 誌 学 概 論 Ⅱ ２ ２

哲 学 概 論 Ⅰ ２ ２

哲 学 概 論 Ⅱ ２ ２

倫 理 学 概 論 Ⅰ ２ ２

倫 理 学 概 論 Ⅱ ２ ２

１． こ れら の科目は， 卒業所要単位には算入さ れません。

２． こ れら の科目は， 取得し よう と する免許によっ て修得するべき科目が異なるので， 前出表⑸を参照し ， よく 確

認し て， 間違いのないよう に履修し てく ださ い。

③− ３　 教科及び教科の指導法に関する 科目【 各教科の指導法】

各教科の指導法は， 以下の表⑺のと おり です。 免許状の種類・ 教科別に「 社会科・ 地理歴史科教育法Ⅰ」「 社会

科・ 地理歴史科教育法Ⅱ」「 社会科・ 公民科教育法Ⅰ」「 社会科・ 公民科教育法Ⅱ」（ 各 ２単位） の科目に区分さ れ

開講さ れます。 こ れら の科目は， 卒業所要単位には算入さ れません。

表⑺

免許状の

種類・ 教科

２年次 ３年次

必要修得

単位数

履修上限

単位数

卒業単位

への算入

社会科・ 地理歴史科

教育法Ⅰ

（ ２単位）

社会科・ 地理歴史科

教育法Ⅱ

（ ２単位）

社会科・ 公民科

教育法Ⅰ

（ ２単位）

社会科・ 公民科

教育法Ⅱ

（ ２単位）

中学校（ 社会） ◎ ◎ ◎ ◎ ８

含まない 算入不可高　 校（ 地歴） ◎ ◎ − − ４

高　 校（ 公民） − − ◎ ◎ ４
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「 履修カ ルテ」 は， 教職課程科目履修 １年目から 教育職員免許状取得まで継続し

て作成するも のであり ，「 教職実践演習（ 中・ 高）」 を履修するにあたり ， それまで

の教職課程の履修状況を把握し ， 教員と し て必要な基礎的資質の取得状況を確認・

自己評価するために役立てるも のです。 履修カ ルテの作成については， 教職課程ガ

イ ダンスにて詳し く 説明するので， 必ず出席し てく ださ い。

「 教育実習」 は， ４年次生で教育実習参加の要件を 充足し た者について， 毎年 ５

月中旬から １１月下旬までの間に中学校・ 高等学校において実施さ れます。 教育実習

の単位は， 中学校の免許状を取得する場合， または中学校と 高等学校の両方の免許

状を取得する場合， 実習校において ３週間以上（ 前出表⑷の「 教育実習Ⅰ」 を履修

し たこ と になる）， 高等学校のみの免許状を 取得する 場合， ２週間以上（ 前出表⑷

の「 教育実習Ⅱ」 を履修し たこ と になる） 教員と し ての実務（ 授業その他の教育活

動） に就き， 所定の成績評価を得た場合， 修得できます。

近年の教育界の動向を考えて， ３週間以上の「 教育実習Ⅰ」 を履修するこ と を勧

めます。

なお， 教育実習期間中， 大学の授業は欠席を余儀なく さ れ， また， 就職活動の妨

げと なっ たり ， 公務員採用試験等が受験できなく なる可能性があるので， 各自留意

し てく ださ い。

①　 教育実習参加の要件

教育実習に参加するには， 以下⑴〜⑶すべての要件を充足すると と も に， 意欲

的に教職課程の履修に取り 組んでいる学生のみ， 実習資格が認めら れます。

⑴　 ３年次終了時点で， 卒業に必要と さ れる 共通科目， 総合科目， 外国語科目，

体育・ 健康科目， および専門基幹科目の単位を修得済みの学生。

⑵　 ３・ ４年次に開講さ れる「 教育実習事前・ 事後指導」 のう ち ３年次の「 教育

実習事前指導」 を全て受講し た学生。

⑶　 ３年次終了時点で，「 教育の基礎的理解に関する 科目等」 のう ち「 現代教職

論」 を含めて ５科目以上の単位を修得済みの学生。

教育実習を実施するまでには， 実習希望者， 大学， 実習校， 教育委員会等の間で

綿密な打ち合せ， 事務手続等が要求さ れます。 実習希望者は， 自己の立場をよく 理

解し ， 教務課掲示板及びポータ ルシステムに留意し ， 期日の厳守， 報告等を怠ら な

いよう にし てく ださ い。 また， 教育実習ガイ ダンス（ 事務手続の説明を含む） が随

時行われます。 開催日等については， 別途教務課掲示板及びポータ ルシステムにて

指示するので留意し てく ださ い。

①　 教育実習参加予備調査（ ２年次生， １２月）

２年次生を対象に， 翌々年度の教育実習参加希望の予備調査を行います。 こ れ

は， 教育実習実施について教育委員会等に届け出を行う ための重要な調査ですの

で， 期日を 厳守し て必ず予備調査書を 提出し てく ださ い。 予備調査書の提出を

怠っ た場合， 教育実習参加の申込みができないので， 注意し てく ださ い。

なお， 実習校から 内諾書が提出さ れた後に， 学生個人の都合による教育実習辞

退は認めら れません。

②　 教育実習参加申込み（ ３年次生， １0月）

３年次生を対象に， １0月中旬に予備調査の手続完了者による正式な教育実習参

加の申込みを受け付けます。 手続き については， 必要書類の提出の他に， 教育実

習費が必要と なり ます。

３． 履修カ ルテについて

4 ． 教育実習について

5 ． 教育実習までの諸手続
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〈 教育実習費〉

「 教育実習Ⅰ」 履修者は， ２５,000円（ う ち ５,000円は事務手数料），「 教育実習Ⅱ」

履修者は，１５,000円（ う ち５,000円は事務手数料） を徴収し ます。 実習校によっ ては，

実習費が指定さ れる場合があり ます。

※実習費を返金する場合， 事務手数料を除いた金額を返金し ます。

中学校教諭の免許状を 取得する 要件と し て，「 介護等体験」 が義務付けら れてい

ます。「 介護等体験」 を 行う にあたっ てのガイ ダン ス開催日， 受入れ施設の種類及

び手続の方法等詳細については， 別途教務課掲示板及びポータ ルシステムにて指示

するので留意し てく ださ い。

①　「 介護等体験」 と は， １８歳に達し た後， 特別支援学校（ 盲学校， 聾学校， 養護

学校） と 社会福祉施設等で行われる ， 障害者， 高齢者等に対する 介護， 介助の

他， 話し 相手， 散歩等の付添などの交流， あるいは掃除・ 洗濯等の業務の補助な

ど様々な内容（ 分野） を実体験するこ と を言います。

②　 介護等体験の期間は， 7 日間と し ます（ 特別支援学校で ２日間， 社会福祉施設

で ５日間の体験。 ただし ， 7 日間を超えても 差し 支えない）。

なお， ３年次生で介護等体験を終了し てく ださ い。

③　 卒業単位修得状況によっ ては，「 介護等体験」 を行わせない可能性があり ます。

教職課程科目の単位を充足し ， 卒業と 同時に教育職員免許状取得を希望する学生

は， 学部で一括し て東京都教育委員会に授与申請を行う ので， 遅滞なく 手続き をし

てく ださ い（ ４年次生にて ６月に事前登録手続， １１月に本申請手続を行います）。

本申請手続時には， 免許状申請料と し て， １教科につき ３,６00円を徴収し ます。

なお， 期間内に手続き をし ない学生は個人申請と なり ， 卒業後本人の居住する都

道府県各教育委員会で授与申請をするこ と になり ます。

現在， 教育職員採用は， 各都道府県および政令指定都市の教育委員会， 私立学校

協会等において， 各々独自の方式により 行われています。 詳細は， 各自で教育委員

会等に問い合わせてく ださ い。

教職課程の科目は， １年次生から 履修するこ と ができ ます。 し かし ， 教育職員免

許状を取得するためには， 卒業要件の修得単位数を越える単位数を修得し なければ

なり ません。 し たがっ て， こ の「 学部要覧」 を熟読し て， し っ かり と し た自分の意

志を固めてから 履修し てく ださ い。 そのために， 毎年度 ４月に開催さ れる教職課程

ガイ ダンス（ 教職課程履修のための全般的な注意等） を必ず受講し ， 卒業時に教育

職員免許状を取得でき るよう 計画をたてるこ と が重要です。

また， 教職課程ガイ ダン スについては，「 介護等体験に関する ガイ ダン ス」 や，

「 教育実習に関する ガイ ダン ス」 など多く のも のが開催さ れる ので， 常に教務課掲

示板及びポータ ルシステムに注意し てく ださ い。

6 ． 介護等体験について

7 ． 教育職員免許状の申請

8 ． 教育職員採用試験

9 ． 教職課程ガイ ダンスの出

席について
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学生生活

学生証は， 日本大学法学部学生の身分を証明するも のです。 また， 図書館の入館

証も 兼ねています。 学生証は， 各課の窓口で， 諸手続を行う 時や定期試験を受験す

る時， その他， さ まざまな機会で呈示を求めら れるこ と があるので， 常に携帯し な

ければなり ません。 学生証は， 極めて大切なも のなので， 紛失・ 破損のないよう に

注意し てく ださ い（ スマート フ ォ ンケースのマグネッ ト 部分など， 磁気の強いも の

へは近づけないよう にし てく ださ い）。

①　 学生証は， 入学時に交付し たも のを 在学期間中継続し て使用し ます。 ただし ，

裏面のシールは毎年度， 貼り 替えます。

②　 学生証を他人に貸し たり ， 使用さ せてはいけません。

③　 学生証を不正な目的に使用し てはなり ません。

④　 学生証を紛失・ 破損し た場合は， 学生課にて拾得物の確認後， 速やかに教務課

に届け出て， 再交付の手続き を行っ てく ださ い。

⑤　 記入事項（ 現住所） の変更があっ た場合は， 学生課に届け出て裏面シールの訂

正をし てく ださ い。

⑥　 卒業時， 退学時等には， 学生証を必ず返還し なければなり ません。

入学手続時に登録し た学籍内容は， 学生の身分に関する事項を含む重要な内容な

ので， 在学中はも ちろ んのこ と ， 卒業後も 大学に保管さ れます。

し たがっ て， 在学中に現住所・ 氏名・ 保証人（ 父母） に関する事項などに異動が

あっ た時は， 速やかに事務局に変更の届出をし なければなり ません。

（ １３． 各種届（ 願） 出一覧）

学生番号は， 入学時に決定さ れます（ 学生証に記載さ れた番号）。

①　 学生番号は， 転部・ 転科等の異動がない限り 卒業まで変わり ません。

②　 在学中の学内における諸手続は， 学科・ 学年・ 氏名に加え， 必ず学生番号を明

記し なければなり ません。

③　 学生番号は 7 桁で構成さ れています。

（ 例）　 法律学科　 ２１１0999番の場合

２１ １ 0 999

↑ ↑ ↑

入学年 学科番号 個人番号

学科番号

第一部　 法律学科… １　 政治経済学科… ２　 新聞学科… ３

　 　 　 　 　 経営法学科… ４　 公共政策学科… ５

　 第二部　 法律学科… ６

⑴　 学生の皆さ んに対する 連絡事項等は原則と し てポータ ルシステム及び掲示に

よっ て行いますので， 必ず確認し てく ださ い。

1 ． 学 生 証

2 ． 学　 　 籍

３． 学生番号

4 ． 伝達事項
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⑵　 日本大学法学部ポータ ルシステム

「 日本大学法学部ホームページ」

ト ッ プページより ，「 在学生の方へ」 →「 総合ポータ ルシステム」 をク リ ッ ク

事務局から のお知ら せや， 授業連絡・ 休講情報・ 補講情報など， 学外から でも

パソ コ ンやスマート フ ォ ンなどから 様々な情報を得るこ と が可能です。

科目を担当する教員や事務局から のお知ら せ・ 呼び出し など， 重要な事項を配

信し ますので， 必ず利用し てく ださ い。

※ポータ ルシステムはスマート フ ォ ン・ タ ブレ ッ ト 端末等でも アク セスするこ と

が可能ですが， 添付フ ァ イ ルのダウンロード 等， 一部の機能は利用できない場

合があり ます。

⑴　 授業料等学費の納入期限

学部第一部・ 学部第二部の前学期授業料等学費の納入期限は ４月３0日， 後学期

学費の納入期限は 9 月３0日です。

※納入期限が銀行休業日の場合は前営業日と なり ます。

⑵　 授業料等学費の納入方法

学費の振込は， 前学期は ４月上旬， 後学期は 9 月上旬に学費支弁者宛に郵送す

る学費納入に関する案内を熟読の上， 振込用紙を使用し て， 期限内に納入し てく

ださ い。

⑶　 納入が困難な場合は， 必ず期限前に会計課に申し 出てく ださ い。

病気その他やむを得ない事由により ， ３か月以上修学できない状態の者は， 願い

出により 許可を得て， 休学するこ と ができ ます。

①　 休学し よう と する者は， その事実を証明する書類を添え，「 休学願」（ 教務課備

付けの本学部所定用紙） に保証人連署の上， 教務課に提出し ， 許可を得なければ

なり ません。

②　 休学期間は， １学期又は １年と し ， 通算し て在学年数の半数を超えるこ と がで

きません。 許可さ れる休学期間は当該学期末もし く は年度末（ ３月３１日） までです。

③　 原則と し て， 入学年度は休学するこ と ができ ません。 ただし ， 入学年度の後学

期については， 修学困難な事由がある場合に限り 休学を認めるこ と があり ます。

④　 休学期間は， 修業年数には算入さ れません。

⑤　 休学期間中の授業料等学費は， 減免さ れます。 減免額についてはその願い出た

日により 異なり ます。

⑥　 休学期間が満了する 時は，「 復学願」 を 提出し なければなり ません。 更に休学

する 場合は，「 復学願」 を 提出の後， 再度「 休学願」 を 提出し ， 許可を 得なけれ

ばなり ません。

⑦　 休学者は， 学期の始めでなければ復学するこ と ができ ません。

※休学中の学費については， 以下のと おり です。

【 通年休学の場合】

休学願の提出日 ４/ １〜 ５/３１ ６/ １〜１１/３0

前学期分学費

在籍料 納　 入 ─

授業料 ─ 納　 入

施設設備資金 ─ 納　 入

後援会費（ 第一部） 納　 入 納　 入

校友会費（ 準会員） ─ ─

後学期分学費

在籍料 納　 入 納　 入

授業料 ─ ─

施設設備資金 ─ ─

後援会費（ 第一部） 納　 入 納　 入

5 ． 学費の納入

6 ． 休　 　 学
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【 前学期半期休学の場合】

休学願の提出日 ４/ １〜 ５/３１

前学期分学費

在籍料 納　 入

授業料 ─

施設設備資金 ─

後援会費（ 第一部） 納　 入

校友会費（ 準会員） ─

【 後学期半期休学の場合】

休学願の提出日 １0/ １〜１１/３0

後学期分学費

在籍料 納　 入

授業料 ─

施設設備資金 ─

後援会費（ 第一部） 納　 入

１． 在籍料は半期 ６万円です。

２． 通年休学の場合， 前学期納入済過納学費は， 後学期に振替えて充当し ます。

半期休学の場合の， 当該学期納入済過納学費については返還し ます。

３． 退学等により ， 学籍を失っ た場合の過納学費は返還し ません。

４． 後援会費については， 第一部のみ必要で， 第二部は不要です。

休学期間が満了する 時に， 再び修学する 場合は，「 復学願」 を 提出し ， 許可を 得

なければなり ません。

①　 休学期間が満了する 前に， 教務課よ り 復学に関する 手続要項と と も に，「 復学

願」 を 送付し ます。 復学する 場合は，「 復学願」 を 保証人連署の上， 所定の期間

内に教務課に提出し ， 許可を得なければなり ません。

②　 復学が許可さ れた場合は， 翌学期の １日付の復学と なり ます。

③　 所定の期間内に「 復学願」 を 提出し ない場合， 修学の意思がないも のと みな

し ， 除籍と なるこ と があるので注意し てく ださ い。

病気その他やむを得ない事由のため， 退学し よう と する者は，「 退学願」（ 教務課

備付け） に保証人連署の上， 学生証を添えて， 教務課に提出し ， 許可を得なければ

なり ません。

日本大学学則第３0条より ， 所定の期間内に学費を納入し ない者， 故なく し て欠席

が長期にわたる者， 在籍年数が ８年を超える者は除籍と なり ， 本学学生の身分を失

います。

正当な理由で退学し た者が， 再び学業を続けよう と する時は， 定めら れた期間内

に所定の手続をし ， 選考を受けて再入学するこ と ができ ます。 再入学を希望する場

合は，出願資格等が定められているので法学部入学センタ ーへ問い合わせてく ださ い。

転科と は， 本学部第一部内での学科の学籍異動をいいます。

転部（ 第一部・ 二部間） と は， 本学部の第一部より 第二部， 又は第二部より 第一

部への学籍異動をいいます。

7 ． 復　 　 学

8 ． 退　 　 学

9 ． 除　 　 籍

10． 再 入 学

11． 転科・ 転部（ 第一部・ 二

部間）
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①　 転科又は転部（ 第一部・ 二部間） 希望者の選考は， １年次から ２年次及び ２年

次から ３年次になる時に行われます。

②　 選考時の後学期末試験までの成績（ 累積） が， 選考に重要な条件と なる ので，

日常の勉学に励むよう にし てく ださ い。

③　 転科・ 転部（ 第一部・ 二部間） を希望する場合は， 出願資格等が毎年定めら れ

る ので， 法学部ホームページにて確認し てく ださ い。 問い合わせ先は入学セン

タ ーです。

学生の本分にも と る行為があっ た場合は， 退学その他の処分が行われます。 定期

試験における不正行為（ カ ンニング等） も 処分の対象です。

第7６条　 学生が本大学の規則・ 命令に背き若し く は大学の秩序を乱し ， 又は学生と し

ての本分に反する行為があっ た場合にはその情状によっ て懲戒を行う こ と がある。

第77条　 懲戒は， 退学・ 停学及び訓告の ３種と する。

２　 前項の退学は， 次の各号のいずれかに該当する者について行う 。

①　 性行不良で改善の見込みがないと 認めら れる者

②　 学力劣等で成業の見込みがないと 認めら れる者

③　 正当の理由がなく て出席常でない者

④　 大学の秩序を乱し ， その他学生と し ての本分に反し た者

３　 停学と は， 一定期間， 授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し ， その他の課

外活動等についても 禁止するこ と をいう 。

４　 訓告と は， 文書で戒めるこ と をいう 。

各種届（ 願） 出一覧

種　 　 　 別 担当課
本人・ 保証人

署名捺印
備　 　 　 考

休 学 願

教務課

要
休学せざ る を えない事実を 証明す

る書類の提出を求める場合がある

復 学 願 要

退 学 願 要

氏 名 変 更 届 不要
氏名を 確認でき る 記載事項証明を

添付するこ と

保証人氏名変更届 不要
氏名を 確認でき る 記載事項証明を

添付するこ と

学 生 証 再 交 付 願 要（ 本人のみ）

本 人 住 所 変 更 届
学生課

不要 法学部ポータ ルシステムにて申請

保証人住所変更届 不要 法学部ポータ ルシステムにて申請

※各種届（ 願） の用紙は， 担当課に備付けてあり ます。

　 なお， こ の他の各種届については「 各種手続・ 配布物一覧表」 を参照し てく ださ い。

注意事項

※学生への連絡は「 掲示」 と 「 ポータ ルシステム」 によっ て行いますので， 常に確

認するよう に心掛けてく ださ い。

※特に， 履修登録， 受験届， レ ポート ， ゼミ ナール論文， 学籍に関する諸届の掲示

については， 注意深く 確認し て提出期限を厳守するよう にし てく ださ い。

※個別の連絡， 急を要する連絡を電話で行う こ と があり ます。 学校の電話番号を登

録し ， 学校から の電話には必ず出るよう にし てく ださ い。

12． 懲　 　 戒

1３． 各種手続き
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窓口事務取扱時間（ 通常時）

窓口の事務取扱時間は， 特別の場合（ 夏季休業期間等） を除き 次のと おり です。

なお， 変更する場合は事前にホームページ等により 周知し ます。

教務課・ 学生課
教務課・ 学生課

（ 時間外総合受付）
会計課 就職指導課

月〜金曜日 9 ： 00〜１８： 00 １８： 00〜２0： 00 9 ： 00〜１８： 00 9 ： 00〜１9： 00

土曜日 9 ： 00〜１３： 00 １３： 00〜１６： 00 9 ： 00〜１３： 00 9 ： 00〜１３： 00

在学証明書・ 成績証明書・ 卒業見込証明書・ 学割証・ 健康診断証明書について

は， 本館 １階事務局に設置さ れている証明書自動発行機にて発行が可能です。

なお， 卒業見込証明書を発行するには， 発行時期により 以下のと おり 必要単位数

が定めら れていますので注意し てく ださ い。

発行時期 必要単位数

４年次前学期 ３年次終了時点で最低８８単位

４年次後学期 ４年次前学期終了時点で最低１0２単位

証明書自動発行機を使用する際は， 学生証・ 手数料・ パスワード がそれぞれ必要

です。 手数料については， 巻末の証明書発行等手数料一覧を参照し てく ださ い。 ま

た， パスワード の初期値は生年月日の下 ４桁に設定さ れており ， 必ず， 初回操作時

に任意の数字 ４桁に変更する よ う にし てく ださ い（ 誕生日が ４月１0日の人のパス

ワード は『 0４１0』 に設定さ れています。）

⑴　 購入方法

通学定期を購入する場合は， 学生証裏面シールに「 学生番号」・「 氏名」・「 現住

所」 及び「 通学区間」（ 乗り 換え駅は必ず経由欄に記入） を 記入し ， 合わせて学

生課に備え付けの「 通学定期乗車券発行控」 に必要事項を記入の上学生課へ持参

し ，『 経路確認印』 を 受ける こ と で， Ｊ Ｒ ・ 私鉄各線の通学定期券を 購入する こ

と ができ ます。

（ 経路確認印のないも のは無効です）

また， 以後， 同一年度内に継続し て同じ 経路を購入する場合は学生証裏面シー

ルのみで購入する こ と ができ ます。（ 年度内の経路変更は， 住所変更の場合を 除

き 認めていません。 効率的な経路を 年度の初めに設定し 「 通学定期乗車券発行

控」 を 届け出てく ださ い）。 なお， 都営線・ 新幹線・ バス等を 利用する 場合は，

別途， 学生課にて「 通学証明書」 を発行し ています。

さ ら に教育実習などのために大学最寄駅以外の区間の「 実習用通学定期券」 が

必要な場合， 実習開始の ３週間前までに学生課で手続き をする必要があり ます。

⑵　 通学区間

通学が認めら れる区間及び経路は， 大学へ届け出ている現住所（ １人につき １

箇所のみ） の最寄駅から 大学最寄駅（ 原則と し て， 水道橋・ 後楽園・ 神保町） ま

での区間で， 最短営業距離・ 最安運賃・ 最短時間のいずれかに該当する場合のみ

に限ら れます。 なお， アルバイ ト 及び課外活動（ ク ラ ブ活動） 等， 卒業（ 修了）

に必要な単位修得以外の目的で通学定期券を購入するこ と はでき ません。

⑶　 通学定期が無効と なる場合

適正でない区間の通学定期券を購入・ 使用し た場合や以下に挙げる事象が発生

し たと き ， 鉄道会社の定める旅客営業規則（ 運送約款） に基づき ， 旅客運賃・ 増

14． 証明書自動発行機

15． 通学定期券
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運賃を請求さ れると と も に， 当該学生は通学定期券の発行停止及び学則により 処

分の対象と なり ます。

①　 事実を偽っ て購入し たと き 。

②　 定期券の表面に表示さ れた事項を消去， または改変し て使用し たと き。

③　 使用資格が消失し たと き 。（ 学籍を消失し たと き ）

④　 学生証を携帯し ていないと き。

⑤　 区間の連続し ていない ２枚以上の定期券を使用し その各券面に表示さ れた区

間と 区間と の間を 無札で乗車し たと き（ キセル乗車）， または片方が普通乗車

券， または回数券の場合も 無効と なり ます。

⑥　 その他， 不正乗車の手段と し て使用し たと き。

⑷　 年度を跨ぐ 場合の通学定期券の購入について

以下の要件を満たす場合， ３月中に ４月から の通学定期を購入するこ と が出来

ます。

①　 購入時の学年が １年〜 ３年生であり ， 進級が確定し ているこ と 。

②　 学生証裏面の内容（ 住所及び通学経路） に変更がないこ と 。

学生証及び手元にある通学定期券を持参し て， 係員のいる駅窓口で購入し てく

ださ い。 こ れにより ４月の駅窓口混雑時を避けるこ と ができ ますので， 在学生は

こ の制度を利用し て下さ い。（ 一部鉄道会社を除く ）

法学部神田三崎町キャ ン パスは市街地にあり ， 自動車・ 自動二輪車等での通学

は， 車両事故， 騒音公害， 道路混雑の原因と なり ， 他の学生， 地域住民への迷惑と

なるので禁止し ています。 また， 自転車通学についても 同様に車両事故の危険が高

く ， 駐輪施設も ないこ と から 禁止し ています。

法学部大宮キャ ン パスも 自動車・ 自動二輪者及び自転車によ る 通学（ 体育実技

等） を原則と し て禁止し ています。

通常「 学割」 と 称さ れている 割引証は， 旅客鉄道会社等が指定し た学校の学生

が， 実習または帰省等で利用区間（ 鉄道と 航路を 含む） の片道が， １0１キロ 以上あ

る場合， 運賃が ２割引（ 特急料金は対象外） と なり ます。 なお， 学割は自動発行機

により 発行さ れます。

①　 発行枚数は原則と し て年度内１0枚以内です。

②　 一度に発行できる枚数は ２枚までです。 また， １週間を経過し ないと 次回の発

行を受けるこ と ができ ません。

③　 有効期間は発行の日から ３か月間です。

④　「 学割」 を 年度内１0枚使用し ていない場合でも ， 残余枚数を 翌年度に加算する

こ と はできません。

⑤　「 学割」 は， 申請者のみ使用するこ と ができ ， 他人への譲渡は認めら れません。

万一， 不正使用し た場合， 使用者は割増運賃を科せら れ， 大学に対し ては， 割引

制度の取消し 並びに大学保管の「 学割」 回収等の処分がなさ れます。 大学及び学

友に多大な迷惑を掛けるこ と になるため， 不正利用は絶対にし ないよう にし てく

ださ い。

⑥　 年度内１0枚の枠を超えて特別に「 学割」 を発行する場合， その証明と なる書類

（ 企業・ 官庁等から の本人あての通知， 受験票） を 持っ て学生課に申請し てく だ

さ い。

16． 通学手段についての注意

17． 学生旅客運賃割引証
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本館 ２階の１２４講堂の隣にあり ます。

看護師が常駐し ， 学内でのけがや急病に対し て応急的な処置を行います。

毎週火曜日と 金曜日は， 学校医による健康相談を行っ ています。

内服薬は用意し ていないので， 必要な薬は各自で所持するか， 薬局で購入し てく

ださ い。

開室時間

平　 日　 9 ： 00〜１８： 00

土曜日　 9 ： 00〜１３： 00

※学校医の在室時間と 保健室開室時間の変更等は保健室前に掲示にてお知ら せし ま

す。

皆さ んが学生生活を送るにあたり 直面する学業問題， 経済問題， 人生問題， 就職

問題， 家庭問題， アパート 問題などの広い領域にわたっ て担当教職員と カ ウン セ

ラ ーが相談に応じ ます。 場所は本館 ２階正面入り 口横（ 保健室内） に設置さ れてい

ます。 開室時間は保健室前に提示するので確認し てく ださ い。 障がい学生支援につ

いては， 支援室または学生課へご相談く ださ い。

全学生を 対象と し た定期健康診断の実施は， 学校保健安全法で定めら れていま

す。 毎年必ず全員受診し なければなり ません。 定期健康診断を受診でき なかっ た場

合は， 自己負担にて医療機関で健康診断を受診するこ と になり ます。

①　 詳細な日程は， 掲示・ ポータ ルサイ ト でお知ら せし ます。

②　 定期健康診断の結果が「 異常なし 」 の場合は， ５月上旬より 自動発行機で健康

診断証明書の発行ができ る よ う になり ます。 何ら かの理由で発行でき ない場合

は， 保健室で相談し てく ださ い（ 医療機関の受診が必要等の理由で， 健康診断証

明書発行に時間がかかる場合があり ます）。

③　 定期健康診断の結果が「 要精密検査」 等の場合は， 学校医による面談や， 医療

機関の紹介等を行い， 健康増進のためのお手伝いをし ます。

④　 定期健康診断の結果は， ６月中旬頃に学生本人宛てに郵送予定です。

正課中や課外教育中あるいは課外活動中の傷害事故等について， 学生が次に掲げ

る事故により 負傷し た場合， 治療費の全額又は一部が支給さ れます（ ただし ， その

原因が故意または重過失による場合を除く ）。

①　 正課教育中の事故

②　 大学（ 大学院・ 学部を含む） が主催する行事実施中の事故

③　 学科・ ゼミ ナール等が， あら かじ め所定の手続き により 届出をし て行っ た課外

教育中に発生し た事故

④　 正式に団体届をし た団体が， あら かじ め所定の手続き により 届出をし て行っ た

課外活動中の事故

⑤　 その他前各号に準ずる事故

そう し た事故に遭っ た場合は， 事故の状況等について速やかに学生課へ報告し て

く ださ い。

なお， 詳細については， 学生課へ問い合わせてく ださ い。

法学部では， 大学院を含む全学生について， 日本大学法学部並びに法学部後援会

の補助により ， 公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険に

18． 保 健 室

19． 学生支援室

20． 定期健康診断

21． 傷害事故

22． 学生教育研究災害傷害保

険について
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一括加入し ています。 こ の保険は， 以下の場合に発生し た事故によ り ， 学生が死

亡， または怪我をし た場合に適用さ れる補償制度です。

①　 正課中

②　 学校行事に参加し ている間

③　 上記以外で学校施設内にいる間

④　 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っ ている間

⑤　 通学中

⑥　 学校施設等相互間の移動中

そう し た事故に遭っ た者は， 事故の状況等について速やかに学生課へ報告し てく

ださ い。 また， 事故発生日から ３0日以内に事故通知ハガキにより ， 保険会社へ通知

する必要があるので留意し てく ださ い。

なお， 詳細については， 学生課へ問い合わせてく ださ い。

けがや病気で医療機関を利用する場合に必要と なり ます。

国民健康保険制度では， 住所地の市区町村の国民健康保険に加入するこ と になり

ますが， 修学のため転出する場合は， 特例と し て転出前の市町村の国民健康保険に

加入でき ます。 国民健康保険の場合は， 扶養者の住んでいる市区町村役場に， 社会

保険の場合は扶養者の勤務先に申請をし てく ださ い。

大学本部及び各学部が管理・ 運営する厚生施設及びセミ ナーハウスは， 所定の申

込手続き を経て使用でき る施設です。 法学部学生がこ れら の施設の使用を希望する

場合は学生課まで申し 出てく ださ い。（ 個人での申込みはでき ません。 グループ単

位のみと なり ます。）

〔 使用手続き〕

⑴　 予約

使用申込者は， 使用し たい施設名称を 申し 出て，「 厚生施設予約申込書」 を 受

領し ， その場で必要事項（ 使用期間・ 男女別人数等） を記入のう え提出し ， 予約

を行います。

⑵　 予約の内定

予約の内定ができ た段階で， 学生課から 申込者に連絡を行います。

⑶　 使用申請

申込者は，「 厚生施設使用申請書」 を 受領し ， 必要事項を 記入（ 引率教職員連

署） のう え， 使用期日の１0日前までに， 使用者全員の名簿及び使用料金を添えて

学生課で手続き をし てく ださ い。

なお， 教職員が引率し ない場合は， 学生の中から １名の責任者を選出し ， その

者の署名をも っ て申し 込んでく ださ い。 ただし ， 本部以外の各学部が管理する施

設は， 引率教職員がいなければ使用でき ません。

他施設等詳細は，「 日本大学厚生施設案内」（ 入学時に配布） を参照し てく ださ い。

なお， 申請時期により 抽選と なる場合があり ますので， 注意し てく ださ い。

法学部には公認・ 準公認サーク ルが合わせて１00団体以上あり ， 団体ごと に活動

内容・ 活動場所を決めて活動を行っ ています。 毎年１１月に開催する法学部祭「 法桜

祭」 では， サーク ル参加団体が模擬店等の出店や出し 物の披露などを行っ ています。

学内だけでなく 学外でも 交友関係を広げ， 豊かな人間関係の形成を図るこ と も で

2３． 健康保険証

24． 厚生施設・ セミ ナーハウ

ス

25． サーク ル活動
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き るも のであり ， 大学生活がより 一層有意義なも のになるも のと 思います。 各サー

ク ルについての詳細はキャ ンパスガイ ド をご覧く ださ い。

キャ ンパス内において， 特定の政治活動や， あら ゆる宗教団体の伝道・ 布教活動

は禁止さ れています。 も し も ， 大学構内にて勧誘さ れた場合は速やかに学生課まで

報告・ 相談し てく ださ い。

一人暮らし を希望する学生に対し て，法学部ホームページにて情報提供し ています。

日本大学学生寮を始め， 株式会社共立メ ンテナンスが展開する学生会館や， 株式

会社学生情報センタ ーの学生マンショ ンを紹介し ています。

https://w w w .law .nihon-u.ac.jp/life/dorm itory .htm l

法学部生に募集が来ているアルバイ ト 先を， バイ ト ネッ ト （ https://w w w .aines.

net/） にて確認するこ と ができ ます。

アルバイ ト をする際は， 学業や健康面を十分考慮し てく ださ い。

例年１２月には日本大学が実施し ている入学試験の補助学生アルバイ ト （ 受験生誘

導等） を募集し ています。

また， 明ら かに怪し いアルバイ ト を紹介さ れた場合等は， ト ラ ブルに巻き込まれ

る前に直ちに学生課まで相談し てく ださ い。

学校には相談し にく いよう な， 労働条件・ 給料等の悩みや相談がある人は， 最寄

り の【 労働基準監督署】 や【 労働条件・ 相談ホッ ト ラ イ ン0１２0− ８１１− ６１0】 と いう

相談先も あり ます。

大学構内で物品・ 金銭を拾得し た場合は， 直ちに学生課へ届け出るよう にし てく

ださ い。 届け出ら れた物品・ 金銭は， 学生課で拾得日より 原則 ３か月間保管し てい

ます。 また， 拾得物の有無の確認は電話ではなく 直接窓口に問い合わせてく ださ い。

タ バコ は「 完全分煙」 を 実施し ています（ 電子タ バコ を 含め）。 受動喫煙防止の

ため， 喫煙者は非喫煙者の立場で考えて， ルールを遵守し てく ださ い。

また， 千代田区は生活環境条例により 路上喫煙禁止区域です（ ２000円の過料処分

です）。 近隣のビ ル等に勝手に立ち 入り 喫煙する こ と も 不法行為です。 以下の学内

喫煙場所を利用し てく ださ い。

法学部神田三崎町キャ ンパス ２号館： １階北側屋外広場

１0号館： 9 階屋上テラ ス

法学部大宮キャ ンパス 屋外の指定喫煙場所

電話等で相手をだまし 金銭を要求する【 振り 込め詐欺】，『 忘れ物を届けるだけだ

から 』 と 言われ， 気が付かないう ち に関与し てし まっ ていたと いう 例があり ます。

気が付かなく ても 犯罪です。

また， 契約に関するト ラ ブルが増加し ています。 学生を狙っ た悪質な手口と し て

以下があげら れます。

会員になっ て商品を 販売すればマージン（ 紹介料） がも ら える【 マルチ商法】，

よく ある例と し て， 友達や先輩に誘われるパタ ーンで， 断れずに契約し てし まう 事

例が多いです。 お金が無いと 言う と ， 学生ローンや消費者金融を進めてき ます。

26． キャ ンパス内における政

治・ 宗教活動の禁止につ

いて

27． 住まいの紹介

28． アルバイ ト の紹介

29． 遺失物・ 拾得物

３0． 分煙について

３1． 振り 込め詐欺・ 悪徳商法

等に注意

https://www.law.nihon-u.ac.jp/life/dormitory.html
https://www.aines.
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〇〇の資格が必ず取得できる， と 一般より かなり 高額な教材を売り つける【 資格

商法】， Ｓ Ｎ Ｓ や出会い系サイ ト などで知り 合っ た異性に誘われて， 断れずに契約

を 結ばさ れる【 デート 商法】， 身に覚えがない「 架空請求」 や安易にク リ ッ ク し た

ら 契約終了の画面が出て， 不当に高額な金額を請求する【 不当請求】 等の被害やト

ラ ブルが急増し ているので十分に注意するよう にし て下さ い。

簡単に， 短時間で大金を稼げる「 おいし い話」 は絶対にあり ません。 親し い間柄

でも 怪し いと 感じ たら き っ ぱり と 断り まし ょ う 。 悪質商法は， 多額の借金をし たう

え友人に被害を与え加害者になる事例も あり ますので十分に注意し てく ださ い。

不審なこ と があれば， 学生課・ 学生支援室に連絡し てく ださ い。

万が一規約に関するト ラ ブルで困っ たと きは， １人で悩まず直ぐ に【 消費者セン

タ ー 0３-３２３５-１１５５】 へ相談し てく ださ い。

T w itter， Instagram等のSNSの利用において， 不適切な表現で特定個人・ 団体等

に対し て予想外の誤解を与え， その軽率な言動の結果と し て， 自分自身に不利益を

招く ケースが発生し ています。

それは， あなた自身の思いやり の無さ ， 口の軽さ ， 表現力の乏し さ ， 想像力の貧

し さ ， 危機管理能力の低さ を全世界に発信し ています。

他人事と は思わず， 日本大学の学生と し て， 責任を持っ て行動し てく ださ い。

大学の建物， 設備， 机， 椅子， その他の備品類は， 全学生が利用する も のです。

大切に利用し ， 保全を心掛けてく ださ い。 こ れら を破損， 汚損し たと き は， 直ちに

事務窓口に申し 出てく ださ い。 なお， 故意による破損等の場合は， その補修費の弁

償を求めるこ と があり ます。

携帯電話・ スマート フ ォ ン・ タ ブレ ッ ト 等を使用する場合は， 他人の迷惑になら

ないよう に注意し てく ださ い。 特に授業中は， 講義の妨げになるので電源を切る等

の対応をし てく ださ い。 また， 校舎内のコ ンセント から 無断で充電するこ と は電気

窃盗（ 盗電） と 呼ばれ， 禁止さ れています。

図書館 ２階メ ディ ア教育センタ ーには， 法学部生・ 大学院生などが利用でき るパ

ソ コ ンがあり ます。 利用を希望する者は， 各場所の受付係員に利用方法を確認のう

え， 利用し てく ださ い。 なお， 大学の行事等により ， 利用時間の短縮または利用で

き ない場合も あるので掲示等で確認し てく ださ い。

３2． SNSの利用に注意

３３． 設備， 備品類の保全

３4． 携帯電話等の使用

３5． パソ コ ンの利用
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法学部情報ネッ ト ワーク （ C OLN et） について

法学部には， COLNet（ College Of Law Netw ork） と いう 情報ネッ ト ワーク があ

り ます。 COLN etは， 単にパソ コ ンを利用し た授業に対応するためだけのも のでは

なく ， 法学部におけるすべての学生と 教職員の教育・ 研究活動を支援促進するため

に設けら れたコ ンピュ ータ ・ ネッ ト ワーク を通じ たコ ミ ュ ニケーショ ン・ ツールで

す。 こ れを通じ て， 学部内外で， パソ コ ンやイ ンタ ーネッ ト ・ 電子メ ール等の利用

ができ ます。 詳し く は， 学部内サイ ト 上に掲載さ れている 『 COLN et利用規定』 及

び入学ガイ ダンスの際に配布さ れる資料を熟読し てく ださ い。

COLN etの利用に際し て は， 刑罰法令に触れる 行為やネッ ト 上のエ チ ケッ ト

（「 ネチケッ ト 」） に反する 行為を し てはいけません。 それが， ネッ ト ワーク 全体に

迷惑を及ぼすこ と があるこ と を肝に銘じ た上で， 各自の目的に応じ て積極的に活用

し てく ださ い。 また， こ のこ と は， LINEやT w itterなどのイ ンタ ーネッ ト 上の交流

サイ ト であるSNS（ Social Netw orking Service） を利用する場合も 同様です。 法学

部では， 法令違反やネチケッ ト に反する 行為の予防と ， ネッ ト ワーク の適正な管

理， 運営及び利用の確保のために，「 日本大学法学部情報ネッ ト ワーク 利用内規」

（ 以下，「 利用内規」） を 定め， COLN et設置の趣旨目的に反する 行為を 行っ た利用

者に対し て利用停止の措置をと るなどの厳し い態度でのぞんでいます。 こ の「 利用

内規」 と ネチケッ ト 等の情報倫理については， 学部内サイ ト 上に掲載の『 COLN et

利用規定』 を参照し てく ださ い。

COLNet上で利用でき るサービスは， 以下のよう にさ まざまです。

COLNetの利用

コ ンピ ュ ータ を利用するにはユーザI Dが必要です。「 利用内規」 を 遵守する と

いう 利用誓約書の提出により 使用が可能と なり ます（ 一定期間内に初期パスワー

ド の変更が必要です）。「 利用内規」 においてユーザI Dの貸借を 禁止し ている の

で厳守し てく ださ い。

電子メ ールの利用

メ ールシ ス テ ムはW ebメ ールを 採用し て いる ので， 学部内外を 問わずイ ン

タ ーネッ ト が利用可能な環境であればどこ から でも， メ ールを 送受信でき ます。

課題の送受信や就職活動などにぜひ利用し てく ださ い。

ネッ ト ワーク ド ラ イ ブの利用

フ ァ イ ルサーバを利用の際には， 次の ３つの領域の利用が可能です。

１． 個人専用フ ォ ルダ（ Ｚ ： 個人用のデータ を保管するための場所・ 個人割当容

量５00M B）

２． 学生教員共有フ ォ ルダ（ Ｙ ： 学生と 教員と の課題提示・ 提出用の場所）

３． NUド ラ イ ブ（ 容量無制限のク ラ ウド スト レ ージ）

無線LANの利用

学部内の教室やホ ール， 食堂等で 無線LA Nによ る イ ン タ ーネッ ト の閲覧や

メ ールの送受信が可能です。 利用を 希望する 人は， 学部内サイ ト 上に掲載の，

「 パソ コ ン利用関連→無線Ｌ Ａ Ｎ 」 を参照し てく ださ い。

COLNetリ モート アク セスの利用

COLN etリ モート アク セスと は， W ebブラ ウザと サーバ間の通信を暗号化し ，

COLNetと は

「 日本大学法学部情報ネッ ト

ワーク 利用内規」

利用でき るサービス
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安全に学部内のサーバに接続でき る 仕組みです。 こ のサービ スは， 自宅やイ ン

タ ーネッ ト カ フ ェ 等の学部外から でも 利用でき ， 個人専用フ ォ ルダや学生教員共

有フ ォ ルダなどにデータ をアッ プロード やダウンロード をするこ と が可能になり

ます。 レ ポート 課題の提出等に利用でき ます。

印刷枚数

本学部内のプリ ンタ による印刷については枚数制限があり ます。 枚数を減ら す

よう 工夫し ながら 印刷し てく ださ い。 また， １台のプリ ンタ を複数のパソ コ ンで

共有し ているので， 大量の印刷， 同一資料の複数印刷など， 他の利用者に迷惑を

かけないよう 注意し てく ださ い。

パソ コ ンを利用できる場所

パソ コ ンは， ２号館， １0号館， 図書館にあり ます。 こ れら は原則と し て授業用

に使用さ れます。 こ のう ち， 学生が自習等で自由に利用でき るパソ コ ンは， 図書

館（ ２階メ ディ ア教育センタ ー／ ３階〜 ６階の個人ブース／ 7 階ラ ーニング・ コ

モンズ） にあり ます。

利用でき る場所
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奨学金制度

特待生制度と は， 学業成績が優秀で， 品行方正な学生（ １年次生を除く ） を選考

し て特待生と し て奨学金を授与するも のです。

①　 特待生の選考については， １次選考と し て学業成績の優秀な者を選考し ， ２次

選考にて， その人物を選考し ています。 選考対象と なるためには， 最低， 以下の

単位数を修得する必要があり ます。 また， 特待生選考対象者は毎年 ４月に， 本館

１階教務課掲示板及びポータ ルシステム（ 対象者のみ） にて発表し ます。

学年 ２年次生 ３年次生 ４年次生

修得単位数 ３４単位 ６８単位 １0２単位

②　 特待生は甲種と 乙種の ２種類があり ， 甲種は授業料 １年分相当額の半額及び図

書費， 乙種は授業料 １年分相当額の半額の奨学金が授与さ れます。

③　 特待生の選考に合格し た者の発表は， 毎年 ６月頃の予定です。

【 目的・ 資格等】

学業成績が優秀（ 特待生に準ずる成績の者） で， 人物が優れている者。

【 募集時期】

公募制ではあり ません。 候補者に対し ， 学部から 連絡があり ます。

例年， ５月に選考， ６月に採用さ れます。

【 奨学金額】

授業料 １年分相当額の４0％

【 目的・ 資格等】

優良な資質を持っ ており ， 経済的理由により 学費の支弁が困難な者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

第一部生： 年額３0万円

第二部生： 年額１５万円

【 目的・ 資格等】

学業成績が優秀で， 人物が優れている者。

法学部の派遣交換留学に正規留学生と し て許可さ れ， 専門的研究を志す者。

【 募集時期】

交換留学決定時に受け付けます。

【 奨学金額】

往復航空運賃（ エコ ノ ミ ーク ラ ス） を上限と する。

【 目的・ 資格等】

第 ５代総長， 故永田菊四郎博士から の寄付金を基金と し て運用さ れている奨学金

で， 昭和３４年度に設置さ れまし た。

国家試験（ 司法試験・ 国家公務員採用総合職試験等） の受験を志す者。

学業成績が優秀で， 人物が優れている者。

1 ． 日本大学特待生制度

2 ． 法学部奨学金　 第 1 種

３． 法学部奨学金　 第 2 種

4 ． 法学部奨学金　 第 ３種

5 ． 法学部永田奨学金
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【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， ６月に筆記試験， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額１２万円

【 目的・ 資格等】

第 ３代総長， 故山岡萬之助博士のご遺族から の寄付金を基金と し て， また， 山岡

記念文化財団から の寄付金により 運用さ れている奨学金で， 昭和６２年度に設置さ れ

まし た。

国家試験（ 司法試験・ 国家公務員採用総合職試験等） の受験を志す者。

学業成績が優秀で， 人物が優れている者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， ６月に筆記試験， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額１２万円

【 目的・ 資格等】

元法学部教授， 故杉林信義博士のご遺族から の寄付金を基金と し て運用さ れてい

る奨学金で， 平成２7年度に設置さ れまし た。

弁理士試験の受験を志す者。

学業成績が優秀で， 人物が優れている者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， ６月に筆記試験， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額１２万円

【 目的・ 資格等】

元本部常任幹事， 故小澤三男氏のご遺族から の寄付金を基金と し て運用さ れてい

る奨学金で昭和６0年度に設置さ れまし た。

国家試験（ 公認会計士試験・ 税理士試験等） の受験を志す者。

学業成績が優秀で， 人物が優れている者。

【 募集時期】

公募制ではあり ません。 候補者に対し ， 学部から 連絡があり ます。

例年， ５月に選考， ６月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額１２万円

【 目的・ 資格等】

法学部校友会から の寄付金により 運用さ れている奨学金です。

日本大学校友会年会費（ 準会員） を納入し ている者。

また， 卒業後も 校友会活動に貢献でき る者。

【 目的・ 資格等】

優良な資質を持っ ており ， 経済的理由により 学費の支弁が困難な者。

6 ． 法学部山岡奨学金

7 ． 法学部杉林奨学金

8 ． 日本大学小澤奨学金

9 ． 法学部校友会奨学金

第 1 種
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【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

第一部生： 年額３0万円

第二部生： 年額１５万円

【 目的・ 資格等】

日本大学大学院法務研究科（ 法科大学院） に入学を許可さ れ， 次年度に入学する

者。

【 募集時期】

例年， 9 月から 募集を開始し ， １月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額２４万円

（ 司法試験予備試験短答式試験合格者は年額４８万円）

【 目的・ 資格等】

法学部後援会から の寄付金により 運用さ れている奨学金です。

法学部後援会費を納入し ている者。

【 目的・ 資格等】

優良な資質を持っ ており ， 経済的理由により 学費の支弁が困難な者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

授業料 １年分相当額の半額

【 目的・ 資格等】

株式会社日本大学事業部から の寄付金により 運用さ れている奨学金です。

優良な資質を持っ ており ， 経済的理由により 学費の支弁が困難な者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額２４万円

【 目的・ 資格等】

意欲と 能力のある学生が， 経済的理由により 修学を断念するこ と なく ， 安心し て

学べるよう 家計困窮者の支援を目的と し た奨学金です。

【 目的・ 資格等】

修学意欲が堅固で優良な資質を持っ ており ， 経済的理由により 学費の支弁が困難

な者。

【 募集時期】

例年， ５月に募集があり ， 7 月に採用さ れます。

【 奨学金額】

年額３0万円（ 後学期の授業料に充当さ れます）

第 2 種

10． 法学部後援会奨学金

第 1 種

11． 日本大学事業部奨学金

12． 日本大学創立1３0周年記

念奨学金

第 2 種
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私費外国人留学生を対象と し た制度で， 学業成績が優秀で人物が優れており ， 特

待生その他の本学の奨学金を受けていない者， また， 国費外国人留学生及び外国政

府派遣留学生でない者に対し 選考のう え， 授業料 １年分相当額の半額が給付さ れま

す。 公募制ではあり ません。

私費外国人留学生を対象と し た制度で， 授業料を一部減額するこ と により ， 経済

的負担を 軽減し ， 学業が継続さ れ， 留学の実を 上げる こ と を 目的と し た制度です。

学業成績及び経済状況等の基準があり ， 審査を通過し た者に対し 授業料 １年分相当

額の２0％が減額さ れます（ 後学期の授業料に充当さ れます）。 例年， 前学期中に申

請を受付けます。

日本学生支援機構では， 経済的理由によ り 修学に困難がある 優れた学生等に対

し ， 奨学金の貸与・ 給付（ 授業料減免含む） を 行っ ていま す。 貸与奨学金は卒業

後， 定めら れた期間内に割賦の方法で返還し なければなり ません。

⑴　 奨学金の種類

・ 給付型奨学金， 授業料減免

・ 第一種奨学金（ 貸与・ 無利子）

・ 第二種奨学金， 貸与・ 有利子（ 年利 ３% を上限）

⑵　 募集の時期

貸与奨学金は， 毎年 ４月に申込みに関する説明会を行います。 なお， 奨学金の

申込みは原則年に １回のみなので， 掲示等を注意し てく ださ い。

給付型奨学金は毎年 ４月， １0月に申込みに関する説明会を行います。 掲示等を

注意し てく ださ い。

⑶　 予約採用者

高校で大学奨学生採用候補者と し て決定通知を受け取っ ている者（ 進学届・ 確

認書の提出） は大学の指定期日までに「 採用候補者決定通知」 等の必要書類一式

を学生課に提出し てく ださ い。 期日までに手続きさ れない場合は， 採用取り 消し

になるので注意し てく ださ い。

家計の急変等があっ た場合は， 臨時採用を行いますので， 学生課に相談し てく

ださ い。

詳細については， ホームページを参照し てく ださ い。

http://w w w .jasso.go.jp/shogakukin/index .htm l

地方公共団体や民間団体が， 独自の方針に基づいて実施し ている奨学金で， 各団

体の選考によっ て奨学金が貸与または給付さ れますが， ほと んどの奨学金が学費の

支弁が困難な者を経済的に支援するこ と を目的と し ています。 その他， 留学生を対

象と する奨学金も あり ます。 こ れら の奨学金制度については， 出身都道府県， 市区

町村の教育委員会等， または当該奨学金取扱機関に照会し てく ださ い。 本学部へ募

集のある奨学金については， 掲示で案内し ます。 なお， 奨学金によっ ては， 他の奨

学金と の併給を認めない場合があるので注意し てく ださ い。

1３． 日本大学創立100周年記

念外国人留学生奨学金

14． 日本大学私費外国人留学

生授業料減免

15． 日本学生支援機構奨学金

（ 学外機関・ 貸与／給付）

16． その他の奨学金（ 学外奨

学金）

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
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奨学金ではあり ませんが， 日本学生支援機構奨学金と 同じ く ， 国が運営する機関

です。 ローンですので返済し なければなり ませんが， 日本学生支援機構奨学金と の

併用も 可能です。 学校を経由し た手続き ではあり ませんので， 詳し く は， 教育ロー

ンコ ールセンタ ー【 0５70− 00８６５６】 まで問い合わせてく ださ い。

ホームページも 参考にし てく ださ い　 https://w w w .jfc.go.jp/n/finance/search/

ippan.htm l

※奨学金制度については， 学生課へ問い合わせてく ださ い。

17． 国の教育ローン

（ 日本政策金融公庫）

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/


− 176−

国際交流

海外留学が一部の限ら れた人を 対象と し たも のであっ た時代は昔のこ と であり，

現在では多く の若者が海外の大学へ留学し ています。 若い時期に海外留学で得た貴

重な経験は， 決し てお金で買う こ と のでき ない， 将来にわたっ ての貴重な財産と な

り ます。 学部時代の海外留学をき っ かけと し て， 海外の大学院へ進学し て国際機関

などで活躍し ， あるいは企業へ就職し て海外勤務に就いている卒業生も 多数存在し

ています。

日本大学（ 本部） 及び法学部では， 多数の留学希望者の要望に応えるべく ， 様々

な形で海外留学や外国語の修得をサポート する制度を用意し ています。 本学は世界

の各地域に協定校を有し ており ， 各自の希望に応じ た留学先の選定が可能と なっ て

います。 大学間の協定に基づいた交換留学では， 受け入れ大学による手厚いサポー

ト が用意さ れており ， 留学先で修得し た単位の卒業単位認定制度も 設けら れていま

す。

歴史， 文化そし て風習などの異なる海外での留学経験は， 日本を見直す良いき っ

かけと なり ， 留学で得ら れた語学力や国際的なセンスは， 自分の将来の選択肢を幅

広いも のと し てく れます。 特に語学力は， 若ければ若いほど上達も 早いと いわれて

おり ， 若き日のパスポート は， 皆さ んの可能性を無限大のも のと する可能性を秘め

ていると 言えるでし ょ う 。

就職活動の開始時期が早まり ， それに乗り 遅れるこ と をおそれて留学をためら う

人も いるこ と と 思います。 し かし ， 早期の就職活動開始は企業への就職確定を必ず

し も 約束するも のではなく ， 現在のよう な厳し い就職状況の中では， 他の人が持っ

ていない優れた点に企業は着目し て採用を決定するでし ょ う 。 就職戦線を勝ち抜く

上で， 外国語能力， 海外での経験をも と にし たも のの考え方やセンスは， 確実に強

力な武器になるこ と は間違いあり ません。

外国語を話せるよう になり たいと いう 希望を持つ人は多いのですが， 言葉はあく

までも コ ミ ュ ニケーショ ンのツール（ 道具） であっ て， そのツールを利用し て何を

し たいのかが大事です。 単なる挨拶だけではなく ， 外国語を使っ て専門的な話題を

ディ スカ ッ ショ ンでき るよう になるには， 文法を含んだ基礎的な学習の継続が不可

欠と いえます。

大学と は関係なく 自分で留学先を選定し て留学する場合のみなら ず， 大学が用意

し ている交換留学制度による留学であっ ても ， 相当の語学力が要求さ れます。 例え

ば， アメ リ カ 留学であればT OEFL（ T est of English as a Foreign Language）， イ

ギリ ス留学であればIELT S（ International English Language T esting System） に

おいて， 一定の成績を 収めるこ と が条件と さ れています。 本学では， T OE F L学習

などのための正規授業を設けており ， 将来留学を希望する皆さ んは， こ のコ ースを

選択し て学修すると 共に， 各国の留学に際し て必要と さ れる語学試験に関する情報

を早めに収集し ， 練習のつも り でこ れら の試験を受けてみるこ と も よいでし ょ う 。

若き日は二度と やっ て来ませんし ， 大学卒業後に留学のチャ ンスに恵まれるこ と

はあまり あり ません。 自分の可能性を 信じ て語学の修得に努めて欲し いと 思いま

す。 皆さ んの夢を実現するために， そし て皆さ んが持つ可能性を無限大のも のと す

るために， 本学は支援を惜し みません。 W here there is a w ill， there is a w ay.（ 意

志あると こ ろに道は拓ける）。

1 ． はじ めに
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日本大学及び法学部では， 現在， 以下の海外の主要な大学と 学術交流協定等を結

び， 様々な形で交流を展開し ています。 また以下に掲載さ れている以外にも ， 日本

大学本部では法学部以外の１６学部が個別的に締結する多数の大学と の交流協定を所

管し ています。

⑴　 日本大学海外学術交流協定校数（ ２0２0年１２月現在）

国名 協定校数 国名 協定校数

アメ リ カ ８校 アイ ルラ ンド １校

カ ナダ １校 フ ィ ンラ ンド １校

ブラ ジル １校 スウェ ーデン １校

ガーナ １校 デンマーク １校

中国 １２校 イ ギリ ス １校

台湾 ２校 ド イ ツ ２校

韓国 ３校 オースト リ ア １校

ロシア ２校 スイ ス １校

オースト ラ リ ア ２校 フ ラ ンス １校

スペイ ン ２校

⑵　 法学部海外学術交流提携校数（ ２0２0年１２月現在）

国名 提携校数

アメ リ カ １校

アメ リ カ 及びカ ナダ １校

韓国 １校

中国 １校

台湾 １校

フ ラ ンス ２校

ド イ ツ １校

アイ ルラ ンド １校

オースト リ ア １校

なお， 日本大学では， 新型コ ロナウイルス感染症に伴い， 令和 ３年度におきまし

ては， 学生の海外渡航（ 海外渡航プログラム， 個人（ 私事等） の海外渡航） の中止

を決定いたし まし た。 最新情報については， ホームページ等で確認し てく ださ い。

⑴　 日本大学交換派遣留学・ 派遣留学制度

日本大学では， 学術交流協定に基づき ， 以下の大学と 留学生を交換及び派遣し

ています。

プログラ ム区分 国名 学校名 留学期間 対象

⑴

英語圏

中国（ 香港） 香港教育大学 9 月から 約 １年間

日本大学

学務部

国際交流課

⑵ シンガポール ナンヤン理工大学 ８月から 約 １年間

⑶

アメ リ カ

ワシント ン州立大学 ８月から 約 １年間

⑷ エリ ザベスタ ウン・ カ レッ ジ ８月から 約 １年間

⑸ ウェ スタ ンミ シガン大学 ８月から 約 １年間

⑹ アラ バマ大学バーミ ングハム ８月から 約 １年間

⑺ ケント 州立大学 ８月から 約 １年間

⑻ ウェ スト ・ アラ バマ大学 ８月から 約 １年間

⑼ カ ナダ ト ロント 大学 9 月から 約 １年間

⑽ アイ スラ ンド ビフ ロスト 大学 9 月から 約 １年間

⑾ アイ ルラ ンド メ イ ヌ ース大学 9 月から 約 １年間

⑿ オースト リ ア ク レムス応用科学大学 9 月から 約 １年間

⒀ スイ ス 北西スイ ス応用科学・ 芸術大学 9 月から 約 １年間

⒁ スウェ ーデン スト ッ ク ホルム大学 ８月から 約 １年間

2 ． 海外学術交流

３． 海外留学制度
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プログラ ム区分 国名 学校名 留学期間 対象

⒂
英語圏

デンマーク オーフ ス大学 ８月から 約 １年間

日本大学

学務部

国際交流課

⒃ フ ィ ンラ ンド Ｌ Ｕ Ｔ 大学 ８月から 約 １年間

⒄
ド イ ツ ド イ ツ

ヨ ハネス・ グーテンベルク 大学 １0月から 約 １年間

⒅ ベルリ ン自由大学 １0月から 約 １年間

⒆ フ ラ ンス フ ラ ンス アヴィ ニョ ン大学 9 月から 約 １年間

⒇

中国語圏

中国

北京大学 ８月から 約 １年間

鄭州大学 ８月から 約 １年間

山東大学 9 月から 約 １年間

台湾

国立台湾大学 9 月から 約 １年間

国立中興大学 9 月から 約 １年間

国立政治大学 9 月から 約 １年間

韓国 韓国

慶熙大学校 9 月から 約 １年間

延世大学校 ８月から 約 １年間

高麗大学校 9 月から 約 １年間

以上は， 令和元年度募集のも のです。 なお， 令和 ３年度におきまし ては， 学生

の海外渡航（ 海外渡航プログラ ム， 個人（ 私事等） の海外渡航） の中止を決定い

たし まし た。 詳細については， 日本大学本部学務部国際交流課まで問い合わせて

く ださ い。

⑵　 日本大学法学部交換派遣留学制度

日本大学法学部では， 学術交流協定に基づき ， 以下の大学に交換留学生を派遣

し ています。

国名 学校名 留学期間 問合せ先

⑴ ド イ ツ ヨ ハネス・ グーテンベルク 大学 １0月から 約 １年間
日本大学

法学部教務課
⑵ フ ラ ンス アヴィ ニョ ン大学 9 月から 約 １年間

⑶ 韓国 新羅大学校 ３月から 約 １年間

以上は， 令和元年度募集のも のです。 なお， 令和 ３年度におきまし ては， 学生

の海外渡航（ 海外渡航プログラ ム， 個人（ 私事等） の海外渡航） の中止を決定い

たし まし た。 詳細については， 教務課まで問い合わせてく ださ い。

⑶　 認定校留学制度

認定校留学と は，「 日本大学派遣交換留学制度及び日本大学法学部派遣交換留

学制度によら ず， 学生個人が留学先の大学を選定し 出願し て， 入学許可を取得し

た上で， 本学に留学を願い出て， 公式な許可を受けて留学する」 こ と を言います。

認定校留学制度は， 学籍や履修科目等について派遣留学制度に準じ た取り 扱い

を提供するこ と によっ て， 本学学生の海外留学を支援するこ と を目的と し ていま

す。

なお， 令和 ３年度におきまし ては， 学生の海外渡航（ 海外渡航プログラ ム， 個

人（ 私事等） の海外渡航） の中止を決定いたし まし た。 詳細については， 教務課

まで問い合わせてく ださ い。

⑷　 国費・ 私費留学制度

多く の国家が日本を 初めと する 諸外国から 国費によ る 留学生を 募集し ていま

す。 た と え ば， ア メ リ カ にはフ ルブ ラ イ ト 奨学金， イ ギリ ス にはブ リ テ ィ ッ

シュ ・ カ ウン シル奨学金， ド イ ツ にはド イ ツ 学術交流会（ D A A D） 奨学金によ

る留学制度があり ます。 こ のよう な国費による留学は希望者が多く ， 一般的に相
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当高度な語学力を求めら れます。

私費留学であっ ても ， と く に留学先が先進諸国の大学である場合には， 大学が

独自の奨学金制度を も っ ていたり ， その国の国内の民間の奨学団体も ある ので，

それら を利用するこ と も 可能です。

国費または私費による留学については， 図書館や市販の留学関係の書籍， 留学希

望先の国の在日大使館や所管の在日の機関などを利用し て調べるこ と ができます。

日本大学では， イ ギリ ス・ ケン ブリ ッ ジ大学の中の名門校の １つである ペン ブ

ルッ ク カ レ ッ ジにおいて， サマースク ールを 実施し ています。 法学部では独自に，

ダブリ ンシティ 大学（ 英語）， ウィ ーン大学（ ド イ ツ語）， アヴィ ニョ ン大学（ フ ラ

ンス語）， 中国科技大学（ 中国語）， 新羅大学校（ 韓国語） において語学研修を実施

し ています。

学部 国名 大学名 研修期間 問合せ先

⑴
全学部

イ ギリ ス
ケンブリ ッ ジ大学ペンブルッ

ク ・ カ レッ ジサマースク ール
夏期約 ４週間 本部学務部

国際交流課
⑵ オースト ラ リ ア オースト ラ リ ア短期海外研修 春期約 ５週間

⑶

法学部

アイ ルラ ンド ダブリ ンシティ 大学語学研修 夏期約 ４週間

法学部教務課

⑷ オースト リ ア ウィ ーン大学語学研修 夏期約 ４週間

⑸ フ ラ ンス アヴィ ニョ ン大学語学研修 春期約 ４週間

⑹ 台湾 中国科技大学語学研修 春期約 ４週間

⑺ 韓国 新羅大学校語学研修 夏期約 ３週間

以上については， 令和元年度実施のも のです。 なお， 令和 ３年度におき まし て

は， 学生の海外渡航（ 海外渡航プログラ ム， 個人（ 私事等） の海外渡航） の中止を

決定いたし まし た。 詳細については， 各問い合わせ先に問い合わせてく ださ い。

日本大学には全体で約１，２00名の外国人留学生が在籍し ており ， 法学部には約90

名（ 令和 ２年度） の留学生が在籍し ています。 留学生と 学部生と の交流を積極的に

進め， 学生時代から 国際交流に関する豊富な知識と 経験を得るこ と を期待し ていま

す。

4 ． 海外語学研修制度

5 ． 外国人留学生
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図書館は法学部の神田三崎町キャ ンパスにおいてラ ンド マーク と し てのシンボル

性を持っ た建物です。 外観のラ ンダムなスト ラ イ プは， 書籍が積み重なっ ている様

子をイ メ ージし ています。

図書館は「 大学の心臓である」「 頭脳である」 と も 言われています。 それは， 大

学における教育や研究活動を支える重要な機関であるから です。 図書館では， 学習

に必要な資料（ 図書・ 雑誌・ データ ベース等） を体系的に収集， 保管し ， 利用者に

提供し ています。 現在， 法学部 ５学科の専門分野の学術書を中心に約５0万冊を所蔵

し ています。

図書館利用ガイ ダンスやデータ ベース講習会等を開催し ， より よい図書館利用の

ために様々な支援をし ています。

レフ ァ レ ンスサービスは， 図書館の利用方法や学習， 研究上のさ まざまな問題の

相談に応じ ます。 資料の探し 方・ 図書館の利用の仕方・ あるテーマについてどんな

文献があるのか知り たい等， わからないこと があれば， カウンタ ーへお越し く ださ い。

図書館の ７階には， 図書館資料や個人のPCを 持ち 込んで個人学習・ グループ学

習など行えるラ ーニング・ コ モンズが設置さ れています。

ラ ーニング・ コ モンズは， 本学学生が自主学習・ グループ学習などを行える場所

と し て， また， 授業・ ゼミ ナールなどのために活用でき る場所と し て， 利用するこ

と を目的にし ています。 互いにコ ミ ュ ニケーショ ンを図り ながら ， 自主的に学修す

るための空間と し て活用し てく ださ い。

図書館への入・ 退館は， 学生証のバーコ ード 部分を入・ 退館ゲート の読み取り 機

にかざし てく ださ い。

貸出など各種図書館サービスを受ける時には学生証が必要です。 利用の詳細につ

いては，「 図書館利用案内」 を通読し てく ださ い。

開館時間

平　 日　 　9： 00～20： 00

土曜日　 　9： 00～20： 00

日曜日　 １0： 00～１７： 00（ 特定日） ※開館の場合

※休館日は， 日曜日（ 特定日）， 祝日（ 授業実施日を除く ）， 創立記念日， 休業

中の一定期間です。 なお， 夏季・ 春季休暇期間， 行事およびその他の事情に

より 臨時に休館や開館時間を変更する場合があり ます。

図書館の開館日程や講習会などは， カ ウンタ ー上のプラ ズマモニタ ーや館内の掲

示， ま た， 年 ５回発行し ている「 ラ イ ブ ラ リ ーニュ ース」 でも お知ら せし ていま

す。「 ラ イ ブラ リ ーニュ ース」 は， 図書館内や校舎入口に設置し ている ラ ッ ク に置

いてあり ます。

図書館に関する情報は， 法学部図書館ホームページやポータ ルサイ ト にも 掲載し

ますので， 確認し てく ださ い。

１． 法学部図書館と は

※　 公式名称は日本大学図書

館法学部分館

2 ． 利用者支援

3 ． ラ ーニング・ コ モンズ

4 ． 利用上の注意

5 ． 開館日時

６． 図書館情報

法学部図書館ホームページ▶

（ URL: https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/）

図書館の利用と 概要

https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/
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就職（ 進路） について

皆さ んが法学部を卒業し た後の進路には， 就職， 進学， 留学， 自営， 起業などさ

まざまなも のがあり ます。 その中で多く の学生は， 就職先を決定し て大学を卒業し

ていき ます。 こ れは， 卒業後に自活し ， さ ら に実り ある豊かな生活を営んでいく た

めには， し っ かり し た経済的基盤が必要なためです。 こ う し た生活基盤の確保のた

めに最も 有効な手段の一つが就職なのです。 就職は皆さ んのこ れから の生活に大き

な影響を与えるも のであると いう こ と ができます。

どのよう な仕事をし ながら ， どのよう な生活を営んでいく かは， 卒業後の長い社

会生活にと っ て重要な要素と なり ます。 し たがっ てどのよ う な職業を 選択する の

か， 本当に自分に向いた仕事は何か， そう し た仕事に就く ためには， どのよう な知

識や技能や資格などが求めら れているのかと いっ たこ と を理解するこ と が大切にな

り ます。 それゆえ皆さ んには， 今日から 「 就職」 を意識し て， 自分のキャ リ ア・ プ

ラ ンを作成し ， 将来に向かっ て進んで行っ てく ださ い。

皆さ んは， 法学部への入学を決めた時から ， 自分の将来について何かし ら 考えて

き たこ と と 思います。 その将来の夢をどのよう にし て実現するかは， すべて皆さ ん

自身で決めていかなければなり ません。 皆さ んの就職に向けた最初の活動が時間割

の決定です。 大学でどのよう なこ と を学んでいっ て将来につなげるかは， 皆さ ん自

身で決めていく こ と になり ます。 法学部では， 各学科の特性を考えた科目を配置す

ると と も に， 人格の陶冶に向けた幅広い総合科目の選択や， 学科横断的な履修も で

き るよう になっ ています。 自分に適し た時間割を作成し てく ださ い。 なお， 中学校

や高等学校などの教員資格獲得に向けた教職課程も 配置し てあり ます。

法学部では， 知識や資格が皆さ んの進路決定に大き な影響を与えるこ と が多いこ

と から ， 多く の学生研究室や課外講座を 配置し ， 講義（ 授業） 以外での知識習得，

研究や学習， 資格獲得， 自己啓発の機会などを提供し ています。 皆さ んも 自分の将

来に向けてこ う し た機会を大いに活用し てく ださ い。

法学部では， 皆さ んに高い人気のある法曹や司法書士， 行政書士， 弁理士， 経営

などに関連する公認会計士， 税理士， 社会保険労務士などのほか， 様々な資格獲得

のた めの支援を 行っ て いま す。 留学や就職な ど に役立つも のと し てT OE I Cや

T OE F Lをはじ めと する 語学検定のための講座も 開設し ています。 幅広い知識が求

めら れる公務員の職種に応じ た指導体制と し て， 学生研究室や課外講座を整えてい

ます。 大いに活用し てく ださ い。

各種資格や語学などの高スコ アの獲得のためには， 正規の講義（ 授業） で基礎学

力や能力を身に着け， そのう えで各種試験などに向けた勉強に集中し ていく 必要が

あり ます。 法学部の学生の合格率を見れば， 必ずし も 難し いも のでないこ と は理解

できると 思います。 強い意志と 意欲で希望をかなえるための努力をし てく ださ い。

就職先では多く の活躍の場が待っ ています。 職種や役割には多様なも のがあり ，

それに対応でき る能力や知識を雇用先は求めています。 国際競争がより 激し く なっ

ていく こ と が考えら れるこ と から ， より そう し た要求が高まっ てく るこ と は必然で

す。 皆さ んにはそう し た要請にこ たえら れるよう な能力や資格に加えて， 主体性や

創造性あるいは柔軟性なども 求めら れています。

そう し たも のは講義だけで身につく も のではあり ません。 ゼミ ナールでの共同研

究やプレ ゼン テーショ ン ある いはディ ベート なども 大いに役立つはずです。 また

１． 学生生活と 進路決定
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サーク ル活動を中心と し た課外活動も 皆さ んを鍛えてく れるはずです。 様々な交友

や社会での他の人たちと の接触などを通じ て自分自身を鍛え， 個性と 人間性の豊か

な自己を確立し ていっ てく ださ い。

大学は皆さ んが社会へ飛び出す最後の準備段階です。 そこ では知識や技能のみな

ら ず， 豊かな個性や人間性を身につけるこ と が必要です。 法学部では多様な方法で

皆さ んの就職活動の支援を行っ ています。 多く の機会を活用するこ と で， 実り ある

人生に向けた準備を し てく ださ い。 法学部では全組織を通じ て皆さ んの支援をし て

います。 頑張っ てく ださ い。

社会において要求さ れる資質はおおむね次のよう なも のが挙げら れます。

①　 主体性や目的意識： 自ら の進路を決定する上で， 自分はなぜそう し たいのかに

ついての明確な目的を有し ているこ と が要求さ れます。

②　 行動力・ 実行力： 目的を 実現する ためにはどのよ う にすればよ いかを 熟考し，

それを実際に行動に移すこ と のでき る積極性が不可欠です。

③　 自己表現力・ コ ミ ュ ニケーショ ン能力： 社会は多様な人びと で構成さ れていま

す。 自分の目的を達成するためには， 他者と の協力が不可欠です。 自ら の考えを

明確に相手に伝える 表現力， 相手の意見を よ く 聴き ， 周囲の人々と のコ ミ ュ ニ

ケーショ ンを通じ て， 協調し ていく こ と が大切です。

④　 柔軟性・ 協調性： 自分の信念を 持つと いう こ と は大切なこ と です。 し かし ，

日々変化する今日の経済社会において固定観念にと ら われるこ と は危険です。 周

囲の状況を見て， その場において何が最善の策かを見出すためにも ， 常に様々な

変化に対し て臨機応変に対応できる能力が必要です。

以上の ４点は個人差も あり ますが， 必ずし も 先天的なも のだけで養われるわけで

はあり ません。 大学生活における 交友関係， ゼミ ナール， サーク ル活動， その他

様々な教職員と の交流によっ て身に付けるこ と も 十分可能です。 ゼミ ナールやサー

ク ルへの加入は強制ではあり ませんが， 協調し 共感でき る感受性を持ち， 役割分担

を学び， 自主性や協調性を養う ためにも ， 是非， 加入するこ と をお勧めし ます。

就職活動期間は早期化・ 短期化が顕著と なっ ており ， 早期に内定を得る学生が多

く いる一方， 準備不足から 乗り 遅れてし まう 学生が出ているこ と も 事実です。 志望

企業から 内定を得るためにはも ちろんのこ と ， 入社後のミ スマッ チを防ぐ ためにも

就職活動にむけての準備が大変重要と なり ます。 社会に出るにあたっ ては， 今後一

層進んでゆく グローバル化に対応し た語学力， 環境適応力が大変重要であり ， 内向

き 志向であっ てはなり ません。 つまり 企業が採用するにあたっ て要求するのは， で

き るだけ即戦力になり う る能力を有し ているか， 近未来， 大き く 開花・ 飛躍するだ

ろ う と 期待さ せる潜在能力を身につけているか， 言い換えればその企業に利益をも

たら すか否かと いう こ と です。 それだけに皆さ んにはより 高い能力が要求さ れてお

り ， 漫然と 学生生活を送っ ていたのでは， 就職する際に思わぬ困難に直面するこ と

になり かねません。

こ のこ と は， 公務員になる 場合にも 当てはまり ます。 法学部では， 就職（ 進路）

指導委員会と 就職指導課の協力のも と ， 皆さ んの就職その他進路決定についての相

談に応じ ています。 特に就職においては学生生活をどのよう に送っ たかを一層重視

するよう になっ ており ， 皆さ んは入学と 同時に自己の将来の進路について真剣に考

え始めなければなり ません。 そのためにも 授業科目の履修方法も 慎重に考慮する必

要があり ます。

2 ． 社会で要求さ れる資質

3 ． 就職その他進路決定の支

援体制
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就職（ 進路） 指導委員会と 就職指導課では， 就職その他進路決定のために様々な

行事を企画し ており ， 皆さ んがより 多く の情報やテク ニッ ク を取得でき るよう 万全

の体制を整えています。 各種ガイ ダンス・ 適性試験の実施， 資料閲覧コ ーナーの充

実， パソ コ ン（ イ ンタ ーネッ ト 使用環境） 及びいつでも 相談でき る「 就職相談コ ー

ナー」 の設置などがそれです。 ただし ， 自己の進路を決定するのはあく までも 皆さ

ん自身です。 就職指導課などで収集し た情報やテク ニッ ク を 基に自己の適性， 進

路， 将来の展望を自分自身で発見する， いわゆる自己啓発・ 自己実現に努めても ら

いたいと 思いま す。 ま た， 就職・ 進路で疑問や迷いが生じ たら ，「 就職相談コ ー

ナー」 を積極的に活用し てく ださ い。

〔 就職（ 進路） 関係資料〕

①　 進路ガイ ド （ １年次生・ ４月配布）

②　 就職活動ガイ ド ブッ ク （ ３年次生・ 6 月配布）

〔 就職（ 進路） 関連行事〕

①　 通年で就職活動のサポート と なる行事を開催し ています

②　 法学部校友会と の共催で以下のよう な行事の開催を予定し ています

１） マスコ ミ ・ メ ディ ア就活セミ ナー

2 ） 法学部就活セミ ナー（ OB・ OG就職相談会）

３） 資格・ 検定・ 公務員試験合格者褒賞授与式

各種課外講座について

法学部で は， 学生の皆さ んの進路選択の幅を 広げ， 将来の多様な 進路計画

（ キャ リ ア・ デザイ ン） に対応すべく ， 課外講座と し て各種資格試験講座や就職

対策講座を開講し ています。 こ の課外講座は， 全学科の学生が低廉な受講料と 教

材費で受講可能です。 資格には大別し て「 国家資格」「 公的資格」「 民間資格」 の

３種があり ます。 本学部では社会的に評価が高い資格を中心と し て法律分野 ４講

座「 司法書士」「 社会保険労務士」「 行政書士」「 宅地建物取引士」， 会計分野 2 講

座「 簿記（ 日商簿記検定 2 級）」「 フ ァ イ ナン シャ ル・ プ ラ ン ニン グ技能士（ 2

級）」， 就職対策 2 講座「 SPI ３対策講座」「 秘書技能検定（ 準 １級・ 2 級） 講座」

を設置し ています。 また， 公務員試験対策と し て公務員講座（ ３コ ース） を， 教

員試験対策と し て教員講座を開講し ています。

各課外講座の開講情報や内容については， 就職指導課で配布し ている「 資格・

検定・ 公務員試験サポート ガイ ド 」・「 課外講座案内」 を参照し ， 講座ごと に実施

する説明会に参加し てく ださ い（ 注： 上記は202１年度開講予定講座です）。

〔 課外講座案内資料〕

①　 資格・ 検定・ 公務員試験サポート ガイ ド

②　 課外講座案内

上記， 課外講座と は別に， 海外留学や外国語の修得を 望む学生の増加に応え

て， 次頁のと おり 課外講座を実施し ています。 開講等の詳細については， 毎年異

なり ますので， 教務課より 配信するお知ら せを適宜確認し てく ださ い。
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講　 　 座　 　 名 開講期間

⑴ 英検/IELT S集中課外講座 6 ・ ７・ １0・ １１月

⑵ T OEIC集中課外講座 6 ・ １１月

⑶ T OEFL課外講座 ５～ ７月， １0～１2月

⑷ ラ イ ティ ング課外講座 ５～ ７月， １0～１2月

⑸ やさ し い英語ディ スカ ッ ショ ン講座 ５～ ７月， １0～１2月

⑹ 留学・ 海外研修のためのド イ ツ語講座 ５～ ７月

⑺ ド イ ツ語検定試験対策講座 １0～１2月

⑻ 留学・ 海外研修のためのフ ラ ンス語講座 １0～１2月

⑼ 留学・ 海外研修のための中国語講座 １0～１2月

⑽ ド イ ツ語短期集中課外講座 ３月

※詳細については， ポータ ルシステムより お知ら せいたし ますので， 確認し てく ださ い。

学生研究室について

法学部には資格取得・ 公務員試験対策のため， 以下の学生研究室が設置さ れて

います。 入室を希望する 場合は ５号館 2 階で配布し ている「 学生研究室案内」 を

参考の上， 研究室ごと に実施する説明会に参加し てく ださ い。

司法科研究室（ 法科大学院進学・ 司法試験予備試験・ 司法試験対策）

法学研究所学生研究室部門

①　 司法書士科研究室（ 司法書士試験対策）

②　 税理士科研究室（ 税理士試験対策）

政経研究所学生研究室部門

①　 行政科研究室（ 国家公務員採用試験［ 総合職］・ 国家公務員採用試験［ 一般

職］・ 地方公務員採用上級試験対策）

②　 公認会計士科研究室（ 公認会計士試験対策）

国際知的財産研究所研究室部門

①　 弁理士科研究室（ 弁理士試験対策）
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大学院法学研究科の概要

大学院法学研究科は， 社会科学を主な研究対象と し ， 現代における多様な社会現

象を， 高度な学理をも っ て法学・ 政治学的に究明すると 同時に， 幅広い教養を身に

つけた専門性豊かな研究者の養成， 社会の要請に応えた高度専門職業人の養成をな

し ， 社会人の再教育によるキャ リ ア・ アッ プを目指すための高度な教育を提示し て

います。 専攻は公法学・ 私法学・ 政治学の ３専攻があり ， 博士前期課程（ 2 年） と

博士後期課程（ ３年） の 2 つの課程に分かれています。

博士前期課程は専攻科目を主と し て３0単位以上を修得し ， 学位論文を提出し て最

終試験に合格し た者に対し ， それぞれの専攻によ り 修士（ 法学）， 修士（ 政治学）

の学位が授与さ れます。 博士後期課程は博士前期課程を修了し た者が選考により 入

学を許可さ れ， 専攻科目につき 所定の研究指導を受け， 独創的研究に基づく 学位論

文を 提出し て最終試験に合格し た者に対し ， 専攻によ り 博士（ 法学）， 博士（ 政治

学） の学位が授与さ れます。 また， 学位論文が法学または政治学の分野に関連する

学際的研究である場合には， 博士（ 学術） の学位が授与さ れます。

一般入学試験は， 9 月（ 博士前期課程） と 2 月（ 博士前期課程） に 2 回実施さ れ

ます。 また， 本学部卒業見込者で一定の推薦基準を充足し ている者については， 一

般入学試験と 同時期に 2 回実施さ れる推薦入学試験（ 博士前期課程） を受験するこ

と ができ ます。 選考内容は， 一般入学試験が書類審査， 筆記試験（ 外国語・ 論文），

及び口述試験， 推薦入学試験が書類審査及び口述試験によっ て行われます。 博士後

期課程の入学試験は， ３月に実施さ れ， 書類審査及び修士論文等の審査並びに筆記

試験（ 外国語・ 論文）， 口述試験によっ て行なわれます。

また， 博士前期課程には社会人特別入学試験があり ます。 こ の入学試験で入学す

ると ， 社会人等の生活・ 勤務形態に応じ た履修が可能と なっ ています。 こ の社会人

特別入学試験は， 第 １期： １１月・ 第 2 期： ３月の 2 回実施さ れ， 選考内容は筆記試

験（ 論文） と 口述試験です。 さ ら に， 社会人特別入学試験には， 政治学専攻公共政

策コ ースと し て， 標準コ ースと １年コ ースがあり ， 後者は出願資格に該当し たも の

は １年間で修了が可能です。 両コ ースの選考は， 書類審査と 口述試験のみで行われ

ます。

さ ら に， 本研究科に進学を希望する学部 ４年次生で一定基準を充足し た者を対象

と し て， 入学前の ４年次在学中に大学院博士前期課程科目の履修を行う こ と ができ

る大学院科目早期履修生制度があり ます。

なお， 本大学を卒業し た方は， 入学金が免除と なり ます。

こ の他大学院についての詳細は， 教務課まで問い合わせてく ださ い。

専攻別入学定員

研究科名 専攻別 前期課程定員 後期課程定員

法学研究科

公法学専攻 ３0名 ４名

私法学専攻 ３0名 ４名

政治学専攻 １５名 ４名

※上記入学定員は， 本研究科で行われる全ての入学試験の合計定員です。
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大学院法務研究科の概要

本研究科は， 法曹に必要な学識及び能力を 培う こ と を 目的と する 専門職大学院

（ 法科大学院） です。 法曹（ 裁判官・ 検察官・ 弁護士） と なる には司法試験に合格

するこ と が必要ですが， 司法試験の受験資格は， 原則と し て法科大学院の課程を修

了し た者に与えら れます（ 司法試験法 ４条 １項 １号）。

修了には， 原則 ３年間の在籍が必要です（ 未修者）。 ただし ， 法学の基礎を 学ん

だと 認定さ れた者は， 2 年間で修了するこ と ができます（ 既修者）。

既修者 未修者

標準修業年限 2 年間 ３年間

修了の認定を受けた者に対し ， 法務博士（ 専門職） の学位が授与さ れます。

司法試験は修了後 ５年間受験する こ と ができ ます。（ なお， 令和 ５年よ り ， 法科

大学院在学中の司法試験受験が制度化さ れます。） 司法試験合格後， １年間の司法

修習を終えると ， 晴れて法曹と し て活躍するこ と ができ ます。

本研究科では， 研究者と 実務家から なる教員により ， 双方向の少人数教育を実施

し ています。 入学定員を60名と 絞っ た上， 法律基本科目（ 講義科目） では １ク ラ ス

20～３0名程度， 法律基本科目（ 演習科目） や法律実務基礎科目や演習科目では， １５

名程度の規模で徹底し た少人数授業による， 個別指導を含めたき め細かい教育に努

めています。

法律基本科目を 十分に修得すれば， 他の関連科目に十分対応でき る と の認識の

下， 司法試験に合格し 実務法律家になるために必要と さ れる法律基本科目に重点を

置いたカ リ キュ ラ ムを編成し ています。

なお， 本研究科は夜間開講も し ており ， 働きながら 法曹を目指すこ と が可能です。

本研究科では， 専用図書室や， 朝 ７時から 夜１2時まで利用可能な自習室を設置し

ており ， 学習環境の充実に努めています。 弁護士である助教による学習相談も 行っ

ており ， 入学前の研修や， 修了後の学修環境の継続（ 研修生制度） と 併せ， 継続的

に学ぶ環境が整っ ています。

また， 経済的支援（ 独自の給付奨学金等） も 充実さ せており ， 学部時代にき ちん

と 法律の基礎を身に着けた方が集中し て学べる環境を提供し ています（ 本学出身者

は入学金が免除と なり ます）。

出身法曹による校友組織（ 日本大学法曹会） にも ， 就職支援を含めた各種支援を

行っ て頂いています。

本研究科では， 法学部と 法曹養成に向けた緊密な連携を取り つつも ， 独自の方針

に基づき 入学試験を実施し ています。 従っ て， 法学部を卒業し ただけでは， 自動的

に既修者と なるも のではない点につき 留意し てく ださ い。

なお， 本学法学部には， 法曹コ ースがあり 大学院進学者を対象と し た早期卒業制

度を利用するこ と で「 学部 ３年＋法科大学院 2 年」 の ５年間で司法試験受験資格を

得るこ と も 可能ですので， 積極的にチャ レンジし まし ょ う 。

法曹養成の仕組みや本研究科について詳し く 知り たい方は， 進学説明会・ 相談会

に参加さ れるか， 大学院事務課までお問い合わせく ださ い。

最後に， 一人でも 多く の方が本研究科で学び， 法曹と し て広く 社会で活躍さ れる

こ と を希望し ています。

１． 法曹養成制度の中核と し

ての法科大学院

2 ． 法務研究科での教育

3 ． 充実の支援体制

4 ． 進学に当たっ て
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本研究科は「 高度情報化さ れた民主的社会におけるジャ ーナリ ズム及びメ ディ ア

の公共的な重要性に鑑み， 新聞学のよ り 専門的な知識及び実践能力の涵養に努め，

も っ て民主主義および民主的社会の発展に資する」 と いう 理念に基づき 開設さ れた

日本で唯一の「 新聞学」 と の名称を 冠し た研究科です。 新聞学専攻博士前期課程

（ 平成22年 ４月開設） と 新聞学専攻博士後期課程（ 平成2５年 ４月開設） によ っ て構

成さ れています。 こ こ でいう 新聞学と は， ジャ ーナリ ズムの訳語であり ， その基盤

は本学法学部新聞学科にあり ます。

本研究科の研究対象は， ジャ ーナリ ズム， メ ディ ア， コ ミ ュ ニケーショ ン及びそ

れら に関連する 問題領域であり ， 学際的・ 融合的な体系及び学理を 構成する 領域

も ， 文学， 社会学， 政治学， 社会心理学， 文化人類学などと ても 多岐にわたっ てい

ます。 こ のよう に現代新聞学の射程は大き な広がり を有し ています。

近年， デジタ ル化を 原動力と する メ ディ ア技術の急速な発展， それがも たら す

ジャ ーナリ ズムやメ ディ ア環境の変化は， 関連する政策， 法制， 諸制度のパラ ダイ

ムを転換さ せ， 公共性の再考と 新たな倫理構築と いう 課題を研究者や研究機関など

に突き つけています。 それゆえ， ジャ ーナリ ズムやメ ディ アの研究・ 実践に関わる

者にと っ て， さ まざまな課題に対する批判的思考力に基づく 洞察力， 分析能力及び

解決能力の涵養が求めら れているのです。 そう し た能力を礎にし て， 新たな公共性

原理を構想し ， 現実に実現可能なパラ ダイ ムへと 変換し ， 新たな倫理観を構築する

こ と は， 高度な専門知や実践知の発現であり ， それはジャ ーナリ ズム及びメ ディ ア

の質の改善・ 向上に寄与するこ と になり ます。

博士前期課程においては①「 新聞学に関する 優れた研究・ 開発能力を 持つ研究

者， 教員を養成するこ と 」 ②「 新聞学に基づく 高度な専門知識・ 実践能力を持つ高

度専門職業人を養成するこ と 」 を目的と し ています。 後者はマス・ メ ディ アなどで

活躍するジャ ーナリ スト を意図し ていますが， そこ にはすでにマス・ メ ディ アなど

で働いている方たちに対するリ カ レント 教育なども 含んでいます。

教育課程について， 博士前期課程においては①研究者養成②ジャ ーナリ スト （ 職

業人） 養成の 2 つの履修モデルのも と で， 理論的研究， 制度的研究， 歴史的研究と

いう ３つの研究・ 教育スキームに依拠し ています。 こ う し て， 研究・ 教育を基礎か

ら 応用へと 段階的に進めら れる よ う にⅠ類　基幹研究科目， Ⅱ類　展開科目， Ⅲ類　

文献研究， Ⅳ類　演習科目， Ⅴ類　研究指導の ５つの類が設定さ れ， こ れら 講義を修

得し た上で， 教員の専門的な指導によっ て修士論文を作成し ていきます。

博士前期課程（ 2 年間） は入学定員１0名（ 収容定員20名）。 専門科目などを 中心

に３0単位以上の学科目を修得し ， 予備審査を通過し た後に学位論文を提出し て本審

査に合格し た者に対し て， 修士（ 新聞学） の学位が授与さ れます。

入学試験については， 博士前期課程は一般入学試験第 １期（ １１月下旬） と 第 2 期

（ 2 月中旬予定） の 2 回実施さ れています。 同時期に社会人特別入学試験と 留学生

試験も 実施さ れます。 また， 推薦入学試験は 9 月下旬に加え， 一般入学試験と 同時

１． 本研究科の目的

2 ． 博士前期課程

①　 養成する人材

②　 教育課程

③　 定員と 学位

④　 入学試験

大学院新聞学研究科の概要
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期の ３回実施さ れます。 一般入学試験の選考方法は書類選考と 筆記試験（ 母国語を

除く 外国語・ 新聞学に関する論文） 及び口述試験です。

社会人特別入学試験選考方法は書類選考と 小論文及び口述試験です。

留学生試験の選考方法は書類選考と 筆記試験（ 日本語・ 新聞学に関する論文） 及

び口述試験を行います。

推薦入学試験の選考方法は書類選考と 口述試験です。

博士後期課程では前期課程で養成する 人材に加えて教育・ 研究機関のみなら ず，

企業， 行政及び国際機関などの中核的ポジショ ン への奉職を 目指し，「 新聞学に基

づく 高度な専門知識の開発と 蓄積によっ て培われた洞察力， 分析力及び問題解決能

力を有し た人材」 を養成するこ と を目的と し ています。

博士後期課程では博士前期課程と 同様に理論系科目， 制度系科目， 歴史系科目と

いう ３つの研究・ 教育スキームが設定さ れ， ジャ ーナリ ズムについてそれぞれ「 理

論」「 制度」，「 歴史」 の「 特殊研究」「 特殊演習」 を展開， こ れに「 合同演習」 を加

え， ３年間の「 研究指導」 を通じ て博士論文を作成し ます。

博士後期課程（ ３年間） は入学定員 ３名（ 収容定員 9 名）， 上述の講義１2単位以

上を修得し ， レ フ ェ リ ー制のある学術雑誌への関連論文の掲載など論文提出に必要

な条件を満たし たう えで提出さ れた学位論文の学位論文審査に合格し た者に， 博士

（ 新聞学） の学位を授与し ます。

博士後期課程入学試験の選考方法は， ①書類審査　 ②修士論文も し く は研究レ

ポート 　 ③筆記試験（ 外国語（ 留学生は日本語）・ 論文） の審査　 ④口述試験です。

博士後期課程の入学試験は， 博士前期課程第 2 期一般入学試験（ 2 月中旬予定） と

同時期に実施さ れる予定です。

本研究科は， ジャ ーナリ スト 志望の学生に対し て， 現場で働く ジャ ーナリ スト を

講師に招いて， 理論などの学術的な研究と 共に実践的な事柄についても 学べる教育

を行っ ています。 また， 日本と いう 地域特性を踏まえて， ジャ ーナリ ズム教育の伝

統と 歴史のある西欧諸国に限定するこ と なく ， 広く アジア諸国などの留学生に対し

ても 門戸を開いています。

また都心部にある と いう 地理的利便性， 夜間にも 講義を 開講し ている 点などか

ら ， ジャ ーナリ ズム・ メ ディ ア関連の実務経験者や在職者のスキルアッ プ， こ れら

に興味のある社会人の方々の入学も 歓迎致し ます。

3 ． 博士後期課程

①　 養成する人材

②　 教育課程

③　 定員と 学位

④　 入学試験

4 ． 受験生へのメ ッ セージ
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各種手続・ 配布物一覧表

※各種手続の際には学生証を呈示し てく ださ い。

　 また， ＊印については手数料が必要と なるので次頁一覧を参照し てく ださ い。

項　 　 　 　 　 目 受付及び手続場所 備　 　 　 　 　 考

履修登録（ 含， 相互履修）

教 務 課

（ L ive Campusを 含む）

履修登録の手引き 及び時間割表を ポータ ルシステムにて配信

時間割表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〃

試験欠席届（ 追試験受験届） 印鑑持参（ 詳細は掲示等を確認するこ と ）

＊再試験受験届

成績通知書 Live Campus（ 教務） より 印刷可。

休学願

復学願

退学願

卒業手続

卒業延期手続

学生証発行（ ＊再発行を含む）

＊在学証明書の発行 証明書自動発行機で発行可

＊成績証明書の発行 証明書自動発行機で発行可

＊卒業（ 見込） 証明書の発行
卒業見込証明書の発行
前学期発行： 88単位以上修得済の ４年次生のみ
後学期発行： １02単位以上修得済の ４年次生のみ

＊人物考査書発行（ 教員志願用）

氏名の変更 氏名の変更には証明書持参

保証人変更届

語学分野課外講座

学割証発行

学 生 課

証明書自動発行機で発行可

通学証明書発行

＊健康診断証明書発行 証明書自動発行機で発行可

現住所変更 ポータ ルシステムにて変更

奨学金制度に関するこ と

海外渡航に関するこ と

拾得物・ 遺失物

アルバイ ト 等紹介・ アパート 等紹介

大学の施設使用手続・ 大学の物品使用手続

厚生施設の利用　（ 学生）

学費の納入

会 計 課学費支弁者住所変更 ポータ ルシステムにて変更

厚生施設利用料等の納入

推薦書発行（ 就職試験用）

就 職 指 導 課

履歴書配布（ 就職試験用）

NU就職ナビ（ 進路希望）

卒業・ 修了後の進路決定届

就職に関するこ と

課外講座（ 語学分野を除く ） に関する事項

資格・ 検定・ 公務員試験合格者褒賞制度に関する事項

司法科研究室に関する事項

研 究 事 務 課

（ 学生研究室事務室）

司法書士科研究室に関する事項

弁理士科研究室に関する事項

税理士科研究室に関する事項

行政科研究室に関する事項

公認会計士科研究室に関する事項

図書館の利用に関するこ と 図 書 館

転科・ 転部（ 第一部・ 二部間） に関するこ と 入 学 セ ン タ ー

COLNetに関するこ と 情 報 セ ン タ ー
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証明書発行手数料等一覧

種　 　 　 　 　 類 摘　 　 要 金　 　 額 手　 続　 先 作成に要する日数 備　 　 　 　 　 考

在学証明書 １通につき １00円

教　 務　 課

即日 証明書自動発行機で発行可

成績証明書 〃 200円 即日 〃

卒業見込証明書 〃 １00円 即日
４年次生のみ

証明書自動発行機で発行可

英文証明書（ オリ ジナル） 〃 600円 ７日
申込 １回につき

１通目をオリ ジナル

英文証明書（ コ ピー） 〃 200円 ７日
申込 １回につき

2 通目以降をコ ピー

教育職員免許状取得見込証明書 〃 １00円 ３日

学力に関する証明書（ 社会・ 地歴・ 公民　各） 〃 200円 ３日

人物考査書（ 教員志願用） 〃 １00円 面接後 ３日

学生証再発行 ─ １，000円 2 日

健康診断証明書 １通につき １00円 学　 生　 課
即日

※ 発行は ５月上旬～ 

３月中旬まで

証明書自動発行機で発行可



堀

（ 建設予定地）

※　 テレ フ ォ ンサービスは、 天候状況・ 事故等による交通機関混乱時の授業・ 試験実施案内

及び学部行事実施の可否案内を行っ ています。（ 休講情報等の案内は行っ ており ません。）

03－5275－8501

03－5275－8502

03－5275－8503

03－5275－8504

03－5275－8505

03－5275－8507

本　 館

庶 務 課

教 務 課

入 学 セ ン タ ー

会 計 課

学 生 課

管 財 課

03－5275－8510

03－5275－8509

03－5275－8620

03－5275－8520

5 号館

研 究 事 務 課

1 0 号館

就 職 指 導 課

図書館

図 書 館 事 務 課

その他の連絡先

テレ フ ォ ンサービス※

各 種 連 絡 先

校 舎 案 内 図



学科 番

na m e


